
目 ◇
次

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
　
新
旧
対
照
条
文

◎
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

（第

一
条
関
係
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
一百
三
十
二
号
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行

（
一
部
公
布
日
施
行
）

◎
社
会
福
祉
法

（昭
和
三
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・

◎
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

【
公
布
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・

◎
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

（昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
。
・
・
・
・
・
ｏ
・
・
・

◎
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の

一

（第
六
条
関
係
）

【
公
布
日
施
行
】

・

◎
福
祉

用
具

の
研
究

開
発
及
び
普

及

の
促
進

に
関
す

る
法
律

（
第

七
条

関
係
）

【
公
布

日
施
行

】

・
・
・
・
・
・
・

（
平
成

十

九
年
法

律

第

百

三
十

五
号
）

(参考資料 2)

（第
二
条
関
係
）

】

・
。
・
・
・
・
・

（第
二
条
関
係
）
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◎
健
康
保
険
法

（大
正
十

一
年
法
律
第
七
十
号

・
〉

二
平
成

２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
．
．

◎
船
員
保
険
法

（昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
．

◎
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

【
平
成

２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
．
・
・
・
．

◎
地
域
保
健
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

一

【
平
成

２４
年
４
■
１
日
施
行
】

・
・
・
・

◎
生
活
保
護
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

【
平
成

２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
．
．

◎
地
方
税
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

【
平
成

２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
。
・
・
・
．
．

◎
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
一
・
・
・
。
．
．
．

◎
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
一

【
平
成

２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
．
．
．

十
条
関
係
）条

関
係
）
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●
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●

　

●

　

．
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.附

. 貝J

.第

.三

.十

.附

. 則

.第

.十

.七  赫

.条
`関
.係

◎
国
民
健
康
保
険
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

【
平
成

２４
年

４
月
１
計
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
道
路
交
通
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

（附
則
第
二
十
条
関
係
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

【
平
成
九
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
印
紙
税
法

（昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
二
号
）

（附
則
第
二
十
二
条
関
係
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
登
録
免
許
税
法

（昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
五
号
）

（附
則
第
二
十
二
条
関
係
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
地
価
税
法

（平
成
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）

（附
則
第
二
十
二
条
関
係
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）

（
附
則
第
二
十
二
条
関
係
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・

◎
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・

・ 昭
:和

.五

・十
.七

・年
.法
. 律
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）
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◎
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

【
平
成

２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
介
護
保
険
法
施
行
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
独
立
行
政
法
人
新

エ
ネ
ル
ギ
ー

・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法

（附
則
第
四
十

一
条
関
係
）

【
公
布
日
施
行
】

・
・
・
・
・

◎
構
造
改
革
特
別
区
域
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

【
平
成

２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

◎
介
護
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）

（附
則
第
四
十
二
条
関
係
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
。
・
・
・
・

◎
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

（附
則
第
四
十
四
条
関
係
）

【
平
成

２４
年
４
月
１
日
施
行
】

◎
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

【
平
成
２４
年
４
月
１
日
施
行
】

◎
介

護

保
険

法

及

び
老

人
福

祉

法

の

一
部
を
改

正
す

る
法
律

（
平
成

二
十
年

法
律

第

四

十

二
号

）

（
附

則

第

四

十

六
条

関

係

）

【
平
成

２４
年

４
月

１
日
施

行

】

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

.附
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◎
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律

（平
成
二
十
二
年
法
律
第
四
十
号
）

（附
則
第
四
十
七
条
関
係
）

【
平
成

２４
年

４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

◎
総
合
改
革
特
別
区
域
法

（平
成
二
十
二
年
法
律
第
　
　
　
号
）

（附
則
第
四
十
人
条
関
係
）

【
平
成

２４
年

４
月
１
日
施
行
】

・
・
・
・
・
・
・
・
。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・



○
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
　
新

○
　
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

抄

（第

一
条
関
係
）

第

一
章
～
第
四
章

　

（略
）

第
五
章
　
介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
事
業
所
及
び
施
設

第

一
節

。
第
二
節

（略
）

第
二
節
　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ト
ビ
ス
事
業
者

（第
七
十
八
条
の
二
―
第
七
十

）

第
四
節
～
第
九
節

　

（略
）

第
十
節
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
表

（第
百
十
五
条
の
二
十
五
―
第
百
十
五

）

第
六
章
　
地
■
支
援
事
業
等
（剣
劃
羽
劃
烈
ｄ
酬
刊
劃
刊
制
割
刊
ヨ
刻
硼
口
刊
川

）

第
七
章
～
第
十
四
章

　

（略
）

附
則（介

護
保
険
）

第
二
条
　
介
護
保
険
は
、
被
保
険
者
の
要
年
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態

（
‐
冽
「

「
―
刻

州
調
洲
創
割
「
日
劇
引
「
「
に
関
し
、
必
要
な
保
険
給
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部

分
）

口
次第

一
章
～
第
四
章

　

（略
）

第
五
章
　
介
護
支
援
専
門
員
並
び
に
事
業
所
及
び
施
設

第

一
節

。
第
二
節

（略
）

第
二
節
　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

（第
七
十
人
条
の
二
―
第
七

十

八
条
の
十
二
）

第
四
節
～
第
九
節

　

（略
）

第
十
節
　
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報

・の
公
表

（第
百
十
五
条
の
二
十
五
―
第
百
十

五

条
の
四
十
三
）

第
六
章
　
地
域
支
援
事
業
等

（劉
翻
刷
剤
刻
渕
翻
コ
網
¶
Ｊ
到
刊
コ
刑
刻
網
判
引
ｄ

）

第
七
章
～
第
十
四
章

　

（略
）

附
則（介

護
保
険
）

第
二
条
　
介
護
保
険
は
、
被
保
険
者
の
要
介
護
状
態
又
は
要
支
援
状
態
に
関
し
、
必

要
な
保
険
給
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

l日

対

照

条

文



２
　
前
項
の
保
険
給
付
は
、

う
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、

ら
な
い
。

３

ｏ
４
　

（略
）

劃

烈

ヨ

因

剤

到

瓢

ｑ

第
五
条
　
（略
）

で
そ
の
有
す
倒
調
ガ
ロ
祠
倒
＝
コ
判
目
側
釧
刷
剣
日
ｄ
引
測
ヨ
耐
剰
網
劃
劇
割
引
烈

介
護
状
態
等
ど
引
ｄ
ｄ
日

の‐
刊
開
斑
劇
劃
州
謝
祠
創
劉
州
朝
測
瀾
ｄ
ｄ
副
副
個
研

防

止

の
た
め

の
測
剰
劃
が

―こ―
刑

に
お
け
る
自
立
ｕ
川
劇
潮
引
目
凋
劃
目
司
潤
湖

の
施
策
を
、
医
療
測
び
目
倒

―こ―
側
引
ｄ
潤
剰
日

の‐
利
樹
制
潤
Ｊ
例
引
劇
引

つ―

つ―
倒

日
謝
目
溜
網
鋼
引
ｇ
引
列
列
覇
潤
劇
悧
悧
斑
釧
綱
「
Ч
「

（認
知
症
に
関
す
刻
劃
判
馴
側
矧
硼
網
糊
測
Ｊ

疾
患
、
ア
ル
コ
ノ、‐
剤
Ｊ
刊
週
倒
ｇ
綱
劉
ｇ
∃
馴
ｑ
周
づ
ｑ
周
ｑ
劉
劉
倒
＝
刻
個
ｄ
Ｊ

り
日
常
生
活
に
支
障‐
洲
引
劇
ｄ
日
川
―こ―
測
ｄ
訓
刺
倒
制
測
が
ｄ

の‐
個

の‐
訓
刹
樹
制

が
低
下
し
た
状‐
樹
ｄ
劇
引
「
劇
「
同
ｄ
『
「

‐こ―
側
ぶ
劃
硼
潤
側
口
薗
厠
引
――
劇

スー

及
び
福
祉
サ
ト
Ц
ス‐
剌
劇
綱
劇
引
ｑ
利
覇
劇
劃
＝
個
側
留
劇
囲
Ｈ
謝
網
劉
知
Ⅵ
ヨ
獨
コ
洲

推
進
並
び
に
ｄ
ｄ
翻
劉
渕
ヨ
翻
倒
馴
劉
ｑ
到
日
Ｊ
測
個
「
劃
翻
釧
釧
劇
引
ｇ
司
ｑ
劇
例

に
係
る
人
材

の
砲
側
川
洲
圏
翻
到
Ⅵ
刷
羽
コ
判
到
利
列
口
州
到
刻
樹
圏
ｄ
計
引
ｄ
Ｊ

刻

国

列

剛

創

測

「

3 1 2

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

到
州
調
因
創
制
の
軽
減
又
は
悪
化
ら
防
止
に
資
す
ひ
よ

医
療
と
の
連
携
に
十
分
配
慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

保
険
給
付

に
係
ｄ
側
潤
目
翻
劉
何
刊
ョ
到
凋
び
襴
相
羽
１１
封
引
例
酬
劉
引
創
利
利
可
到

２
　
前
項
の
保
険
給
付
は
、
刻
州
謝
測
創
剣
翻
罰
ヨ
剤
悧
囚
馴
の
軽
減
又
は
悪
化
の
防

止
に
資
す
る
よ
う
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
医
療
と
の
連
携
に
十
分
配
慮
し
て
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

ｏ
４
　

（略
）

（国
及
び
都
道
月
日
洲
藝
到
０

第
五
条

　

（略
）

２
　

（略
）

（新
設
）

（新
設
）



■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ロ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

第
八
条

（略
）

２
　

こ
の
法
律
に
お
い
て

「訪
問
介
護
」
と
は
、
要
介
護
者

で
あ

っ
て
、
居
宅

（老

人
福
祉
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第

二
十
条

の
六
に
規
定
す
る

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
同
法
第

二
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム

（

第
十

一
項
．
引
「
コ
欄
欄
州
９
利
ｔ‐
ョ
剣
劉
「
硼
第
コ
引

に
お

い
て

「有
料
老
人
ホ

ー
ム
」
と

い
う
。
）
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
施
設
に
お
け
る
居
室
を

含
む
。

以
下
同
じ
。
）
に
お

い
て
介
護
を
受
け
る
も
の

（以
下

「居
宅
要
介
護
者

」
と

い
う
。
）
に

つ
い
て
、
そ
の
者

の
居
宅
に
お
い
で
介
護
福
祉
士
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ

つ
、
食
事
等

の
介
護
そ
の
他

の
日
常

生
活
上

の
世
話
で
あ

っ
て
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も

の

（赳
期
圏
回

・
‐

固

日寺‐

川

扇

型

訓

割

州

謝

郵

到

「

劉

網

劃

糊

翻

劉

悧

コ

日

瑠

明

到

目

の‐

―こ‐

限

る
。

）

又

は

夜

間
対
応
型
訪
問
介
護
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

３
～
１０
　

（略
）

Ｈ
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「特
定
施
設
」
と
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
施
設
で
あ
っ
て
、
第
二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施

設
で
な
い
も
の
を
い
い
、

「特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
は
、
特
定
施
設
に

入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
施
設
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
、
こ
れ
を
担
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
た
計

画
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上

の
世
話
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
、
機
能
訓
練
及
び
療
養
上
の
世

話
を

い
う
。

‐２

・
・３

　

（略
）

‐４
　

こ
の
法
律
に
お

い
て

「地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
」
と
は
‐
ｄ
期
巡
回

ｏ‐
同

日寺‐
川

扇
型
訓
問
剣
調
利
調
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
確
、
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定

2第

く厚 る そ い の 第 餐 △ _小
３
～
１０
　

（略
）

Ｈ
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「特
定
施
設
」
と
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
厚
生

労

働
省
令
で
定
め
る
施
設
で
あ
っ
て
、
第
十
九
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定

施

設
で
な
い
も
の
を
い
い
、

「特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
は
い
特
定
施
設

に

入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
施
設
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の

内
容
、
こ
れ
を
担
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
井
一計

画
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上

の
世
話
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
、
機
能
訓
練
及
び
療
養
上
の
世

話
を
い
う
。

‐２
・
・３
　
（略
）

‐４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
夜
間
対
応
型
訪
間
介

護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
川
洲
副
翻
翻
圏
割
馴
剣

魚懲轟2茜蕎褒1余重樺G
瓦量竜脅霧寡葉|ム鶏鰭▼
霧基釈t〔劃高子写
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介
護
、
劇
翻
翻
ョ
創
刻
劉
司
召
刈
倒
相
翻
覇
「
翻
劉
割
割
「
劉
調
測

施
設
入
居
者
生
活

ス‐

を

い
い
、

「地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
」
と
は
、
地
域
密

洲
例
創
型
測
――
劇

着
型
サ
ー
ビ

ス
を
行
う
事
業
を

い
う
。

州
で

「
ｌ

ｄ
期
剰
回

・
―

薗
嘲
川
州
型
訓
劃
州

護
看
護
」
と
は
、
次

‐５‐
　
こ‐
の‐
調
徊
―こ―
剥

の
各
号

の
い
ず

れ
か
に
該
当
引
刻
測
淵
コ
ヨ
日
「

「

刷

ョ

刻

当

日

日

つ―

目

刊

ヨ

鋼

醐

潤

国

劃

訓

刷

コ

引

＝

ヨ

圏

闇

訓

覇

ｄ
ヨ

『

引

湖

瀾

倒

日

∃

冒

調

ｄ

司

州

圏

鼎

珊

刺

州

倒

ヨ

Ｊ

掛

調

「

で―

創

月

翼

∃

ヨ

劃

曇

翻

創

コ

刻

測

目

刷

創

科

引

引

ヨ

劃

倒

珊

日

劃

刊

刻

「

ロ

コ

劃

ヨ

馴

剰

劃

翻

捌

コ

ぞ

『

謝

⊂

剰

測

国

翻

劉

劃

留

劃

目

劃

劉

ヨ

ロ

劃

日

馴

剰

劇

劃

劉

目

到

劉

剰

ヨ

＝

？

例

割

劉

二‐

］ヨ
ヨ
列
謝
ヨ
買
＝
ｄ
劇
コ
劉
剛
烈
司
謝
副
「
引
「
ヨ
圏
闇
測
覇

ｄ
ヨ
明
劃
調
馴
コ
目
刻
¶
劃
劃
調
目
目
倒
Ч
ｑ
「

フ・
―
剰
Ｊ
測
国
劉
劇
剥
しヽ―

て
介
護
福
祉
士
そ
の
他
第

二
項

の
測
利
調
劇
側
劉
創
「
り
引
川
ｑ
ヨ
引
創
洲
ｑ

馴

「

国

∃

剰

劃

刻

劉

馴

目

コ

国

∃

刻

ｑ

創

劉

働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
一コ
刊
矧

‐６‐
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
」
と
は
、
居
宅
要
介
護
者
に
つ

い
て
、
夜
間
に
お
い
て
、
定
期
的
な
巡
回
訪
間
に
よ
り
、
又
は
随
時
通
報
を
受
け

、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
介
護
福
祉
士
そ
の
他
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に

よ
り
行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話

で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
‐
ｄ
期
圏
回
司
固
嘲
矧
州
劉
訓
問
剣

調
利
調
口
該
判
引
引
Ы
の‐
刻
囲
ｑ
刊
「
を
い
う
。

‐７
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
は
、
居
宅
要
介
護
者
で

調
冽
川
倒
相
刑
訓
川
硼
剖
引
測
州
調
を
い
い
、

「地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
」

を
は
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
を
い
う
。

（新
設
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

‐５
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
」
と
は
、
居
宅
要
介
護
者
に
つ

い
て
、
夜
間
に
お
い
て
、
定
期
的
な
巡
回
訪
間
に
よ
り
、
又
は
通
報
を
受
け
、
そ

の
者
の
居
宅
に
お
い
て
介
護
福
祉
士
そ
の
他
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に
よ
り

行
わ
れ
る
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
で
あ

っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

‐６
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
」
と
は
、
居
宅
要
介
護
者
で



あ
つ
て
、
調
刹
日
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
二
項
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
又
は
同
法
第
二
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
老
人

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
通
わ
せ
、
当
該
施
設
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食

事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
世
話
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
及
び
機
能
訓
練
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

‐８‐
～
２‐‐
　
（略
）

２２‐

・‥川
国
翻
日
劉
劉
「
測
翻
馴
「
川
刻
「
ｄ
『

巳
‐
劉
曇
州
覗
「
珂
副

て‐

・
ＩＩ
謝
剛
錮
「
謝
嘲
剣
霜
謝
「
副
コ
曇
「
訓
司
劉
綱
引
列
Ｈ
‘
瑚
「
川

雪
国
目
劃
剰
司
Ｊ
馴
別
謝
「
コ
引
川
目
州
「
劇
ョ
列
「
矧
利
創
劉
潤

創
司
Ｊ
割
列
劇
曇
烈
藝
「
ｄ
判
翻
「
酬
日
利
用
劃
割
州
劃
翼
「
潤
剖

利
用
劃
割
州
調
Ｊ
酬
錮
期
川
馴
馴
刹
錮
コ
引
翻
習
易
剰
創
劉
馴
利
溜

「
∃
期
棚
コ
糾
引
ョ
輌
瀾
ョ
目
¶
剤
剰
倒
封
引
創
糾
劇
召
９
渕
「
訓

園
コ
引
割
利
刑
倒
翻
翻
瑚
目
「
劉
剰
剰
倒
引
剰
躙
湖
目
∃
劉
朝
日
測

つ―
劉
劇
潤
謝
日
翻
翻
刷
剛
ョ
は
日
倒
覇
剰
判
習
鮒
釧
劇
劉
「
川
刻
司

綱
¶
刊
コ
引
州
劉
劇
刻
引
Ｈ
り
刊
制
ぞ
劇
創
コ
馴
馴
刊
劇
例
創
捌
目

い
いつ
。

２３‐
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「居
宅
介
護
支
援
」
と
は
、
居
宅
要
介
護
者
が
第
四
十

一

条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に

係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
第
四
十
二
条
の
二

第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス

及
び
そ
の
他
の
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
保
健
医
療
サ
ー

ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
」

あ
つ
て
ヽ
刷
馴
刷
翻
「
アー
欄
召
釧
割
――
□
剰
＝
棚
劃
到
里
剣
ｄ
劇
口
劉

圏
翻
買
釧
劉
個
洞
「
引
明
日
引
別
馴
日
ｄ
謝
日
側
引
劉
刊
ョ
絹
倒
目
潤
コ
ョ
「
訓
個
翻
躙
引
測
洲
Ⅵ
召

剣
爛
調
刹
翻
劉
日
「
欄
劇
劇
州
¶
ョ
謝
翻
「
日
¶
刊
）―で
あ
る
も

の
に
つ
い
て
、
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
υ
施

設
又
は
同
法
第
二
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
‐
に

通
わ
せ
、
当
該
施
設
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
日常

生
活
上
の
世
話
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
機
能
訓
練
を
行
日
う

こ
と
を
い
う
。

‐７
～
２０
　

（略
）

（新
設
）

２‐‐
　
こ
の
法
律
に
お
い
で

「居
宅
介
護
支
援
」
と
は
、
居
宅
要
介
護
者
が
第
四
車
上

条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
只
に

係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
第
四
十
二
条
の
二

第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ト
ビ
ス
又
は
特
例
地
域
密
着
型
介
護

サ

ー
ビ
ス、費
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
「
ビ

ス

及
び
そ
の
他
の
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
保
健
医
療
サ

ー

ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
量
ご



と
い
う
。
）
の
適
切
な
利
用
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
居
宅
要
介
護

者
の
依
頼
を
受
け
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
当
該
居

宅
要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
利
用
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
の
種
類
及
び
内
容
、
こ
れ
を
担
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
を
定
め
た
計
画

（以
下
こ
の
項
、
剣
司
刊
ヨ
刻
の‐
四
刊
ョ
剣
一―硼
剃
コ
刑
及

び
別
表
に
お
い
て

「居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
と
と
も
に

、
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
、
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
第

四
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他

の
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
い
、
並
び
に
当
該
居
宅
要
介
護

者
が
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
介
護
保
険
施
設
へ
の
入
所
を
要
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
介
護
保
険
施
設

へ
の

紹
介
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
う
こ
と
を
い
い
、

「居
宅
介
護
支
援
事
業
」
と

は
、
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

（略
）

第
人
条
の
二
　

（略
）

２
～
１７
　

（略
）

鐸

‐８
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「介
護
予
防
支
援
」
ど
は
、
居
宅
要
支
援
者
が
第
五
十
三

条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
第
五
十

四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
及
び
そ
の
他
の
介
護
予
防
に
資
す
る
保
健
医

療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
適
切
な
利
用
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
第
百
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と
い
う
。
）
の
適
切
な
利
用
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
居
宅
要
介
護

者
の
依
頼
を
受
け
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
当
該
居

宅
要
介
護
者
及
び
そ
の
家
族
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
利
用
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
の
種
類
及
び
内
容
、
こ
れ
を
担
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

事
項
を
定
め
た
計
画

（以
下
こ
の
項
、
劉
習
コ
劃
洲
ヨ
ｑ
馴
刊
馴
剃
「
劇
剣
コ
引
及

び
別
表
に
お
い
て

「居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
と
と
も
に

、
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
、
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
第

四
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
「
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他

の
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
い
、
並
び
に
当
該
居
宅
要
介
護

者
が
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
介
護
保
険
施
設

へ
の
入
所
を
要
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
介
護
保
険
施
設
へ
の

紹
介
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
う
こ
と
を
い
い
、

「居
宅
介
護
支
援
事
業
」
と

は
、
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

２２

～

２ ５

（略
）

第
人
条
の
二
　

（略
）

２
ヽ
１７
　

（略
）

‐８
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「介
護
予
防
支
援
」
と
は
、
居
宅
要
支
援
者
が
第
五
十
二

条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
第
五
十

四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
特
例

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
及
び
そ
の
他
の
介
護
予
防
に
資
す
る
保
健
医

療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「指
定
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
適
切
な
利
用
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
剣
司



刊
ョ
劉
の‐
口
刊
バ
劉
一‐
呵
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
う
ち

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
が
、
当
該
居
宅
要
支
援
者
の
依
頼
を
受
け
て
、
そ
の

心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
当
該
居
宅
要
支
援
者
及
び
そ
の
家
族

の
希
望
等
を
勘
案
ｔ
、
利
用
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
種
類
及
び
内
容

、
こ
れ
を
担
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
た
計
画

（

以
下
こ
の
項
及
び
別
表
に
お
い
て

「介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
い
う
。
）
を

作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
第
五
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
便

宜
の
提
供
を
行
う
こ
と
を
い
い
、

「介
護
予
防
支
援
事
業
」
と
は
、
介
護
予
防
支

援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

（住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
又
は
入
居
中
の
被
保
険
者
の
特
例
）

第
十
二
条
　
次
に
掲
げ
る
施
設

（以
下

「住
所
地
特
例
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
に

入
所
又
は
入
居

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「入
所
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と

に
よ
り
当
該
住
所
地
特
例
対
象
施
設
の
所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認

め
ら
れ
る
被
保
険
者

（第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
施

設
の
所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は

、
老
人
福
祉
法
第
十

一
条
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
入
所
措
置
が
と
ら
れ
た

者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「住
所
地
特
例
対
象
被
保
険
者
」
と
い
う
。

）
で
あ
つ
て
、
当
該
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
等
を
し
た
際
他
の
市
町
村

（

当
該
住
所
地
特
例
対
象
施
設
が
所
在
す
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
を
い
う
。
）
の

区
域
内
に
住
所
を
有
ｔ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
第
九
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
他
の
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
と
す
る
。
た
だ
し
、

三
以
上
の
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
継
続
し
て
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例

刊
ョ
刻

の‐
口
刊
ョ
劉
「
硼
に
規
定
す

る
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ト
の
職
員

の
，９
ち

厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
者
が
、
当
該
居
宅
要
支
援
者

の
依
頼
を
受
け
て
、
そ

の

心
身

の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
、
当
該
居
宅
要
支
援
者
及
び
そ
の
存
谷
族

の
希
望
等
を
勘
案
し
、
利
用
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
等

の
種
類
及
び
内

容

、
こ
れ
を
担
当
す
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
た
計
画
一
（

以
下
こ
の
項
及
び
別
表
に
お
い
て

「介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
」
と
い
う
。
）

を

作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
介
護
予
防
サ
ト
ビ
ス
計
画
に
基
づ
く
指
定
介
護
予

防

サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
第
五
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る

指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
者
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
便

宜
の
提
供
を
行
う
こ
と
を
い
い
、

「介
護
予
防
支
援
事
業
」
と
は
、
介
護
予
防
支

援
を
行
う
事
業
を
い
う
。

（住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
又
は
入
居
中
の
被
保
険
者
の
特
例
）

第
十
二
条
　
次
に
掲
げ
る
施
設

（以
下

「住
所
地
特
例
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）

に

入
所
又
は
入
居

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「入
所
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と

に
よ
り
当
該
住
所
地
特
例
対
象
施
設
の
所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
Ｌ

認

め
ら
れ
る
被
保
険
者

（第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該

施

設
の
所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は

、
老
人
福
祉
法
第
十

一
条
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
る
入
所
措
置
が
と
ら
れ

た

者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「住
所
地
特
例
対
象
被
保
険
者
」
と
い
ア９
。

）

で
あ

つ
て
、
当
該
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
等
を
し
た
際
他

の
市
町
村
一
（

当
該
住
所
地
特
例
対
象
施
設
が
所
在
す
る
市
町
村
以
外

の
市

町
村
を

い
う
。
∪

の

区
域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も

の
は
、
第
九
条

の
規
定
に

か

か

わ
ら
ず
、
当
該
他

の
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険

の
被
保
険
者
と
す
る
。
た
だ

し
、

三
以
上

の
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
継
続
し
て
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地

特

例



対
象
被
保
険
者
で
あ

つ
て
、
現
に
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設

（

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「現
入
所
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
等
を
す

る
直
前
に
入
所
等
を
し
て
い
た
住
所
地
特
例
対
象
施
設

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「直
前
入
所
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
現
入
所
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
所
等
を
す

る
こ
と
に
よ
り
直
前
入
所
施
設
及
び
現
入
所
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
す
る
場
所

に
順
次
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（次
項
に
お
い
て

「特
定
継
続
入

所
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
特
定
施
設

（有
‐料

君
川
利
――

ム‐
「
Ｊ

つ‐
ｄ
可
副
翻
馴
州
目
ｄ
硼
引
∃
詔
側
目

関
す
る
法
律

（平
成
「
ヨ
銅
潤
潤
劃
「
コ
Ц
釧
倒
Ｊ
到
劉
劉
「
コ
到
ｑ
到
鋼
ｄ
劃

け
た
高
齢
者
向
け

の
冒
目
測
日
コ
利
列
到
司
ｑ

（
―

州
ｄ
刑
訓
川
目
割
劉
目
州
謝
凋

事
業
を
行
う
事
業
‐引

―こ‐
例
ｄ
剣
口
刊

一
‐

剣
剣
刊
呵
剰
川

の‐
日
ｄ
ｄ
劃
引
ｄ
州
潤

い
も

の
に
限
る
。
「
冽
耐
悧
Ｈ

）
―

〓
一

（略
）

２

・
３
　

（略
）

（保
険
給
付
の
種
類
）

第
十
人
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
保
険
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
保
険
給
付
と
す
る
。

一
・
一
一

（略
）

〓
一　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ヨ
剣
調
洲
創
割
の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止

に
資
す
る
保
険
給
付
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
（第
五
節
に
お
い
て

，市
町

村
特
別
給
付
」
と
い
う
。
）

（他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

第
二
十
条
　
介
護
給
付
又
は
予
防
給
付

（以
下

「介
護
給
付
等
」
と
い
う
。
）
は
、

当
該
刻
剣
調
川
割
割
に
つ
き
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律

対
象
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
現
に
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設

（

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「現
入
所
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
等
を
す

る
直
前
に
入
所
等
を
し
て
い
た
住
所
地
特
例
対
象
施
設

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「直
前
入
所
施
設
」
と
い
う
。
）
及
び
現
ス
所
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
所
等
を
す

る
こ
と
に
よ
り
直
前
入
所
施
設
及
び
現
入
所
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
す
る
場
所

に
順
次
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（次
項
に
お
い
て

「特
定
継
続
入

所
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
特
定
施
設

〓
一

（略
）

２
ｏ
３
　

（略
）

（保
険
給
付
の
種
類
）

第
十
人
条
　
こ
の
法
律
に
よ
る
保
険
給
付
は
、
次
に
掲
げ
る
保
険
給
付
と
す
る
。

一
・
一
一

（略
）

〓
一　

前

二
号
に
掲
げ

る
も

の
の
ほ
か
、
到
剣
調
測
創
測

‐ま―
刻
劇
例
測
創

の
軽
減

又

は
悪
化

の
防

止
に
資
す

る
保
険

給
付

と

し

て
条
例

で
定

め
る
も

の

（第

五
節

に

お

い
て

「市

町
村
特
別
給
付
」
と

い
う
ｏ
）

（他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

第
二
十
条
　
介
護
給
付
又
は
予
防
給
付

（以
下

「介
護
給
付
等
」
と
い
う
。
）
は
、

当
該
要
介
護
‐州

創
剰

―ま―
刻
刻
捌
川
創

（
―

馴
刊

「要
介
護‐
洲
創
割
「
ど
劇
引
「
「

に



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

第
五
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
療
養
補
償
給
付
若
し
く
は
療
養
給
付
そ
の
他
の
法
令

に
基
づ
く
給
付
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
介
護
給
付
等
に
相
当
す
る

も
の
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
政
令
で
定
め
る
限
度
に
お
い
て
、
又
は
当

該
政
令
で
定
め
る
給
付
以
外
の
給
付
で
あ
っ
て
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
負

担
に
お
い
て
介
護
給
付
等
に
相
当
す
る
も
の
が
行
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
限
度
に
お

い
て
、
行
わ
な
い
。

（不
正
利
得
の
徴
収
等
）

第
二
十
二
条

　

（略
）

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

〉ヨ
ン
若
し
く
は
矧
期
川
洲
痢
測
州
調
＝
ｄ
期
溺
回
・‥
‐
田

、
通
所
リ
ハ
ビ
ツ
テ
ー
シ

嘲
矧
扇
型
訓
問
剣
調
君
調
劇
―ま‐
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
間
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ヨ
ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護
に
つ
い
て
そ
の
治
療
の
必
要
の
程
度
に
つ
き
診
断
す
る
医
師
そ
の

他
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
‐‐
刑
明
劉
瀾
型
引
―‐
酬

スー
瀾
ｄ
ｄ
劇
目
月
嗣
鳳
Ц
刷
刻
釧
刊
‐
ヽ
‐
『
利
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
又
は
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が

、
市
町
村
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
診
断
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
た
め
、
そ
の
保
険

給
付
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師

に
対
し
、
保
険
給
付
を
受
け
た
者
に
連
帯
し
て
同
項
の
徴
収
金
を
納
付
す
べ
き
こ

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　

（略
）

釧
＝
翻
到
倒
国
鼎
事
務
受
託
法
人
）

目
引
州
倒
省
剣
「
劇
覇
ｄ
刻
＝

―こ‐
訓
割
ｄ
可
劃
訓
割
冽
引
適
正
に
実
施
す
る
こ
と

つ
き
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
一に

よ
る
療
養
補
償
給
付
若
し
く
は
療
養
給
付
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
給
付
で
あ
ら

て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
ぅ
ち
介
護
給
付
等
に
相
当
す
る
も
の
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
は
政
令
で
定
め
る
限
度
に
お
い
て
、
又
は
当
該
政
令
で
定
め
る
給
付

以
外
の
給
付
で
あ
っ
て
国
若
し
ぐ
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
お
い
て
介
護
給
付

等
に
相
当
す
る
も
の
が
行
わ
れ
た
と
き
は
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
行
わ
な
い
。

（不
正
利
得
の
徴
収
等
）

第
二
十
二
条

　

（略
）

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
矧
期
因
調
劇
測
州
調
劇
―ま‐
介
護
予
防

訪

問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
Ｈ
ノ
テ

ー
シ
ヨ
ン
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
つ
い
て
そ
の
治
療
の
必

要

の
程
度
に
つ
き
診
断
す
る
医
師
そ
の
他
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当

す

る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相

当

す
る
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
、
市
町
村
に
提
出
さ
れ
ふ
入

き
診
断
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
た
め
、
そ
の
保
険
給
付
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
当
該
医
師
又
は
歯
科
医
師
に
対
し
、
保
険
給
付
を
受

け

た
者
に
連
帯
し
て
同
項
の
徴
収
金
を
納
付
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
・る

（略
）

（新
設
）



劉
割
引
瓢
劇
月
引
捌
引
綱
覇
目
員
蟹
ヨ
コ
例
到
刷
州
「

Ｊ
日
観
測
国
暑
ヨ
謝
月
引
引
「
「
里
詔
引
ヨ
薫
「
引
「

一‐

劉
ョ
認
翼
剣
∃
∃
剣
謝
コ
∃
目
劉
割
引
ヨ
「
到
測
引
２
月
覇
ヨ

日
劃
２
回
刊
縄
目
翻
司
利
劉
劃
η
ｇ
測
ヨ
濶
日
例
到
国
留
渕
川
覇
調
翻

令
を
除
く
。
）

一
一　
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務

２‐

日
引
罰
糊
捌
樹
コ
到
引
渕
調
潤
川
洲
冽
劃
到
「
Ч
ｑ
国
朝
劃
∃
翻
「
ヨ
倒
ョ
留
期
ｑ
冽

「
劃
ヨ
「
瓢
期
ヨ
剤
目
引
Ч
『
Ｊ
覇
駒
ヨ
劃
謝
日
呵
リ
ヨ
利
樹
倒
綱
翻
ヨ

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
の
役
員
又
は
職
員
で
、
当
該
委
託
事
務
に
従
事

す
る
も
の
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に

従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

４‐

劉
ョ
轡
コ
「
国
綱
剰
司
刑
「
日
引
当
ヨ
綱
引
調
し―
利
引
∃
「
ロ
コ
翻
倒

筍
釧
Ｊ
捌
引
州
到
例
コ
引
到
剰
り
刷
到
「
川
翻
潤
朝
倒
烈
副
「

劉
刊

劉

劉

目

翻

劉

『

第‐

コ

国

翻

嘱

引

到

ヨ

副

刈

リ

同
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
都
道
府
県
事
務
受
託
法
人
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（要
介
護
認
定
）

第
二
十
七
条
　
要
介
護
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
被
保
険
者
証
を
添
付
し
て
市
町
村
に
申
請
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
で

あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
剣
司
刊
ョ
刻
の‐
口
刊
刈
第
一‐珂
に
規

（要
介
護
認
定
）

第
二
十
七
条
　
要
介
護
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
被
保
険
者
証
を
添
付
し
て
市
町
村
に
申
請
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
で

あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
制
剖
コ
判
馴
劉
ｇ
判
ｔｌ
ヨ
剰
「
硼
に
規



定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
当
該
申
請
に
関
す
る
手
続
を
代
わ
っ
て
行

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
１２
　

（略
）

（要
支
援
認
定
）

第
二
十
二
条
　
要
支
援
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
被
保
険
者
証
を
添
付
し
て
市
町
村
に
申
請
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
ど
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
で

あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
第
百
十
五
条
の
四
十
六
第

一
項
に
規

定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
当
該
申
請
に
関
す
る
手
続
を
代
わ
っ
て
行

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
９
　

（略
）

（地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）
　

　

　

‘

第
四
十
二
条
の
二
　

（略
）

２
　
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
|

類
に
係
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
要
介
護
状
態
区
分
、
当
該
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
す
る
地
域
等
を
勘
案

引

劃

翻

覇

覇

謝

日

割

翻

ヨ

「

劃

召

劉

刻

劇

醐

藝

刷

定
期
巡
回

随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
及
び
複
合
型
サ
|
ビ
ス

れ
ら

定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
当
該
申
請
に
関
す
る
手
続
を
代
わ

っ
て

行

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
１２
　

（略
）

（要
支
援
認
定
）

第
二
十
二
条
　
要
支
援
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働
省
ハ
「
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
被
保
険
者
証
を
添
付
し
て
市
町
村
に
申
載
鵡
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
は
、
厚
生
労

働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅

介

護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
一で

あ

っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第

一
項
に

規

定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
、
当
該
申
請
に
関
す
る
手
続
を
代
わ

っ
て

行

わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
９
　

（略
）

（地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
四
十
二
条
の
二
　

（略
）

２
　
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
密
着
型

サ

ー
ビ
ス
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

（新
設
）



利

宿‐
□
劉
刊
ｇ
刷
到
翻
国
国
引
目
劃
引
劃
刷
倒
矧
日
列

馴
刷
劇
倒
ヨ
∃
日
明
Ⅵ
「
翻
日
馴
「
国
刷
ヨ
刷
到
目
鋼

創
鋼
引
劇
刹
「
周
ヨ
捌
引
引
倒
鋼
釧
憫
朝
日
翻
司
ｇ
到

刊
劃
ｄ
劉
ヨ
劃
刷
側
冽
副
刻
コ
剤
「
副
馴
輯
コ
鋼
馴
馴

劉
何
ゴ
悧
到
馴
劃
剰
瓢
利
刀
刊
ロ
ヨ
剣
鞘
調
周
割
引
樹

二‐
‥
ョ
　
（略
）

３
　

（略
）

４
　
市
町
村
は
、
第
二
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
―
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

樹
剰
ｄ
の‐
個
の‐
割
州
ｄ
訓
剰
ｕ
ｄ
刷
引
州
倒
刈
目
洲
ｄ
司
ｄ
馴
珂
―こ―
劃
叫
釧
劇
Ц

た
額
を
限
度
と
し
て
、
同
項
各
号
に
定
め
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額

に
代
え
て
、
当
該
市
計
慕
暴
竺
仔
り
う
額
を
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
地
域
密
着
型

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
～
１０
　

（略
）

（特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
四
十
二
条
の
三
　

（略
）

２
　
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
は
、
当
該
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又

は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
前
条
第
二
項
各
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額

（そ
の
額
が
現
に
当
該
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用

（認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密

着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
Ｈ
川
明
劉
剥
型
州
訓
制
川
樹
相
刑
訓
囚
硼
剖
引

潤
州
調
測
が
冽
引
劉
引
――
司
スー
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た

費
用
に
つ
い
て
は
、
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
居
住
に
要
す
る
費
用
そ
の
他

の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
を
除
く
。
）

の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す

一
・
一
一

（略
）

（略
）

４
　
市
町
村
は
、
第
二
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
定
め
る
地
域

密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
に
代
え
て
、
ｄ
の‐
劉
ｄ
超
だ
測
圏
額
を
、
当
該
市

町
村
に
お
け
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
～
１０
　

（略
）

（特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
四
十
二
条
の
三
　

（略
）

２
　
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
は
、
当
該
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又

は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
前
条

ヽ
第
二
項
各
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額

（そ
の
額
が
現
に
当
該
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用

（認
知
症
対
応
型
通
所

介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密

着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
川
洲
副
割
樹
コ
翻
劉
剣
調
冽
鳳
絹
鼎
馴
鮒
引
困
劇
劉

生
活
介
護
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、

食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
居
住
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す

る
費
用
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
現
に
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
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Ｉ
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る
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
）
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
又

は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
定
め
た
額
を
基
準
と
し
て
、
市
町
村
が

定
め
る
。

一
～
三
　

（略
）．

３
ｏ
４
　

（略
）

（居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
の
特
例
）

第
五
十
条
　
市
町
村
が
、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が

あ
る
こ
と
に
よ
り
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）

、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
若
し
く
は

施
設
サ
ー
ビ
ス
又
は
住
宅
改
修
に
必
要
な
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
た
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
つ
い
て

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「

百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
、

「百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内

に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
」
と
す
る
。

一
。
一
一

（略
）

〓
一　
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
　
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
各
号
並

び
に
第
四
十
二
条
第

一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項

四
～
八

　

（略
）

（地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
五
十
四
条
の
二
　

（略
）

２
ｏ
３
　

（略
）

４
　
市
町
村
は
、
第
二
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ョ

刻

ｇ

錮

召

潤

国

書

目

ョ

「

∃

ョ

翻

異

剰

綱

引

基

調

コ

叫
釧
劇
ｕ
測
劉
ｄ
口
劇
ｄ
ｕ
ｑ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

た
費
用
の
額
と
す
る
。
）
の
百
分
の
九
十
に
相
当
す
る
額
又
は
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
市
町
村
が
定
め
た
額
を
基
準
と
し
て
、
市
町
村
が
定
め
る
。

一
～
三
　

（略
）

３
・
４
　

（略
）

（居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
の
特
例
）

第
五
十
条
　
市
町
村
が
、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情

が

あ
る
こ
と
に
よ
り
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
９

）

、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
若
し
く
。は

施
設
サ
ー
ビ
ス
又
は
住
宅
改
修
に
必
要
な
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
去
″る

と
認
め
た
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
つ
い
て

当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
占
一
「

百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
、

「百
分
の
九
十
を
超
え
百
分
の
百
以
下
の
範
囲
内

に
お
い
て
市
町
村
が
定
め
た
割
合
」
と
す
る
。

一
・
一
一

（略
）

〓
一　
地
域
密
着
型
介
護
サ
ト
ビ
ス
費
の
支
給
　
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
第

一
号

及
び
第
二
号
並
び
に
第
四
十
二
条
第

一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項

四
～
人

　

（略
）

（地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

第
五
十
四
条
の
二
　

（略
）

２

・
３
　

（略
）

４
　
市
町
村
は
、
第
二
項
各
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
定
め
る
地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
に
代
え
て
、
そ
の
額
を
超
え
な
い
額
を
、
当

該
市
町
村
に
お
け
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
と
す
る
こ
と

が
で



―
ビ
ス
費
の
額
に
代
え
て
、
劃
訓
司
口
利
洲
ｄ
司
引
額
を
、
当
該
市
町
村
に
お
け

る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
ヽ
１０
　

（略
）

（保
険
料
を
徴
収
す
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
の
保
険
給
付
の
特
例
）

第
六
十
九
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
額
減
額
等
の
記
載
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
等

が
、
当
該
記
載
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
詐
か
ら
当
該
給
付
額
減
額

期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
利
用
し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（
こ
れ
に
相
当
す
る
サ

ー
ビ
ス
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に

相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含

む
¨
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
行
っ
た
住
宅
改
修
に
係
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
介
護
給
付
等
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
、

「百
分
の
七
十
」
と

す
る
。

一
・
一
一

（略
）

〓
一　
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
　
劉
口
刊
コ
刺
の‐
二‐
剃
コ
剰
倒
刑
並

び
に
第
四
十
二
条
第

一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項

四
～
十
四

　

（略
）

４
　

（略
）

（指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
条

　

（略
）

き

る
。

５
ヽ
１０
　

（略
）

（保
険
料
を
徴
収
す
る
権
利
が
消
滅
し
た
場
合
の
保
険
給
付
の
特
例
）

第
六
十
九
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
給
付
額
減
額
等
の
記
載
を
受
け
た
要
介
護
被
保
険
者
等

が
、
当
該
記
載
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
当
該
給
付
額
減
額

期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
利
用
し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に
相
当
す
る
サ

ー
ビ
ス
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に

相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
伺
じ
。
）
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ト
ビ
ス
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
及
び
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ト
ビ
ス
を
含

む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
行
っ
た
住
宅
改
修
に
係
る
次
の
各
号
に
掲

げ
る
介
護
給
付
等
に
つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「百
分
の
九
十
」
と
あ
る
の
は
、

「百
分
の
七
十
」
と

す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

一
ｅ
一
一

（略
）

〓
一　
地
域
密
着
型
介
護
サ
ト
ビ
ス
費
の
支
給

測
洲
剣
二‐
刑
並
び
に
第
四
十
二
条
第
一
項
、

四
～
十
四

　

（略
）

４
　

（略
）

（指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
条

　

（略
）

割

∃

刻

ｑ

刻

∃

剰

ヨ

第
四
項
及
び
第
六
項
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２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号

（病

院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り

行
わ
れ
る
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
若
し
く
は
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
第
六
号
の

コ
Ч
剣
刈
馴
硼
ョ
＝
劉
羽
割
州
刊
∃
劉
劉
鋼
判
コ
到
例
咽
¶
「
）
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
第
四
十

一
条
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一　
申
請
者
が
利
潤
耐
側
謝
馴
創
環
国
相
９
刊
利
で
な
い
と
き
。

一
丁

〓
一

（略
）

四
　
申
請
者
が
、
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
ぐ
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

五

　

（略
）

ョ

の‐
ョ

　
申
請
者
が
、
社
会
保
険
各
法

剰
―ま‐
州
倒
州
側

の‐
側
劇
利

の‐
釧
図
制

―こ‐
圃

引
ｄ
潤
徊
川
嘲
利
回
刊
酬
ョ
劇
目
劃
側
釧
劇
劉
司
日

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納

付
義
務
を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金

（地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
国
民

健
康
保
険
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
剣
ｄ
刊
川
刻

の‐

二‐
剣
口
引
第
ヨ
別

の‐
ョ

ー
劉
州
珊
耐
コ
翻
劉
∃
冽
ヨ
＝
「
ｑ
ョ
可
剣
劃
刷
剤
測
劇
「
Ｊ
到
ヨ
冽
劉
割
劇
ｑ
ョ

Ｈ
劉
翻
コ
劃
刑
習
り
「
コ
劉
「
翻
コ
「
側
コ
ｑ
ョ
及
び
第

二
百
三
条
第
二
項
に
お
い

て

「保
険
料
等
」
と

い
う
。
）
に

つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前

日
ま
で

に
、

こ
れ
ら

の
法
律

の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か

つ
、
当
該
処
分

を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上

の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分

を
受
け
た
日
以
降
に
納
付
限

の
到
来
し
た
保
険
料
等

の
全

て

（当
該
処
分
を
受

け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
等

の
納
付
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る

日

割

劃

嘲

＝

樹

刷

冽

釧

創

倒

「

Ｊ

劉

日

剛

引
ヨ

ｄ

洲

引

ｑ

潤

る

ま

で

の
者

で
あ

る
と

き

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ｈ
ソ第

ヨ
コ
ヨ
Ｊ
コ
嘲
引
馴
鋼

号‐
例
劃
「
Ｊ
硼
矧
測
国
鋼
割

病
院
等

に

よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
ま
り
行
わ
れ

る
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
苦
徊
し

く
は
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
か
ら
笛
孵六

刑
劇
「
剰
国
剣
刊
刊
洲
引
剣
刊
「
引
劃
¶
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
け
い
、

第
四
十

一
条
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一　
申
請
者
が
法
人
で
な
い
と
き
。

・
〓
一

（略
）

申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
一執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

五
　

（略
）

（新
設
）

五
の
二
　
申
請
者
が
、
社
会
保
険
各
法

の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を

負

う
保
険
料
、
負
担
金

又
は
掛
金

（地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険

税

を
含
む
。

以
下

こ
の
号
、
制
引
コ
湘
刻
翻
劉
剌
コ
倒
当
剰
「
刊
Ｊ
コ
刊
コ
剰
鋼

の‐

コ
剣

二‐
呵
剣
ョ
引

の‐
コ
及
び
第

二
百
三
条
第

二
項
に
お

い
て

「保
険
料
等
」

と

い
う
。
）
に

つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前

日
ま
で
に
、

こ
れ
ら
の
迫
い
律

の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か

つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
Ｒ
ｉ

当
な
理
由
な
く
二
月
以
上

の
期
間

に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
睦
中に

納
期
限

の
到
来
し
た
保
険
料
等

の
引
州
ｄ

（当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
コ該

処
分
に
係
る
保
険
料
等

の
納
付
義
務
を
負
う

こ
と
を
定
め
る
法
律

に
よ

っ
て

納

付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限
る
。
劉
州
珊
嗣
別
翻
「
測
翻
劉
劉
コ
留
引
襴
酬
剣

司
刊
コ
剣
ｑ
コ
剰
コ
硼
劉
ョ
刊
ｑ
コ

に
お

い
て
同
じ
。
）
を
引
き
続
き
滞
鮎
一し

四 二



法
律
に
よ
つ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限
る
。
劉
∃
刊
川
列
の‐
二‐
剣
口

剰
剃
劃
馴
洲
ヨ
Ｈ
剣
刑
刊
口
刻
剣
ヨ
剰
剣
ヨ
別
の‐
ョ
ー
剣
司
刊
ヨ
刻
の‐
コ
劉
コ

嘲
翻
到
劉
樹
ｄ
劃
引
倒
硼
制
翻
刊
ＩＩ
ヨ
刻
洲
Ⅵ
「
ヨ
制
「
コ
倒
剰
刊
コ
剰
望
二‐
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

エハ
　
申
請
者

（特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）

が
、
第
七
十
七
条
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
二
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定

（特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
ぐ
。
）
を
取
り
消
さ
れ

、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（当
該
指
定
を
取

り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に

当
該
法
人
の
役
員

（業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ

る
者
を
含
む
。
第
五
節
及
び
第
二
百
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ

の
事
業
所
を
管
理
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人

（以
下

「役
員
等

」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
割
割
硼

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
っ
た
旧
前
六
十
日
以
内
に
当
該
事

業
所
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
テ
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の

処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組

の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有

し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消

て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

エハ
　
申
請
者

（特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を
除
く
。
）

が
、
第
七
十
七
条
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定

（特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ

、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（当
該
指
定
を
取

り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に

当
該
法
人
の
役
員

（業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ

る
者
を
含
む
。
第
五
節
及
び
第
二
百
三
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ

の
事
業
所
を
管
理
す
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
使
用
人

（以
下

「役
員
等

」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
な
い
病
院
等

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
つ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
病

院
等
の
管
理
者
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過

し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の

処
分
の
理
由
と
な
つ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組

の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有

し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消



し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
一
一　
申
請
者

（特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
る

。
）
が
、
第
七
十
七
条
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
二
十
五
第
六
項
の
規
定
に

Ｉ
り
指
定

（特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り
消

さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（当
該
指
定

覆
劇
引
自
罫
蝋
釧
馴
「
翻
日
月
ｄ
湖
瀾
劃
角
則
国
州
¶
剰
国
Ｈ
当
該
取
消
し
の
処
分

に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以

内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ

っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
し
な
い
も
の
ｄ
創
冽
＝
劃
該
刑
劇
ｄ
劇
列
潤
ぎ
測
潤
引
洲
潤
川
ｑ
樹

洲
劃
∃
翻
四
刊
列
利
側
剰
馴
「
司
圏
ｄ
剤
「
‥ヽ′―ヨ
司
週
釧
剰
割
留
酬
利
則
酬
州
釧
＝
則
馴
劇

目
ヨ
馴
劉
謝
劉
副
湖
引
側
釧
剣
利
棚
つ‐月
コ
劉
＝
判
訓
劇
期
日
川
留
川
洲
湖
副
目
刊
日
刊
ョ

年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取

消
し
が
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の

取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た

め
の
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い

て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
有
ｔ
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指

定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
二
～
七
の
二
　

（略
）

八
　
第
七
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の

廃
上
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号
の
通
知
の
自
前
六

十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人

（当
該
事
業
の
廃
上
に
つ
い
て
相
当
の
理

由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
等
又
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な
い
事

判
調

（当
該
事
業
の
廃
上
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の

し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
ル
一し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
一
一　
申
請
者

（特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
に
限
一る

。
）
が
、
第
七
十
七
条
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
二
十
五
第
六
項
の
規
宅
社に

よ
り
指
定

（特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り

消

さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（当
該
取

消

し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前

六
十
日
以
内
に
当
該
申
請
者
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
・ら

起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、　
当

該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
，う
ち

当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
　
´
発
生

を

防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
あ

整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
居

宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
支
一に

規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
人
口
を

除
く
。

六
の
二
～
七
の
二
　

（略
）

八
　
第
七
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
（の

廃
上
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号
の
通
知
の
日
工
則
六

十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人

（当
該
事
業
の
廃
上
に
つ
い
て
相
当

の
理

由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
等
又
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な

い
病

院
等

（当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
〕

の



管
理
者
で
あ
つ
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い

も
の
で
あ
る
と
き
。

九

　

（略
）

十
　
申
請
者
（‐州
詞
翻
劃
「
含
釧
「
劉
＝
剣
調
―こ―
網
刻
劇
欄
渕
コ
劃
コ
割
鮒
咽
ｑ
■
「

が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
七
号

か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

ｄ

劉

法
‐

劉

Ｊ

凋

５

到

劉

目

劉

劉

劃

劉

馴

ｇ

ヨ

「

の
二

又

は
第

七

号

か
ら

第

九

号

当

ｑ

の‐

圏

洲

測

洲

―こ―

該

劃

引

ｄ

割

の‐

湖

る
も
の
で
あ
る
と
き
。

十
一　
申
請
者
（
‐
刺
倒
翻
劉
「
含
劉
「
劉
引
剣
謝
―こ―
冽
刻
鳳
欄
脚
コ
当
呵
ヨ
鮒
咽
く
（
―
「

「
が
、
法
人
で
な
い
割
剰
調
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又

は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

劇

曇

ヨ

ロ

劃

ヨ

翼

詞

ロ

ヨ

当

啓

「

コ

目

引

劃

コ

引

Ｊ

留

馴

劃

馴

習

劉

副

詞

「

剰

刷

ヨ

馴

劃

創

矧

ヨ

冽

劉

刺

馴

引

馴

で
あ
る
と
き
。

３‐

翻
目
留
調
詞
ヨ
「
ヨ
測
刻
列
目
側
刻
置
劃
引
剰
劇
「
目
劉
翻
着
倒

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（介
護
専
用
型

特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
第
一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域

（剣
司
刊
川
裂
剃
二‐
珂
の

規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
介
護
専
用
型

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
利
用
定
員
の
総
数
及
び
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
の
利
用
定
員
の
総
数
の
合
計
数
が
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り

管
理
者
で
あ
つ
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い

も
の
で
あ
る
と
き
。

（略
）

申
請
者
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又

は
第
七
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と

主
こ

。

（新
設
）

十
一　
申
請
者
が
、
法
人
で
な
い
周
囲
割
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
四
号
か
ら
第
六

号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

こぎｇ
。

（新
設
）

（新
設
）

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（介
護
専
用
型

特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
―こ、
つ
き
第

一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域

（剣
司
刊
川
裂
第
コ
珂
剃

一
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
介
護

専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
利
用
定
員
の
総
数
及
び
地
域
密
着
型
特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
利
用
定
員
の
総
数
の
合
計
数
が
、
同
条
第

一
項
の
規
定

十 九



当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定
め
る

そ
の
区
域
の
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
必
要
利
用
定
員
総
数
及

び
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
必
要
利
用
定
員
総
数
の
合
計
数
に

既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
事
業
者
の
指
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を

超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業

支
援
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
十

一
条
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

５‐
　
都
道
府
県
知
事
は
、
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（介
護
専
用
型
特
定

施
設
以
外
の
特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
特
定
施

設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
第

一
項
の
申
請
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域

（第
百
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る

混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
推
定
利
用
定
員

（厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
、定

員
を
い
う
。
）
の
総
数
が
、
同
条
第

一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て

定
め
る
そ
の
区
域
の
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
必
要
利
用
定
員
総
数

に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
事
業
者
の
指
定
に
よ
っ
て
こ
れ

を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
介
護
保
険
事

業
支
援
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
さ
は
、
第
四

十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

謂

日

日

Ｊ

刺

ョ

剣

ョ

「

剰

ヨ

紹

割

剰

署

割

国

「

国

∃

劃

訓

劉

藝

「

副

目

目

到

圃

剰

劃

劃

劉

コ

国

劃

コ

日

日

錮

烈

剰

劉

到

劉

司

鼎

型

コ

劉

日

卍

ョ

翻

劉

署

引

目

劉

劉

ョ

ｄ

翻

呵

目

∃

劃

副

リ

ヨ

「

劉

易

翻

習

測

割

利

劉

日

割

∃

ゴ

劉

創

7 1 6 1

に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て

定
め
る
そ
の
区
域
の
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
必
要
利
用
市
肛員

総
数
及
び
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
必
要
利
用
定
員
総
数
の
合

計
数
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
中
請
に
係
る
事
業
者
の
指
定
に
よ
っ
て

こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
介
護

保

険
事
業
支
援
計
画
の
達
成
に
支
障
を
，生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

第
四
十

一
条
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

４‐
　
都
道
府
県
知
事
は
、
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

（介
護
専
用
型
特
定

施
設
以
外
の
特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
特
定

施

設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
第

一
項
の
申
請
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
含
む
区
域

（第
百
十

八

条
第
二
項
第
■
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）

に

お
け
る
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
推
定
利
用
定
員

（厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
定
員
を
い
う
。
）
の
総
数
が
、
同
条
第

“
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
一に

お
い
て
定
め
る
そ
の
区
域
の
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
必
要
利
用
定

員
総
数
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
事
業
者
の
指
定
に
よ

っ

て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
介

護

保
険
事
業
支
援
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
一は

、
第
四
十

一
条
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

５
　

（略
）

（新
設
）



係
る
当
該
事
業
を
行
う‐
割
剰

（以
下
こ
の
項
に
お
川
「

「
‐

劇
期
巡
副
司
固
団
対

合
そ
の
他

の
厚
生
効
翻
碧
囚
コ
劇
「
例
引
馴
利
冽
創
留
∃
「
Ч
測
洲
劇
出
則
「
¶
「
測
洲

に
該
当
す
る
と
認
め
る
日
割

‐ま―
「
利
週
川
劇
剣
割

―こ―
矧
ｕ
可
訓
劃
州
調
可
Ｊ
引
州

護
そ
の
他

の
厚
生
州
倒
省
劉
ｄ
ｄ
劇
ｄ
目
引
Л
Ⅱ
ｄ

スー

（
―

劃
訓
制
嘲
相
洲
劇
現
目

護
保
険
事
業
計‐回
引
圏
引
「
劇
「
Ｊ
の‐
剰
―こ‐
剥
州
ｄ
副
ｄ
『
「
‐こ―
剥
州
ｄ
ｄ
胡
ｄ

製

翻

翻

ヨ

瑠

翻

引

劇

∃

劃

訓

劉

暑

到

調

割

翻

劃

劃

ヨ

ヨ

到

劉

コ

到

ヨ

緋

日

劇

到

珊

川

定
め
る
区
域
コ
引
ｄ
刊

じＩＩ
「
判
劇
帽
倒
「
「
り
「

「
―
則
潮
劉
目
劇
翻
硼

じ
―

日
冒
謝
Ｊ

目

馴

到

酬

目

日

劃

則

０

∃

創

５

園

例

日

県
知
事
は
、
そ
の
求
め
劇
調
制
月
鍋
ｑ
利
ぼ
洲
測
渕
劇
¶

一　

当
該
市
町
村
又
は
ョ
訓
創
剤
劃
目
劇
覇
潤
謝
胡
ぶ
劇
引
Л
＝
ｄ

スー

（
ｌ

ｄ

の‐
呵

の
規
定
に
よ
り
協
議
引
徊
引
ｄ

の‐
Ｊ
ぎ
測
測
ｄ
硼

―こ―
劇
ｄ
『
劇
「

こ―

の‐
引
測
が

村
介
護
保
‐

関
割
剰
訓
翻
日
Л
渕
綱
創
側
り
翻
副
瑠
馴
Ш
翻
州
鯛
判
司
馴
割
引
日
圏

域
に
お
け
る
当
‐該

周
嘲
引

――
劇

スー

の‐
目
剰
Ｊ
Ｊ

の‐
則
週
ョ

ーこ―
酬
ｄ
Ｊ
ｕ
ｄ
劇
ｄ

か
、

又
は
第

ＩＩ
「
ｑ
「
詞
―こ―
例
ｄ
割
剰

の
指
定
に
よ

つ
て
こ‐
測
目
超
月
ぶ
Ｊ

と
に
な
る
と
き
。

コ

召
例
劉
馴
悧
酬
引
創
耐
因
劉
当
調
司
ｇ
ヨ
倒
期
目
ｄ
剣
ヨ
創
冽
劇

が
あ
る
と
き
。

８‐

郷劉
樹
劇
刹
ヨ
『

前
項
の
規
定
に
よ
ｄ
硼
調

の‐
細
剰
―こ―
劇
づ
割
可
割
訓
捌
謝

所
在
す
こ
事
剥
酬
州
刻
¶
渕
則
日
劇
咽
司
刊
「

‐こ―
冽
刻
劉
綱
劉
Ч
∃
劉
利
∃
「
バ
刻
洲

指
定
に

つ
い
て
、
日
「
∃
翻
躙
割
コ
∃
「
引
到
州
司
到
Ц
劃
叫
Ｈ
判
訓
詞
嘲
利
洲
ｄ

次
項

に
お

い
て
同‐
Ц
刊
日

の‐
利
剰
ご
ｄ

の‐
劃
が
可
劃
訓
制
可
相
洲
赳
湖
ｄ
詞
可

（新
設
）



■
■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

ロ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

剰

引

飼

轡

日

目

刻

劇

劃

「

剛

コ

彊

引

自

引

劃

利
Ц
到
剖
劉
「
硼
ｑ
刊
詞
劉
司

っ‐
川
例
倒

―こ‐
剥
劇
「
「
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る

瑠
―こ―
徊
ｄ
で
劇
劉
酬
「
劇
刻
翻
鋼
翻
珊
ｑ
州
ｑ
珊
目
引
ｕ
な
い
こ
と
と
し
、
又
は

副
硼
利
珂

の‐
樹
劇
ｄ
徊
列

―こ―
判
潤

つｌ
ｄ
＝
ｄ
期
剰
回

・―
固
嘲
対

応
型
訪
問
介
護
看

司

劉

司

ョ

ロ

日

倒

引

＝

国

勇

∃

創

潤

剛

こ
と
が
で
き
る
。

（指
定
の
変
更
）

剰

封

劉

封

引

馴

側

同
‐

剰

ョ

纏

「

楓

創

樹

劉

劉

劉

「

墾

コ

劉

冒

目

鼎

ｕ

引

劇

利

劃

引

覇

刻

コ

「

曇

ョ

響

斜

ヨ

割

引

冽

目

「

当
‐

劃

ョ

劉

四

割

創

劃

司

冤

劇

剰

刻

の‐
日
ｄ

の‐
刻
司
引
劇
調

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

２‐

刹
＝
園
翻
口
割
引
馴
調
ョ
劃
ョ
劃
劉
潤
劇
コ
測
鳳
ヨ
ｑ
藝
到
翻
調

劉
リ
ヨ
Ц
割
目
劇
馴
潤
「
「
ｑ
Ｊ
劇
馴
劉
ｑ
ョ
覇
Ｎ
司
劉
剰
日
月
び

替
だ
る
も
の
と
す
る
。

（勧
告
、
命
令
等
）

第
七
十
六
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
ベ

き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一‐

【∃
引
刻
翻
川
割
ｇ
コ
倒
コ
引
割
謝
倒
倒
利
「
日
判
「
ョ
創
出
測
劇

刻
相
潤
相
対
壇
「
り
易
創
　
劃
調
コ
綱
川
煽
四
ヮ
こ
と
。

コ
～
回
　
（略
）

（新
設
）

（勧
告
、
命
令
等
）

第
七
十
六
条
の
二
　
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
ス
人

き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（新
設
）

一
～
三

　

（略
）



２
～
５
　

（略
）

（指
定

の
取
消
し
等
）
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

り
・

第
七
十
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次

の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
に
係
る
第
四
十

一
条
第

一
項
本
文

の

指
定
を
取
り
消
し
、

又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定

の
全
部
若
し
く
は

一
部

の
効

力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
が
、
第
七
十
条
第

二
項
第
四
号
洲
引
剃
ヨ
刑

の‐

ョ
劃
刊
司
劃
鋼
劃
「
洲
劉
側
ヨ
ｑ
ヨ
ーこ―
該
当
引
刻
劇
用
コ
劉
訓
則
劉
劃
引
到
州
剖
日

園
ｄ
「
】
可
劃
網
劃
周
ョ
「
州
列
コ
刊
釧
ヨ

ーこ―
調
ヨ
刷
刻
劉
剰
纏
例
ｑ
ｕ
ｑ
ｑ
列
引

ど
き
‐
―

剰
耐
冽
Ч

）―

、
Ｉ

Ｊ
「
「
コ
「
川
第
ヨ
割
州
刊
嗣
覇
翻
馴
引
釧
コ
劃
引
ｑ
倒
剖
刻

囲
ｄ
「
「
川

―ま―
劉
刊
刊
コ
「
州
利
コ
測
ｑ
ヨ
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く

。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
と
き
。

二‐

判
ョ
日
「
「
劃
馴
翻
∃
コ
刷
「
劇
引
刊
剰
利
州
倒
Ⅶ
劉
倒
Ⅵ
副
劃
訓
日

劇
ョ
留
川
コ
∃
つ―
「
¶
劇
樹
刻
州
目
目
倒
月
コ
謝
引
到
劉
川
副
「

三
～
十
二
　

（略
）

十
二
　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
管
理
者
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
効
力

の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正

又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。

２
　

（略
）

（指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
八
条
の
二
　
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者

（地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
に
あ
つ
て
は
、
老
人
福
祉
法

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

目

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

２
，
５
　

（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
七
十
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
四
十

一
条
第

一
項
本
文
の

指
定
を
取
り
消
し
ヽ
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
効

力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
が
、
第
七
十
条
第

二
項
第
四
号
可
剃
ヨ
引
Ｈ
剣

一
‐

，
‐

司

‐

ゴ

劃

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｊ

引

可

ｒｉ

・
―

封

コ

ーー

司

―

―
―

〓
―

―

，―

―

，―

―

―

―

＝

１

１

１

可

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

十
号

（第
五
号

の
「
詞
期
り
∃
引
ｑ
司
釧
測
瀾
測
川
コ
封
釧
到
引
ぎ
冽
測
悧
Ⅵ

―ま‐
剣
刊

下‐
刑

（
‐

第
ヨ
刑

の‐

二‐

に
該
当
す
る
者

で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

れ
か
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
と
き
。

（新
設
）

二
～
十

一
　

（略
）

十
二
　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で
な
い
周
囲
割
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
管
理
者
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正

又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。

２
　
（略
）

（指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
人
条
の
二
　
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者

（地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
う
事
業
に
あ
つ
て
は
、
者
人
福
祉
法

い  ~

ず 又
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ー
ー
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ー
ー
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ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ロ
ー
ー
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ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
養
護
者
人
ホ
ー
ム
の‐
引
日
、
そ
の
入
所
定
員
が

二
十
好
人
以
下
ｄ
湖
引
ｄ
調
耐
鞘
側
ツ
和
四
「
コ
羽
利
例
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
）

の
申
請
に
よ
り
、
地
域
密
着
型
サ
ト
ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
種
類
に
係
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

（第
七
十
八
条
の

刊
ョ
剣

一‐
硼
測
倒
剣
刊
刊
川
刻
の‐
刊
口
剣
「
硼
ｄ
囲
剖
Ｈ
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
行
い
、
当
該
指
定
を
す
る
市
町
村
長
が
そ
の
長

で
あ
る
市
町
村
の
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
に
対
す
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
及
び
特
例
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

２
　

（略
）

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
つ
き
市
町
村

長
か
ら
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
の
所

在
地
を
含
む
区
域

（第
百
十
人
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め

る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
利
用

定
員
の
総
数
及
び
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
利
用
定
員
の
総
数

の
合
計
数
が
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県

介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定
め
る
そ
の
区
域
の
介
護
専
用
型
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
の
必
要
利
用
定
員
総
数
及
び
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護
の
必
要
利
用
定
員
総
数
の
合
計
数
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申

請
に
係
る
事
業
者
の
指
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き

、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
長
に
対
し
、
必
要
な
助
言
又
は

勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号

（病
院

瀾

塑

倒

国

川

樹

剛

須

劉

１

員

Ｊ

ョ

ロ

創

コ

劉

創

例

唄

劉

「

ロ

ヨ

ゼ

刷

Ｊ

ｄ

割

国

翻

到

馴

ョ

剣

劇

第
二
十
条
の
■
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
冽

っ‐
ｄ
、
そ
の
入
所
市
社員

が
二
十
九
人
以
下
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
）
の
申
請
に
よ
り
、
地
域
密
着
型
サ

ー

ビ
ス
の
種
類
及
び
当
該
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
係
る
地
域
密
着
型
サ

ー

ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

（以
下
こ
の
節
に
お
い
て

「事
業
所
」
と
い
う
。
）

ご

と
に
行
い
、
当
該
指
定
を
す
る
市
町
村
長
が
そ
の
長
で
あ
る
市
町
村
の
行
う
今
月護

保
険
の
被
保
険
者
に
対
す
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
地
域
密

着

型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　

（略
）

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
つ
き
市
町

村

長
か
ら
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
の
所

在
地
を
含
む
区
域

（劉
司
刷
川
劉
日
「
ョ
倒
利
「
別
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府

県

が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
介
護
専
用
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護

の
利
用
定
員
の
総
数
及
び
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
利
用
室
延員

の
総
数
の
合
計
数
が
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
ス
υ都

道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定
め
る
そ
の
区
域
の
介
護
専
用
型

特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
必
要
利
用
定
員
総
数
及
び
地
域
密
着
型
特
定
施
設

入

居
者
生
活
介
護
の
必
要
利
用
定
員
総
数
の
合
計
数
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
一は

当
該
申
請
に
係
る
事
業
者
の
指
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認

め

る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
達
成
に
支
障

を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
長
に
対
し
、
必
要
な

助

言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
市
町
村
長
は
、
第

一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な

ら
な

い
。



当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
が
当
該
市
町
村
の
区
域
の
外
に
あ
る
場
合
で
あ
つ

て
、
そ
の
所
在
地

の
市

町
村
長

（
‐

馴
「

こ―

の‐
剣

―こ‐
剥
劇
ｄ

「
―

引
利
用
劇
明
相
側

利
引
釧
コ
可
剣
刑
割
硼
ヨ
可
劉
刊
期
刑
網
劉
綱
判
コ
釧
鮒
咽
ｑ
刊
口

の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十

二
条

の
二
第

一
項
本
文

の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な

い

一　

申
請
者
が
詞
明
相

の‐
裂
例
司
ｄ
司
ｄ
剖

で
な

い
と
き
。

〓
一

（略
）

」
と
い
う
。
）
の
同
意
を
得
て
い
な
い
と
き
。

劃

引

割

引

劉

剣

覆

劇

到

∃

ｇ

刊

刻

劃

副

五
　
（略
）

日

刑

副

嘲

＝

樹

刷

冽

釧

創

倒

「

Ｊ

劉

日

副

る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
う
司

五
２
一一　
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
皇
訓
日
ま
で

に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
を
引
き

続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

四 二

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

ー

ー

ー

ー

ー

ー

一　
申
請
者
が
法
人
で
な
い
と
き
。

一
丁

〓
一

（略
）

四
　
当
該
申
請
に
係
る
事
業
所
が
当
該
市
町
村
の
区
域
の
外
に
あ
る
場
合
で
あ
つ

て
、
そ
の
所
在
地
の
市
町
村
長
の
同
意
を
得
て
い
な
い
と
き
。

（新
設
）

五

　

（略
）

（新
設
）

ョ

の‐
コ

　
申
請
者
が
、
側
劇
側
測
潤
「
酬
ヨ
測
因
倒
「
Ｊ
判
羽
勾
凋
到
割
対
測
細
創

刻
倒
側
到
引
目
到
測
調
剰
「
側
回
倒
珂
国
到
ｑ
悧
到
到
劇
国
刊
劃
樹
刊
川

条
第
二
項
第
四
号
の
二‐
「
第
司
刊
ヨ
刻

の‐
刊
コ
剣
コ
呵
剣
ヨ
別

の‐
コ
測
洲
剣
副

十
五
条

の
二
十
二
第
コ
呵
剣
口
割
湖
刊
嗣
日
調
判
Ⅵ
測
因
翻
鮒
コ
Ｊ
■
り
■

）
―

に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に

基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由

な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の

到
来
し
た
保
険
料
等
の
引
利
引
Ⅵ
憫
劇
謝
劉
冽
到
「
引
利
司
洲
可
判
謝
川
州
―こ―
例

る
保
険
料
等
の
納
ｗ
義
務
を
負
「
司
ｄ
引
劇
司
ｄ
測
綱

‐こＩ
Ｊ

つｌ
ｄ
制
州
劃
冽
劉

負
う
保
険
料
等
に
田
劉
ｄ
剰
刊
刊
川
剣
剣
コ
呵
剣
回
剛
硼
ゴ
可
剣
割
刊
劃
刻
湖

十
二
第
二
項
第
五
号
の
二
及

第

百
十

五
条

の‐

二‐
刊
∃
劉
∃
嘲
劉
酬
副
州
∃

‐こ―



ニハ
　
申
請
者

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
＝

定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十

（第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で

を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密

着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（
‐
判
該
日
ｄ
ｄ
劇
明
潤
剖
測
川
剖
洲
調
川

舞

劃

錮

劇

翻

翻

劉

日

興

習

凶

日

朝

引

刻

目

∃

刻

つ―
川
剖
ｄ
劃
訓
酬
潮
Ⅱ
洲
副
刷
測
剰
日
「
綱
引
洲
コ
一仁経
過
し
な

い
も
の
を
含

「

劃

狙

日

剛

剰

刷

馴

目

列

劉

劉

調

翻

コ

月

日

刹

劇

劃

召

網

目

目

馴

刺

劇

劉

瓢

蟄

割

り

刷

「

胡

つｌ
ｄ
引
ｄ
劃
訓
翻
潮
＝
淵
剤
剰
翻
日
馴
到
Ч
ｑ
ヨ
倒
日
経
過
し
な

い
も

の
を
含

ｄ
刊
「
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理

由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の

状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の

取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ど
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
一
一　
申
請
者

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係

る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十

（第
二
号
か
ら
第
五
号

ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地

お
い
て
同
じ
‥
）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

ニハ
　
申
請
者

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指

定
の
申
請
者
を
除
ぐ
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十

（第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
一で

を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域

密

着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日

か

ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
ｔ
な
い
者
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取

消
し
が
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当

該

指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防

止

す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体

制

の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定

地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ

の

号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相

当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当

す

る
場
合
を
除
く
。

六
の
一
一　
申
請
者

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

に
係

る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十

（第
二
号
か
ら
第

五
号

ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地



域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所
者
生
活
介
護
に
係

る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り
消

ヽ
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な

い
者

（
‐

劃
該
劉
劇
ｄ
刷
明
間
司
測
刻
剖
洲

洲
Ⅲ
冽
創
例
創
勿
剣
日
ガ
調
コ
劇
「
Ｊ
判
該
劇
自
＝
周
＝
劉
矧
口
例
ぶ
月
翻
劉
劇
囲
日
鋼

刊
刊
コ
劇
＝
ヨ
「
月
測
剌
測
淵
側
倒
列
ｑ
潤
副
翻
当
釧
「
川
冽
劇

―こ―
覇
覇
綱
「
剣
剛
留
到

割
刊
劃
貿
Ｊ
馴
司
ｑ
劃
訓
翻
樹
＝
目
留
則
洲
州
副
ヨ
刊
Ｈ
劇
刊
ｑ
引
綱
潮
「
壇
川
¶
Ч
ｑ

日
召
川
「
Ｊ
ヨ
謝
剰
赳
冽
測
悧
謝
り
引
利
赳
創
剰
潤
「
剣
釧
「
圏
割
当
翻
「
Ｊ
例
ｇ
冽
針

に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
洲
湖

つ―
川
副
詞
利
刊
日
劇
州

―こ―
劃
訓
割
剰
引

の‐
創
劃

者

で
あ

っ
た
者

で
当
該
取
潤
ｄ

の‐
副
刑
測
鮒
翻
刊
劃
覇
劇
劉
到
口
測
Ц
樹
州
Ｊ
硼

を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分

の
理
由
と
な
つ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
で
の
取

組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指

定
の
取
消
し
に
骸
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
み
ら
れ
る

も

の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も

の
に
該
当
す
る
場
合
．を

除
く
。

六

の
二

・
七

　

（略
）

事
業

の
廃
上

の
届
出
又
―ま‐
剣
刊
刊
川
刻

の‐
川

の‐
刑
ｄ

ｌこ―
測
ｄ
日
ｄ

の‐
副
週
洲
湖

っ
た
場
合
に
お

い
で
、
刑
調
剰
洲
可
副
割
硼
劃
剤
湖
副
詞
刑
刊
副
劇
州
ｄ
劃
訓

日

測

目

州

馴

翼

測

川

副

調

劃

翻

餅

針

創

「

Ｊ

剰

曇

引

劇

朝

日

目

目

引

割

翼

四

瓢

事
業

の
廃
止
に

つ
圏
ｑ
桐
判

の‐
馴
劇
洲
湖
ｄ
ｄ

の‐
ｄ
劇
ｄ
¶
「

の‐
創
劃
君
ｄ
湖

目

ヨ

ヨ

∃

ヨ

劃

周

囲

剣

ヨ

詔

ヨ

覇

群

司

調

当

の
理
由
が
あ
る
法
人
引
劇
ｄ
Ч

）―

（
―

躙
響
刷
「
樹
ｄ
ｄ
劇
コ
馴
焙
倒
∃
例
司
週
―こ―

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ロ

ロ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ト

ー

ー

ー

ー

域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定

の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち

当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を

防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理

体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
レ
て
当
該
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、

こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が

相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
一二
・
七

（新
設
）

（略
）



ナL ノヽ
る

と

き

。

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

例
劉
潤
川
ｄ
潤
耐
劃
劃
翻
劉
コ
覇
爾
欄
制
覇
珊
日
「
ｑ
洲

で
相
当

の
理
由
が
あ

る

Ы
叫
ｄ
囲
ｄ
「
「

の‐
引
測
馴
樹
劇
貿
Ｊ
劉
「
「
劇
劃
司
日
田
又
は
指
定
の
辞
退
の

則

日

警

「

コ

引

剰

コ

纏

劇

Ｈ

ゴ

割

Ｊ

引

（略
）

劇
討
剖

（
―

調
矧
劇
川
劇
型
川
副
引
潤
州
謝
「
川
現
引
瀾
劃
押
定
施
設
入
居
者

引
測
州
調
劇
潤
劇
翻
剰
暑
剰
利
錮
馴
刊
劉
珊
鯛
翻
引
当
副
召
生
活
介
護
に
係
る
指

定
の
申
請

劉
園
ｄ
「
「
バ
「
劇
¶
釧
、
月
■
躙
響
瓢
「
ｑ
到
「
に
第
四
号

の
二

洲
引
剣
利
用
劃
ｄ
剣
闇
酬
「
コ
州
洲
羽
創
輛
日
躙
粥
判
「
到
者
の
あ
る
も
の
で
あ

八

　

（略
）

九
　
劇
劃
躙
剰
躙
綱
到
割
洲
剤
馴
ョ
咽
倒
釧
冽
劇
割
ョ
刊
「
ｄ
ｄ
綱
則
「
引
酬
矧
剌
翻
創
川
型

剥
副
刷
測
側
矧
謝
劇
翻
割
倒
倒
君
利
馴
馴
倒
州
訓
川
目
劉
側
劉
倒
州
目
劉
創
咽
期
現
剤
当
到
州

州
目
馴
¶
召
側
相
悧
劃
¶
劃
囲
召
利
目
別
馴
司
口
欄
刻
剥
日
「
ｑ
劇
劃
劉
側
躙
剣
則
劃
洲
Ч
列

日
「
『
洲
儡
¶
劉
倒
「
劉
到
¶
Ｊ
糊
倒
劉
ａ

（
―

「
『
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
示

あ

る
と
き
。

引

州
劉
引
月
襴
日
処
せ
ら
れ
、
ぞ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

到
ヨ

刻

ａ

例

馴

Я

ョ

ロー

制
コ

冤

劃

引

易

罰

環

剰

ノ、‐

こ‐
の‐
調
剣
劇
出
到
倒
悧
側
ゴ
国
剛
鋼
国
凶
悧
倒
馴
圏
劉
国
「
ｑ
目
例
題
劇

引
倒
月
潤
劃
劇
剛
当
謝
引
劉
潤
闘
利
刹
瑠
綱
潤
ｄ
コ
倒
コ
瀾
劇

濶

目

棗

剛

剣

「

「

淵

ノ、‐

剃

珊

コ

剣

ョ

冤

「

「

「

∃

饗

コ

雪

習

ョ

劃

ョ

覇

剛

「

ヨ

ョ

列

「

矧

ｇ

ゴ

ヨ

薇

ヨ

Ｊ

コ

曇

国

月

日

馴

Ｊ

周

型

「

日

１

目

劉

ぞ

Ｊ

認

到

徊

引

樹

副

ョ

劇

ョ

側

創

料

ｇ

目

封

ａ

酬

劇

日

剛

劇

「

覇

諮

劉

劉

躍

ョ

劉

ヨ

劉

ヨ

８

割

釧

封

翻

引

＝

判

戴

獨

日

剛

嘲

馴

目

翻

餡

劉

利

目

因

蟄

劇

付

ョ

劃

利

日

剛

潮

凩

Ｊ

謝

劉

風

潤

悧

劉

剰

曇

謝

日

「

劉

目

刻

剰

日

創
州
脳
劉
ョ
ョ
劇
「
「
コ
判
ョ
「
ヨ
（第
八
号

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

引

瀾

劉

鳳

ョ

引

創

行
を

受
け

劃
¶
副
州
Ш
到
劉
日
「
側
関
川
「
国
躙
ｑ
Ｊ
鋼
■
月
条
第
一
一項
第
人
号

剣
Ｊ
側
鋼
剣
剰
剣
二‐
劃
利
嘲
コ
¶
劃
響
刷
制
裂
み
十
一一第
一
一項
第
九



（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

刊

川
『
司
劃
酬
訓
翻
創
鋼
ヨ
創
刷
目
州
調
劇
測
四
劉
鮒
洲
馴
悧
劃
列
目
劃

剛
Ⅷ
謝
劉
翻
國
劉
到
型
コ
劇
鋼
翻
劃
斜
劉
引
剰
調
剛
■
計

定

の
申
請
者
口
口
ｄ
「
「
洲
可
洲
川
ｄ
可
ｄ
硼
測
到
割
硼
引
リ

ーこ―
剣
口
別

の‐

二‐

団
「
剣
ョ
引

の‐
ョ
測
ｄ
可
剣
刈
別

の‐

二‐
ズ
劇
剣
引
引
洲
引
剣
川
引
劃
ｑ

の‐
圏
洲

測
洲

―こ―
該
劃
引
引
剖

の‐
冽
劉
Ы

の‐
「
冽
劉
劃
劃
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ロ
ロ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

（新
設
） 二‐

劉
剤
「
刻
司
「
日
月
目
刑
国
コ
∃
劃
「
目
咽
Ⅵ

）―

の‐
冽
∃
「
州

り
指
定

（認
知
目
矧
網
利
コ
副
馴
劇
刹
釧
「
翻
＝
糊
雪
創
劉
劉
コ
囮
引
バ
周
剖

笙

指
定
を
除
く
。
「
冽
測
悧
樹
倒
引
利
利
倒
刈
ｑ
劃
呵
ｑ
Ｈ
判
訓
刷
潤
日

の‐
川
州

に
係
る
行
政
手
続
調
劉
刊
ヨ
刻

の‐
測
劇

―こ―
測
ｄ
週
矧
洲
湖

つ―
潤
副
詞
測
刊
副

以
内
に
そ
の
統
目
馴
ｄ
剰
貿
Ｊ
釧
釧
刷
ヨ
圏
悧
倒
Ч
ｑ
則
列
劉
測
劉
ｕ
ｄ
ヨ
引

創

潤

眉

劇

冽

利

一劉

刺

川
劉
洲
調
川

ヨ

劃

刷

引

劉

割

コ

割

副

日

¶

）
―

の
‐

刑

目

¶

劃

剛

「

謝

馴

翻

割

劉

型

コ

劃

劉

劉

日

引

馴

円
咽
劃
引
倒
翻
＝
翻
馴
刷
州
謝
習
川
倒
州
コ
引
劃
馴
割
測
料
劉
溜
薦
非

指
定
に
限
る
‐¶

「
引
刷
列
潤
劃
測
月
調
川
―こ―
剥
劇
ｄ
可
劃
訓
刷
潤
日

の‐
刺
州

に
係
る
行
政
手
続
潤
鋼
刊
コ
刻

の‐
測

に
よ

る
通
知
が
あ

ｑ
測
団
訓
利
刊
劇

以
内
に
そ
の
役
劃
彗
刊
劇
封
Ｊ
釧
劉
翻
劃
調
刷
濶
Ｊ
Л
副
剰
綱
馴
馴
到
Ч
「
ヨ
釧

創

劉

眉

劇

冽

へ|
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
．
ｌ

ｄ
「
剰

‐ま―
剣
刊
刊
川
剰
硼
川

の‐
劉
目
□
Ｊ
ｄ
剰
洞
凋

を
除

く
。
「

―こ―
剥
耐
刊
刊
副
劉

の
通
知

の
日
‐前

測
コ
剤
則
馴
劇
ｄ
冽
淵
扁
国
到
割

で
あ

っ
た
者
国
劃
潮
翻
樹
割
創
欄
倒
倒
９
司
週
劉
副
刑
測
鮒
樹
刊
Ｈ
劇
割
「
習
紹

刊
覆

ゴ

樹



刊

一‐
　
劇
調
創
川
訓
剰
刷
翻
網
劉
コ
創
刷
劇
別
劉
月
＝
期
明
倒
司
到
特
定
施
設
入
居

ヨ

剰

割

翻

樹

劉

州

動

磐

輌

調

劃

コ

ョ

司

囲

判
劇

の‐
劇
詞
剖
ｄ
囲
ｑ
「
）
‐
‐

洲
「
潤
川

で
な

い
事
業

ｑ
「
ｄ
ｄ
管
理
者
が
第

馴
刊
ｑ
コ

カ、‐
引
劉
月
期
劃
刊
引
綱
コ
「
「
「
引
劉
利
川
引
劇
ｑ
σ

い
ず
れ
か
に
該

割
引

ｄ

ｄ

で

あ

る
と

き
。

ヨ

藝

「

謝

翻

劉

割

割

０

翻

馴

ョ

ロ

馴

劉

コ

刻

司

馴

馴

副

藝

剰

刷

馴

調

コ

刻

詞

¶

倒
劇

の‐
劇
詞
引

―こ―
口
ｄ
「
「
洲
１
潤
月
で
潤
州
割
鯛
引
「
「
そ

の
管

理
者
が
第

馴
刊

の‐
コ
洲
引
制
劃
瓢
湖
刊
ョ
刊
Ｎ
Ｊ
到
倒
コ
９
∃
州
圏
刺
ｕ
測
が
ら
第

八
号
ま

ｑ
ｑ
圏
洲
測
川
―こ‐
謝
判
引
∂
者
で
あ
る
と
き
。

５‐

コ訓
細
樹
詞
ョ
「
コ
州
刹
列
目
側
昇
測
割
引
馴
剤
「
目
劉
翻
鮒
刷
「

劇
劇
劉
馴
到
口
徊
圏
劇
劇
劉
も

の
と
す
る
。

６‐
　
市
町
村
長
は
、
第

一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号

（病
院

剰
国
診
痢
洲

―こ‐
測
引
州
謝
月
刀
拍
冤
コ
劉
刻
―
＾
‐
嘲
利
回
例
σ
指
定

の
申
請
に
あ

っ
て

は
、
第

一

除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
本
文
の

指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一　

申
請
者

（認
知
症

対
応
型
共

同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施

設
入
居
者

生
活
介
護

又
は
地
域
密
着
型
介

護
老

人
福
祉
施

設
入
所
者

生
活
介
護

に
係

る
指

定

の
申
請
者

を
除

く
。
）

が
、
第

七
十
八
条

の
十
第

二
号

か
ら
第

五
号
ま

で
の

規
定

に
よ
り
指
定

（認
知
症
対
応
型
共
同
生

活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介

護

又
は
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施

設

入
所
者

生
活
介
護

に

係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
し
な
い
者

（
‐
割
該
倒
赳
目
刷
叫
潤
剖
測
ｄ
引
洲
洲
川
「
洲
ｄ
場
剣

‐―こ‐

劃
圏
で
劇
１
劃
馴
翻
翻
刊
鴻
綿
側
綱
馴
劉
剣
剣
昭
「
網
調
第
刊
劃

条

の
規
定
に
よ

到
ヨ
利
倒
列
到
日
則
訓
利
刊
則
凶
刺
劇
判
該
調
川
ｑ
例
到
「

で
あ

っ
た
者

で
当

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

５‐
　
市
町
村
長
は
、
第

一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
本
文
の
市
定
を
し
な
い

こ

と
が
で
き
る
。

申
請
者

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指

定
の
申
請
者
を
除
く
。
）
が
、
第
七
十
八
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の

規
定
に
よ
り
指
定

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施

設

入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
一に

係
る
指
定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。



該
取
消
し
の
日‐
洲
引
司
劉
Ц
ｑ
ヨ
鋼
ｄ
綱
週
引
劇
劇
Ы

の‐
ｄ
翻
冽
＝
劃
訓
刑
劇

を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
油
月
ｄ
潤
耐
劃
剰
調
「
湖
ｄ
場
ｄ
ｄ
剥
州
ｄ

‐ま１
１
劃
訓

剰

到

日

劃

創

測

ヨ

副

詞

劃

詞

釧

割

劃

謝
刷
潤
ｕ
の‐
副
力、‐
ｄ
副
目
Ｕ
刊
刊
引
劇
劇
欄
樹
刑
測
コ
渕
引
知
司
司
哺
「
で
あ
る

と

き

。

一
の
一
一　
申
請
者

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係

る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
第
七
十
人
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
規
定
に
よ
り
指
定

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
に
係
る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

〈‐劃
訓
日
定‐
．ｄ

刷
叫
潤
劃
測
＝
剖
洲
測
川
ｑ
冽
到
易

合

に
お

い
で
潤
「
Ｊ
馴
鮒
咽
倒
Ч
ｑ
州
剣
呵
例
劉
徊
劇
刊
編
測
剣
刊
ヨ
刻

の‐
例
劇

に
よ
る
通
知
が
あ

つ
た‐
則
詞
対
刊
則
劇
劇
―こ―
割
訓
調
川

の‐
劉
則
割
ｑ
冽

つｌ
ｄ
剖

ョ

訊

∃

ヨ

？

劉

紹

瓢

ぞ

コ

ヨ

目

樹

剣

群

創

到

「

「〕一井

指
定
を
取
り
消
さ‐
測
刑
翻
剰
潤
咽
剣
劇
η
目
割
剰
硼
ｄ
謝
ぶ
劇
ふ
川
コ
測
馴
Ｊ
『

当
該
通
知
が
あ

っ
一利
刊
詞
利
刊
則
劇
劇

‐こ―
劃
訓
割
剰
洲

の‐
創
劃
割
ｄ
湖

つ―
潤
割

で
当
該
取
消
Ｌ
ｄ
剤
剰
綱
到
馴
到
Ч
ｑ
ヨ
釧
劉
倒
測
Ц
刻
圏
Ы
の‐
ｄ
剣
司
尉
「
で

あ

る
と
き
。

一
の
二
～
二
の
二
　

（略
）

測

ョ

劉

ロ

ヨ

測

劃

国

剰

劇

劃

コ

コ

倒

］ヨ

■

画

コ

ョ

ロ

ー

ー

ー

劉

日

蒼

月

翻
月

あ

つ
た

を
除
く
。
）

の
役
‐劃

翻
月
剛
副
測
郵
瓢
翻
劇
副
冽
刻
劇
則
ｄ
測
劇
ゴ
剥
調
川
劃

該
事
業
の
自
川
―こ‐

つＩ
Л
綱
劇
Ｊ
測
悧
翻
剰
脚
刻
測
淵
剰
測
冽
Ч
「

の‐
引
則
目
刊

△
口

に
お
い

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ロ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

て

申
請
者
が

同
号
の

通
知
の

日
目lJ

ハ

十
日
以
内
に
当

一
の
二
　
申
請
者

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係

る
指
定
の
申
請
者
に
限
る
。
）
が
、
第
七
十
人
条
の
十
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
規
定
に
よ
り
指
定

（認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
に
係
る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。

一
の
三
～
二
２

一

（略
）

（新
設
）



刻

つ―
川
剖
対
―ま―
判
該
日
ｄ

の‐
翻
週
―こ‐
悧
ｄ
潤
月
川
劃
訓
馴
目

の
辞
退
に
つ
い
て

ｑ
尉
州
国
倒
到
Ч
ｑ
ョ
倒
日
倒
測
ｕ
測
州
ｄ

の
で
あ
る
と
き
。

〓
一　
劇
調
創
川
調
翻
刷
翻
網
馴
劇
創
別
劉
口
劉
司
Ｈ
川
明
劉
冽
劉
州
定
施
設
入
居
者

割

劉

測

働

劉

曇

剰

側

劉

劃

劉

Ь

鳳

日

ｄ

の‐
劇
調
剖
ｄ
園
ｄ
「
「
バ
＝
潤
測
ｄ
「
ｄ
州
潤
劃
馴
州
引
一ち
に
第

一
号
又
は

馴

刷

劉

劉

罰

引

側

ョ

引

コ

∃

刊

（削
る
）

（削
る
）ヨ

劉

型

コ

コ

劉

コ

秒

引

扁

劃

コ

劉

劉

劉

日

到
珊
ヨ
ｑ
「
詞
司
□
図
翻
酬
「
洲
■
日
刈
ｑ
「
刊
ｑ
倒
員
等
の
う
ち
に
第

一

ｑ
ヨ
剰
圏
剰
コ
刊
洲
劉
劉
コ
別

の‐
ョ
劃
「

の‐
劇
洲
測
洲

―こ‐
該
当
す
る
者

の
あ
る

倒

の

で
あ

る
と

き
。

一二
の

〓
一

劇
調
剰

（
―

訓
剣
剌
矧
州
型
到
同
引
潤
州
調
「
川
現
引
君
型
特
定
施
設
入

〓
一
国
コ
剛
劉
刷
副
到
コ
捌
司
劇
引
Ｈ
日
引
剰
る
者
が
あ
る
と
さ
。

イ|

利
コ
州
劉
３
劃
コ
到
翻
酬
コ
コ
剰
司
劃
倒
Ｆ

り
指
定
を
取
り

冒

引

鋼

斜

測

刊

当
‐

諮

潤

燿

獅

鳳

目

冽

剰

翻

鋼

コ
刻
菫
劉
日
コ
目
州
梨
欄
ち
ｄ
劇
刊
「
習
胡
調
ｄ
ぞ
の
役
一貝
等
で
あ

劃
引
翻
利
劃
И
剛
倒
り
９
引
引
り
倒
劉
Ч
ｑ
ョ
倒
ど
経
過
し
な

い
も

の

口|

ヨ
割
日
覇
目
「
到
翻
則
ｄ
劉
刊
＝
州
刃
ョ
第
一一項
の
規
定
に
よ
る

割
刻
の‐
劇
川
の‐
風
田
ｄ
ｕ
月
潤
月

（
―
劃
引
割
剰
司
劇
劃
―こ‐

つ―
洲
ｄ
相
当
の
理

劇
例
引
引
創
酬
¶

）‐

又‐
目
劉
劇
翻
劉
悧
洲
規
定
に
よ
る
指
定
の

朝
躙
司
綱
¶
ョ
劃
圏
ョ
剛
潤
司
劇
ｄ
倒
劃
覇
ョ
が
あ
る
法
人

引
囲
ｑ
「
「

―こ―
剥
洲
ｄ
＝
副
期
洲
測
翻
渕
ョ
鮒
馴
倒
劇
川
刻
口
に
そ

の
役
口
貝
等

Я

乳

ヨ

劃

百

劉

層

剰

ヨ

コ

刷

劃

制

コ

引

目

過
し
な
い
も
の

（新
設
）

（新
設
）



者
生
活
介
護
又
は
刑
現
劉
剥
型
州
調
冽
川
樹
相
測
訓
因
調
割
劉
測
州
調
―こ―
例

剰

日

劉

日

「

剰

目

劉

劃

到

「

測

副

詞

第
一
号
又
は
第
ヨ
ヨ
引
劉
剰
コ
刑
の‐
ョ
劃
ｑ
の‐
劇
洲
測
力、―
―こ―
訓
割
引
ｄ
割
ｄ
湖

る

と

き

。

居
者
生
活
介
護
又
〔
川
切
劉
測
型
州
調
冽
川
倒
相
測
訓
月
訓
潤
引
潤
州
調
目
悧

る
指
定

の
申
請
者
―こ‐
劇
ぶ
刊
呵
剰
「
日
咽
剣
測
鯛
国
謝
劉
囲
「
Ч
召
ｑ
劉
劃
創
洲

村
長
」
と

い
引
「
「
Ｊ
調
潤
翻
詞
嘲
相
側
日

の‐
制

に
よ
り
、
第
四
項
第十
回
馴
州

規
定
に
よ
る
同
意
‐引

到
ｕ
潤
州
Ｊ
Ｊ

‐こ―

つ―
耐
ｄ
調
潤
姻
洞
耐
相
側
硼
副
割
洲
湖
ぶ

劃

司

劃

ョ

封

コ

週

側

測

「

ｌｏｌ

劃
到
冒
網
日
劃
ｇ
翻
矧
劇
ロ
コ
冒
網
困
コ
劉
到
凶
劇
冽
釧
劃
「
ｄ

、
第
一
項
の
申
請
に
係
「
劃
∃
謂
「
到
四
綱
判
「
明
相
樹
凋
コ
副
コ
引
３
用
列
ｑ
刻
引

号
に
定
め
ろ
団
呵

・
――
判
И
引
詞
剖

―こ―

つ―
劇
刈
可
例
劇
訓

長
に
よ
る
第
四
刊

二
条

の
二
第

一
項
本
‐劇

硼
日
調
困
洲
コ
月
創
測
Ⅵ
冽
纏
鯛
可

一　

所
在
地
市
町
村‐
測
洲
剃
口
刊

二‐
刻

の‐

二‐
第

一
‐

剰
潤
劇

の‐
樹
ｄ
ｄ
ｕ
ｄ
ｄ
割

劃

治

剰

割

引

鋼

二‐

一馴
翻
淵
酬
州
日
「
刻
劉
口
劃
∃
調
ヨ
剰
∃
ヨ
朝
渕
剰
ヨ
劉
劇
掛
「

調
ヨ
刻
矧
剰
引
劇
ヨ
目
凋
引
引
劃
測
∃
司

１１１

用到
羽
川
劉
劃
洲
例
劇
咽
刻
調
目
劉
調
細
月
引
引
馴
酬
劃
測
調
ヨ

91 71

で
あ
る
と
き
。

四

　

（略
）

ｏ
８

　

（略
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（略
）（略

）

61
・ 四
71



■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

剣
「
硼
利
劇

の‐
倒
劇

の‐
刷
潤
ｄ
瀾
ｄ
ｄ
劇
州
刻
湖
日
劇
司
闇
引
響

十
八
条

の
十
二

Ц
劃
圏
ｑ
「
刑
劇
引
劉
引
引
列

の‐
コ
剣

一‐
剰
剌
ｄ
ｄ
目
劉
「七
十
八
条

の
十
五
第

一

硼
利
Ц
ｑ
刷
ョ
ョ
列
ョ
馴
劉
劉
劇
倒
咽
ョ
リ
∃
劉
刑
「
倒
場
合
引
含
む
。
）
の
規

劇

―こ―
測
ｄ
剣
口
羽
∃
刻
湖
刊
ョ
鋼
日
剰
翻
劇
週
割
飼
躙
劉
釧
国
、
前
項

の
規
定
に
よ

当

目

劇

劇

翻

引

翻

劃

州

劉

コ

劉

判

園

劉

コ

硼
利
劇

の‐
倒
ョ
ｑ
列
刻
―こ‐
瓢
響
日
剰
硼
司
冽

い
も

の
と
す
る
。

（勧
告
、
命
令
等
）

第
七
十
八
条
の
九
　
市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を

と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
剣
州
刊
川
刻
の‐
二‐
剣
川
剰
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
付

さ
れ
た
条
件
に
従
わ
な
い
場
合
　
当
該
条
件
に
従
う
こ
と
。

二
～
四

　

（略
）

２
，
４
　

（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
七
十
八
条
の
十
　
市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く

は

一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
剣
ｄ
刊
川
列
の‐
二‐
剣
回
呵
剣
口
引

ｑ
コ
測
引
剣
ヨ
刑

の‐
ョ
ゴ
刊
Ｎ
Ｊ
劉
引
「
国
刺
コ
到

の
三
に
該
当
す

る
者

の
あ
る

州
硼
刊
劃
り
¶
劃
釧
調
明
Ч

）
、
第
十

（第
五
号
の
三
に
該
当
す
る
者
の
あ

到
ｕ
ｑ
ｑ
刻
劉
ｄ
剖
日
囲
ｄ
「
「
可
剣
刊

一
‐

割
劇
劉
劃
割
硼
∃

―こ―

該
当
す
る
者

（勧
告
、
命
令
等
）

第
七
十
八
条
の
九
　
市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー

ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置

を

ど
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
剣
引
刊
川
刻
の‐
コ
剣
「
硼
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
付

さ
れ
た
条
件
に
従
わ
な
い
場
合
　
当
該
条
件
に
従
う
こ
と
。

三
～
四

　

（略
）
　

　

．

２
～
４
　
　
（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
七
十
八
条
の
十
　
市
町
村
長
は
い
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

お

い
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
四
十
二
条
の
一
一第

一
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く

は

一
部

の
効
力
を
停

止
す

る

こ
と
が

で
き

る
。

一
　

指
定

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ

ス
事
業
者

が
、

ズ

ーま―
剣
川
引

（
‐

ノ、‐
―こ‐
該
判
引
引
引
洲
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至

っ
た
と
き
。



で
あ
る
と
き
を
除
ぐ
。‐
「
劇
団
剣
刊

二‐
刑

（
‐

剣
ヨ
引

の‐
ョ

ーこ‐
冽
判
引
劉
剖
「
あ

る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

一
一　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
が
、
剣
刊
刊
川
刺

の‐

二‐
剣
利
呵
剣
ヨ
刊

洲
引
剣
ヨ
割
硼
画
ゴ
刊
洲
調
躙
劇
利
洲
に
該
当
す
る
に
至

つ
た
と
き
。

〓
一　
指

・
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
が
、
剣
引
刊
川
刺

の‐

二‐
剣
川
剰

の
規
定

に
よ
り
当
該
指
定
を
行
う
に
当
た

つ
て
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

四
～
十
二

　

（略
）

十
四
　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
洲
洲
川
爛
冽
ｄ
場
創
‐こ―
到
圏
ｑ
＝
召

劉
刻
劃
目
測
「
馴
「
目
指
定

の
取
消
し
又
は
指
定

の
全
部
若
し
く
は

一
部

の
効
力

の
停
止
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正

又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
が
あ
る
と
き
。

十
五
　
指
定
地
域‐
劉
冽
型
引
――
劇

スー
割
剰
剖
洲
潤
川
ｄ
劇
耐
割
剰
洲
ｄ
湖
ｄ
易
劉

に
お
い
て
、
そ
の
管
理
嘲
利
目
綱
飼
＝
鋼
倒
Ч
渕
団
日
刊
凋
剰
副
劉
綱
Ч
¶
『

下‐
剖

の
効
力

の
停

止
を‐
Ｊ
劇
「
剣
劃
引
ｑ
創
引
副
ヨ
引
劇
測
嗣
剤
劉
ヨ
＝
劇
ヨ
到
『
口
関

し
不
正

又
は
著

し
く
‐

利
劃
刑
列
Ⅵ
倒
倒
捌
劃
到
劃
例
創
倒
可

（準
用
）

第
七
十
人
条
の
十
二
　
第
七
十
条
の
二
１
釧
刊
刊

一‐
剣
川
洲
剣
刊
刊
コ
刻
の
規
定
は

、
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
こ‐
測
引
の‐
測
劇
―こ―
劃
ｕ
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
―
洲
刻
倒
劇
ロ

則

Ｊ

劉

割

期

劃

目

曇

劃

日

日

到

引

劉

猾

謂

引

劇

則

菊

哺

列

コ

ｄ

コ

日

測

劃

粥

朝

剣

ヨ

割

国

翻

目

馴

劇
期

一一　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
劉
召
刊
測
烈
湖
刊
ヨ
響
樹
コ
ヨ
割
「

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

〓
一　
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
剣
司
刊
川
剰

の‐
コ
剣
ｄ
硼
の
規
定

に
よ
り
当
該
指
定
を
行
う
に
当
た

つ
て
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し
た
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

四
～
十
二

　

（略
）

十
四
　
指
定
地
域
密
着
型
サ
「
ビ
ス
事
業
者
の‐
網
則
割
の‐。列
封
―こ―
可
指
定
の
取
消

し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前

五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た

者
が
あ
る
と
き
。

（新
設
）

（準
用
）

第
七
十
人
条
の
十
二
　
第
七
十
条
の
二
の
規
定
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
本
文

の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は

、
政
令
で
定
め
る
。

（新
設
）



劃

酬

硼

劉

副

彗

昌

∃

∃

コ

劉

副

珊

司

割

鋼

劉

日

引

日

日

割

創

欄

剰

曇

「

綿

馴

調

ゴ

剰

謝

到

割

国

到

劇

ョ

ｄ

ｌ

月

∃

日

圏

翻

型
訓
調
刹
釧
ョ
コ
司
Ｈ

ノ‐、‐
剰
翻
瑠
硼
悧
劇
型
目
列
湘
釧
引
■
９
倒
硼
厚
生
労
働
省
令

で
定

ｑ
刷
劇
ｑ
利
列
口
倒
Ц
州
刻
洲
冽
ｄ
ｄ
調
湖
ｄ
ｄ
割

―ま‐
「

そ‐

の
定
め
る
期
間

（以

コ

劇

コ

ヨ

割

刊

引

Ｊ

ｄ

翻

副

∃

∃

楓

硼

奥

刻
―こ―
劃
明
剣
回
刊
コ
刻
湖
ョ
劉
「
潤
剰
引
滅
剰
翻
馴
測
「
劇
一ど
が
適
当
な
区
域
と

瓢

翻

劃

ヨ

馴

劃

劇

樹

ョ

ロ

目

矧

呵

罰

「

劃

調

劉

劉

司

凋

期

翻

劃

劉

∃

弱

¶

∃

謝

州

倒

劉

刻

計

瀾

「

調

瓢

層

ヨ

鋼

劉

超

馴

翻

謝

参

碧

弱

「
ｄ
圏
刻
「
日

の‐
割
判
ｄ
徊
引
割
剰
調

―こ―
劇
ｄ
「
引
「

「市
町
村
長
指
定
区
域

・

刊

刻

劃

耐

耐

¶

ｄ

矧

日

劉

翻

目

翻

測

瓢

コ

相

う
も
の
と
す
る
。

２‐

司
馴
習
日
劉
鋼
副
刷
ｄ
川
引
翼
劇
馴
日
日
劇
園
明
劇
「
爛
馴
ｇ
コ
調
日

例
劉
劉
口
刊
コ
刻

の‐
コ
剣
刊
剰
潤
川

の‐
日
ｄ
目
ｄ
洲
ｄ

ｌま‐

、
第
七
十
八
条

の
二
の

規
定
は
適
用
し
な
い
。

３‐

劇
明
習
ョ
「
Ｊ
馴
翻
耐
相
剰
ヨ
翻
翻
尉
罰
紺
ョ
ｄ
訓
ョ
ョ
脳
コ
月
遍
司

明
州
刷
目
嗣
翻
「
サ‐
――
ビ‐
召
ョ
ヨ
四
煽
例
劉
翻
刊
川
劉
ｇ
Ｊ
ョ
翻
Я
ロ
ョ

針
ヨ
∃
ヨ
例
剰
Ｎ
釧
訊
司
明
コ
日
目
翻
酬
列
副
娼
ｑ
目
Ｊ
目
倒
利
刻
刑
Ｊ

洲
劇
判
И
劇
司
ｑ
利
「
到
州
創
一一４
行
う
も

の
と
す
る
。

４‐

劃
剰
暑
劉
目
劇
コ
細
細
潤
劃
盟
習
翻
潤
国
馴
綱
悧
「
ｄ
刻
刷
創
用

明
州
到
倒
「
コ
劉
幽
剛
Ｊ
国
「
利
用
翻
謝
馴
綱
引
「
調
割
引
追
加
す
る
場
合
に
つ

『
ｑ
「
刑
引
ｄ
刊

こ‐
淵
謝
劉
川
コ
Ｎ
覇
Ч
Ｊ
劉
樹
矧
瑠
倒
劉
司
司
だ
は
、
政
令

で
定

め
る
。

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



等

の
種
類
及
び
当
該
市
口
利
側
日
ｄ
ｄ
期
巡
回

ｏ
ｌ

固
嘲
矧
川
劉
訓
劃
州
調
剰
調
割

劃

ｑ

コ

ヨ

ロ

倒

劃

コ

ヨ

鋼

劇

瓢

剰

利

暑

割

硼

劉

引

劉

倒

翻

劉

∃

鮒

創

冒

剰

引

劃

ス
費
及
び
特
例
地
域
密
着
型
州
調
引
――
劇

スー
劃
司
刻
細

―こ―

つ―
州
ｄ
可
ぞ

の‐
列
ガ
引

有
す
る
。

２‐

劃
馴
釧
劇
「
劉
劉
目
鋼
引
劇
烈
劇
刻
ヨ
劃
『
Ｊ
コ
升
側
劉
コ
劇
硼

る
基
準
に
従

い
、
そ

の‐
洲
劃
コ
測
Ⅵ
割
刊
引
劉
勾
ヨ
刻
劇
調
ｑ
測
劉
ｄ
ｕ
＝
日
ｄ
刑

域
密
着
型
サ
ー‐
ｄ

スー
ヨ
墨
コ
劉
絹
利
ヨ
引
ｄ
測
凋
ヨ
コ
引
ｑ

３‐

相ョ
刺
川
劉
ｇ
Ｊ
「
ヨ
＝
劉
響
η
劉
酎
司
Ｊ
到
矧
倒
「
Ｊ
到
期
劇

第
十
二
号
を
除
く
。
‐「
「
硼
ヨ
剰
可
剣
利
剰

（
―‐

剣
刊
馴
硼
コ
可
剣
ヨ
号‐′司
コ
可
剣

ョ

ロ

引

硼

ョ

引

Ｊ

Ｊ

ヨ

昇

刷

当

劉

日

潤

ヨ

定
に

つ
い
て
準
用
す

ぅ
刊
ョ

の‐
場
合

―こ―
剥
耐
ｄ
可

こ―
測
引
湖

定
に
関
し
必
要
潤

瑠
翻
調
引
創
Ｊ
四
州
劇
例
「

（公
募
指
定

の
有
効
期‐
間
割
「

七
十
条

の
二
の
規
‐

ョ

ーこ‐
洲
洲
測
引

、
そ

の
指
定

の
日
「
劉
測
劉
ｕ
ｄ
利
引
ｄ
超

「

力
を
失
う
。

２‐

剣
「
■‐
州
刻
Ⅵ
ＩＩ
詞
靭
渕
捌
目
劇
引
ｄ
剃
刊
引
劉
矧
劇
＝
劉
剤
「
調
嘲
州

．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刻一

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



31

ヨ
ヨ
剛
劃
馴
翻
ョ
引
ョ
「
剰
羽
列
〓
「

一‐

珂
刊
日
側
馴
ｇ
劃
翻
酬
酬
翻
翻
測
列
日
劇
凶
劉
躙
目
引
酬
酬
翻
翻
測
列

赳

義

∃

彗

彗

瓢

ヨ

翼

ョ

遍

劉

ョ

ー

ヨ

劉

劉

日

日

翻

劃

∃

¶

Ｊ

ｄ

「

日

藝

司

引

劃

淵

到

司

鋼

ゴ

ロ
劇
馴
団
剛
翻
馴
却
酬
判
割
剤
翻
ｄ
劇
劉
＝
「
劇
馴
劉
刷
刊
制
ｄ

スー
割

判
司
倒

‐ヽ
ｉｌ
劇
引
馴
細
側
劇
欄
劇
硼
「
引
―‐
嘲
劉
到
劉
州
川
例
潤
劃
翻
∃
ｄ

州
『
「
副
劃
硼
翻
側
鋼
割
引
翻
個
詞
倒
判
ョ
ｇ
到
翻
翻
馴
網
判
引
副
州
劃

則
り
劃
細
刷
劉

日‐
引
馴
覇
別
到
ロ
ョ
倒
到
樹
目
倒
引
ョ
到
湖
到
固

引

詞
口
相
側
―ま‐
Ц
当
訓
制
可
利
側
日
ｄ
期
劃
司
劃
川
副
司
訓
副
劃
ｄ
ｌこ―
剖
測
測
司

明
樹
則
日
赳
因
明

・‐
引
―‐
劇

ス‐
割
劇
洲
ｄ
例
ｄ
剣
引
十‐、
川
列

の‐
刊
ョ
ーこ―
測
劇
ｄ
釧

刑
劇
倒
利
¶
洲
「
Ц
コ
到
日
凋
目
∃
硼
剰
判
ｑ
到
コ
酬
例
酬
Ｈ
覇
馴
翻
嘲
利

測
判
劇
期
間

の‐
劇
川

の‐
劇
Ｈ
倒
ｄ

の‐
刻
親
ｄ
引
引
洲
測
引

力、‐

の
処
分
が
な
さ
れ
て

別

目

目

測

瀾

⊇

コ

０

日

料

劉

側

ヨ

圏

司

引

引
州
州
が
行
う
も
の
と
す
る
。

５‐

コ馴
目
凋
制
「
『

古
‐
淵
利
ョ
劃
馴
細
月
剰
コ
翻
捌
潤
引
劇
ｇ
綱
引
司

劇
馴
圏
樹
ョ
ョ
棚
翻
「
直
司
樹
儡
彗
割
州
劃
翼
国
馴
測
川
「
自
紹
日

ｑ
ｕ
コ
ロ
利
「
到
「
司
り
易
剣
口
到
劇
ｑ
Ｈ
凶
到
引
樹
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で

定
め
る
。

コ

閣

囲

ロ

ョ

ョ

引

ョ

劇

ョ

劇

署

ョ

『

１

引

卦

劇

利

ヨ

∃

∃

倒

綱

引

到

ロ

ョ

劉

ョ

コ
劉
廻
∃
剛
刊
ョ
川
列
硼
―こ―
剥
劇
ｄ
Ｊ
剌
翻
劃
創
罰
纏
劉
∃
則
酬
コ
一̈一」
と
い
う
。

「
―こ―

つ‐
州
ｄ

ｌま―
「
週

用
し
な

い
。

倒
劇
期
間
劃
州
嘲
利
列
日
ｄ
闇
「
測
ｄ
相
馴
劇
鳳
翻
一る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



覇
州

蟹

ヨ

酬
瓢

刃

窒

¶

釧̈

及
び
市
町
村
側
濶
調
翻
割
釧
創
Ч
週
国
『
刈
屈
利
調
謝
利
釧
暑
釧
剰
コ
コ
「
財
劃
列
Ｊ

す
る
と
き‐日
「
洲
ヨ
酬
倒
日
「

フ
ー
¶
留
ヨ
昭
到
嘱
口
咽
州
到
倒
劇
国
切
測
倒
劇
明
相

『日
ョ
飼
響
「
国
期
翻
調
刻
調
翼
尋
鳳
ａ
劉
科
針
外舗
汁

窒
翻
創
川
翻
日
剣
＝

２‐

回
旧
Ⅷ
樹
日

・・
――
コ
細
朝
日
ヨ
翻
「

市‐
耐
州
日
コ
飼
覇
珂
鯛
馴
細
月

目

到

到

劇

測

劃

剰

劃

司

卿
劃

洋

ｄ
計

弔

‐、

（公
募
指
定
―こ‐
劇
綱
刻
劃
劉
ヨ
到

条
の
十

一
ま‐
ｑ
ｇ
測
ョ
硼
測
刑
ｑ
劇
劉
劇
「
副
躙
利
Ц

域
密
着
型
州
調
劃
川

旧

嶼

薯

倒
曇

目

引

曇

日

≦

ヨ

夢

詐

■

長
指
定
定
期
‐巡

回

ｏ‐
田
団
川
川
型
訓
問
州
調
創
調
割
―こ―
口
ｄ
「
ど
可

「
―

一‐
川
訓
劃

目
日
嘱
引
剣
月
ョ

月‐
引
劃
洲
劇
コ
例
ぞ
司
田
箇
劇
司
引
割
計
斗

と
す
る
ほ
か
、
図
ヨ
刑
劇
樹
脚
劉
馴
劉
創
「
朝
則
コ
Ｊ
側
例
ｑ

（指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
九
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
六
条
第

一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い

（略
）

申
請
者
が
、
労
働
に
関
引
ｄ
洲
綱
列
刑
ｄ
ｄ
湖

つｌ
ｄ
引
劉
爛
ｄ
引
ｄ
Ы

奎菖

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
九
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
六
条
第

一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い

一
～
四
　

（略
）

（新
設
）



■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

１

１

１

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

１

１

１

１

１

１

到
司
Ц
倒
樹
剣
刻
劉
劇
口

の‐
割

で
あ
る
と
き
。

回

の‐
ョ

　
申
請
者
が
、
日
副
翻
劇
Ⅶ
「
Ｊ
圏
ヨ
側
悧
日
＝
川
刻
倒
冽
到
制
州
湖
細
倒

潤
「
釧
り
当
ョ
列
舞
朝
劃
劉
釧
倒
『
∃
目
劉
引
劇
劇
困
倒
□
川
副
州
翻
潤
囲
欄
躙
劉
Я
料

ｑ
側
図
「
口
圃
引
ｄ
潤
徊
州
引
因
刻
測
ョ
烈
測
ョ
耐
洲
翻
日
ヨ
列
引
剣
う
保
険
料

Ｈ
剣
倒
劉
刻
潤
馴
覇
Ｉ‐
翻
「
判
洲
コ
紹
側
９
劉
引
ｔ‐
コ
到
α
二
十
二
第

二
項
第
四

刊

の‐
ョ

ーこ‐
剥
劇
ｄ

「
‐

側
閤
剰
劃
引
川
測
剤
剣

）
‐

＝
口

つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た

日
の
前
日
ま
で
に
ヽ
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か

つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た

り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て

（

判
該
州
州
日
剰
引
川
剖
洲
Ｈ
当
該
川
州

―こ‐
例
ｄ
側
関
料

等

の
納
付
義
務
を
負
う

刊
倒
引
ヨ
羽
到
日
徊
Ц
劃

つ‐
「
制
州
劉
冽
ｄ
剣
引
側
劇
糊
矧
ｄ
ぼ

る
。
同
号
に

剥
劇
ｄ
副
酬
「
「
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

五
～
七

　

（略
）

八
　
申
請
者
の
役
員
等
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
。

イ
　
刻
釧
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

口
　
第
四
号
Ｈ
剣
口
引
の‐
コ
又
は
前
号
に
該
当
す
る
者

ハ
　
ヨ
硼
潤
徊
劇
劇
ョ
翻
剤
測
榊
翻
嘲
創
翻
割
日
「
翻
法

の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ

囲
細
州
剰
凋
引
剣
列
倒
関
糊

（
‐

刑
川
棚
潤

の‐
測
ｄ

ｌこ―
劃
ｄ
国

民
健
康
保
険
税

刻
針
計
「
馴
刊
ゴ

の‐

ノ、
‐
可
劉
側
朝
期
塑
翻
「
翻
翻
綱
国
側
翻
剣
Ｊ
″
百
十
五
条

ｑ

刊

「

ヨ

∃

剰

刹

儡

ョ

＝

日

州

「

Ｊ

脚

翻

馴

引

ど

じ

つ
。
）

に

つ
い

て
、
当
該
申
請
を
し
た
個
の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ

く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
っ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な

く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の

到
来
し
た
保
険
料
等
の
企
ｄ

（
‐

劃
訓
則
州
引
釧
引
潤
引
洲
＝
劃
該
姻
パ
ーこ‐
悧

行
を
受
け

回

の‐
コ

　
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に

つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前

日
ま
）で

に
、
細
州
剰
冽
ｄ
ｄ
司
赳
法
律

の
規
定

に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か

っ

、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
三
月
以
上

の
期
間
に
わ
た
リ
ノ
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限

の
到
来

し
た
保
険
料
等

の
す
べ
て
を
」引

き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者

で
あ
る
と
き
。

五
～
七
　

（略
）

八
　
申
請
者
の
役
員
等
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
キ
ｃ。

イ
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受

け

る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

第
四
号
又
は
前
号
に
該
当
す
る
者

保
険
料
等
に

つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
納
付
並
我
務

を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
っ
、
当
該
処
分

を

受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処

分

を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
引
州
ｄ
を
引
き
続
さ

滞
納
し
て
い
る
者

ハ  ロ



測

囲

倒

細

製

裂

留

剰

日

司

劇

倒

ヨ

ヨ

劉

霧

冒

目

劇

劉

園

刊

割

ゴ

裂

到

翻

劃

引

０

ロ

ヨ

剣
洲
刊
コ
Ｊ
〓―剰
コ
嘲
翻
綱
矧
「
倒
口
測
しヽ―刊
創
側
¶
月
「
を
弥
き
続
き
滞
納
し
て

い
る
者

二
　

第

八
十
四
条
第

一
項

又
は
第

百
十

五
条

の
二
十

五
第

六
項

の
規
定

に
よ
り

指
定

を
取

り
消
さ
れ
た
法

人

に
お

い
て
、
当
該

取
消

し

の
処
分
に
係

る
行
政

手
続
法
第
十

五
条

の
規
定

に
よ
る
通
知

が
あ

つ
た

日
前

六
十

日
以
内

に
そ

の

役
員
等

で
あ

つ
た
者

で
当
該

取
消

し

の
日
か
ら
起
算

し

て
五
年
を
経
過

し
な

い
も

の

（
‐

判

訊
剌
個

硼

劇

濶

Ц

洲

劇

倒

国

ヨ

剰

馴

ヨ

創

璽

∃

創

州

日

目

の‐

刷
目
＝
川
Ⅵ
列
刻
劃
馴
翻
コ
倒
ｑ
刷
劇
＝
周
躙
劉
剣
硼
劃
醐
糊
倒
「
到
測
劃
引
翻
側
鯛
判

藝

刻

日

翻

塑

詞

鋼

到

ｄ

細

ｇ

刻

列

捌

劃

劉

ヨ

詞

覇

副

割

ヨ

コ

∃

国

劉

ヨ

何

「

日

雇

ｇ

馴

紹

も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
ｑ
Ｊ

ホ

　

（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
八
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
係
る
第
四
十
六
条
第

一
項
の
指
定

を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
効
力
を

停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、
第
七
十
九
条
第
二
項
第
四
号
Ｈ
剣
口
別
の‐

二
又
は
第
八
号

（
ハ
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

■
■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

‐

二
　
第
八
十
四
条
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お
い
て
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政

手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ

つ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
そ
の

役
員
等
で
あ

つ
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な

い
も
の

（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
八
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
係
る
第
四
十
六
条
第

一
項
の
指
定

を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
効
力
を

停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
が
、
第
七
十
九
条
第
二
項
第
四
号
又
は
第
八
号

（
ハ
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至

っ
た
と
き
。



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

二
～
十
二

２
　

（略
）

（略
）

（指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
）

第
八
十
六
条
　
第
四
十
八
条
第

一
項
第

一
号
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の‐
引
日
、
そ
の
入
所
定
員
が
三
十
人
以
上
ｄ
洲
「
Л
劇
翻
日
川
劇
洲
コ
創
劉
日
「
羽

る
数
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
の
申
請
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
人
条
第

一

項
第

一
号
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
三

　

（略
）

ヨ

「

調

剣

翻

創

日

引

劃

釧

日

日

「

利

利

瓢

例

到

馴

¶

割

目

劇

刻

創

謝

目

翻

創

司

ョ
の‐
ョ
　
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
開
設
者
が
、
健
康
保
険
法
、
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
１
回
劇
劇
剰
刑
関
四
日
州
国
州
研
側
測
肉
潤
因
翻
側
躙
側
側
「
―こ‐

劃
引
ｄ
潤
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又

は
掛
金
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の

規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
っ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当

な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納

期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金
の
全
て

（当
該
処
分
を
受
け
た

者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金
の
納
付
義
務
を
負
う
こ

と
を
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金
に

限
る
。
）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

四
～
六

　

（略
）

二
～
十
二

２
　

（略
）

（略
）

（指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
）

第
八
十
六
条
　
第
四
十
八
条
第

一
項
第

一
号
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ

ー

ム
で
あ
っ
て
、
そ
の
入
所
定
員
が
三
十
人
以
上
で
あ
る
も
の
の
開
設
者
の
申
議調
が

あ
つ
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
別
養

護

老
人
ホ
ー
ム
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
八
条
笛
〓

項
第

一
号
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
三

　

（略
）

（新
設
）

ョ
の‐
二‐
　
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
開
設
者
が
、
健
康
保
険
法
、
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
劇
―ま‐
目
引
釧
倒
側
劇
調
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
重
我務

を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
ユ
訓
日

ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
コ該

処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
Ｌ
コ該

処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
本
一の

す
べ
て

（当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
、
負
担
本
一又

は
掛
金
の
納
付
義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て
納
付
義
務
を
老
外う

保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金
に
限
る
。
）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ

る

と

き

。

四
～
六

　

（略
）



七
　
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
開
設
者
の
役
員
又
は
そ
の
長
の
う
ち
に
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
。

イ
　
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

口
　
第
二
号
―
第
二
与
め

二
又
は
前
号
に
該
当
す
る
者

ハ
　
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
納
付
義
務

を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を

受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分

を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
を
引
き
続
き
滞

納
し
て
い
る
者

一一　
第
九
十
二
条
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
、
当
該
取
消
し
の

処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
日
前
六

十
日
以
内
に
そ
の
開
設
者
の
役
員
又
は
そ
の
長
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消
し

の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
‐
割
謝
日
劇
の‐
刷
潤
ｕ
洲
Ｈ

コ

笙

署

召

翻

割

日

刻

ヨ

日

創

馴

副

目

翻

潤

州

劉

刻

ヨ

劇

Ｊ

劃

嗣

９

２

勇

ｇ

劉

針

引

到

国

彗

該
指
定
介
護
者
因
硼
刊
測
訓
司
劇
訓
劉
目
Ｊ
ｄ
剥
謝
割
測
因
制
湖
刺
個
閣
ｄ

¶

割

矧

捌

利

捌

∃

ヨ

詞

ヨ

習

月

コ

習

祉
施
設

の
開
設
剖
洲
利
ｄ
ｄ
劇
ｄ
劃
倒

の‐
創
川
ｄ
矧
劇
ｄ
ｄ
可
Ｊ

の‐
引

―こ‐
測

す
る
指
定

の
取
潤
ｕ

ｌこ―
該
劃
ｕ
潤
劇
Ｊ
Ｊ
Ｊ
引
ｄ
Ｊ
Ｊ
洲
利
劃
ｄ
謝
ｄ
Ｊ

謝

劇

＝

利

制

冒

目

コ

到

翻

割

劇

翼

ヨ

召

召

を
除
く
。
）

ホ

　

（略
）

（略
）

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

七
　
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
開
設
者
の
役
員
又
は
そ
の
長
の
う
ち
に
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
。

イ
　
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

口
　
第
二
号
又
は
前
号
に
該
当
す
る
者

ハ
　
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
納
付
義
務

を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を

受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分

を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
引
州
司
を
引
き
続
き

滞
納
し
て
い
る
者

二
　
第
九
十
二
条
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
二
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ト
ム
に
お
い
て
、
当
該
取
消
し
の

処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ

つ
た
日
前
六

十
日
以
内
に
そ
の
開
設
者
の
役
員
又
は
そ
の
長
で
あ

つ
た
者
で
当
該
取
消
し

の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ホ

　

（略
）

３
　

（略
）



■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
九
十
二
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
第
四
十
八
条
第

一
項
第

一
号
の

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
効

力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
第
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
、
第
二
号
の
二

又
は
第
七
号

（
ハ
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

二
～
十
二
　

（略
）

２
　

（略
）

（開
設
許
可
）

第
九
十
四
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
許
可
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の

各
号

（前
項
の
申
請
に
あ

っ
て
は
、
第
二
号
又
は
第
二
号
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
前
二
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
ゝ
三

　

（略
）

四
　
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

五

　

（略
）

ｑ
『
劃
明
罰
ｄ
の
刑
目
姻
ｄ
測
悧
「
Ｊ
■
９
到
徊
引
網
測
ヶ
、

又
は
執
行
を
受
け

利
司
日
洲
刻
ｑ
引
ｄ
劃
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

五
の
一一一　
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で

に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
っ
、

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
九
十
二
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

お

い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
第
四
十
八
条
第

一
項
第

一
号
あ

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
効

力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
第
八
十
六
条
第
二，
項
第
二
号
又
は
第
七
ロザ

（

ハ
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
ち

た
と
き
。

二
～
十
二
　

（略
）

２
　

（略
）

（開
設
許
可
）

第
九
十
四
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
許
可
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
茨
なの

各
号

（前
項
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
又
は
第
二
号
）
の
い
ず
れ
か
に
動
い当

す
る
と
き
は
、
前
二
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
三

　

（略
）

四
　
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、

又

は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

五

　

（略
）

（新
設
）

ョ
の‐
二‐
　
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で

に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か

っ
、



当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
を
引
き

続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

六
～
十

一
　

（略
）

４
　

（略
）

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第

一
項
の
許
可
又
は
第
二
項
の
許
可

（入
所
定
員
の
増
加

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
所
在
地
を
含
む
区
域

（第
百
十

人
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け

る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定
め
る
そ

の
区
域
の
介
護
者
人
保
健
施
設
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、

又
は
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
開
設
若
し
く
は
入
所
定
員
の
増
加
に
よ
つ
て
こ
れ

を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
介
護
保
険
事

業
支
援
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

一

項
の
許
可
又
は
第
二
項
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

６
　

（略
）

（許
可
の
取
消
し
等
）

第
百
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
第
九
十
四
条
第

一
項
の
許
可
を
取
ヶ
消

し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
許
可
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
効
力
を
停
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
　

（略
）

一
一　
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、
第
九
十
四
条
第
二
項
第
四
号
洲
引
剣
ヨ
引
の‐
二‐
測

「
、
第
十
号

（剣
ヨ
刑
剣
ヨ
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
もヽ
の
で
あ
る
と
き
を
除
く

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

ー

当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
す
べ
て
を
引

き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

六
～
十

一
　

（略
）

４
　

（略
）

５
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第

一
項
の
許
可
又
は
第
二
項
の
許
可

（入
所
定
員
の
増
加

に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
所
」在
地
を
含
む
区
域

（第
百
十

川
剣
剃
二‐
剰
第
「
刑
の
■
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）

に
お
け
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定

め
る
そ
の
区
域
の
介
護
老
人
保
健
施
設
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
既
に
達
し
て
い

る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
開
設
若
し
く
は
入
所
定
員
の
増
加
に
よ
つ

て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
介
護

保
険
事
業
支
援
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
第

一
項
の
許
可
又
は
第
二
項
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

６
　

（略
）

（許
可
の
取
消
し
等
）

第

百
四
条
　
都
道
府
県
知
事

は
、
次

の
各

号

の
い
ず
れ

か
に
該
当
す

る
場
合

に
お

い

て
は
、
当
該
介
護
老

人
保
健
施

設
に
係

る
第

九
十

四
条

第

一
項

の
許

可
を
取

り
消

し
、

又
は
期
間
を
定

め

て
そ

の
許

可

の
全
部
若

し
く

は

一
部

の
効
力
を
停
止
す

る

こ
と
が

で
き
る
。

一
　

（略
）

一
一　

介
護
老

人
保
健
施

設
が
、
第
九
十
四
条
第

三
項
第

四
号
Ｈ
剣
ヨ
矧

、
第

十
号

（剣
ョ
別

の‐

二‐

に
該
当
す

る
者

の
あ

る
も

の
で
あ

る
と
き
を
除

く
。
）

又
は
第



■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

ロ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

。
）
又
は
第
十

一
号

（第
二
号
の
三
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き

を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三
～
十
二

２
ｏ
３
　

（略
）

（指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
二
　

（略
）

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号

（病

院
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療

所
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養

叩
に
あ

っ
て
は
、
剣
対
別

の‐
コ
Ц
剣
刈
別

の‐
ョ
Ｈ
剣
刊
引

介
護
に
係
る
指
定
の
申
議

ｑ
∃
列
び
剰
刊
ョ
刊
引
日
く
．
‐
「
）

の
い
ず

れ
か
に
該
当
す

る
と
き
は
、
第

五
十
三

条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一　
申
請
者
が
刑
糊
捌
側
劉
例
到
例
ｑ
劇
劇
引
剖
で
な
い
と
き
。

一
丁

〓
一

（略
）

四
　
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

五
　

（略
）

引
ヨ
川
剰
悧
列
Ｎ
鯛
０
「
ｄ
の‐
者
で
あ
る
と
き
。

五
の
一一一　
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で

に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

十

一
号

（第
二
号
の
二
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。　
）

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三
～
十
二

２

ｏ
３
　

（略
）

（指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
二
　

（略
）

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第

一
号
か
餞
ソ第

ヨ
コ
剰
「
劉
劃
「
日
刹
ョ
用
ヨ
ま―
「
Ｊ
翻
目
馴
目
鋼
割

病
院
等
に

よ
り
行
わ
れ
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
収
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ

り
行
わ
れ
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
介

護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
一に

係
る
指
定
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
制
「
コ
剰
冒
邸
到
ｇ
コ
ョ
朝
引
国
利
割
「
引
劉
第

十
■
号
ま
で
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
三
条
第

一
項
本
文
あ

指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一　
申
請
者
が
法
人
で
な
い
と
き
。

一
丁

〓
一

（略
）

四
　
申
請
者
が
、
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

五

　

（略
）

（新
設
）

ョ
の‐
二‐
　
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で

に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か

つ
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、



当
骸
処
分
を
受
け
た
旧
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
剣
「
を
引
き

続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

ェハ
　
申
請
者

（介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
を

除
く
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
九
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
指
定

（介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を

除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

な
い
者

（当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ

っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消
し
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ

れ
た
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
つ

た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
事
業
所
の
管
理
者
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消
し
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ

し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取

消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
事
実
及
び
当
該
事

実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る

業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し

て
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮

し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
一
一　
申
請
者

（介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請

者
に
限
る
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
九
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
二
十
五
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

（介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指

定
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
な
い
者

（当
‐該

倒
劇
引
刷
明
潤
ぎ
刑
測
引
洲
潤
川
ｄ
湖
ぶ
易
召
目
剥
耐
ｄ

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
す
べ
て
を
引

き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

ニハ
　
申
請
者

（介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
中
請
者
を

除
く
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
指
定

（介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を

除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

な
い
者

（当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ

っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
法
人
の
役
員
等
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消
し
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
み
、
当
該
指
定
を
取
り
消
さ

れ
た
者
が
法
人
で
な
い
病
院
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
通
知
が
あ
つ

た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
病
院
等
の
管
理
者
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消
ｔ
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。
た
だ

し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取

消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事

実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る

業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し

て
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮

し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
二
　
申
請
者

（介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請

者
に
限
る
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
九
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の
二
十
五
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

（介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
指

定
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
ｔ
な
い
者

（当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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Ｉ



―ま‐
「

当
該
取
消

し

の
処
分

に
係

る
行
政

手
続
法
第
十
五
条

の
規
定

に
よ
る
通
知

が
あ

つ
た

日
前

六
十

日
以
内

に
当
該
法
人

の
役
員
等

で
あ

っ
た
者

で
当
該
取
消

し

の
日
か
ら
起
算

し
て
五
年
を
経
過

し
な

い
も

の
日
創
冽
＝
劃
訓
樹
ｄ
ｄ
刷
明

潤
ぎ
月
調
劃
剰
鋼
¶
引
利
倒
圏
割
菫
翻
囀
劇
り
翻
烈
「
ｑ
劃
目
ｄ

は
、
当
該
通
知
が

額

ｄ

剖

「

馴

引

望

聡

剤

ｇ

刷

ョ

矧

コ

∃

訊

欄

ｄ
の‐
耐
剰
日
劃
馴
刷
Ч
「
ョ
引
劇
劇
蠍
判
Ｈ
鍋
り
「
例
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。

た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当

該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に

よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に

関
し
て
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を

考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
三
～
七
の
二
　

（略
）

人
　
第
七
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事

業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号
の
通
知
の
日

前
六
十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人

（当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当

の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
等
又
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な

い
事
業
所

（当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
ぁ
る
も
の
を
除
く
。

）
の
管
理
者
で
あ

っ
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し

な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

（略
）

申
請
者

（
‐
州
書
引
酬
網
倒
翻
錮
「
日
劉
測
劇
用
劃
日
矧
切
倒
愕
定
の
申
請
者
を

除
く
。
）
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又

は
第
七
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と

十 九

よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
申
請
者
の
役
員
等
で
あ
っ
た
者

で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
を
含
む
。
）

で

あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
バ
事

業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た

事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ

ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
仙
一の

当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
を
に責

任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
一し

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働

省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
三
～
七
の
二
　

（略
）

八
　
第
七
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

事

業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
、
同
号
の
通
知
の

日

前
六
十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人

（当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
一当

の
理
由
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
役
員
等
又
は
当
該
届
出
に
係
る
法
人
で
な

い
病
院
等

（当
該
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
ノ
。ヽ

）
の
管
理
者
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
渦
τ

な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

九

　

（略
）

十
　
申
請
者
が
、
法
人
で
、
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま

で
又

は
第
七
号
か
ら
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ

る
と

キ

Ｃ

。
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こ

。

十
の
二
　
申
請
者

（
―

州
調
刊
開
州
ｄ
翻
訳
月
目
引
引
潤
州
調
目
硼
ｄ
日
ｄ

の‐
劇
調

者
に
限
る
。
）
洲
「
潤
月
ｄ
＝
ｄ
硼
測
目
朝
司
引
ぢ

―こ―
剣
口
引
洲
引
剣

口万
の

三
ま
で
、
第
二含
万
の
二
渕
鯛
「
∃
コ
翻
酬
州
引
劃
ｑ
ｑ
劇
引
釧
胴
朝
郵
刊

る
者
の
あ
る
も
の
コ
測
瀾
ョ
コ
『

十
一　
申
請
者

（
‐
州
謝
瑠
耐
綱
コ
相
劉
引
困
周
剖
引
日
劉
薯
月
期
Ｔ
樹
劃
ヨ
留
劇
司
剤

を
除
く
。
）
が
、
法
人
で
な
い
事
業
所
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
四
号
か
ら
第
六

号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

主

こ

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

劇

瑠

ョ

覗

目

璽

習

ヨ

曇

属

目

ヨ

割

の
二
ま
で
、
第
六
号
の
二‐
コ
国
利
ヨ
コ
冒
調
瑚
引
劃
コ
９
躙
却
網
目
訓

当
す
る
者
で
あ
る
と‐
司

都
道
府
県
が
前
項
劉
「
期
州
コ
創
劉
馴
側
り
訓
□
∃
留
劃
劇
『

厚
生
労
働
省
斜

（第

冽
ｄ
ど
目
劉
園
ｄ
『
「
劇
潤
到
羽
劇
ヨ
Ｊ
翻
劉
剖
コ
矧
ヨ
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

の|ぅ1第1指 の 文 い 主 走
rlと|=1定 効 の て 条 め
引 き1号1介 力 指 は あ 取
う|を|の1護 を 定

｀
九 消

と1除に 1予 停 を 当
さl qlま1防 止 取 該 都 等
司 刊で|サ す り 指 通

じ

除I YI 1`1る 消 走 肩
く|^ 1`第|ビ こ し 介 県
]第|十1ス と

｀
護 知VI十

事 が 又 予 事
号|⌒1業 で は 防 は

第|の1第1者 き 期 チ
｀

十に |五|が る 間 1次
一

|⌒ 1号 |｀
°

を ビ の
号1第|の1第 定 ス 各

め 事 号
て 業 の
そ 者 い
の に ず
指 係 れ
定 る か
の 第 に
全 五 該

号|三1当1条

当|る|あ1項  部 十 当
す1者|る1第  若 主 テ
る|の|も|四 し 条 る
者|あ|の 1号専|な1寒1彙1 違菱客

窒1装ほ12
装1学1房1空

百
十

三
に

五

（新
設
）

十

一　
申
請
者
が
、
法
人
で
な
い
病
院
等
で
、
そ
の
管
理
者
が
第
四
号
か
ら
第
六

号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と

こゴ９
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

（新
設
）

（新
設
）定

の

五
条

い
て

文
の

の
効

弟
一 一

項 に 百 ⌒
部 本 お 十 指

唆
VI_^】

介 力 指 は あ 取
ず 又1第1護 を 定

｀九 消
れ |ま|十1予 停 を 当  し
か 第 防 止 取 該 都 等
年 十1⌒|サ す り 指 道

ψ

該 TI第||る 消 走 肩
当 号|五|ビ こ し 介 県
す 分1号|ス と

｀
護 知

る 第|の1事 が 又 予 事
に 五に 1業 で は 防 は
至 号|||1者 き 期 サ

｀

ァ の1該|が る 間 1次°
を ビ の
定 ス 各
め 事 号
て 業 の
そ 者 い

定 る か
の 第 に
全 五 該
部 十 当
若 三 す
し 条 る
く 第 場

指
定

五
ノ

＼

。

）

の

ず
れ

に
係

の
指

条
の



と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

二
～
十

一
　

（略
）

十
二
　
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で
な
い
事
業
所
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
管
理
者
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の

効
力
を
停
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不

正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。

２
　

（略
）

（準
用
）

第
百
十
五
条

の
十

一　

剣
ｄ
刊
刻
州
司
「
国
綱
劇
劇
劇
習
剣
馴
到
ｕ
十
二
条

の
規
定
は

、
第
五
十
二
条
第

一
項
本
文
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
十
二
　

（略
）

２
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

一　
申
請
者
が
劇
明
利
の‐
剣
例
ｄ
ｄ
覇
ｄ
剖
で
な
い
と
き
。

二
～
四
　

（略
）

馴

創

剛

ョ

剌

剤

創

ョ

馴

翻

到

「

五
　

（略
）

コ

の‐
コ
　
劇
調
割
洲
Ц
州
例

―こ―
劃
引
ｄ
潤
徊

の‐
測
ｄ
爛
湖

つ―
で
政
令

で
定
め
る
も

利
司
ｄ
劉
樹
ｑ
樹
劉
劇
「
ｄ
者
で
あ
る
と
き
。

二
～
十

一
　

（略
）

十
二
　
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
法
人
で
な
い
病
院
等
で
あ
る
場
〈
口
に

お
い
て
、
そ
の
管
理
者
が
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
一の

効
力
を
停
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し

不

正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。

２
　

（略
）

（準
用
）

第
百
十
五
条
の
十
一　
劉
羽
羽
劇
翻
望
丁‐引
回
利
劇
劇
ョ
剰
劇
ｑ
の
規
定
は
、

三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
十
二
　

（略
）

２
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ギ
′れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な

ら

な
い
。

一　
申
請
者
が
法
人
で
な
い
と
き
。

二
～
四

　

（略
）

（新
設
）

五

　

（略
）

（新
設
）

第
二

十

こ
」れ

ら



五
の
一一一　
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で

に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
を
引
き

続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

ニハ
　
申
請
者

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者

を
除
く
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
十
九

（第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除
く
。

）
の
規
定
に
よ
り
指
定

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指

定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
な

い
者

（当
該
指
定‐
引
刷
引
測
劃
測
測
割
洲
潤
川
ｄ
湖
ｄ
場
ｄ
ｄ
剥
州
ｄ

『

劃

劉

刻

倒

倒

例

謝

馴

ヨ

コ

目

劉

剰

が
あ

っ
た
日
前
六
十
日‐
馴
州
洲
コ
馴
粥
倒
劇
釧
刺
劃
測
コ
利
列
つｌ
ｄ
翻
刷
劃
副
ヨ
馴
潤

し
の
日
か
ら
起
算
し
「
ヨ
倒
引
倒
週
Ц
刻
圏
Ы

の‐
ｄ
創
冽
可
劃
訓
日
ｄ
ｄ
劇
引

消
さ

れ

た
者

が
法

人
「

潤

劇

割

剰

調

で

謝

ｄ

易

劉

□

測

じヽｌ

ｄ

ｌま―

可

劃

訓

回

剰

丼

日
の‐
則
洲
引
赳
釧
ｕ
ｄ
劃
引
ｄ
網
回
Ｊ
潤
耐
測
州
冽
劉
鋼
「
Ｊ
「
で
あ
る
と
き
。

た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た

事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状

況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る

指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
一
一　
申
請
者

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申

請
者
に
限
る
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
十
九

（第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除

■

■

■

■

■

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

五
の
一
一　
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で

に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
す
べ
て
を
引

き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

エハ
　
申
請
者

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者

を
除
く
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
十
九

（第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除
く
。

）
の
規
定
に
よ
り
指
定

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指

定
を
除
く
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密

着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消

し
の
処
分
の
理
由
と
な
つ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の

当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の

整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て

、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

六
の
一
一　
申
請
者

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申

請
者
に
限
る
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
十
九

（第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
除



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
■
―
―
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係

る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
力、
ら
起
算
し
て
五
年

を
経
過
し
な
い
者

（
‐
割
訓
日
ｄ
ｄ
劇
叫
潤
ぎ
測
潤
剰
洲
潤
月
ｄ
湖
ｄ
場
劉
―こ‐
剥

り
「
国
Ｈ
劃
訓
翻
潮
＝
周
鮒
剣
倒
躙
劉
剣
「
囲
「
網
調
第
＋
五
条
の
規
定
に
よ
る

ヨ
矧
洲
胡

つ‐
川
則
訓
利
刊
劇
別
劇

―こ‐
割
該
洲
川

の‐
徊
則
割
「
冽

っ‐
た
者
で
当
該

馴
潤
ｕ
洲
剤
剰
翻
∃
剛
到
Ч
ｑ
ヨ
引
冽
潤
輛
樹
壇
「
¶
劇
劇
引
「
み
、
当
該
指
定
を

雅

国

劉

コ

コ

劇

ヨ

引

日

３

日

潤

⊇

召

矧
洲
湖

つ‐
ｄ
則
訓
刈
刊
劇
凶
劇

―こ―
劃
該
割
判
引
倒
引
劃
剖
「
あ

っ
た
者

で
当
該

刷
潤
ｕ
の‐
川
洲
引
赳
劃
ｕ
で
劃
引
が
割
回
∃
悧
測
測
硼

を
含
む
。
）
で
あ
る
と

き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
定
の
取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な

つ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
当
該
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
一
組

の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定

す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

六
の
二

・
七
　

（略
）

ｄ

の‐
ョ
　
訓
期
目
割
翻
割
刻
酬
酬
闘
矧
馴
劉
刊
コ
割
利
ｑ
引
ョ
第
二
項

の
規
定
に
よ

引
割
判
ｑ
劇
Щ

の‐
刷
田
洲
湖

つ‐
川
場
倒

―こ―
剥
州
ｄ
「
劇
請
者
が
、
同
号

の
通
知

ｑ
則
酬
測
覇
剤
翻
劉
翻
唱
判
該
目
劇
測
潤
劉
釧
「
州
【
判
該
事
業
の
廃
上
に
つ
い
て

相
判
の‐
劃
劇
洲
胡
ｄ
洲
川
ｄ
園
ｄ
「
「
の‐
網
目
釧
劇

―ま―
劃
該
居
出
に
係
る
法
人

ｑ
刻
劇
割
判
硼

（
‐
判
該
割
判

の‐
劇
劇
―こ‐

つ‐
劇
ｄ
樹
劃

の‐
到
劇
が
ぁ
る
も
の
を
除

ｑ
尉
「
ｑ
劉
馴
引
ｄ
湖

っ‐
測
創
ｄ
Ｈ
劃
調
劇
日
湖
副
洲
引
赳
劉
Ｕ

て―

五
年
を
経

週
ｕ
劉
劇
Ы
口

で
あ
る
と
き
。

く
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
孫

る
指
定
に
限
る
。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
一年

を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
の
取
消
し
が
、
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
の
う
ち
当
該
指
宇
一の

取
消
し
の
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及
び
当
該
事
実
の
発
生
を
防
止
す
る
た

め
の
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ト
ビ
ス
事
業
者
に
よ
る
業
務
管
理
体

制
の
整
備
に
つ
い
て
の
取
組
の
状
況
そ
の
他
の
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
指
定

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮

し
て
、
こ
の
号
本
文
に
規
定
す
る
指
定
の
取
消
し
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。

（略
）

六

の

一二

・
七

（新
設
）



人

　

（略
）

九
　
劇
劃
期
「
刹
錮
翻
調
螂
刺
型
目
刈
州
劉
川
副
刷
目
相
鋼
日
煽
切
翻
倒
倒
９
日
司
劉

引
測
ｄ
Ч

）―
剰
「
劇
¶
州
瑚
Ｊ
刊
ｑ
側
則
割
ｄ
引
側
詞
コ
網
目
剰
ヨ
劃
引
回
利
引
矧

劃
刊
刊
翻
副
劉
ヨ
剰
「
日
「
利
列
日
認
劃
引
刻
劇
月
剰
刻
訓
測
コ
＝
例
創
倒
司
洲

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

肖J 肖J
る る

ナL ノヽ

（略
）

申
請
者

の
役
員
等

の
テ
「

―こ‐
列

の‐
冽
洲
引

二‐
剥
ｄ
ズ

ーま―

へ―

（
‐

パ
謝
刊
開
烈
矧

翻

劉

剖

創

劉

日

剰

月

覇

司

劃

詞

到

計

Л

の
イ
か
ら

ハ
ま
で
、
ホ
又
洲
日
Ｊ
Ｉ

列
し、―
羽
引
引
冽
目
鋼
悧
刊
「
馴
劃
側
倒
列
劉
則
ヨ
¶

引́

コ翻
樹
コ
劃
州
用
綱
引
測

フ
‥Ｉ
Я
覇
州
刻
倒
悧
■

又‐
到
列
り
劃
硼

到

コ

刻

ａ

刻

馴

剰

署

劉

ヨ

倒

劃

日

●

コ

署

を
定
め
た
法
律
の
冽
劇
―こ―
馴
づ
ｄ
潤
綱
川
州
ｄ
劃
引
可
洲

つ―
可
劃
訓
廻
州
目

を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
ｑ
到
刈
ｕ
日
州
劇
糊
割

の‐
引

べ‐
ｄ
ｄ
引
割
例
割

州
剛
劇
凶
馴

二‐

劉
司
劇
劇
翻
躙
剥
「
劉
「
ヨ
洲
引
劉
コ
引
∃
劃
測
馴
Ⅵ

）―洲
瓢
網
目

制

創

刻

割

硼

耐

翻

翻

ヨ

型

用

討

ヨ

劃

劉

「

Ｊ

創

謝

ヨ

劉

知

国

引

ヽ

トー

副

剛

測

測

麟

囲

劉

剰

國

ョ

裂

射

日

劃

劃

劉

劉

割

剰

習

囲

日

利

役
員
等

で
あ
‐‐「

日
着
ｄ
釧
釧
翻
樹
倒
目
留
馴
冽
引
測
国
「
綱
劉
Ｊ
コ
鮒
樹
測
Ц
潤

い
も

の

利

用コ
刊
劇
劉
例
羽
ヨ
剰
コ
■
劉
酬
ヨ
刑
ヨ
Ｊ
計
ｄ
Ｊ
ヨ
Ｊ
劉
日

（介
護
予
防
認
知
症
矧
州
劉
川
同
劉
潤
州
調

―こ―
例
ｄ
日
ｄ

ｌこ―
口
ｄ

。
）
を
取
り
消
さ
れ
刑
涸
用
州
ｑ
川
耐
刊
Ｎ

‐ヽ′
―

到
調
劇
期
日
川
９
川
州
耐
目
馴
則
剣
引

剰

劃

劃

引

コ

引

コ

翻

ヨ

目

罰

ヨ

刷

日

利

役
員
等
で
洲
∃
刑
目
刷
釧
馴
悧
翻
倒
Ч
ｑ
副
刑
測
鮒
劉
刊
劃
劇
劉
「
ヨ
圏
測
ｕ
潤

い
も
の

州

相到
劃

劇
劃

目
刻

翻
劃

劇
ｇ

留
刷
劇

劉
例

コ
醐

ヨ
割

ｇ
劉

日
コ

/ .1 r: l



■
■
■
■
■

■
■
■
■

―
―
―
―

―
―
―
―

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ロ

ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー

刊

劇
詞
司
引
劉
ョ
調
馴
珊
釧
割
網
刺
コ
副
剣
刑
劉
「
躙
切
日
欄
湖
副
調
引

―こ―
図
翻
Ｊ
引
引
訓
¶
剣
Ｎ
冽
湖
君
目
引
の‐
列
目
剰
烈
劉
口
「
剰
測
馴
コ
引

の‐
ョ
司
η
洲
コ
盆
剰
「
引
創
翻
翻
期
洲
引
剰
相
コ
引
劇
＝
覇
刻
綱
潤
訓
割

す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

コ

藝

司

秒

訓

剰

矧

国

割

目

藝

風

目

劇

藝

引

「

１

劇

州

剰

劃

謝

「

剰

劉

剰

劉

測

剰

劉

翻

ヨ

潤

コ

刷

劃

習

劃

例

月

ロ

コ

剛

「

ヨ

事

飛

葦

瓢

劉

彗

ョ

剰

書

螢

ョ

曇

目

ョ

薫

葛

剣

曇

調

ョ

ゞ

暑

雲

ョ

剰

劉

ヨ

墓

「

∃

司

召

暑

∃

ョ

勇

質

調

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

副

側

議

月

コ

刻

列

細

刻

引

∃

ｄ

『

目

劇

劉

烈

劇
劇
引
馴
珊

―こ‐
徊

い
定

め
る
も

の
と
す

る
。

４‐
　
市
町
村
長
は
、
第

一
項
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ

と
が
で
き
る
。

一　
申
請
者

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者

を
除
く
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
十
九
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ

り
指
定

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）

を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

（

覇

割

ヨ

謝

ヨ

日

ヨ

月

劇

目

含

月

Ц

「

副

「

31

曇

封

引

コ

倒

劉

目

利

劃

劉

司

目

鱚

引

制

副

ヨ

針

ヨ

コ

ロ

「

濶

測

「

ｄ

日

鼎

割

ョ

矧

引

赳

測

冒

到

月

日

１

劃

ョ

ｄ

刷

劉

制

コ

引

組

過
し
な
い
も
の

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

３‐
　
市
町
村
長
は
、
第

一
項
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の

い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
な

い
こ

と
が
で
き
る
。

一　

申
請
者

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申

請
者

を
除
く
。
）
が
い
第
百
十
五
条
の
十
九
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定

に
よ

り
指
定

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
を
除
く
。
）

を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で

あ
る
と
き
。



川

刻

日

囲

網

目

細

「

翼

ｇ

ロ

コ

ｇ

剰

劉

目

馴

刺

劇

劉

劃

召

列

習

到

Я

ヨ

劃

封

盪

刊

り

刷

劃

矧

コ

引

目

潮

到

ヨ

割

劇

Ｊ

２

日

割

ｇ

ヨ

ロ

剰

知

コ

国

到

引

冽

刻

日

測

劇

願

副

鼎

到

コ

割

剰

割

測

＝

訊

当

刻

ヨ

馴

Я

ヨ

劃

劃

趙

刊

引

刷

劃

釧
Ц
「
ヨ
倒
日
網
測
Ц
樹
圏
Ы
の‐
劉
創
司
「
日
で
あ
る
と
き
。

一
の
一
一　

申
請
者

（介
護

予
防

認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介

護

に
係

る
指
定

の
申

請
者

に
限
る
。
）

が
、
第

百
十

五
条

の
十
九
第

二
号
か
ら
第

五
号
ま

で
の
規
定

に
よ
り
指
定

人
介
護

予
防

認
知
症

対
応
型
共
同
生
活
介
護

に
係

る
指
定

に
限

る

。
）
を
取
り
消
さ
れ
、

そ

の
取
消

し

の
日
か
ら
起
算

し
て
五
年
を
経
過

し
な

い

者
川

判

И

倒

「

到

側

悧

倒

劇

劉

馴

劇

錮

¶

剣

劇

刻

劇

利

測

週

洲

ｄ

ｌま―

司

判

謝

刷
潤

Ц

ｑ

綱

剣

口

倒

剣

鋼

劉

コ

四

目

劉

ヨ

劇

刀

ヨ

劉

嗣

コ

瀾

測

剤

洲

湖

つ―

月

副
詞

利

刊

則

馴

劉

劇

劇

粥

「

剣

別

日

劉

コ

測

η

月

期

刊

釧

訓

醐

濶

引

の‐

則

洲

引
劇

釧

Ч

ｑ

コ

「

創

相

劇

厠

矧

劉

測

劃

日

劃

η

劃

馴

翻

欄

劇

劇

引

測

劃

測

刻

剖
洲
調
川
ｑ
列
回
副
ヨ
四
酬
例
創
■
日
壇
測
綱
剤
「

当‐
馴
潮
剤
洲
湖

つ―
川
＝

訓
利
刊
則
凶
劇
劇
劃
コ
到
劉
四
躙
刷
劉
到
測
η
月
期
刊
釧
訓
翻
潮
ｄ

の‐
則
洲

引
赳
釧
Ц
ｑ
ヨ
倒
日
倒
測
Ц
刻
劇
Ы

の‐
ｄ
創
司
尉
「
で
あ
る
と
き
。

一
の
三
～
二
２

一

（略
）

劃

劃

国

コ

＝

尉

到

馴

創

測

「

国

ヨ

コ

劉

紹

知

の
日
前
六
十
日
以
内
‐こ‐
ヨ
釧
翻
翻
剛
り
倒
到
測
川
コ
コ
釧
劉
コ
ヨ
望
列
Щ
口

つ―
耐

翻

劃

翻

翻

目

劉

用

Ｊ

別

到

測

朝

日

日

日

召

劇

―

コ

覇

コ

測

川

訓

剰

湖

翻

針

割

劉

馴

司

Ｊ

∃

訓

目

∃

Ｊ

畜

制

刷

劃

ヨ

ヨ

ヨ

経
過
し
な
い
も
の
「
洲
刻
コ
コ
「

〓一

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

一
の
一
一　
申
請
者

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申

請
者
に
限
る
。
）
が
、
第
百
十
五
条
の
十
九
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定

に
よ
り
指
定

（介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
指
定
に
限
る

。
）
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い

者
で
あ
る
と
き
。

一
の
三
～
二
２

一

（略
）

（新
設
）

〓
一　
申
請
者

の
例
劇
割
州
引
測
副
測
洲
劇
羽
剥
輛
倒
易
劉
剰
刻
釧
劇
劉
例
割
ｇ
可



洲
測
洲

―こ‐
該
当
引
引
剖
硼

謬

る
も

の
で
あ
る
と
き
。

（削
る
）

（削
る
）

四|

曇

「

劉

∃

罰

綱

コ

劉

司

日

０

日

コ

劇

ョ

ョ

目

司

）
―

翻

潤

金

り

刻

罰

気

ョ

副

劉

日

劉

剤

劉

司

洲
引
劉
コ
刑

の‐
ョ
劃
刊
劇
潤
¶
「
和
か
に
該
当
す

る
者

の
あ

る
も

の
で
あ

る
と
き

ヨ

コ当

コ
「

劉

調
劉

四

謝
酬

鋼

照
到

劃

□
割

用

錮
日

州

到
コ

月

ョ
調

引

ｄ
咽

¶

）
―

剰

「

潤

川

ョ

「

国

コ

調

「

Ｊ

剰

紹

刷

馴

劉

劉

「

「

創

劇

ヨ

刑
力、―
引
引
ヨ
ョ
州
刊
調
利
劇
潤
覇
＝
側
釧
劉
引
刊
「
ｇ
司
ｑ
列
到
Ц
剖
「

利

「コ

∃
「

劉

調
劉

□
謝

酬

鋼
網

コ

ョ
馴

劉
利

錮

日
州

到
コ

月

ョ
調

引

―こ―
国

ｑ

）
―

剰

「

潤

川

ョ

「

国

コ

調

「

Ｊ

剰

劃

刷

馴

劉

劉

コ

「

「

ョ

ーま‐

劉
コ
「

力、‐
引
剣
コ
引

の‐
ョ
測
ｄ

の‐
洲
引
測
洲

―こ―
該
当
す

る
者

で
あ

る
と
き
。

５‐
・
６‐
　
（略
）

７‐

劉
「
劇
州
劉
留
Ｊ
到
翻
珊
測
引
羽
判
剰
劃
ｑ
ｑ
列
∃
『
Ｊ
綱
朝
洲
屁
湖
二‐

劉
ゴ
刊
翻
劉
翻
倒
倒
阿
Л
剰
目
劇
引
ｄ
「
司
ｑ
冽
ョ
劉
測
覇
「
川
測
ョ
硼
刑

劇
―こ―
副
ｕ
ｄ
刻
潤
測
徊
制
調
圏
刻

は
、
政
令

で
定
め
る
。

召

剣
劃
刊
ゴ
刻
ｄ
刊
＝
翻
ヨ
ヨ
刑
測
ヨ
割
国
馴
環
劇
コ
劉
倒
「
測
欄
掴
倒
η
刷

切
潤
ぎ
測
測
潤
測
目
厠
洲
ｄ
司
劃
馴
翻
樹
刊
周
鮒
剣
倒
躙
切
剰
釧
劉
コ
囲
国
第

刊
ヨ
刻
洲
制
目
目
コ
瀾
潮
翻
州
馴
瑚
列
割
罰
劉
釧
劃
Ⅲ
悧
矧
切
剰
躙
国
刷
「
「

湖
つ―
潤
創
ｄ
ョ
調
翻
潮
湖
州
剤
剰
測
剰
冒
刊
鯛
劉
洲
コ
細
翻
判
Ｈ
¶
¶
コ
囲

ロー

第
コ
馴
ｄ
刑
個
引
瀾
副
割
淵
潤
ョ
響
刷
引
劇
調
狛
劃
Ｊ
到
Ｊ
刻
躙
翻
倒
口
劃

引
刊
∃
劉
網
月
日
割
馴
引
測
洲
川
刹
劇
引
コ
剰
翻
網
測
∃
州
て‐
倒
コ
の‐

劃
劇
綱
引
斜
¶
創
測
ａ
Ч
「
―こ‐
同
Ч
η

［
‐
型
剰
鮒
淵
洲
副
詞
利
刊
剛
冽

劇
引
ｇ
躙
国
刷
「
劇
「
潤
引
で‐
判
謝
刷
劉
冒
刷
翻
鮒
目
ｕ
で
コ
倒
割
目

過
し
な
い
も
の

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

４

ｏ
５
　

（略
）

（新
設
）



（勧
告
、
命
令
等
）

第
百
十
五
条
の
十
人
　
市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
釧
司
刷
引
洲
習
留
劇
∃
利
召
「
の
規
定
に
よ
り
当
一該
指
定
を
行
う
に
当
た
つ
て

付
さ
れ
た
条
件
に
従
わ
な
い
場
合
　
当
該
条
件
に
従
う
こ
と
。

二
～
四

　

（略
）

２
～
４
　

（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
百
十
五
条
の
十
九
　
市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
五
十

四
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の

全
部
若
し
く
は

一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

指
定

地
域
密
着
型
介

護

予
防

サ
ー

ビ

ス
事
業
者

が
、
剣
司
刊
コ
刻

の‐
刊
コ
剣

計卦

一‐

該
当
す
る
者‐
「
洲
瀾
列
劃
馴
嗣
劉
Ц

）―

▼
―

創
翻
綱
判
ヨ
Ｊ
翻
劃
∃
州
∃

―こ―
訓
劃

す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
ぐ
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

一
一　
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
が
、
剣
司
刊
コ
剰

の‐
刊
コ
剃

四
項
第
二
号
‐洲

劉
剰
利
刑
劃
口

の‐
劇
洲
測
力ゝ―
口
該
当
す
る
に
至

つ
た
と
き
。

〓
一　
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
剣
副
刊
ヨ
刻
の‐
刊
コ
剣

六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
行
う
に
当
た
つ
て
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し

た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

ー

ー

ト

ー

ー

（勧
告
、
命
令
等
）

第
百
十
五
条
の
十
人
　
市
町
村
長
は
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
剃
司
刊
コ
刻
の‐
刊
コ
剣
コ
剰
の
規
定
に
よ
り
当
一該
指
定
を
行
う
に
当
た
つ
て

付
さ
れ
た
条
件
に
従
わ
な
い
場
合
　
当
該
条
件
に
従
う
こ
と
。

二
～
四

　

（略
）

２
～
４
　

（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
百
十
五
条
の
十
九
　
市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
係
る
第
五
十

四
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の

全
部
若
し
く
は

一
部
の
効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

指
定

地
域
密
着
型
介
護

予
防

サ
ー

ビ

ス
事
業
者

が
、
剃
副
刊
劃
刻

の‐
刊

二‐
剃

二
項
第
五
「
コ

ーま‐
劉
刻
刊

八‐
バ
Ц
冽
判
引
劉
剖
バ
あ
る
と
き
を
除
く
。
）

の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
ｏ

一
一　
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
が
、

ョ
剰
剣
ョ
矧

に
該
当
す
る
に
至

つ
た
と
き
。

〓
一　
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
、
剣
副
刊
ヨ
刻
の‐
刊
コ
剣

五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
行
う
に
当
た
つ
て
付
さ
れ
た
条
件
に
違
反
し

た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

割

到

裂

ヨ

劃



■
■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

ロ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

四
～
十
二

　

（略
）

十
二
　
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
洲
潤
川
ｑ
冽
ｄ
場
倒

―こ―
測

洲
刊
Ｎ
州
割
り
関
劃
ョ
洲
コ
訓
「
目
指
定

の
取
消
し
又
は
指
定

の
全
部
若
し
く
は

一

部

の
効
力

の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
に

関
し
不
正
又
は
著

し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
が
あ
る
と
き
。

刊
口
　
日
劇
刑
現
劉
創
型
州
調
刊
囲
引
―‐
酬

ス‐
割
判
引
洲
調
川

で
な

い
事
業
所
で

冽
ｄ
冽
剣
―こ‐
到
圏
ｑ
Ｈ
ｄ

の‐
創
劃
剖
洲
日
赳
倒
刷
潤
ｕ
劇

―ま‐
指
定

の
全
部
若
し

ｑ
国

丁‐
剖

の‐
列
刻

の‐
側
劇
ｄ
ｕ
測
引
日
引
ｄ
日
割
副
ョ
引
劇
因
一に
居
宅
サ
ー
ビ

劉
「
日
諷
Ч
「
コ
剰
副
割
ｄ
ｄ
剌
劃
潤
刹
測
期
刊
日
「
者
で
あ
る
と
き
。

（指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
二
十
二
　
第
五
十
人
条
第

一
項
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
剣
司
刊
ョ
列
の‐
口
刊
利
剣
刊
引
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ト
の
設
置
者
の
申
請
に
よ
り
、
介
護
予
防
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

（以

下
こ
の
節
に
お
い
て

「事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
行
い
、
当
該
指
定
を
す
る

市
町
村
長
が
そ
の
長
で
あ
る
市
町
村
の
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
に
対
す
る
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
及
び
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
に
つ
い

て
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
八
条
第

一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
四

　

（略
）

回

の‐
コ
　
劇
調
剖
洲
Ц
州
倒
ｄ
劃
引
ｄ
潤
徊
洲
制
ｄ
ｄ
湖

つ
て
政
令
で
定
め
る
も

ｑ
ｑ
劃
り
．
‐

罰
倒
剣
刑

―こ‐
則
ｄ
州
月
「
冽
州
釧
相
別
測
劉
悧
ン、‐

又
は
執
行
を
受
け

利
司
日
洲
測
ｄ
刻
ｄ
劃
ｄ

の‐
ｄ
で

あ
る
と
き
。

回

の‐
ョ

　
申
請
者
が
、

保
険
料
等

に

つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た

日
の
前

日
ま

で

に
、
納
付
義
務

を
定

め
た
法
律

の
規
定

に
基

づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、

か

っ
、

四
～
十
二
　

（略
）

十
三
　
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
各
菖
璽
ス
ー
∠
β
』

指

定
の
取
消
し
又
は
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
効
力
の
停
止
を
し
よ
う
と
ｗす

る
と
き
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な

行

為
を
し
た
者
が
あ
る
と
き
。

（新
設
）

（指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
二
十
二
　
第
五
十
八
条
第

一
項
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
市
一め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
剣
司
刊
ョ
劉
洲
淵
コ
判
馴
「
「
列
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
の
申
請
に
よ
り
、
介
護
予
防
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

（以

下
こ
の
節
に
お
い
て

「事
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
行
い
、
当
該
指
定
を
す
′る

市
町
村
長
が
そ
の
長
で
あ
る
市
町
村
の
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
に
対
す
る
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
及
び
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
の
支
給
に
つ
い

て
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
市
町
村
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
ノれ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
八
条
第

一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
９

一
～
四

　

（略
）

（新
設
）

四
の
一
一　
申
請
者
が
、
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
そ

に
、
納
付
義
務
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か

っ
、



当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
全
て
を
引
き

続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

五
～
七

　

（略
）

人
　
申
請
者
の
役
員
等
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
。

イ
　
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

口
　
第
四
号
Ｈ
釧
回
到
の‐
二‐
又
は
前
号
に
該
当
す
る
者

ハ
　
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
納
付
義
務

を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を

受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分

を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
剣
ｄ
を
引
き
続
き
滞

納
し
て
い
る
者

二
　
第
百
十
五
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お

い
て
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

通
知
が
あ
つ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
そ
の
役
員
等
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消

し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
（
‐
割
該
制
川
の‐
引
＝
ｕ
洲

、
指
定
介
護
予
防
劇
捌
割
剰
割

の‐
劉
ｄ

の‐
劇
濶
＝

の‐
引
ぢ
割
訓
日
劇

の‐
劇
潤

淵

刻

劃

司

剰

剰

ヨ

爽

望

駒

剰

劉

ヨ

コ

引

耐

の
当
該
指
定
介
護
予
防
劇
濶
ヨ
劃
創
刷
「
刻
翻
コ
劉
ヨ
剤
劉
訓
ｑ
劉
側
―こｌ
ｄ
耐

凋

翻

測

刻

劇

翻

ゞ

ヨ

劃

ｄ

副

日

劉

副

ヨ

事
業
者
が
有
し‐
ｄ
州
測
劃
日
洲
創
川
ｄ
矧
劇
引
ｄ
可

こ―

の‐

ョ

賀

易

ヨ

【

ヨ

ー

ヨ

君

ヨ

引

封

月

る
も

の
と
し
て
厚
生
労
働
省
倒
ｄ
引
湖
刻
測
渕
嗣
易
コ
剰
刻
翻
冤
引
閃
『
Ч

）
ホ

　

（略
）

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

目

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、

当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
引
べ
て‐
を
引

き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

五
～
七

　

（略
）

八
　
申
請
者
の
役
員
等
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
。

イ
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

口
　
第
四
号
又
は
前
号
に
該
当
す
る
者

ハ
　
保
険
料
等
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
納
付
義
務

を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を

受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
二
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分

を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
す
べ
て
を
引
き
続
き

滞
納
し
て
い
る
者

一一　
第
百
十
五
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
法
人
に
お

い
て
、
当
該
取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

通
知
が
あ
つ
た
日
前
六
十
日
以
内
に
そ
の
役
員
等
で
あ
つ
た
者
で
当
該
取
消

し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ホ

　

（略
）



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
１
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

（略
）

（指
定
の
取
消
ｔ
等
）

第
百
十
五
条
の
二
十
九
　
市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
に
係
る
第
五
十
八
条
第

一
項
の

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
ぐ
は

一
部
の
効

力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
、
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
第
四
号
、

第
四
号
の
二
又
は
第
人
号

（
ハ
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

二
～
十

一
　

（略
）

（介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
報
告
及
び
公
表
）

第
百
十
五
条
の
二
十
五
　

（略
）

２‐

劉
ョ
轡
到
習
耐
「
訓
ョ
倒
冽
∃
「
劃
鮒
コ
冽
ョ
ーす‐
日
「
Ｊ
日
ョ
翻
習
劉

ｑ
劇
劇
引
Ц

こ‐
引

―こ―
劃
叫
Ｈ
判
該
判
制

の‐
劇
刻
ｄ
州
刹
ｄ
引

げ

れ
ば
な

ら
な

い
。

３‐

翻
劇
習
翻
到
Ц
Ｊ
コ
ｄ
硼
刑
∃
「
刻
剰
制
∬
刊
捌
冽
到
倒
例
訓
諷

期
ｄ
Ｊ
副
測
「
Ｊ
馴
Ⅶ
訓
コ
絹
Ч
利
剣
調
引

―‐
洲
列
劃
∃
到
倒
樹
翻
Ч

介
護
サ
ー
ビ

蒼

測

ョ

颯

ョ

日

創

劇

劉

劉

「

り

易

劉

引

劃

剰

で
き
る
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
ず

、
若
し
く
は
調
査
の
実
施
を
妨
げ
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
報
告
を
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
報
告
の
内
容
を
是
正

し
、
又
は
そ
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
百
十
五
条
の
二
十
九
　
市
町
村
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
据
″合

に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
支
援
．事

業
者
に
係
る
第
五
十
八
条
第

一
項
あ

指
定
を
取
り
消
ｔ
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
効

力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
が
、
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
第
四
号
）又

は
第
八
号

（
ハ
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
勤
膝当

す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二
～
十

一
　

（略
）

（介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
報
告
及
び
公
表
）

第
百
十
五
条
の
三
十
五
　
（略
）

２‐

翻
刊
目
劉
馴
謝
「
副
淵
硼
制
ｄ
ｌこ―
劃
到
刊
引
鮒
測
判
倒
測
潤
「
判
謝
朝
引

３‐

綱
刊
□
引
酬
謝
『
翻
硼
硼
刑
ｄ

ｌこ―
劃
到
劃
劇
翻
咽
＝
倒
冽
「
劉

一‐
硼
倒
刑

劇
引
劃
創
翻
「
鳳
郷
翻
劉
剖
剰

の‐
冽
ョ
咽
引
釧
珊
測
舶
樹
謝
引
ぢ
目
到
州
倒

筍
剣
ｑ
劇
劇
ｄ
Ы

の‐
ｄ
公
剥

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
上
口
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け

ず
、
若
し
く
は
調
査
の
実
施
を
妨
げ
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
報
告
を
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
報
告
の
内
容
を
是

正
し
、
又
は
そ
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

引
欄
州
謝
刊
劃
剰
調
コ
測
利
Ч
利
調
「
劇
一ス
情
報
？
っ
ち
厚
生
労
働

剣

≦

コ

劉

料

硼

「

劃

コ

ョ

剰

引

「



５
～
７
　

（略
）

（指
定
調
査
機
関
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
二
十
六
　
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
指
定
す
る
者

（以
下

「指
定
調

査
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
前
条
第
二
項
の
調
査
の
実
施
に
関
す
る
事
務

（以
下

「調
査
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　

（略
）

（削
る
）

（指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
四
十
二
　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第
百
十
五
条
の
二
十
人
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「調
査
事
務
」

と
あ
る
の
は

「情
報
公
表
事
務
」
と
、

「指
定
調
査
機
関
」
と
あ
る
の
は

「指
定

情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
」
と
、

「職
員

（調
査
員
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
と
あ
る
の
は

「職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的

読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（都
道
府
県
知
事
に
出
ｄ
個
錮
州
バ
馴
利
網
躙
倒

用
し
よ
う
と
す
る
要
介
護
者
等
‐

洲
週
切
訓
瑚
副
目
月
掘
劃
殉
劉
爾
「
―
ヽ
―
『
利
劉
利
用

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

５
～
７
　

（略
）

（指
定
調
査
機
関
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
二
十
六
　
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
指
定
す
る
者

（以
下

「指
定
調

査
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
前
条
第
二
項
の
調
査
の
実
施
に
関
す
る
事
務

（以
下

「調
査
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（略
）

都
道
府
県
は
、
地
ガ
副
洲
洲
劉
∃
翻
刊
コ
劇
別
智
留
冽
コ
ロ
馴
づ
剖
調
劃
割
謝
目

機
関
が
行
う
前
条
第
二‐
日

の‐
訓
劃
ｄ
到
―す―
劃
列
ｄ
引
ｄ
割

‐こ―
―
剰
例
司
ｄ
司
ｄ
Ｊ

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
手
数
料
乞
判
該
倒
劇
調
劃
棚
劃

―こ―
綱
覇
ぎ
ｄ
可
ｄ

の‐
劇
閃
Ｊ

引

劉

翼

「

劃

「

（指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
四
。十

二
　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第
百
十
五
条

の‐
ョ
刊
利
劉
ヨ
剰
測
例
第
百
十
五
条

の
二
十
人
か
ら
前
条
ま

で
の

規
定
は
、
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「調
査
事
務
」
と
あ
る
の
は

「情
報
公
表
事
務
」
と
、

「指

定
調
査
機
関
」
と
あ
る
の
は

「指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
」
と
、

「職
員

（調
査

員
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

「職
員
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（新
設
）

3 1 2



ｑ
剖
ｄ
「
ゴ
ｄ
馴
利
訓
ョ
Ｎ
覇
劇
「

キ
‐

剛
馴
翻
咽
川
列
―こ―
掲
げ

る
事
業

の
全

て
に

つ

劇

∃

曇

目

国

刻

劇

剰

割

「

員

ｇ

烈

型

「

劃

副

彗

引

劉

習

罰

閣

劃

剰

割

「

貝

覇

易

ヨ

劉

利

日

「

Ⅵ

劇

∃

コ

翻

剣

コ

劉

劉

剛

測

褻

割

剤

劉

「

見

ヨ

ヨ

目

日

劃

コ

劃

日

「

硼

「

ぅ

ョ

ｕ

Ｊ

習

ず
る
も
の
と
す
る
。

（地
域
支
援
事
業
）

剣
司
引
コ
裂
ｑ
四
刊
コ

　
（略
）

２‐

劇
躙
側
「
潤
州
り
「
劃
列
調
凶
コ
「
潤
る‐
刊
劇
覇
開
コ
国
コ
創
測

劇
ｇ
細
劉
ｕ
ｄ
国
剛
渕
酬
ョ
凋
翻
＝
測
剰
引
創
刷
Ｊ
測
ヨ
コ
目
樹
劇

例
創
ョ
＝
淵
剰
劇
猥
酬
Ｈ
ｄ
刊
鯛
＝
相
司
「
『
ｄ
コ
列
側
刻
硼
劇
硼

劉
劉
日
相
「
で
劇
＝
期
ロ
ヨ
利
倒
判
Ｎ
測
目
倒
劉
劃
割
ョ
留
謝
コ
利

「

酬ヨ
ヨ
到
引
悧
倒
聾
測
川
ｕ
刊
剌
錮
「
囲
「
封
刻

又‐
引
劉
懺
碧
劃

剣
謝
副
咽
「
劇
馴
剣
η
馴
調
酬
糊
洲
ｄ
司
ｄ
ｕ
ｑ
想
目
劇
劉
覇
酬
劉
―‐
ビ‐

剌
引
Ч
¶
圏
棚
則
馴
嘲
酬
劉
１‐
ｄ
スー
測
―こ‐
倒
剰
劉
ョ
調
躙
制
劃
刻
司
翻
日

ｄ
州
捌
劉
コ
側
馴
コ
網
鞘
１‐
ｄ
ズ
剌
酬
ｄ
朝
倒
悧
劉
欄
堕
刷
利
劉
刊
劇
引

――
嘲
劉
ヨ
日
明
釧
悧
翻
馴
刷
利
謝
「
開
洲
―
ヽ
‐
り
到
州
「
川
洲
ョ
嗣
目
洲
て―

「
―
倒
「
倒
州
劉
ョ
網
Ⅷ
制
＝
刻
馴
「
日
劇
刻
Ｊ
到
ｇ
∃
釧
Ｎ
刻
劃
到
劃
司

捌
倒
側
劉
「
『
潤
覇
剤
「
当‐
調
朝
畑
日
劇
剣
引
劇
咽
「
劇
引
２
列
副
ｕ
目

剰
叫
剣
調
刊
囲
測
――
酬

ス‐
剰
国
刑
明
劉
君
型
州
調
「
防
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

を
行
う
事
業

コ

樹
州
凶
刊
引
「
コ
剰
樹
翻
馴
矧
劉
刻
劇
捌
司
ｇ
引
創
劉
劃
刷
測
測
馴
ｄ

口
翻
Ｊ
ＩＩ
留
劉
倒
冒
側
刻
副
刊
∃
測
劇
制
剣
倒
例
剤
周
ｕ
側
渕
ョ
剰
「
湖

つｌ
ｑ

′ヽ
――
コ
測
「
∃
日
掴
測
刻
劃
剥
川
洲
訓
刊
日
側
『
創
コ
「
二‐
潤
酬
目
伺

（地
域
支
援
事
業
）

劉

馴

鶏

司

劉

劇

（新
設
）



刻

コ

倒

翻

調

割

割

割

刻

測

刊

Ｊ

ヨ

副

引

翻

め
る
も
の

コ

周
コ
劉
割
悧
倒
因
劉
刊
翻
欄
州
謝
引
囲
劇
日
州
田
椰
則
当
覇
酬
羽
――

ビー

列
訓
馴
ヨ
馴
劉
剰
劃
覇
酬
劉
翻
目
劇

―す―

て―
叫
到
引
測
馴
Ⅵ

）
―

洲
ヨ
州
訓
測

劇
倒
劉
ｇ
測
劇
期
網
嘲
創
到
翻
翻
潤
劇
ｑ
側
□
刊
引
測
劉
刷
渕
酬
コ
硼
川

め
、
そ
の
心
身

の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
ｄ
州
ｄ
劇
釧
ぞ
硼
個
硼
測
測
閣
剤
Ｊ
ｄ

馴

ｇ

困

劉

劃

翼

∃

副

倒

≦

剰

列

捌

割

国

剰

劉

コ

潤

剰

劉

日

刻

目

引

聯

劇

到

目

馴

紹

コ

翼

市
町
村
は
、
第
■
項
各
号
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
地
域
支
援

事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

　

（略
）

ｏ
５
　

（略
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
事
業
及
び

藝

コ

コ

樹

ロ

ョ

創

ヨ

コ

劉

倒

目

剣

ヨ

樹

劉

ヨ

各
号
に
掲
げ
到
詞
判
日
圏
引
「

‐‐ｆｌ
「
劃
則
Ч
Ｊ
「
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か

つ
有
効

な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

７
　

（略
）

（地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

剃
司
刊
ヨ
剣
ｑ
四
刊
利
　
（略
）

２
～
４
　
（略
）

５‐

川
四
馴
翻
調
「
ヨ
刊
湖
訓
司
ヨ
『
馴
目
釧
コ
ロ
∃
凋
刻
劉
剛
劉
翻

刷

創

朝

綱

囲

到

ヨ

コ

ヨ

獨

劉

ｇ

測

ヨ

日

到

冽

目
劉
引
側
「
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

２
　
市
町
村
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
地
域
支
援
事
業
と
し
て
、
次

に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

　

（略
）

ｏ
４
　

（略
）

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
事
業
に
関

し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

６
　

（略
）

（地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

剣
司
剰
引
劇
剣
剌
判
「
ヨ
　
（略
）

２
～
４
　

（略
）

（新
設
）

51 31



６‐

～
８‐

　

（略
）

（実
施

の
委
託
）

剣
劃
刊
劃
列

の‐
口
刊
州
　
市
町
村
は
、
老
人
福
祉
法
第

二
十
条

の
七

の
二
第

一
項
に

規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー

の
設
置
者
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令

で
定
め

る
者

に
対
し
、
包
括
的
支
援
事
業

の
実
施
―こ‐
悧
ｄ
川
釧
ｄ
利
ｕ
ｄ
Ｈ
判
該
倒
周
倒

支
援
事
業
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
は
、
包
括
的
支
援
事
業
の
全
て
に
つ
き

一
括
し
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
条
第
五
項
及
び
第
木
項
の
規
定
は
、
第

一
項
の
委
託
を
受
け
た
者
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

４
　
市
町
村
は
、
劉
翻
刷
劃
刑
引
ｇ
馴
ｔｌ
コ
利
∃
列
剰
「
刊
測
び
剣
ョ
硼
倒
別
に
掲
げ

る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
そ
の
他
の
当
該
市
町
村
が
適
当

と
認
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５‐

「馴
期
樹
引
劃
ヨ
網
「
日‐
劇
鋼
馴
目
細
倒
ヨ
剰
η
馴
剰
司
コ
劇
州
口

劃

司

剰

ョ

堀

盟

ョ

剣

凶

測

覇

剰

刷

劇

コ

日

目

赳

割

コ

ョ

尉

罰

創

引

コ

創

鋼

馴

到

引

３

剣

日

創

劃

∃

劉

∃

副

例

コ

ョ

劉

劉

『

割

働

ョ

ｑ

冽

瀕

劃

日

目

１

濶

利

「

劃

―

日

倒

菫

剰

ョ

劉

到

引
ｄ

こ
と
が

で
き
る
。

６‐

謝
劉
留
コ
劇
コ
列
劉
刊
コ
劇
洲
口
刊
コ
「
Ｊ
コ
目
引
日
倒
劉
劃
彗
司

劉
コ
劉
劃
劉
ョ
司
日
「
『
Ｊ
コ
期
例
劉
釧
劃
例
ョ
ョ
司
∃
「
刻
フ、ｌ
ｄ
の‐

割
判

の‐
「
剖
ｄ
Ｈ
目
引
州
例
綱
引
ｄ
ｄ
湖
ｄ
剥
ｄ
劉
詔
す

る‐
ン
」
と
が
で
き
る
。

制
耐
副
日
硼
『
Л
剣
謝
刊
耐
「
剤
馴
「
劉
日
刊
翻
倒
側
コ
刊
渕
―こ１
つ
い
て
、
第

一
項
、

71

目

劉

国

コ

ｇ

ロ

ヨ

引

コ

ヨ

劃

引

馴

日

「

製

５
～
７
　

（略
）

（実
施
の
委
託
）

剣
劃
刊
ョ
刻
の‐
口
刊
州
　
市
町
村
は
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第

一
項
一に

規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
宙
凡
め

る
者
に
対
し
、
包
括
的
支
援
事
業
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
は
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第

一
包
括
的
支
援
事
業
の
す
べ
て
に
つ
き

一
括
し

て

項
の
委
託
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
ス
）。

４
　
市
町
村
は
、
劉
割
刊
劃
刻
湖
酬
コ
劇
別
「
ゴ
ヨ
剰
ゴ
引
別
り
剰
コ
硼
倒
別
に
颯
理げ

る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第

一
項

に
規
定
す
る
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
そ
の
他
の
当
該
市
町
村
が
滴
理当

と
認
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



到

劃

目

∃

目

目

引

Ｊ

劃

ヨ

剰

Ｊ

日

引

劃

コ

倒

劃

∃

列

調

国

目

コ

ヨ

釧

劉

劃

日

日

計

到

す
る
こ
と
が
で
剖
ｑ

８‐

ａ覇
馴
潤
引
劃
ヨ
酬
「
日‐
引
鋼
馴
目
細
創
副
剰
瓢
淵
司
劇
刊
「
目
引

労
働
省
令

で
定
め
る
と

こ
ろ
劇
コ
引
「
刹
翻
鋼
劉
劃
瑠
劇
引
創
ゴ
劇
釧
Ｊ
引
ｑ

剰
司
劇
割
劉
日
馴
刊
川

　

（略
）

（市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
）

第
百
十
七
条

　

（略
）

２
　
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一　
当
該
市
町
村
が
、
そ
の
住
民
が
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
地
域
と
し
て
、
地

理
的
条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件
、
介
護
給
付
等
対
象
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
定
め
る
区
域
ご
と
の
当
該
区
域
に
お
け
る
各
年
度
の
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総
数
そ
の
他
の

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
ヽ

一
一　
各
年
度
に
お
け
る
地
域
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み

（削
る
）

（新
設
）

剣
司
刊
ヨ
剣
ｑ
囲
刊
刊

　
（略
）

（市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
）

第
百
十
七
条
　
（略
）

２
　
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一　
当
該
市
町
村
が
、
そ
の
住
民
が
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
地
域
と
し
て
、
地

理
的
条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件
、
介
護
給
付
等
対
象
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
定
め
る
区
域
ご
と
の
当
該
区
域
に
お
け
る
各
年
度
の
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総
数
そ
の
他
の

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
週
洲
―こｌ
ｄ
の‐
則
測
到

の‐
硼
側
の‐
川
司
の‐
ガ
剰

一
一　
各
年
度
に
お
け
る
姐
現
剣
瓢
ヨ
馴
倒
馴
刊
コ
到
到
利
ｑ
劉
ヨ
び
―こ―
地
域
支
援
事

業
の
量
の
見
込
み
測
倒
ｄ
の‐
別
週
到
の‐
口
倒
ｑ
日
羽
ｑ
劇
利

ョ
　
判
劇
周
割
洲
――
酬
利
ｑ
割
判
劇
倒
劇
川
鯛
劉
測
劉
引
Ｈ
司
スー
の‐
割
判
刻
―ま―
樹

定
居
宅
介
護
支
援
つ
ヨ
渕
引
徊
列
剖
樹
コ
間

の‐
ョ
例

の‐
硼
側
ｄ
劃
切
ｄ
引
剰
ｄ

の
他
の
介
護
給
付‐
「
矧
刻
洲
＝
司
スー
刻
劃
園
剛
川
捌
切
釧
測
「
旧
明
¶

）
―

の‐
副

剛

剤

目

劉

副

ｇ

詞

劇

Ｊ

剰



訓
硼
剣
刊
刑

の‐
凶
到

禾‐ｊ‐
刑
ｄ
劃
総
劉
そ

の
他

の
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ

ス

例
倒
翻
覇
測
罰
網
目
副
櫂
保
の
た
め
の
方

（削
る
）

（削
る
）

３‐

司
明
翻
劉
目
因
当
瓢
調
司
日
「
劉
劇
「
副
週
劉
「
日
「
ヮ
ｇ
∃
謝
潤
洲

凋
―こ―
掲
酬
ｄ
割
剰
目
珂
Л
コ
劇
「
引
劉
よ
ヶ
努
め
る
も

の
と
す
る
。

一
|二‐

引創
目
日
ｄ
引
創
鮒
甜
調
ヨ
司
劃
割
引
到
測
麺
ョ
司
圏
劉
遡
到
業

の‐
刷
∃
剰
濶
州
ｑ
引
＝
∃
剰

ヨ

蜻コ
国
樹
刊
川
馴
劇
ョ
剰
Ｊ
目
翻
瑚
引
劉
劉
何
劃
スー
ｇ
ョ
羽
翻
日

ヨ
ヨ
剰
亀
到
列
ｇ
コ
コ
州
刻
コ
捌
劃
劉
ョ
例
躙
側
司
刺
コ
璽
彗
ｄ

ｑ
瞥
刻
響
潤
州
ヨ
翻
御
１１
司
刊
刻
錮
細
州
倒
例
鴨
司
目
躙
劉
「
の‐

日
倒
目
翻
劉
劇
到
引
＝
ョ
剖
□
劉
刻
剥
剰

回

蜻コ
相
謝
「
咽
刊
封
刻
の‐
調
司
目
目
珂
図
堕
刷
利
訓
ョ
圏
制
ｄ
ス‐

ｑ
∃
「
創
日
劇
型
コ
酬
到
列
ｇ
コ
瑠
州
刻
コ
割
創
司
瑠
「
綱
欄
ｄ

劇
引
ｇ
∃
ｄ
剣
側
刻
藝
潤
州
劉
翻
引
１１
劇
刊
ｄ
酬
細
州
剛
側
馴
倒

Ц
日
ｑ

）‐

の‐
日
側
日
樹
測
ｄ
劇
劉
創
到
判
ｇ
目
日
剣
利
割
刻
忍
ｄ

の‐
割
剰
―こ―
劇
引
ｄ
割
園

コ

鋼劃
翻
「
司
到
剛
因
署
列
日
四
馴
翻
引
利
刊
＝
割
引
綱
目
期
日
司

劇
針
ｇ
∃
■
劇
咽
劇
覇
渕
□
ョ
引
劃
剰
劇
副
馴
捌
目
目
躙
男
淵
剰

司
ｇ
日
倒
詞
「
到
コ
到
州
倒
ｇ
倒
翻
署
ｑ
劇
倒
掘
司
引
ョ
刊
洒
目

制
劉
刻
ｕ
目
司
「
９
劉
「
到
剰

口

倒
劇
劉
引
調
躙
制
洲
刻
州
引
判

・・
――
倒
「
劉
欄
国
刷
利
劉
刊
引
刊
―
ヽ
―
ロ
スー

ｑ
刊
ヨ
州
倒
馴
刹
劉
刷
酬
ョ
例
ｑ
調
引
到
¶
馴
刷
躙
副
淵
目
月
の‐
圏
側
ｄ

劇
劇
倒
到
翻
剰
翻
糊
州
謝
細
州
割
引
矧
刊
劇
馴
ｑ
釧
酬
網
相
ｄ
州
引
ｕ
列

叫
囲
ｑ
Ｊ
劇
躙
日
月
利
側
測
洲
川
刷
コ
コ
謝
剰
躙
日
剛
劉
測
目
図
到
剤
州

の
事
業
に
関
す
る
事
項

コ

召
ｑ
側
劉
耐
翻
堕
∃
創
側
ｄ
側
口
倒
¶
¶
翻
例
劉
冊
捌
劇
ｄ
川
劇
圏
制

明
樹
洲
凶
刻
ど
訓
劇
ｄ
割
剰

（新
設
）

（新
設
）
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（略
）

副

翻

国

コ

到

引

劉

日

制

劃

測

甜

劉

圏

到

ヨ

に
お
け
る
被
保
険
者

の
心
身

の
利
測
「
ｄ

の‐
圏
洲
測
ｄ
耐
ｄ
刻
現
ｄ

の‐
個

の‐
割
側

悧

召

ロ

ヮ

引

司

こ
―

側

ｇ

副

劃

劉

召

市
‐

即

塑

月

罰

業
計
画
を
作
成
す

る
よ
ヶ
努

湖
刻
測
淵
「
劃
引
ｑ

（略
）

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
社
会
福
祉
法
第
百
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村

地
域
福
祉
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
つ
て
要
介
護
者
等
の
保

健
、
医
療
―
福
祉
又
は
居
住
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略
）

市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

（
‐

剣
コ
引
引
引
―こ―
矧
引
ｄ
割
剰
―こ―
例

る
部
分
に
限
る
。
）
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
、か

じ
め

、
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１０
　

（略
）

（都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
）

第
百
十
八
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
判
謝
綱
週
川
劇
洲
劇
劇
ｄ

馴

翻

ヨ

謝

劉

国

刻

創

翼

刻

ヨ

劉

ヨ

劃

コ

割

日

３

翻

國

劉

剰

翻

調

ヨ

到

困

詞

酬

ｇ

封

コ

署

翻

悧

調

コ

到

界

習

国

劉

翻

劉

烈

「

［

困

罰

劉

劉

ゴ

例

剰

剣

貿

馴

渕

例

劃

調

期

劃

引

引

ら

討

■

み
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（削
る
）

7 1 6 19 1 8 1

３
　

（略
）

（新
設
）

８
　

（略
）

（都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
）

第
百
十
人
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、

る
も
の
と
す
る
。

71 61 51 41

（略
）

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
社
会
福
祉
法
第
百
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村

地
域
福
祉
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
つ
て
要
介
護
者
等
の
保

健
、
医
療
劇

―ま‐
倒
相

に
関
す
る
事
項
を
定
め
な
も

の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（略
）

市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
定
め
、

又
は
変
更
し
ご
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

凋

―こ―
矧
酬
ｄ
割
硼
を
定
め

「

判
謝
翻
劇
側
到
綱
側
刻
渕
翻
Ｊ
Ｊ
‐こ―
判
謝
目
四
劉
翻
劉
鮒
馴
副
硼
州
調

専
用
型
特
定
施
訓
月
日
コ
刑
罰
口
劉
調
Ｈ
劇
翻
翻
国
翻
劉
「
劇
翻
覇
「
劉
釧
創
劉
倒
剣



（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

３‐

珈翻
捌
劇
州
謝
劉
当
コ
ヨ
捌
引
剛
コ
耐
て‐
『
劃
田
日
刑
「
コ
劃
剰
司

国
測
訓
倒
日
倒
劉
馴
∃
凋
ョ
耐
て‐
劇
劇
到
引
測
劉
劉
訓
淵
列
刊
劉
「

一‐

州
調
側
劇
刑
訓
ｄ
の‐
個
の‐
州
調
紺
州
割
矧
剣
引
――
ビー
ス‐
ｄ
州
側
引
ｄ
ｄ
州
の‐

曇

ョ

冽

網

目

到

劉

劃

到

創

劇

罰

習

刺

劃

ョ

ニ‐

川彗
¶
１１
司
召
鳳
洲
凋
劃
□
劉
刻
剥
剰

ヨ

川劉
「
ロ
ョ
コ
引
利
濶
司
劃
孤
剛
覇
剰
刻
「
封
刻
劇
劇
劉
期
ロ
ョ

封
剛
劉
引
引
引
矧
旧
翻
司
ョ
割
割
コ
司
劉
コ
劃
彙
口
園
引
劃
引

口

川邸
層
闘
刑
謝
劉
割
劉
ョ
例
纏
糊
日
劃
劇
ｇ
コ
瑠
司
倒
矧
当
恩
州

割
矧
刻
洲
―‐
司
ス‐
の‐
口
測
潤
州
側
劉
図
ｄ
測
覇
の‐
割
剰
―こ―
劃
引
ｄ
割
硼

４‐
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
剣
コ
硼
―こ―
測
ｄ
引
ｄ
割
剰

測
ｄ
詞
呵
引
刑
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
剣
コ
呵
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県

が
定
め
る
区
域
ご
と
に
当
該
区
域
に
お
け
る
各
年
度
の
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
「

５
　

（略
）

覗

扁

國

劉

型

「

劃

囲

引

馴

目

曇

目

引

馴

淵

０

翻

剰

書

目

罰

目

司

劇

劃

翻

∃

翻

剰

口

毅

謝
楓
コ
裂

「
ゴ
リ

♂
ョ
謝

コ

斜
圏
蠍
倒
邸
劉
洲
翻
減
州
訓
制
州
「
引
劉
刊
劇
引
剰
創
側
引
ｄ
日
瑚
の‐

刑
謝
日
側
瀾
引
目
ョ
例
調
郵
圏
劉
ｇ
＝
淵
割
判
鱈
劉
刻
劉
剰

ヨ

川曇
「
１１
可
目
馴
謝
測
劃
里
劉
刻
剥
剰

口

剣
司
コ
コ
翻
国
到
湖
耐
凋
州
調
綱
州
劉
列
綱
引
劇
列
胡
翻
剰
現
刻
棚
割

判
口
四
到
引
馴
測
網
側
瑚
目
剣
劉
ｑ
刷
劇
堀
刷
刻
劃
当
翻
劃
引
引
∃
剰

コ

州
謝
側
倒
馴
馴
捌
副
湖
測
日
剣
引
倒
劇
劉
引
劃
コ
例
湖
刷
司
州
調
悧
州

割
刻
劉
何
Ｊ
ス‐
ｇ
翻
日
綱
欄
司
劉
創
＝
淵
引
割
鰍
劉
刻
劉
剰

利

召
ｑ
側
劉
耐
翻
罰
聖
個
網
ｄ
州
口
倒
¶
留
翻
堀
劉
翻
冽
測
調
引
劉
赳
瑚

Ц
翻
劇
日
劉
冽
剰
劃
引
刻
剥
剰

（新
設
）

３‐

ヽ
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項

の
ほ
か
、
同
項
第
■
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
当

該
区
域
に
お
け
る
各
年
度
の
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
必
要
利

用
定
員
総
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　

（略
）



６
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
は
、
医
療
法
第
二
十
条
の
四
第
一
項
に
規

定
す
る
医
療
計
画
、
社
会
福
祉
法
第
百
八
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
福
祉
支

援
計
画
可
司
酬
剖
の‐
日
個
の‐
剣
ｄ
樹
側
―こ―
劃
引
ｄ
潤
徊
剣
口
裂
剃
一‐呵
―こ‐
測
劇
引

利
測
翻
劉
創
倒
側
側
引
創
胴
躙
引
回
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
つ
て
要

介
護
者
等
の
保
健
、
医
療
―
福
祉
又
は
居
住
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調

和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　

（略
）

第
百
三
十
二
条
の
二
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、

地
域
支
援
事
業

（剣
劃
羽
剤
コ
劇
網
制
コ
馴
司
コ
倒
利
ＴＩ
「
日
側
明
到
ヨ
判

（
―
剣
謝

予
防

・
日
常
生
潤
劇
日
烈
襴
目
劃
瑠
刻
馴
訓
幻
日
ｑ
列
ｑ
ｑ
国
Ｈ
劃
訊
利
磐
鋼
調
「

田
剤
引
測
劇
捌
細
倒
割
判
「
に
限
る
。
以
下

「州
調
刊
囲
割
割
判
」
と
い
う
ｏ
）

に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

２
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
地
域
支
援
事
業

（

介
護
予
防
等
事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
の
額
に
、
第
百
三
十
五
条
第
一
項

の
第
二
号
被
保
険
者
負
担
率
に
百
分
の
五
十
を
加
え
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（以

下
「州
ｄ
翻
現
翻
層
劉
コ
コ
召
困
劉
」
と
い
う
ｏ
）
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額

を
交
付
す
る
。

（都
道
府
県
の
負
担
等
）

第
百
三
十
二
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
介
護
予
防

等
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
十
二
・
五
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

４
　
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
特
定
地
域

支
援
事
業
支
援
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

５
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
は
、
医
療
法
第
二
十
条
の
四
第

一
項
に
規

定
す
る
医
療
計
画
、
社
会
福
祉
法
第
百
八
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
福
祉
支

援
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
要
介
護
者
等
の
保
健
、
医

療
又
は
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６
　

（略
）

第
百
三
十
二
条
の
二
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、

地
域
支
援
事
業

（剣
劃
刊
劃
刻
湖
副
コ
劇
別
引
ＩＩ
列
利
「
刊
口
刻
酬
ｄ
割
判
に
限
る

。
以
下

「州
調
刊
囲
割
判
」
と
い
う
ｏ
）
に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
二
十
五

に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

２
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
地
域
支
援
事
業

（

介
護
予
防
事
業
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
の
額
に
、
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の

第
二
号
被
保
険
者
負
担
率
に
百
分
の
五
十
を
加
え
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（以
下

「倒
周
倒
劇
例
割
判
制
劇
捌
劉
」
と
い
う
ｏ
）
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を

交
付
す
る
。

（都
道
府
県
の
負
担
等
）

第
百
三
十
二
条
　
（略
）

（略
）

３
　
都
道
府
県
は
、
政
令

で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
剣
調
刊
囲

事
業
に
要
す
る
費
用

の
額

の
百
分

の
十
二

ｏ
五
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。

４
　
都
道
府
県
は
、
政
令

で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
包
括
的
支

例
割
判
割
劇
例
劉
の
百
分

の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

（市
町
村
の

一
般
会
計
に
お
け
る
負
担
）

第
百
二
十
四
条

　

（略
）

（略
）

市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

一
般
会
計
に
お
い
て
、
介

調
刊
囲
釧
割
判
に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
十
二
・
五
に
相
当
す
る
額
を
負
担

す
る
。

４
　
市

町
村
は
、
政
令

で
定
め
る
ど

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

一
般
会
計
に
お

い
て
、
特

劇
刑
明
劇
例
割
剰
刻
例
制

の
百
分

の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

（地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
）

第
百
二
十
六
条
　
市
町
村
の
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
費

用
の
う
ち
、
州
調
刊
囲
釧
割
剰
―こ‐
要
す
る
費
用
の
額
に
前
条
第
一
項
の
第
二
号
被

保
険，者
負
担
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「介
護
予
防
等
事
業

劇
目
潤
因
翻
州
側
利
刻
徊
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
支
払
基
金
が
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
る
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
を

も
つ
て
充
て
る
。

２
　

（略
）

（概
算
納
付
金
）

第
百
五
十
二
条
　
ユ則
条
第

一
項

の
概
算
納
付
金

の
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て

の
市
町
村

の
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
州
調
引
開
割
割
剰
劇
劇
側
劇
細
州
刈
刻

額

の
見
込
額

の
総
額
を
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該

年
度
に
お
け
る
劉
ｄ

の
医
療
保
険
者

に
係
る
第

二
号
被
保
険
者

の
見
込
数

の
総
数

で
除
し
て
得
た
額
に
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該

年
度
に
お
け
る
当
該
医
療
保
険
者

に
係
る
第

二
号
被
保
険
者

の
見
込
数
を
乗
じ
て

3 2

（市
町
村
の

一
般
会
計
に
お
け
る
負
担
）

第
百
二
十
四
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

護
予
防
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
の
百
分
の
十
一

る
。

４
　
市
町
村
は
、
政
令

で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

一
般
会
計
に
お

い
て
、　
包

日
制
刻
例
割
判
割
劇
例
徊

の
百
分

の
二
十
五
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

（地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
）

第
百
二
十
六
条
　
市
町
村
の
介
護
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
費

用
の
う
ち
、
介
護
予
防
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
に
前
条
第
一
項
の
第
二
号
被
保

険
者
負
担
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「介
護
予
防
事
業
医

療

側
劇
綱
州
川
刻
劉
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
・り

、
支
払
基
金
が
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
る
地
域
支
援
事
業
支
援
交
付
金
を
な
ら

て
充
て
る
。

２
　

（略
）

（概
算
納
付
金
）

第
百
五
十
二
条
　
ユ則
条
第

一
項

の
概
算
納
付
金

の
額
は
、
当
該
年
度

に
お
け
る
十
人

ｄ

の
市
町
村

の
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
州
謝
到
甜
留
謝
劉
劉
周
側
閤
綱
脚
Ⅲ
利
象

制

の
見
込
額

の
総
額
を
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
当

該

年
度
に
お
け
る
引
べ
ｄ

の
医
療
保
険
者
に
係
る
第

二
号
被
保
険
者

の
見
込
数

の

総

数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た

当

該
年
度
に
お
け
る
当
該
医
療
保
険
者
に
係
る
第

二
号
被
保
険
者

の
見
込
数
を
乗
一じ

そ
の

一
般
会
計
に
お
い
て
、

介

一
・
五
に
相
当
す
る
額
を
負
担

す



得
た
額
と
す
る
。

（確
定
納
付
金
）

第
百
五
十
三
条
　
第
百
五
十

一
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
確
定
納
付
金
の
額
は
、
前
々

年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
の
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
州
調
刊
囲
割
割
判

医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
前
々
年
度
に
お
け
る
ｄ
ｄ
の
医
療
保
険
者
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
の
総
数

で
除
し
て
得
た
額
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
前
々

年
度
に
お
け
る
当
該
医
療
保
険
者
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

（連
合
会
の
業
務
）

第
百
七
十
六
条
　
連
合
会
は
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一
　

（略
）

二‐

劉
司
劃
割
「
綱
釧
劇
劃
鋼
淵
凋
剰
目
―こ―
劃
劇
口
躙
釧
倒
劃
到
冽
ヨ
司

て―

伺
列
劉
引
調
咽
劃
樹
川
劇
Ⅵ
翻
網
倒
割
判
ｇ
コ
硼
り
悧
到
劃
到
洲
側
調
測

劇
口
倒
到
コ
翻
側
Ⅵ
劇
綱
劇
∃
て―
可
訓
刊
日
側
馴
創
ヨ
例
淵
劉
列
凋
川
測

州
召
ｑ
倒
ｇ
測
国
翻
馴
利
馴
Ｊ
劉
謝
創
馴
馴
捌
副
硼
ｄ
ｄ
の‐

ョ
。

（略
）

２
　
連
合
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
介
護
保
険
事
業
の
円
滑
な
運

営
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
。
一
一

（略
）

ョ

剃
司
劃
割
刻
綱
釧
劇
劃
鋼
淵
凋
刑
目
―こ―
劃
劇
口
馴
釧
倒
剰
到
冽
ヨ
酬
て―

伺
列
劉
コ
謝
咽
割
馴
川
劇
期
目
網
翻
引
判
ｑ
ヨ
ロ
嘲
悧
到
劃
到
湖
側
調
測

定
に
係
る
審
査
及
び
劃
孤
「
割
Ⅶ
コ
劉
引
「
劇
掲
酬
ぶ
測
渕
コ
劇
明
Ч

）
―

て
得
た
額
と
す
る
。

（確
定
納
付
金
）

第
百
五
十
二
条
　
第
百
五
十

一
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
確
定
納
付
金
の
額
は
、
前
々

年
度
に
お
け
る
引
州
ｄ
の
市
町
村
の
医
療
保
険
納
付
対
象
額
及
び
州
調
刊
囲
割
剰

医
療
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
医
療
保
険
者
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
の
総

政
で
除
し
て
得
た
額
ｔ
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
前

々
年
度
に
お
け
る
当
該
医
療
保
険
者
に
係
る
第
二
号
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。

（連
合
会
の
業
務
）

第
百
七
十
六
条
　
連
合
会
は
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
ほ
か
、
次

に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一
　

（略
）

（新
設
）

一
一

（略
）

２
　
連
合
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
介
護
保
険
事
業
の
円
滑
な
運

営
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
一
一

（略
）

（新
設
）



四|
事
業

に
‐ 掲

げ
る
も
の

の

ほ
か

介
護
保
険
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
る

（大
都
市
等
の
特
例
）

コ
糊
∃
「
ョ
劇
潤
劇
珊
創
悧
翻
コ
馴
刊
測
調
劃
劃
∃
剰
濶

劃
馴
劇
引
劇
創
諷
劉
刷
到
劃
銅
劃
引
測
劇

）―
列
副
目
司
劃

刊
ヨ
裂
ｑ
刊
∃
到
劃
翻
冽
司
釧
コ
測
列
倒
例
「
訓
劇
コ

と‐

り
「
「
劉
司
コ
「
引
測
涸
引
劉
引
創
コ
「

指‐
コ
馴
劇
目
冽

劇
釧
「
日
日
劉
期
¶
劇
引
ｄ
劇
劃
珊
利
劇
ｕ
引
「

こｌ
ｇ
御

劇
例
「
「

こ―
悧
翻
劃
翻
周
同
国
「
創
剰
『

指‐
劃
馴
引
馴
劉

引
冽
劇
ｄ
ｕ
「
「
指

定
都
市
等

に
適
用
が
あ

る
も

の
と
す

る
。

（緊
急
時

に
お
け

る
厚
生
労
働
大

臣

の
事
務
執
行
）

劉
司
∃
劉
刑
ョ
例
ョ

　

（略
）

（事
務
の
区
分
）

第
二
百
三
条
の
四

（権
限
の
委
任
）

制
「
ヨ
劉
刑
劉
ｑ
ョ

（略
）

第
二
百
五
条

　

（略
）

２
　
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
一

（第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
二
項
、
第
二
十

一
条
第
一

条
第
四
項
、
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
二
条
の
三
第
一

（略
）

一十
八
条
第
七
項

一項
、
第
二
十
二

一項
及
び
第
二
十

三|
事
業

に
掲
げ
る
も
の

の

ほ
か

（新
設
）

（緊
急
時
に
お
け
る
厚
生
労
働
大
臣
の
事
務
執
行
）

第
二
百
三
条
の
二
　

（略
）

（事
務
の
区
分
）

第
二
百
三
条
の
三
　

（略
）

（権
限
の
委
任
）

第
二
百
三
条
の
四

（略
）

第
二
百
五
条

　

（略
）

２
　
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
一

二
十
条
第
二
項
、
第
二
十

一
条
第
一

二
第
二
項
、
第
二
十
二
条
２

二
第
一

介
護
保
険
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
資
す

る

一十
八
条
第
七
項

（第
二
十
九
条
第
二
項
、

第

一項
、
第
二
十
三
条
第
四
項
、
第
二
十
三
薬
一の

一項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
淮
十
用



四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
九
条
の
十
七
第

一

項
、
第
六
十
九
条
の
二
十
人
第

一
項
、
第
六
十
九
条
の
二
十
七
、
第
百
十
五
条
の

二
十
人
第

一
項

（第
百
十
五
条
の
四
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
剣
劃
刊
劇
ヨ
謝
淵
コ
引
劉
綱
網
「
洲
劉
刊
コ
割
劉
２
期
劇
劇
剰
ヨ
剰
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、　
一
年
以
下
の
懲

役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

第
二
百
八
条
　
介
護
給
付
等
を
受
け
た
者
が
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職

員
の
質
問
潤
ｕ
ｄ
ｌま―
劉
コ
刊
口
刻
の‐
ョ
剣
刊
剰
の‐
例
題
―こ―
劃
明
劉
訓
日
剰
―す―
月
倒

赳
都
週
川
劇
割
謝
到
訓
測
川
の‐
朝
則
の‐
剣
コ
刊
口
剣
剣
二‐
剰
の‐
測
劇
―こ―
劃
劉
到
間

に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
三
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
百
十
三
条
　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
つ
た
者
又
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者
が
、
第

二
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
利
ｕ
ｄ
ｌま―
劉
コ
刊
四

剣
硼
司
ヨ
コ
翻
月
ヨ
劉
倒
り
引
川
到
詞
ｄ
劃
酬
溜
濶
欄
鋼
曹
捌
側
劉
コ
悧
劉
引
倒
月
の‐

糊
劃
Я
コ
劉
丁‐劇
四
刻
翻
劃
朝
∃
例
測
引
嗣
「
劃
ｇ
劉
間
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

２
　

（略
）

附
　
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

（国
の
無
利
子
貸
付
け
等
）

第
六
条

　

（略
）

２
　
国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
に
対
し
、
介
護
老
人
保
健
施

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
九
条
の
十
七
第

一
項
、
第
六
十
九
条
の
二
十
八

第

一
項
、
第
六
十
九
条
の
二
十
七
、
第
百
十
五
条
の
二
十
八
第

一
項

（第
百
十
五

条
の
四
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
制
司
刊
ヨ
刻
の‐

口
刊
ヨ
鋼
ヨ
剰

（
―
剃
司
刊
ヨ
剰
ｑ
馴
刊
利
剣
ヨ
硼
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、　
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

第
二
百
八
条
　
介
護
給
付
等
を
受
け
た
者
が
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職

員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
百
十
三
条
　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者
が
、
第

二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

（略
）

附
　
則

（国
の
無
利
子
貸
付
け
等
）

第
六
条

　

（略
）

２
　
国
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等

（
地
方
自

治
法
第

「
副
ヨ
刊



設
の
整
備
で
社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
第

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も

の
に
つ
き
、
第
九
十
四
条
第
二
項
第

一
号
に
掲
げ
る
医
療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人

そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
に
対
し
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が

補
助
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子

で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
６
　

（略
）

（郵
政
会
社
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
政

会
社
等
又
は
同
法
附
則
第
二
十
条
の
人
第

一
項
に
規
定
す
る
適
用
法
人
が
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
を
行
う
場

合
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
こ
の

法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

‐る
¨

第
七
十
九
条
第
一

四
号
の
三

一項
第

第
七
条
第
九
項
第
二
号

船
員
保
険
法

第
六
項
各
号

（第
四
号
を

除
く
。
）

船
員
保
険
法
、
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法

第
六
項
各
号

創
馴
州
型
コ
引
州
倒
州
四
訓
に
入
所
中

の
被
保
険
者

の
特
例
）

鼎

劃

劉

召

コ

易

間

創

劉

剣

超

劃

翻

刷

創

因

ａ

謝

劃

針

劃

コ

冽

目

調

瀾

劇

ョ

ゴ

刊

翼

劉

「

ョ

項
‐

の‐
引
冽
詞
ｄ
劇
列
「
「
に
対
し
、
介
護
老
人
保
健
施
設
の
整
備
で
社
会
資
本
整
備

特
別
措
置
法
第
二
条
第

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
き
、
第
九
十
四
年
〈第

二
項
第

一
号
に
掲
げ
る
医
療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が

定

め
る
者
に
対
し
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
等
が
補
助
す
る
費
用
に
充
て
る
資

金
の
一
部
を
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き

スリ
。

（略
）

３

～

６（郵
政
会
社
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
附
則
第
二
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
瓢
岬政

会
社
等
又
は
同
法
附
則
第
二
十
条
の
人
第

一
項
に
規
定
す
る
適
用
法
人
が
指
定

居

宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護

支

援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ

ー
ビ
ス
事
業
者
若
し
く
は
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
を
行
，り
場

合
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
の
許
可
の
申
請
を
行
う
場
合
に
お
け
る
ア
」
の

法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
七
条
第
九
項
第
二
号

船
員
保
険
法

第
六
項
各
号

（第
四
号
を

除
く
。
）

船
員
保
険
法
、
国
家
公

務
員
共
済
組
合
法

第
六
項
各
号

（新
設
）



刊

劃

∃

困

羽

劃

劃

引

利

目

倒

副

州

朝

剤

劉

剰

日

劉

田

倒

測

相

列

悧

到

剛

刊

目

群

が
入
所
定
員
の
減
少
―こ‐
劃
引
瑚
現
引
瀾
型
州
調
瓢
川
樹
川
測
訓

（
―

刑
研
劉
剥
型
州

コ

習

綱

調

コ

到

易

コ

ヨ

引

針

詞

日

劇

判

剰

の
二
第

一
項
本
文

の
日
ｄ
引
劃
引
ｄ
州
ｄ
ｄ
硼

‐こ―
劇
ｄ
¶
劇
刊
Ｊ

の‐
刻
ｄ
剥
州
ｄ

劃

冽

劉

劉

型

コ

創

易

刊

刻

剰

劇

劇

留

日

い
る
間
は
、
第
九
条

の
規
定‐
―こ‐
洲
洲
洲
引
洲
＝
劃
訓
個

の‐
詞
明
相
洲
徊
引
州
謝
側

剛

測

馴

剰

刊

引

Ч

劃

劇

劃

割

劉

羽

翻

謝

謝

な

っ
た
指
定
介
護
老
人
福
祖
測
訓
川
馴
刊

こ―

の‐
刻

―こ‐
剥
州
ｄ

「
―

刻
可
詞
州
調
剥
川

入
所
又
は
入
居

（以‐
「
Ｊ
硼
易
洲
コ
側
り
「
劃
困
囲
「
「
司
劇
列
刊
「
ｄ
ｄ
ｄ
劇
潤

被
保
険
者

（当
該
刻
司
例
刑
瑚
劉
瀾
型
州
謝
冽
川
樹
租
測
調
目
細
制
Ｕ
ｄ
川
謝
ｕ

て
い
る
者
に
限
る‐
「
「
爛
湖

つｌ
ｄ
可

∃
訓
州
劃
酬
州
謝
瓢
月
翻
樹
測
訓
―こ―
ズ
引
引

る
直
前
に
入
所
等
を
目
ｄ
州
川
倒
引
刑
州
例
期
剣
測
調
川
劇
刊
Ｊ

の‐
剰
目
湖
州
ｄ

‐「‐Ｊ園割洲刊刈割胴酬胴珊訓日「＝川「‐′ヽ‐「剤刈ｑ‐】‐ｄ月州酬悧劉ョ引劇酬判斜綱ヨ『引「Ａ‐州国側刑劉悧川劃酬劇馴
ワ‐刊
・・‐測「刊＝測「

に
入
所
等
を
す
る‐
ｄ
Ｊ
耐
「
割
コ
目
副
バ
囲
刑
訓
測
酬
刻
剰
詞
剣
調
召
川
樹
相
刑
訓

り
剰
側
ｇ
引
釧
四
釧
引
翻
綱
引
網
捌
翻
馴
劉
劇
創
剣
月
月
剰
謝
硼
測
ｄ
ｄ
倒

（
―

次
項
に
お
い
て
コ
刺
樹
鋼
剛
囲
△
列
倒
倒
悧
剤
「
劃
劇
列
「
「

‐こ―

つ―
劇
ｄ

‐ま―
劇
ゴ

の‐

例

召

剣

「

２‐

一コ
翻
翻
月
囲
客
因
翻
州
川
「
訓
渕
綱
引
日
烈
劉
測
司
呵
Ｊ
剰
刻

ｄ

翻

劉

劉

倒

劃

圏

日

倒

翻

剰

刻

之

囲

剰

倒

者
と
す
る
。

一　
継
続
し
て
入
所
矧
ｄ
ｕ
ｄ
劇
ｄ
コ
劇
劃

の‐
倒
洲
川
＝
例
川
刻
刑
訓

の‐
ｄ
測
ぞ

れ
に
入
所
等
を‐
引
刻
月
ョ
月
「
瀾
劉
ｑ
倒
ぞ
測
洲
刷
謂
翻
劃
淵
馴
州
到
劉
司
ｑ
開
樹

に
住

所
を
有

し
「
口
刈
ｄ
謝
覇
引
測
ｄ
Ы

の‐

―ま‐
「
劃
訓
日
ｄ
州
調
謝
川
倒
相
刑
訓



■
■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

可

―

―

―

―

―

―

―

―

引
引
易
硼

―こ―
旧
刻
個
洲
ｄ
刻
劃
ｄ
潤
Ｊ
訓
謝
引
測
ぢ

被
保
険
者

で
あ

っ
て
、
当

劃

咽

目

翻

樹

劉

翻

謝

刻

副

目

罰

樹

劉

翻

謝

調

劉

ョ

州

倒

硼

コ

劉

剌

劃

国

働

罰

調

「

割

肝

測

コ

引

劉

「

１

璽

測

目

引

利

月

日

割

割

コ

綱
綱
馴
刷
斜
当
瀾
し‐
■
日
「
司
コ
の‐
釧
胴
樹
淵
矧
須
劃
引
躙
州
■
．

ｑ
倒
剛
劉
馴
劉
州
網
劉
瑠
欄
網
綱
ｕ
て‐
倒
ｑ
国
咽
劉
悧
馴
劉
御
錮
涸
月
司

割
ｄ
引
ｄ

こ‐
日

（
‐

別
「

こ―

の‐
引

―こ‐
剥
州
ｄ

「
―

継
続
入
所
等
」
と

い
う
。
）
に
よ

覇

謝

ｄ

訊

劃

劉

裂

劉

綱

引

Ｊ

御

刻

ｇ

剰

日

謝

日

馴

細

馴

翻

謝

召

劇

剖

翻

馴

劉

ヨ

刊

測

り

劇

剰

劃

個

ｑ

創

目

困

副

¶

絹

調

司

翻

鋼

瓢

州

コ

Ь

司

刺

藝

斜

引

調

瓢

川

割

細

３‐

可
ョ
月
瓢
目
ｑ
コ
倒
馴
硼
ｄ
個
園
馴
測
つ―
劃
剤
「
バ
コ
割
＝
翻
君

馴
劃
コ
割
樹
相
型
引
日
調
硼
倒
劉
劉
耐
調
到
剣
欄
燿
「
刺
コ
ョ
凋
制

定
を
適
用
す
る
。

（財
政
安
定
化
基
金
の
特
例
）

口
料
＝
料
引
¶
＝
劇
制
０
劇
期
ｄ
ど

こ‐
引

―こ‐
川
引
「
則
引
到
定
化
基
金

の

一
部

２‐

綱
週
川
劇
劇
＝
酬
週
淵
剰
翻
嗣
「
創
謝
劉
馴
刻
劇
個
馴
ｑ
引
取
り
崩
ｔ
た
と
き
は

測

囲

刊

釧

ヨ

硼

目

コ

ョ

劉

「

国

ョ

曇

利

劉

日

翻
■
「
ｑ
劉
川
ｑ
側
制
司
図
劉
劃
Ц
劇
劇
剣
ｑ
劇
劇
劉
司
司
到
口
よ
り
、
そ
の
取

（新
設
）



川
川
潮
割
Ц
引
倒
翻
則
叫
〓‐到
相
個
の
「
「
川
Ｈ
測
制
劃
羽
「
川
劃
細
ヨ
倒
調
Ч
囲
酬
相
洲
Ч
利
剣
側
刊
Ч
刑
「
剛
劇
引
測
Ч
刻
則
り
＝烈「

３‐

翻
目
箇
潤
＝
「
コ
月
剰
劇
¶
剤
副
釧
劉
国
劉
コ
∃
引
当
判
測
引
剖

『

劇

引

劇

劇

コ

刻

ヨ

制

引

劉

目

周

倒

制

創

な
ら
な

い
。

４‐

国
『
Ｊ
馴
月
ヨ
劉
目
コ
ｄ
綱
側
引
例
ヨ
国
召
測
剥
可
コ
『
顔
剰
覇
相
劃

倒

日

期

ヨ

劉

劉

園

劃

∃

到

劃

劇

罰

到

劉
割
劃

う
努
め
る
も
の
ど
引
ｄ
「

５‐

枷馴
用
月
『
Ｊ
コ
珂
リ
コ
嗣
コ
列
劉
馴
綱
個
劉
劉
翻
引
劇
日
倒
割

は
、

そ

の
取

り
崩

ｕ
測

刹

洲

引

剣

ヨ

剰

測

ｄ

剣

ヨ

剰

硼

劉

ｄ

‐こＩ

Ｊ

ｄ

劉

硼

劉

計

劉
Л一

割

Ｊ

コ

測

珊

刊



■
■
■
■

■
■
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

ロ
ー
ー

ー
ー
ー

ー
ー
ー

ー
ー
ー

ー
ー
ー

Ｏ
　
老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）

抄

（第
二
条
関
係
）

目
次第

一
章
～
第
四
章

　

（略
）

第
四
利

の‐
コ

　
有
料
老

人
ホ
ー

ム

劉
ヨ
刊
引
「
劃
∃

十

一
条
の
こ

第
五
章

・
第
六
章

　

（略
）

附
則（定

義
）

第
五
条
の
二
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、

「老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
と
は
、
老
人

居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入
所
事
業
、
小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
Ｈ
訓
剣
州
対
州
型
冽
月
川
同
引
潤
例
引
割
剰
測
び
例
倒

型
洲
――
酬

ス‐
倒
相
割
判
を

い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、

「老
人
居
宅
介
護
等
事
業
」
と
は
、
第
十
条
の
四
第

一

項
第

一
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
二
号

）
の
規
定
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
劇
期
巡
回
ｏ‐固
嘲

川
扇
劉
謝
間
剣
調
利
調
利
ｕ
ｑ
ｌま‐
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
に
係
る
地
域
密
着
型
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
介
護
予
防
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の

支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
者
の
居
宅
に
お

い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な

（傍
線
の
部
分
は
改
正
鍬
ｗ分
）

目
次第

一
章
～
第
四
章

　

（略
）

第
五
章

・
第
六
章

　

（略
）

附
則（定

義
）

第
五
条
の
二
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、

「老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
と
は
、
多
「人

居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入
所
事
業
、
小
規

模

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
川
洲
調
矧
川
耕
扇
型
濶
川
川
司
引
潤
例
明
割
判
を
い

う

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
、

「老
人
居
宅
介
護
等
事
業
」
と
は
、
第
十
条

の
四
笙
〓

項
第

一
号

の
措
置
に
係
る
者

又
は
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
一号

）

の
規
定
に
よ
る
訪
間
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
、
夜
間
対
応
型
訪

問

介
護
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
若

し
く
は
介
護
予
防
訪
間
介
護

に

係

る
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
費

の
支
給
に
係
る
者
そ

の
他

の
政
令

で
定
め
る
者
に

つ
き

、

こ
れ
ら

の
者

の
居
宅
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ

つ
、
食
事
等

の
介
護
そ

の
他

の
日

常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜

で
あ

つ
て
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
も
の
を

供



便
宜
で
あ

つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
供
与
す
る
事
業
を
い
う
。

３
～
６
　

（略
）

７
　
こ
の
法
律
に
お

い
で
、
‐

コ
例
含
刑
羽
１１
劇
刻
潤
相
ヨ
剰
「
川
副
「
劉
羽
剰
硼
回

コ

劃

コ

目

劇

ヨ

剖

剣

割

園

国

ロ

コ

剰

到

「

ズ

劃

剰

謝

劃

塑

コ

罰

剣

測

封

Ｊ

測

則

綱

烈

劉

剰

劃

呵

Ｊ

測

劃

劃

封

劃

劃

劃

劃

劉

司

別

コ

翻

翻

ヨ

曇

ヨ

「

ゴ

劃

ヨ

目

矧

ゴ

劉

∃

日

剛

司

目

訓

馴

淵

型

「

封

劃

ヨ

日

囲

ヨ

ロ

例

〓

劇

コ

Л

刊

副

目

到

劃

謝

封

劃

別

劉

コ

謝

コ

舅

司

引

コ

Ｊ

副

劃

目

劉

刷

月

劃

劉

∃

例

川

引

刊

Ｊ

剰

翻

酬

劉

型

コ

到

劃

到

劉

Ｊ

烈

『

目

測

劃

刺

ヨ

到

Ｊ

到

劃

謝

調

割

馴

副

劉

剰

覗

剌

劇

翻

鮒

ヨ

コ

ヨ

目

珊

劇

割

倒

到

日

制

測

到

コ

劇

測

コ

∃

∃

劃

∃

鋼

劉

易

翻

劉

霜

謝

創

引

創

曇

∃

コ

ヨ

月

「

ヨ

習

利

副

割

翼

目

翻

刺

刻

劃

∃

劇

測

劉

日

コ

剰

ヨ

劉

「

ビ
ス
と
し
て
厚
生
労
働
習
利
綱
劇
側
切
創
Ч
ｑ
剣
側
引
引
刻
劃
コ
翻
ヨ
躙
召

（居
宅
に
お
け
る
介
護
等
）

第
十
条
の
四
　
市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め

に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
Ｈ
劇
期
刈
回
・―同
嘲
刈
川
馴
謝
剛
剣
調
司

調
川
劇
引
州
倒
劉
引
爛
ｄ
副
ｄ
剖
州
ｄ
劇
ｄ
「
剣
ヨ
刊
刻
の‐
川
剣
口
硼
―こ―
劃
圏

て
同
じ
。
）
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
穫
又
は
介
護
予
防
訪
問
介
護
を
利
用
す
る

こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

与
す
る
事
業
を
い
う
。

３
～
６
　

（略
）

（新
設
）

（居
宅
に
お
け
る
介
護
等
）

第
十
条
の
四
　
市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め

に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
訪
間
介
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
又
は
介
護
予
防

訪
問
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

者
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
第
五
条

の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
し
、
又
は
当
該
市
町
村



め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
第
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
し
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
便
宜

を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

二
～
四
　

（略
）

五
　
六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
い
認
知
症

（介
護
保
険
法
第
五
条
の
二
に
規

定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の

に
支
障
が
あ
る
も
の

（そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る
疾
患
が
急
性
の
状
態

に
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
同
法
に
規
定
す
る
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
又
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を

利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、

政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
住
居
に
お
い

て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
い
、

又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等

の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

利

利
刊
ヨ
劇
別
劇
の‐
召
爛
湖

つｌ
ｄ
ｌ
劇
困
劃
劇
―ま―
剌
相
劃
の‐
薗
割
洲
湖
ｄ
ｄ
硼

―こ―
副
制
引
潤
ｄ
固
ｄ
の‐
―こ‐
刻
薗
洲
湖
ｄ
ｄ
の‐
洲
＝
釧
ｄ
ｄ
徊
潤
州
割
劇
―こ‐
川
叫

州
調
側
劇
潤
―こ‐
測
赳
引
ｄ
例
劉
型
引
―‐

・
ビー
列

（
―
引
劃
州
調
割

（
ｌ
ｄ
期
圏
回
・―固

嘲
川
州
型
訓
劃
州
調
利
調
―こ―
湖
つｌ
ｄ
ｌまＩ
Ｈ
口
劉
州
倒
引
倒
ｄ
ｄ
劇
ｄ
剖
州
―こ―
口

ｄ
刊
「
ｄ
例
ｄ
剖
パ
ーこ―
口
ｄ
刊
剣
ヨ
刊
剰
倒
川
剣
口
剰
―こ―
剥
し、ｌ
ｄ
副
ｕ
川
「
ｄ

利
用
引
ｄ
ｄ
ｄ
洲
剰
ｕ
ｑ
因
期
ロ
ガ

う
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

つ
き
、

菌

到

剛

劃

目

相

「

劉

翼

ｑ

剰

ョ

ｇ

ョ

観

剣

∃

倒

剰

１

剰

創

劉

「

劉

劃

謝

瓢

冽

劉

刊

劃

引

川

ョ

側

倒
引
到
ご
ど
を
委
託
す
る
こ
と
。

（略
）

劉
響
刷
司
冽
州
の
金
品
受
領

の
禁
止
等
）

以
外
の
者
に
当
該
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

二
～
四

　

（略
）

五
　
六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
認
知
症

（介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
二ハ
項

に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を

営

む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の

（そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る
疾
患
が
急
怖
一の

状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
同
法
に
規
定

す

る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
又
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活

介

護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
ど
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
ら

き
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
住
屠
相に

お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を

行

い
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、　
食

事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ
レ
」。

（新
設
）（略

）

翻
ヨ
金
の
保
全
措
置
）



第
十
四
条

の
四
　
認
知
症‐
剥
網
鋼
ヨ
刊
利
利
副
劉
月
日
翻
劉
謝
利
引
徊
引
剥
測
「
劃
創
到

の
供
与

の
対
価
』
日
「
到
側
引
ｄ
劃
刑
ｄ
園
ｄ
劇
洲
＝
網
利
ｄ
ｄ

の‐
個

の‐
劉
馴
ｄ

受
領
し
て
は
な
引
「
『

２‐

訓
日
劉
＝
コ
司
劉
翻
馴
目
劉
凶
ヨ
ヨ
相
引
引
留
馴
■
紹
劇
日
糾
鋼

て
受
領
す

べ
き
家
賃
そ
ｑ
倒
目
到
州
例
筍
剣
ｑ
劇
劇
ｄ
ｄ

の‐

の‐
劉
剖
劇

―ま―

一
‐

剖
覆

面
で
明
示
し
、
か
ｑ
劇
判
謝
訓
調
劉
―こ―

つ―
口
ｄ
週
測
側
謝
劉
剣
引
Ｊ
Ｊ
Ｊ
潤
ｄ
易

合
に
備
え
て
厚
生
効
翻
獨
剰
川
劇
「
列
引
川
ヨ
ヨ
ｄ
「
引
り
州
射
潤
潤
劇
測
日
引
引
調
Ｊ

創
川

期

日

剣

「

３‐

一謝
習
劉
翻
劉
コ
月
ヨ
□
目
目
昇
ヨ
剖
剰
矧
剰
副
劇
コ
月
期
目
引
∃
訓

払
金
を
受
領
す
る‐
場
料
測
姻
測
ョ
「
国
Ｈ
劉
「
コ
烈
「

〓―利
対
呵
ロ
ヨ
劉
鋼
引
創
日
周
ｄ

習

川

刷

創

∃

側

∃

劃

∃

昴

引

留

コ

劃

冽

間
に
、
当
該
入
居
及
び
列
料
「
洲
ｄ

つＩ
Ｈ
剣
割
割

の‐
州
調
ｄ
州
個
司
副
剤
劉
潤
劃

日

刊

劃

剰

翻

国

到

Ｊ

国

留

利

日

劇

「

川

留

に
当
該
前
払
金
の
相
潤
州
自
劇
劇
劃
馴
剣
コ
翻
「
例
到
羽
倒
叫
劃
剛
馴
劇
劃
測
ｄ
劉

目

り

瓢

剰

判

麺

ヨ

∃

劃

日

劉

日

「

計

測

日

な

い
。

（施
設
の
設
置
）

第
十
五
条

　

（略
）

２

～

５

（略
）

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

申
請
に
係
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
所
在
地
を
含

む
区
域

（介
護
保
険
法
剣
司
刊
川
刹
翻
コ
剰
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定

め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
養
護
者
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
者
人
ホ

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

前
払
金
と
し
「
「
周
ｕ
ｑ
到
側
引
ｄ
ｄ

の‐

―ま‐
可
割
訓
訓
訓
ｄ

の‐
釧
目

の‐
四
計
ｄ
劃

‐冽測一̈

又
は

一
部
を
前
払
襴
「
日
鯛
劃
コ
倒
劃
馴
国
咽
ヨ
ｑ
ｕ
ｇ
鮒
劇
判
訓
訓
樹
ｄ
釧
釧
赳

の
基
礎
を
書
面
「
例
利
ｕ
可
洲

つ―
可
割
訓
訓
調
劉

‐こ―

つ―
劇
ｄ
週
園
目
謝
覆
側
引
ゴ

ｔ
と
な
る
場
合
に
備
え

で
目
引
州
例
筍
剣
司
ｄ
覇
ｄ
ｄ
Ｊ
引

‐こＩ
Ｊ
引
冽
引
潤
劇
劉

樹
劃
ｄ
調
Ц
刻

―す―
測
ぼ
樹
引
刻
劇
刊

（施
設
の
設
置
）

第
十
五
条

　

（略
）

２

～

５

（略
）

６
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

申
請
に
係
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
所
在
地
を
含

む
区
域

（介
護
保
険
法
剣
司
刊
川
劉
翻
「
Ｊ
翻
羽
コ
「
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府

県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
ぐ
は
特
別
養
護



―
ム
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
第
二
十
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道

府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
そ
の
区
域
の
養
護
老

人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
既
に
達
し

て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
設
置
に
よ
つ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他

の
当
該
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
ヽ
第
四
項
の
認
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（改
善
命
令
等
）

第
十
人
条
の
二
　

（略
）

２
　
柑
道
府
県
知
事
は
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ
イ
サ
「

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設

置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い

て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
事
業
に
欄
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、

若
し
く
は
第
五
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
二
十
条
の
二
の
二
若
し
く

は
第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、

当
該
事
業
を
行
う
者
又
は
当
該
施
設
の
設
置
者
に
対
し
て
、
そ
の
事
業
の
制
限
又

は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｖ

３
　

（略
）

（市
町
村
老
人
福
祉
計
画
）

第
二
十
条
の
人
　

（略
）

２
　
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
当
訊
刑
酬
相
州
劇
現
ｄ
剥
州
ｄ
硼
劇
引

べ
割
召
川
倒
相
割
劇
の‐
到
の‐
田
欄
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（削
る
）

（削
る
）

老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
第
二
十
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
そ
の
区
補
あ

養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
「
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
既

に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養

護
老
人
ぉ
―
ム
の
設
置
に
よ
つ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
」、

そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
項
の
認
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（改
善
命
令
等
）

第
十
八
条
の
二
　

（略
）

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ
イ
す

１

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設

置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ

い

て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図
ｎ
ノ、

若
し
く
は
第
五
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
本
蓼
三
で
、
第
二
十
条
の
二
の
二
若
し
く

は
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
者
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
片
い、

当
該
事
業
を
行
う
者
又
は
当
該
施
設
の
設
置
者
に
対
し
て
い
そ
の
事
業
の
制
限
一又

は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　

（略
）

（市
町
村
老
人
福
祉
計
画
）

第
二
十
条
の
人
　

（略
）

２
　
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
例
―こ‐
例
酬
ｄ
割
引
を
定
め
る
も
の
Ｌ
一す

ブ（υ。
一二

劃
謝
州
州
躙
現
引
測
ｄ
ｄ
劉
剰
劃
刊
創
翻
一】一業
２
里
の
目
標

コ

劃

慰

畳

罫

蟄

側

月

日

勧

剰



（削
る
）

３‐

司
「
翻
「
創
鼎
罰
固
目
剰
引
「
『
ゴ
馨
月
ヨ
測
司
日
「
Ｊ
馴
月
コ
■
翻

蟹

封

雲

潤

倒

捌

ｇ

劉

コ

Ｈ

国

劃

劇

国

∃

割

ヨ

４‐
　
市
町
村
は
、
剃

二‐
園

の
目
標

（老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ト
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
を
定
め
る
に
当
た

つ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
七
条
第

二
項
第

一
号

に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と

の
量

の
見
込
み

（同
法
に

規
定
す
る
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
Ｈ
劇
期
巡
回
■
同
明
川

州
型
謝
間
剣
謝
剰
調
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
可
例
創
型
洲
――

ビー

ス‐
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ

ス
並
び
に
介
護
予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
へ
介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
小
舞
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
も

の
に
限
る
。

）
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
市
町
村
が
第
二
項
の
目
標

（養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老

人
ホ
ー
ム
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
参
酌
す
べ
き
標
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

６
　
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ

る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
老
人
の
人
数
、
そ
の
障
害
の
状
況

、
そ
の
養
護
の
実
態
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
１
司
嘲
相
冽
川
翻
相
訓
司
ｄ
倒

Ｏ

８

　

（略
）
　

　

　

　

　

　

　

．

市
町
村
は
、
市
町
村
老
人
福
祉
計
画

（
‐

剣
コ
剰

―こ―
測
ｄ
引
劉
割
呵

―こ―
例
引
剖
剣

0171

ョ

召
ｑ
倒
引
州
劃
当
刷
剰
躙
堀
剛
邸
別
網
測
綱
酬
判
冽
到
剰
劃
剰

（新
設
）

３
　
市
町
村
は
、
訓
剰
剣
「
用
の
目
標

（老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
、
老
人
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
七
条
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み

（同

法
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生
活
介
護
、
夜
間
対
応
型
訪

問
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対

応̈
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
及
び

介
護
福
祉
施
設
サ
ト
ビ
ス
並
び
に
介
護
予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
、

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
市
町
村
が
剣
二‐
剰
第

一‐
刑
の
目
標

（養
護
者
人
ホ
ー
ム
、

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
及
び
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
参
酌
す
べ
き
標
準
を
定
め
る
も
の
と
す

ブ（）
。
・

劇
明
利
ｄ
川
倒
相
訓
回
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
身
体
上
又
は
精
神

上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
老
人
の
人
数
、
そ

の
障
害
の
状
況
、
そ
の
養
護
の
実
態
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
倒
劇
劃
測
引
―す―

０

６‐

ｏ
７‐

　

（略
）

８
　
市
町
村
は
、
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
を
定
め
』
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
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―

―
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ー

に
限
る
‥
）
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道

府
県

の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

１０

　

（略
）

（都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
）

第
二
十
条

の
九

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
お

い
て
は
、
州
調
側
劇
洲
剣
副
刊
川
斜
剣

二‐
硼

の‐

測
引
嗣
「
瀾
網
ョ
И
翻
適
用
目
網
コ
相
９
到
因
瑚
劇
列
潤
ｕ
ョ
召
凶
現
―こ―
お
け
る
養
護
老

月
利

――
川
硼
剣
盟
到
別
測
謝
ョ
＝
創
判
―‐
判
ｑ
凶
到
引
舗
留
日
日
樹
数
そ

の
他
老
人
福
祉

割
剰

の‐
目

の‐
副
硼
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

目

引

亀

倒

測

ョ

硼

到

コ

倒

創

引

引

「

「

召
川
倒
訓
酬
引
躙
測
捌
悧
剰
則
翻
利
刑
訓
倒
馴
馴
ｕ
側
周
獨
脚
溜
調
引

ｄ
樹
目
馴
刷
刻
剰
剰

二‐

コ「
日
潤
割
渕
馴
野
引
ｄ
引
紹
倒
翻
目
劉
劉
割
コ
司
刻
例
覇
羽
ｄ

州
目
里
馴
劇
剥
剰

４
　
都
道
府
県
は
、
第
二
項
の
特
別
養
護
者
人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数
を
定

め
る
に
当
た
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
剣
司
刊
川
刹
剣
二‐
引
に
規
定
す
る
地
域
密
着

３‐

綱
ョ
ロ
刷
「
創
鼎
劃
翻
目
剥
い
て
は
、
前
項
に

引
♂

事
項

の
ほ
か
、

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道

府
県

の
意

見
を
聴

か
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

９
　

（略
）

（都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
）

第
二
十
条
の
九

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、

す
る
。

一‐

川彗
厠
闘
ロ
コ
刷
川
裂
ョ
Ｊ
コ
「
刊
９
コ
嗣
コ
嘱
劃
粥
曹
用
劇
洲

＝
引
副
硼
ヨ
州
躙
期
目
叫
日
調
囲
劃
調
「
個
＝
封
劇
盟
翻
劉
週
習

川
引
――
剣
矧
翻
「
翻
劉
目
澗
到
ｄ
ｑ
倒
刊
劇
悧
習
コ
調
ョ
司
副
硼

二‐

初■
創
測
コ
引
馴
扁
劇
り
「
創
屈
刑
引
馴
調
劉
ョ
倒
纏
捌
日
訓
引

翻
目

曇

例

菫

剰

ヨ

劃
劇
側
馴
ヨ
嗣
相
劃
刊
ぶ
剰
列
引
倒
馴
卿
馴
剰
罰
Ⅵ
湖
刑
潮
―こ‐
訓
洲
ｄ

州
圏
―こ―
劃
引
ｄ
割
劇

口

引剰
翻
署
月
倒
当
コ
謝
側
樹
翻
馴
舶
欄
ｄ
呵
И
劉
「
剰
引

（新
設
）

３‐
　
都
道
府
県
は
、
訓
呵
剣
刊
別

の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数

を
定
め
る
に
当
た

つ
て
は
、
介
護
保
険
法
剣
劃
刊
川
刻
剣
ヨ
剰
劉

一‐
引
に
規

定
す

幻
ｄ
矧
酬
ｄ
割
引

を
定
め
る
も

の

と



型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総
数
及
び
介
護

保
険
施
設
の
種
類
ご
と
の
必
要
入
所
定
員
総
数

（同
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福

祉
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
～
７
　

（略
）

（費
用
の
支
弁
）

第
二
十

一
条
　
次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。

一　
第
十
条
の
四
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
木
号
の
規
定
に
よ
り

市
町
村
が
行
う
措
置
に
要
す
る
費
用

一
の
二
～
三
　

（略
）

（削
る
）

る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総

数
及
び
介
護
保
険
施
設
の
種
類
ご
ど
の
必
要
入
所
定
員
総
数

（同
法
に
規
定
す
る

介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６
　

（略
）

（費
用
の
支
弁
）

第
二
十

一
条
　
次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。

一　

第
十
条
の
四
第

一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行

う
措
置
に
要
す
る
費
用

一
の
二
～
三

　

（略
）

第
四
章
の
二
　
指
定
法
人

（指
定
法
人
）

劃
利
珊
劃
測
倒
買
盟
剰
ｑ
朗
ｇ
嗣
ｇ
引
御
∃
ゴ
劃
厨

国

以

ａ

倒

劃

召

劉

創

引

罰

日

刻

側

習

冽

創

当

日

「

Ｊ

目

倒

コ

回

制

「

別

瑠

翻

刻

劉

劉

η

引

コ

剰

一‐

卸習
「
剰
冽
ｇ
倒
冽
州
倒
ｇ
∃
Π
ヨ
可
コ
鞘
到
醐
劉
□
馴
刷
創
訓

画
が
適
正
な
も
の
ｄ
測
「
ノ、‐
劇
日
「
Ｊ
ｑ
ｇ
司
回
剣
圏
剰
―こ―
迦
徊
引
ｄ

ｌこ―
川
引
ｄ

劃

烈

引

釧

日

劉

ヨ

ロ

到

利

罰

劉

剛

測

「

二‐

訓
側
回
硼
劉
訓
測
淵
潤
刑
可
判
列
ｇ
∃
劇
翻
側
劇
封
測
到
，こ―
伺
例
州

刻

国

国

劃

コ

ロ

利

馴

州

劃

翻

目

目

日

到

創

認

め
ら

れ

る

こ
と
。
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ロ
ロ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
＝
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

２‐

目日
コ
例
ヨ
ョ
「
副
剰
リ
コ
倒
コ
引
刑
ョ
倒
月
日
劃
『
Ｊ
馴
潤
赳
日

ヨ
目
釧
ヨ
馴
「
Ｊ
コ
潤
川
ＴＩ
劇
躙
「
「
ｑ
創
劉
劉
倒
硼
珊
脳
覇
祠
調

ｑ
明
「
劉
周
劇
刊
測
劇
利
ぼ
ａ
り
■
¶
‐

３‐

鋼目
鋼
月
Ц
Л
剰
冽
測
利
盟
馴
悧
司
国
覇
割
謝
調
州
劉
禦
割
「
測
デ

引

引

劉

ョ

副

Ｊ

列

剰

Ｕ

ｄ

Ｊ

剰

り

刷

劇

創

コ

馴

翻

―
こ
―

日

盟

劇

副

測

潤

な
ら
な

い
。

目
翻
到
翻
司
酬
判
翻
倒
咽
刻
刷
剰
司
剰
コ
剤
「
副
副
翻

劇
例
到
詞
口
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

（業
務
）

剣

二‐
刊
川
刻

の‐
ョ

制
劇
調
川
州
劇
列
日
周
明
到
渕
珊
「
何
テ
も

の
と
す
る
。

一　
老
人
健
康
保
持
事
業
に
関
す
る
啓
発
普
及
を
行
う
こ
と
。

二‐

冽
川
剣
劇
州
到
到
コ
∃
翻
「
る
テ」と
。

ヨ
　
召
川
剣
劇
倒
樹
割
判
日
劉
刑
引
引
者
に
対
し
て
、
援
助
を
行
う
こ
と
。

ロ

コ「

創

翻

園

司

ヨ

「

日

劉

ｄ

訓

到

劉

引

凋

州

１

列

コ

「

日

劇

側

用

割

業
に
従
事
す
る
者
の
研
修
を
行
う
こ
と
。

列
裂
鋼
司
「
日
規
定
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

剰

ヨ

ロ

引

創

う

日

「

老
‐

困

目

劉

到

剰

相

現

劃

３

矧

に
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

（指
定
法
人
に
よ
る
助
成
業
務
の
実
施
）

ｇ

翻

コ

ロ

興

劉

樹

針

『

劃

州

囲

国

目

周

留

「

釧

咽

劇

園

劉

コ

ョ

釧

馴

「

裂

１

日

目

う

劉

目

剤

劉

塑

刻

コ

刊

剤

回

劉

曇

渕

国

コ

讐

翼

樹

刷

曇

引

紹

馴

麟

ヨ

凋

州

「

硼

彗

司

目

城

ｄ

気

覇

創

覇

嗣

層

41
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Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

ー

ー

ー

ー

ー

法

人
に
行
わ
せ‐
ｄ
測
月
ョ
覇
引
ｑ

２‐

】馴
月
剰
ヨ
嘱
測
謝
倒
目
川
州
¶
酬
洲
劃
召
矧
側
酬
測
国
副
刻
劃
覇

は
、
厚
生
労
働
省
〈‐勇
Ｊ
側
馴
ｑ

３‐

目
創
劉
劉
ヨ
剛
「
珊
闇
Я
副
引
州
倒
劉
剣
剣
「
留
引
引
劇
刻
劉
期
測
「
則

務
大
臣
に
協
議
し
な
引
測
翻
月
測
川
劇
¶

（業
務
規
程
９
∃
馴

前
に
、
当
該
業
務
硼
引
翻
＝
酬
到
引
ｇ
列
倒

（
―

川
「
ョ
劃
刻
翻
劉
田

・
―

劇
り
矧
Ⅵ
Ⅵ
覆

作
成
し
、
風
引
コ
創
馴
創
別
鮒
珊
劉
絹
「
留
「
側
側
馴
側
劉
刻
圏
刊
ヨ
測
ｄ
州
可
Ｕ

よ
う
と
す

る
と
き
も‐
「
副
絹
劉
覇
引
ｑ円

を
し
た
業
務
規
程
が
助
調
剰
冽
列
測
劇
洲

つ―

確
実
な
実
施
山
利
翻
ヨ
列
刑
測
Ｊ
側
コ
謝
ｑ
到
ｄ
割
劇
「
冽
月
コ
ヨ
劉
烈
引
「
劉
剰
引

べ
き
こ
と
を
命
ず
ｄ
ョ
ョ
剰
堀
劃
引
ｑ

３‐

劃
翻
劉
目
詞
訓
「
劃
劃
剰
可
Ｊ
日
ヨ
観
翻
ｑ
ヨ
側
瀾
刊
‐

（事
業
計
画
等
）

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
‐潤

洲
「
司
測
釧
鮒
劉
到
Ц
劃
引
川
羽
刻
引
劃
引
ヽ
ゴ
刷
樹
ｄ
引

る
。指

法
人
は
、
厚
‐‐剣

州
例
倒
斜
ｑ
劇
司
引
ど

こ―
引

‐こ―
測
明
可
剣
刺
剥
引
測
紹
司

旧

暑

藝

ｇ

暑

コ

ヨ

曇

多

薔

到

編

冒

ョ

昌

鋼

「

ゴ

暑

剖

日

目

属

「

（区
分
経
理
）

21
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Ｉ
Ｉ
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

曰

生
労
働
省
令

へ
の

剣
コ
■‐
州
劉
例
「
Ｊ
劃
個
¶
側
「
酬
翻
コ
創
剰
引
引
場
引

に
は
、
助
成
業
務
に

係

到
網
劃
日
ｄ
州
翻
淵
副
襴
「
ョ
綱
剣
糾
Ч
「
「
到
ｕ
潤
げ

れ
ば
な
ら
な

い
。

劉

「

刻

側

翻

剛

劇
忽
測
劃
冤
淵
日
「
ａ
劇
細
魚
ョ
訓
□
剤
「
国
ヨ
罰
墳
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
。

（解
任
命
令
）

Ｈ
潤
劃
孤
劉
□
剣
ｄ
引
劉
倒
劇
躙
劉
日
目
制
た
と
き
、
塞

一＋
八

劉

ヨ

習

コ

司

劉

目

劃

コ

目

ョ

ョ

コ

刊

引

剖

又
‐

国
劉
ヨ
引
川
剣
ｑ
ョ
ーこ‐
冽
劇
引
ｄ
関
謝

―こ‐
劃
ｕ
Ｊ
ｄ
ｄ
剌
翻
一当
な
行
為
を
し
た
一と

剖
―まＩ
Ｈ
倒
劇
調
川
―こ‐
刈
Ц
ｑ
Ｈ
ｄ

の‐
側
到
ｄ
鮒
倒
引
剌
き

こ
と
を
命
ず
る
こ
ル
添

で
き
る
。

刻

瓢

劉

貿

饗

５

∃

馴

Ч

日

引

四

冊

刷

劇

瀾

徊

剣

馴

劇

測

「

メ

月

個

司

罰

馴

９

翻

倒

】̈
っ
い
て
は
、

法

引

―こ―
劃
叫
州
冽

―こ―
徊
割
引
劉
馴
員
と
み
な
す
。

劃
彗
測
翻
倒
「

週
コ
樹
ヨ
割
引
圏
州
コ
到
引
剛
嘲
劉
劉
ョ
躙
目
唄
ョ
リ
刊
劇
倒
Ｊ
法
人
に
対

し
て



、
必
要
と
認
め
る
事
項

の‐
報
倒
日
劇
司
Ｈ
ズ

ーま―
劃
該
朝
則
ｄ
可
劃
冽
劉
目
期
ｄ
ｄ

質
問
さ
せ
、
若
ｕ
ｄ
目
冽
州
ヨ
馴
割
馴
国
判
到
利
明
Ｈ
剥
刻
渕
網
翻
馴
「
Ч
¶
国
旧
鋼

嘉

召

樹

ｇ

翻

創

到

Ｊ

到

コ

網

引

劉

２‐

相ョ
川
刻
剣
∃
捌
剣
劉
口
割
ｇ
劉
日
「
訓
ヨ
３
劉
赳
コ
到
劉
馴
創
ヨ

入
検
査
に

つ
い
ｄ
目
劇
羽
刻
「
Ｊ
川
躙
ぞ
ヨ
ｑ
「
川
「
Ｈ
司
測
引
釧
劉
ｄ
引
Ц
酬
ヨ

項
」
と
あ

る

の
は

「
‐

詞
呵
「
ｄ
Ｈ

「
―

剃
刊
剰
測

第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「第

一

ヨ

Ｊ

刀

剖

創

到

冒

ゴ

「

（監
督
命
令
）

な
限
度
に
お

い
て
、
指‐
用
涸
川
詞
期
側
Ч
「
Ｊ
剰
刊
劇
利
剣
ｑ
ヨ

‐こ―
測
ｄ
引
ｄ
剰
謝

に
関
し
監
督

上
必
要
「
翻
劉
測
引
刻
「
ョ
剰
鯛
Ｊ
引
ｑ

（指
定
の
取
消
ロ
ヨ

該
当
す
る
と
「
国
劇
刺
コ
刊
川
刻

の‐
コ
剣

下‐
剰

の‐
測
ｄ

ｌこＩ
Ｊ
ｄ
日
ｄ
目
劇
引
測
Ｊ

Ｊ

馴

副

日

劃

ヨ

型

コ

目

ヨ

劃

羽

饗

馴

ｄ

到

部
の
停
止
を
命
ず
る‐
ョ
川
刑
剰
劃
到
ｑ

一　

第

二
十
人
条
洲
到
詞
覇
∃
「
「
劉
判
謝
馴
樹
判
倒
列
ｑ
樹
瓢
嗣
ヨ
翻
劉
引
ｑ
到
ど
洲

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
ズ
γ
上
Ｒ

指
定
に
関
し
不
コ
洲
月
期
翻
引
列

つ―
月
日
コ
瓢

口

剣
剰
■―
州
劉
劉
馴
到
Ｊ
月
訓
司
劉
到
引
＝
劃
ヨ
コ
「
『
創
川
測
剰
酬
測

業
務
を
行

つ
た
と‐
司

２‐

目
創
劉
剛
ヨ
剛
「
覇
Ш
Л
剰
網
日
測
明
判
剰
到
側
悧
倒
Ч

▼
―

創
囲
「
羽
川

三 に |
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Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

第
四
章
の
二
　
有
料
老
人
ホ
ー
ム

（届
出
等
）

第
二
十
九
条

　

（略
）

２

～

５

（略
）

６‐

引
翻
「
網
―‐
劉
Я
ョ
２
測
劇
召
ョ
覇
劉
劇
¶
劉
国
ｄ
ｑ
側
冒
馴
劉

同
期
劉
「
側
ョ
悧
倒
謝
瓢
個
倒
川
劃
翻
刊
劃
ョ
倒
劇
「
引
引
週
細
劉

召
ｑ
倒

の‐
倒
刷
引
劃
引
Ｕ

で
は
な

ら
な

い
。

（略
）

創

刊

劉

劇

錮

ョ

日

前
‐

目

国

例

劃

樹

ョ

劉

劉

圏

国

馴

呵

劃

翻

刊

「

劇

国

口

割

∃

コ

司

コ

翻

¶

劃

コ

翻

日

付

瀾

困

劉

網

目

制

綱

以

場

日

訊

目

倒

ヨ

引

針

徊

剰

ｇ

到

剰

綱

り

創

襴

劉

日

「

９‐

ｏ
ｌＯ‐

　

（鼈

１１‐
　
都
道
府
県
知
事
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で

の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き
、
入
居
者
の
処
遇
に
関
し
不
当
な
行
為
を
し

、
又
は
そ
の
運
営
に
関
し
入
居
者
の
利
益
を
害
す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き

、
そ
の
他
入
居
者
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
設
置

者
に
対
し
て
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き

る
。

‐２
　

（略
）

81 71

須
ヨ
ヨ
樹
國
淵
劉
劉
鶏
Ｈ
剣
覇
り
個
目
ｕ
督
割
「

そ
‐

ｇ

剰

刊

測

コ

劉

日

「

第
四
章
の
三
　
有
料
老
人
ホ
ー
ム

（届
出
等
）

第
二
十
九
条

　

（略
）

２
～
５
　

（略
）

（新
設
）

６
　

（略
）

（新
設
）

７‐

ｏ
８‐

　

（略
）

９‐
　
都
道
府
県
知
事
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
一で

の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き
、
割
訓
利
瀾
闊
刑
網
制
―‐
劇
¶
創
伺
劃
Ｈ
圏
ｄ

割

（
―
川
「

「
―
川
刷
剤
「
ｄ
劇
列
刊
「
の
処
遇
に
関
し
不
当
な
行
為
を
し
、
又
は
そ

の
運
営
に
関
し
入
居
者
の
利
益
を
害
す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他

入
居
者
の
保
護
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
設
置
者
に
対
し
て

、
そ
の
改
善
に
必
要
を
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

１０
　

（略
）
　
　
　
　
　
・



（後

見
等

に
係

る
体
制

の
―整

個
珊
〕

ё

コ

剖

劃

目

劃

∃

割

＝

日

倒

例

劃

Ｊ

劉

司

渕

「

洲

ヨ

コ

月

倒

引

劉

劃

測

劉

刷

倒

馴

劃

剰

呵

目

国

「

日

剣

劃

目

∃

樹

到

日

割

割

窮

覇

珊

洲

国

測

ロ

コ

コ

劃

劃

引

劇

ヨ

科

樹

劉

な

い
。

２‐

翻
ョ
督
コ
「

古‐
淵
相
コ
例
劇
ヨ
馴
倒
劉
淵
当
謝
ｄ
コ
日
川
＝
刊
口
測
で―

剖
刊
州
鯛
ヨ
刷
矧
劉
潤
川
ヨ
劉
ｇ
■
「
劃
遇
日
刑
劇
コ
劇
劃
刷
ヨ
翻
目
劃

し
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
”Ｌ
倒
烈
鮒
劉
例
「
馴
側
咽
到
日
「
『

（緊
急
時
に
お
け
る
厚
生
労
働
大
臣
の
事
務
執
行
）

第
二
十
四
条
の
二
　
第
十
人
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（同
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
の
取
消
し
を
除
く
。
）
又
は
第
ョ
刊
刑
コ
創
劉
引
劉
列
酬
剰
刊

〓―
硼
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
養
護
老
人
ホ

ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
者
人
ホ
ー
ム
又
は
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
の
保
護

の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚

生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２
・
３
　

（略
）

第
二
十
九
条
　
第
十
人
条
の
二
第
一
項
又
は
第
コ
刊
川
劉
剣
刊
「
側
の
規
定
に
よ
る

命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

ブ（）
。

（新
規
）

（緊
急
時
に
お
け
る
厚
生
労
働
大
臣
の
事
務
執
行
）

第
二
十
四
条
の
二
　
第
十
人
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（同
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
の
取
消
し
を
除
く
。
）
又
は
劉
「
コ
＝
創
劉
利
劃
ヨ
別
例
第
川
側
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
養
護
老
人
ホ
ー

ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
の
保
護
の

た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生

労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。

２
ｏ
３
　

（略
）

第
二
十
九
条
　
第
十
人
条
の
二
第
一
項
又
は
剣
コ
刊
川
剣
剣
川
硼
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る



第
四
十
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一　
剣
コ
刊
川
剣
剣
川
硼
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は

虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、

若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

二
～
四
　

（略
）

附
　
則

（養
護
者
人
ホ
ー
ム
等
の
設
置
等
に
係
る
中
核
市
の
長
に
対
す
る
助
言
等
）

第
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
社
会

福
祉
法
人
が
中
核
市
の
区
域
内
に
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別

養
護
老
人
ホ
「
ム
の
所
在
地
を
含
む
区
域

（介
護
保
検
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
養
護
老
人
ホ

ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
第
二
十
条
の
九

第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
お

い
て
定
め
る
そ
の
区
域
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

必
要
入
所
定
員
総
数
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し

く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
に
よ
つ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認

め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
中
核
市
の
長
に
対
し
、
必
要
な
助
言
又

は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　

（略
）

第
四
十
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一　
劉
ョ
刊
月
刻
湖
刊
ョ
剣
刊
剰
創
ｕ
ｄ
ｌま―
剣
ヨ
刊
刑
裂
剣
ｄ
呵
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質

問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
ｔ
く
は
こ
れ

ら

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

二
～
四

　

（略
）

附
　
則

（養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の
設
置
等
に
係
る
中
核
市
の
長
に
対
す
る
助
言
等
）

第
七
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
μ会

福
祉
法
人
が
中
核
市
の
区
域
内
に
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特

別

養
護
老
人
ホ
ト
ム
の
所
在
地
を
含
む
区
域

（介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
第
二
項
一第

一‐
別
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
養
護

老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ト
ム
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
第
二
十

条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
老
人
福
祉

計

画
に
お
い
て
定
め
る
そ
の
区
域
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ボ

ー
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
養
護
老
人
ホ
ー

ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
に
よ
つ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な

る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
の
達
成
に
支
障

を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
中
核
市
の
長
に
対
し
、
必
要
な

助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　

（略
）



○
　
社
会
福
祉
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

（第
三
条
関
係
）

抄

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

日

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
令
ｃ

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
次
に
掲
げ
る
事
業
を
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
と
す
る
。

一
～
三

　

（略
）

四
　
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
、
老
人
短
期
入
所
事
業
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
可
謝
矧
川
刈
屈

型
老
人
共‐
倒
引
目
捌
列
割
判
劇
副
例
劉
型
デ
ーー
劇

スー
樹

事
業
及
び
同
法
に
規

定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
、
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
又
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業

五
～
十
三
　

（略
）

４
　

（略
）

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
次
に
掲
げ
る
事
業
を
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
と
す
る
。

一
～
三

　

（略
）

四
　
老
人
福
祉
法
に
規
定
す
る
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事

業
、
老
人
短
期
入
所
事
業
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
剰
―ま‐
訓
刹
刑
対

屈
劉
ｄ
川
剥
副
引
測
例
引
割
業
及
び
同
法
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
一
者
人
短
期
入
所
施
設
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
老
人
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業

五
～
十
二

　

（略
）

４
　

（略
）



（略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

同
則
剣
コ
裂
劇

「
‐

（
‐

同
潤
劉
四

十
八
条
第

一

○
　
健
康
保
険
法
等
の
一

（第
四
条
関
係
）

部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）

第
九
条
　
一員
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

「
第
ヨ
号
に
規
定

到
指
定
介
護

刻
劉
型
目
劇
刑
訓
ｄ
囲
く
．
‐
刊
口
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
　
介
護
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（略
）

第
七
十
二
条
第

一
項
中

「又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
、

「又
は
第
四
十
八

条
第

一
項
第
二
号
の
指
定
」
及
び

「又
は
指
定
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「又

は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
り
、

「若
し
く
は
第
百
四
条
第

一
項
」
を

「又

は
第
百
四
条
第

一
項
」
に
改
め
、

「、
又
は
第
百
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ

り
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
若
し
く
は
第
百
四
条
第

一
項
若
し
く
は
第
百
十

ョ
刻
の‐
ョ
刊
ョ
剣
利
日
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
取
消
し
が
ぁ
っ
た
と
き
」
を
削
る

（略
）

附
　
則

（施
行
期
日
）

抄

（傍
線
の
部
分
は
改
正
螺
ｗ分
）

第
九
条
　
一員
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
ょ
う
に
改
正
す
′る

（略
）

第
二
十
六
条
　
介
護
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（略
）

第
七
十
二
条
第

一
項
中

「又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
、

「又
は
第
四
十

八

条
第

一
項
第
二
号
の
指
定
」
及
び

「又
は
指
定
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

「又

は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
り
、

「若
し
く
は
第
百
四
条
第

一
項
」
を

「又

は
第
百
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、

「、
又
は
第
■
七
条
の
二
第
一
項
の
規
障

‐―こ
ほ

り
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と
き
若
し
く
は
第
百
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
十

ョ
刻
の‐
コ
刊
対
第
利
硼
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
取
消
し
が
あ
っ
た
を
き
」
を
削
る

（略
）

附
　
則

（施
行
期
日
）



第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
十
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
五

　

（略
）

エハ
　
第
五
条
、
第
九
条
、
第
十
四
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
六
条
並
び
に
附
則

第
五
十
三
条
、
第
五
十
人
条
、
第
六
十
七
条
、
第
九
十
条
、
第
九
十

一
条
、
第

九
十
六
条
、
第
百
十
一
条
Ｈ
剣
劃
刊
刊
列
の‐
コ
測
が
剣
劃
ヨ
刊
刻
の‐
二‐
の
規
定

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

（健
康
保
険
法
等

の十
一‐
剖
劃
コ

ーこ―
翻
引
劇
樹
樹
国
倒

罰

刻

謝

目

翻

「

国

弼

到

創

劃

園

日

「

矧

嘲

刻

詞

目

引

列

百

覇

国

劃

司

司

目

Ｊ

劃

コ

劉

買

馴

劃

恩

目

倒

剛

到

コ

郷

η

∃

国

馴

∃

∃

副

ヨ

冨

因

獨

劃

「

副

刻

翻

倒

罰

馴

罰

翻

劇

園

劉

∃

、
旧
介
護
保
険
法

の
規
定
「
酬
則
剣
コ
刊
川
刻

の‐
刑
ｄ

ｌこＩ
Ｊ
ｄ
測
劇
詞

の‐
回
刻
州

務
員
共
済
組
合
法

の‐
例
ｄ
「
酬
酬
翻
剰
刊
Ｊ
刻
湖
劉
個
□
Ｊ
ぶ
測
ヨ
酬
硼
劇
月
洲

目

翼

剰

日

劃

コ

劃

ヨ

封

コ

引

副

ヨ

翻

副

劃

日

劉

Π

期

「

∃

コ

倒

劃

斡

剰

副

劉

剛

定
、
附
則
第
九
十
本
利

の‐
冽
ョ

ーこ―
劃
引
引
コ
詞

の‐
劇
則
司
雇
川

の‐
側
週

―こ―
蘭
引

る
特
別
措
置
法
の
規
定
「
酬
酬
劉
劉
刊
「
ＴＩ
劉
ｑ
測
赳
目
劃
月
鮒
瑠
劃
馴
菫
副
町
司
劇

矧

□

劃

署

劃

習

劃

劃

劃

ヨ

刻

目

剰

ヨ

翻

則
第
百
十

一
条
の
二
ｑ
冽
ヨ
ｑ
劃
引
列
コ
訓
の‐
ョ
州
制
州
別
劇
釧
―こ―
剥
引
ｄ
劇
現

行
政
の
推
進
に
関
引
劉
調
徊
の‐
測
ｄ

（
‐

こ―
測
引
の‐
刑
ｄ
ｌこ―
ヨ
ｄ
ｄ
斜
州
の‐
刑
劇
冽

含
む
。
）
は
、
平
成‐
ョ
劇
「
副
倒
ヨ
劇

日‐
劉
刑
の‐
同
劇
側
引
剰
鮒
酬
剰
測
引

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
十
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
五

　

（略
）

エハ
　
第
五
条
、
第
九
条
、
第
十
四
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
六
条
並
び
に
附
則

第
五
十
二
条
、
第
五
十
人
条
、
第
六
十
七
条
、
第
九
十
条
、
第
九
十

一
条
、
第

九
十
六
条
、
第
百
十
一
条
測
洲
劉
翻
コ
Ｊ
∃
ヨ
留
コ
の
規
定
　
平
成
二
十
四
年
四

月

一
日

（新
設
）



ブ（）
。

２‐

司
∃
ｇ
コ
倒
＝
引
剰
剥
ｄ
ｑ
劉
引
彗
刷
刻
渕
う
ど
封
引
耐
則
当
日
闘
潤

剣
馴
＝
州
コ
コ
日
劃
ョ
瓢
リ
コ
目
「
刻
劃
劇
ョ
刊
引
ョ
劉
刊
Ｉ‐

ロ
ー

ヨ
ョ

ーこ―

徊
倒
引
ヨ
曇
刹
箸
目
測
君
謝
「
劇
劉
劇
煽
刻
側
関
樹
州
ロ
ョ
覇
剤
「

同‐
司

例
Ы
「
冽
測
徊

前

の
例

に
よ

る
。

劉
コ
刊
利
鋼

の‐
測
ｄ

の‐
刑
州

の‐
副
詞

―こ―
劃
測
測

―日‐

介
護
保
険
法
第
百
七
条
第

一

31

月
ヨ

剰
ヨ

「

司
〓

月
∃

劃

烈
ｇ

劉
創

徊

日
コ

網
目

創

督
引

剣
剰

網

覆
月

「
日

引

樹
曳

司
剰

ョ

粥
須

鋼
ゴ

創

川
剰

鰤
引

劉

ョ
剣

ョ
瘍

倒

細
馴

、
国

倒

ヨ
国

獅
翻

列

箇
目

璽
目

倒

剰
犯

劉

刹
嶽

ロ

コ
例

剰

調
曇

∃

日
劃

ョ

劇
ｄ

剰
調

翻

目
鳳

刊
剣

蜜

ョ
ョ

ョ
ｇ

ョ

例
ョ

日
ョ

「

劉

項‐

剰
調

曇

ョ
ロ

劃
習

刻

樹
「

司
月

ョ

ロ
ョ

細
引

利

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
規
定
を
適
用
す
る
。

（罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
三
十

一
条
　
こ
の
法
律

（附
則
第

一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当

該
各
規
定
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
、
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た

行
為
ョ
洲
―こ‐
こ‐
の‐
洲
徊
の‐
測
徊
例
詞
刹
剣
一‐呵
の‐
例
題
―こ―
劃
引
潤
剥
ｄ
の‐
列
ガ
ｄ

利
捌
刻
訓
コ
ｑ
Ц
ぎ
剰
切
馴
馴
倒
口
悧
翻
鋼
引
創
日
徊
湖
剰
劉
側
躙
利
列
酬
嗣
刊
捌
川
側
利
に

対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（罰
則
に
関′
す
る
経
過
措
置
）

第
百
三
十

一
条
　
こ
の
法
律

（附
則
第

一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、

当

該
各
規
定
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
こ
の
附
則
の
規
申
一に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ

り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
移
一に

し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



０
　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

（第
五
条
関
係
）

（昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）

目
次第

一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

附
則（定

義
）

第
二
条

　

（略
）

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「介
護
福
祉
士
」
と
は
、
第
四
十
二
条
第

一
項
の
登
録
を

受
け
、
介
護
福
祉
士
の
名
称
を
用
い
て
、
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
も
つ
て
、
身

体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ

る
者
に
つ
き
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
介
護

（
‐
囃
難
劇
引
ｄ
の‐
個
の‐
ぞ
の‐
割
が
劇
制

生
活
を
営

む

の
に
ス
コ
ヨ
州
鮒
釧
＝
列
ｑ
「
――
国
国

の‐
倒
利
釧
司

―こ―
行
が
測
ぶ
測
州

（厚
生
労
働
省
令

で
劇
困
劇
測
淵
嗣
嗣
刻
「
副
劉
「
副
悧
細
御
訓
コ
川
劇
劉
■

）
―

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「介
護
福
祉
士
」
と
は
、
第
四
十
二
条
第

一
項
の
登
録
を

受
け
、
介
護
福
祉
士
の
名
称
を
用
い
て
、
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
も
つ
て
、
身

体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ

る
者
に
つ
き
心
身
の
状
況
に
応
じ
た
介
護
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の
介

護
者
に
対
し
て
介
護
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と

（以
下

「介
護
等
」
と
い
う
。

）
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

を
含
む
。
）
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
者
及
び
そ
の
介
護
者
に
対
し
て
介
護
に
関
す

る
指
導
を
行
う
こ
と

（以
下

「介
護
等
」
と
い
う
。
）
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

抄

総
則

（第

一
条
―
第
二
条
）

社
会
福
祉
士

（第
四
条
―
第
二
十
人
条
）

介
護
福
祉
士

（第
二
十
九
条
―
第
四
十
四
条
）

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
の
義
務
等

（第
四
十
四
条
の
二
―
第
四

十
九
条
）

罰
則

（第
五
十
条
―
剃
ヨ
刊
利
裂
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
ｃ

総
則

（第

一
条
―
第
二
条
）

社
会
福
祉
士

（第
四
条
―
第
二
十
人
条
）

介
護
福
祉
士

（第
二
十
九
条
―
第
四
十
四
条
）

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
の
義
務
等

（第
四
十
四
条
の
二
―
第
四

十
九
条
）

罰
則

（第
五
十
条
―
剣
コ
刊
回
剣
）

目
次第

二
早

第
二
章

絆弟
〓
〓
早

第
四
章

第
五
章

附
則



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
口
日
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

（欠
格
事
由
）

第
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
社
会
福
祉
士
又
は
介
護
福
祉

士
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な

つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者

〓
一　
こ
の
法
律
の
規
定
そ
の
他
社
会
福
祉
又
は
保
健
医
療
に
関
す
る
法
律
の
規
定

で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

を
経
過
し
な
い
者

四

　

（略
）

（連
携
）

第
四
十
七
条

　

（略
）

２
　
介
護
福
祉
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
担
当
す
る
者
に
、

認
知
症

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
の
二
に
規
定

す
る
認
知
症
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
等
の
心
身
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ

て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
が
総
合
的
か
つ
適
切
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
関
係
者
等
と
の
連
携
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

潤

翻

朝

日

「

回

目

劃

「

調
徊
第
コ
司
ョ
刑
「
剣
ョ
刊

一‐
剣
剣
「
口
測
が
劉
ョ
刊
∃
側
洲
規
定
に
か
か
わ
ら

劇
Ｈ
謝
劇
ｑ
樹
明
ｄ
ｕ
ｄ
嘲
慶
劇
引
割
ｄ
綱
引
ョ
Ｊ
引
剰
日
引
ぶ

こ
と
が
で
き
る

（欠
格
事
由
）

第
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
社
会
福

´
祉
士
又
は
介
護
福

祉

士
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る

こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

〓
一　
こ
の
法
律
の
規
定
そ
の
他
社
会
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
計
林令

で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、　
又

は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
｝い

者

（略
）

（連
携
）

第
四
十
七
条

　

（略
）

２
　
介
護
福
祉
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
担
当
す
る
者
に
、

認
知
症

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
劉
川
刻
翻
鋼
劇
創
側
に

規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
等
の
心
身
の
状
況
そ
の
他
の
状
況

に

応
じ
て
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
が
総
合
的
か
つ
適
切
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
福
祉
サ

ー
ビ
ス
関
係
者
等
と
の
連
携
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（新
設
）



２‐

謝
ヨ
留
コ
側
「
劃
薗
刊
コ
劉
ヨ
ヨ
倒
冒
＝
捌
潤
劇
「
全
ヨ
刊
ＩＩ
ゴ
劉
ヨ

月

倒

コ

劃

ヨ

劉

劉

翻

鼎

綱

劇

測

剰

副

司

（喀
痰
吸
引
等
業
務
お
抵
量
疹

祉
士
が
行
ヶ
Ы

の‐

―こ‐

・限
‐

ｄ
刊

〉‐
洲
ヨ
鋼
「
翻
劉
川
訓
悧
細
劉
馴
朝
ヨ
ヨ

・
―

劇
り
■

）
を
行
お
う
ど
引
刻
劇
日
「
引
ｇ
ｑ
調
判
謂
「
ロ
ロ
「
Ｊ
ｑ
ｑ
調
潤
翻
期
目
コ
『
「
到
都

剤

卿

劉

創

引

劃

釧

引

樹

創

４

「

２‐

訓
「
ｑ
目
「
州
「
川
測
ヨ
嗣
目
耐
ｄ

「
―
劃
釧
「
倒
り
「

）
―
覇
劃
測
到
引
劇

項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
都
道
川
県
剣
劃
潤
測
劃
刊
爛
則
悧
鮒
鱒
割
測
鯛
¶

一‐

剰
倒
馴
馴
創
馴
刻
川
躙
悧
湘
＝
潤
川
司
司
到
「
『

フ^
―
剰
＝
馴
馴
尉
劇
冽

二‐

調コ
謂
劉
引
引
畑
調
潤
川

〓
一口

召
ｑ
Ш
例
劉
翻
馴
馴
＝
劇
謝
ぶ
引
剰

（欠
格
条
項
）

と
が
で
き
な
い
。

一‐

一翻

翻

「
湖

刑

目
劉

日

剰
「

ｄ

倒

捌
釧

”

町
「

「

珂
鯛

刻

り
割

司

ｄ

司
側

側

鯛

劉

３

ｄ

劇

引

日

日
「

ぞ

ヨ

釧

剰

翻

樹

潤

耐

剖

二‐

一，剰

目

日
凋

刑

劇
剰

躙

捌
コ

日

引

コ
瀾

目

目
目

目

劇
コ

劇

目
月

剰

劇

を
終
わ
り
、

又
は
釧
刻
川
劃
劉
劉
創
刊
州
洲
樹
ｄ
潤
瑚
例
割
剰
＝
馴
馴
到
Ч
ｑ
コ
銅

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
ヨ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
■
ロ
ロ
ロ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
‐

期
卿
「
側
細

ヨ

劉
馴
＝
劉
謝
召
剣
測
目
「
謝
剰
国
ョ
悧
樹
日
月
「

そｌ
ｇ
糊
倒
湖

日‐

冽
劉
司
釧
ｕ
ｄ
∃
年
を
経
過
し
な
い
者

口

調
川
ｑ
列
劃
Ч
劃
剰
コ
冽
馴
測
引
利
到
ｑ
刻
コ
□
馴
∃
剰
詞
剤
湖
洲
―こ―

調
判
コ
ｇ
剰
爛
ョ
瀬
列

（登
録
基
準
）

到
鋼
司
刊
詞
Ц
川
剖
洲
凋
―こ‐
矧
酬
ｄ
劃
調
硼
型
ョ

ーこ‐
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登

録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一‐

目
田
ゴ
コ
調
明
剰
＝
脚
目
目
翻
欄
引
ｄ
ｑ
ョ
周
馴
翻
用
馴
綱
劇
刻
副
列

Ц
Ч
コ
刷
割
コ
馴
剣
コ
劃
側
刻
劃
鋼
嗣
一適
合
し
て
い
る

こ
と
。

コ

呵
囚
劉
Ш
淵
翼
刑
里
劉
引
劃
劃
洲
馴
口
劇
鋼
劇
ｄ
ョ
釧
剰
瀾
調
月

劇
訓
ヨ
鋼
刻
劇
引
コ
∃
国
翻
割
ｄ
＝
□
ｇ
劉
ヨ
翻
劃
州
ョ
日
コ
列
倒

ヨ

一‥目
Ч
劃
瓢
詞
召
ｑ
卿
目
目
翻
硼
剖
咽
引
訓
硼
列
引
罰
留
謝
謝
層
司

ｑ
側
訓
彗
蟹
劇
刊
引
到
剰
霜
磐
樹
引
劇
倒
馴
翻
劉
『
ョ
留
訓
劉
日
洲

冽
ｕ
劇
Ы

の‐
ｄ
ｕ
ｄ
目
測
¶
倒
翻
悧
爛
ｄ
硼
ｄ

場
合

に
該

当

し
な

い
こ
と
。

到
鋼
刷
Ｈ
到
錮
劉
―こ‐
列
Ц
例
酬
ｄ
割
呵
日
詞
到
り

で
す
る
も

の
と
す
る
。

21

目
劉
側
輿
期
国
ョ

翻
「
堀
蟄
刻
∃
留
日
例
コ
ョ

列

更‐
等
の
届
出
）

刻
哺
「
国
■
劉
回
引
川
刻

の‐
ョ
釧
コ
剰
剣
「
馴
洲
引
剣
ョ
割
測
刊

―こ―
掲
げ
る
事
項

な
刻
剰
ｕ
劃
列
日
引
ｄ
ｄ
剖

―ま‐
み
ら
か
じ
め
、
同
項
第
四
ロ

に
掲
げ
る
事
項
に
変

二 |一 |

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



目

刻

ｄ

割

国

測

ｄ

馴

ｇ

日

曹

督

劉

ヨ

鳳

剣

引

剛

な
ら
な

い
。

２‐

ョ
剛
馴
翻
引
劃
覇
コ
測
「
圏
囚
劉
劃
業
利
目
¶
洲
到
劉
引
測
■
た―

引
劃
「
潤
湘
司
く
、
Ｉ
Ｊ
洲
副
ｄ
翻
劇
日
州
割
国
倒
酬
潤
引
相
知
樹
剰
劇

３‐

司
ョ
ｇ
コ
倒
「
烈
劇
日
劉
列
割
刊
劃
日
「
ゴ
訊
ヨ
鋼
「
悧
蜀
醐
ヨ
当
習

の
登
録
は
、
そ
の
効
力
を
失
「『

（登
録
の
取
消
し
等
）

目

剥

燿

釧

劃

ぶ

劃

副

引

Я

ヨ

剛

引

期

ヨ

朝

日

翻

劉

ヨ

ぞ

喀
痰
吸
引
等
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
こ
川
剰
綱
劃
引
矧

一　

第
四
十
人
条

の
四
各
号

（第
ヨ
引
引
園
ｄ
「
「

の‐
州
引
測
洲
目
訓
劃
引
ぶ
副

至

つ
た
と
き
。

コ

劉
馴
十‐
州
劉
躍
馴
到
翻
劇
朝
耐
矧
げ
引
ヨ
側
□
側
刊
州
列
劇
馴
刑
コ
劃

瓢

劉

刻

劉

日

ぶ

劇

ヨ

司

劇

目

同

コ

科

超

割

虚
偽

又
は
不
正
の
事
実
日
月
司
Л
コ
Ｊ
側
困
習
ヨ
翻
刊
コ
ｕ
可

（公
示
）

川

引

樹

側

目

「

一‐

ョ
劉
「
覇
月
副
刊

二‐

相烈
＝
劇
刹
ｇ
ョ
到

項‐
倒
劃
目
「
烈
劇
判
ｄ
川
碧
引
劇
目
翻
瀾
酬

ｑ
日
馴
劉
目
割
ヨ
洲
刻
祠
司
Ч
測
馴
利
川
目
劉
紺
州
日
明
劉

）―
洲

四
1刊

三
|

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



あ

つ
た
と
き
。

剃
馴
刊
川
剰
ｑ
利
剃
コ
園

の‐
例
劇

に
よ
る
届
出
が
あ

つ
た
と
き
。

刻
コ
翻
嘱
現
劉
蟄
「
剰
「
測
□
劉
ョ
ヨ
爾
引
樹

命
じ
た
と
き
。

（準
用
）

引
矧
ｄ
調
剤
引
劉
引
日
召
劇
倒
司
司
測
劇
剰
ョ
コ
刷
劉
樹

刻
国
「
ど
冽
利

の‐

―ま‐
「

「
‐

都
週
府

県
知
事
」
と
読

み
替
え

る
も

の
と
す

る
。

目
日
期
馴
烈
州
ｇ
綱
「

劉
酬
コ
川
創
劉
ｑ
刊
　
剃
口
刊
川
剣
硼
ョ
洲
引
調
刻
劃
冽
〕「に
規
定
す

る
も

の
の
ほ
か
、

嘱
幻
劇
引
割
剰
別

の‐
劃
錮

―こ―
劃
ｕ
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
。

（権
限
の
委
任
）

第
四
十
八
条
の
十

一

（略
）

第
五
十
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

一
～
三

　

（略
）

回

【烈
瑠
劇
劉
９
劃
コ

項‐
司
劃
目
ｕ
ヨ
ｕ
「
国
劉
凋
劃
劉
ョ
測
潤
劇

■
Ｊ
翻
翻
到
劉
劃
引
紹
矧
測
引

コ

相烈
¶
月
劉
ｑ
劇
覇
翻
日
劃
創
翻
翻
引
制
ョ
剰
ロ
コ
ｑ
剰
刊
目
目

ｕ
．川
劃

四に |
第
五
十
五
条

刻

召

剛

劃

刻

倒

調

引

引

劃

『

召

ョ

鳳

引

倒

（新
設
）

（新
設
）

（権
限
の
委
任
）

第
四
十
人
条
の
二
　

（略
）

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

に
処
す
る
。

一
～
三

　

（略
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

二
十
万
円
以
下
の
回
訓
金
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た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一‐

一‐烈
劉
川
刻
ｑ
引
馴
＝
ｄ
ｇ
劉
引
劉
刊
コ
剣
躙
劉
日
劃
劇
コ
刷
日

ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と‐
句

二‐

劉
判
「
『
司
コ
Я
測
ぞ
釧
刷
コ
劃
ヨ
刊
劉
ヨ
目
凋
刑
ヨ
「
刻
到

バ
馴
刊
コ
潤
劇
引
綱
月
「
川
鳴
覇
倒
ｄ
国
刷
倒
「
又‐
国
馴
則
期
酬

て
陳
述
を

せ
ず
、
若

し
く

は
虚
偽

の
園
週
引
耐
月
ｕ
劃
『

刻

劃

剰

Ｊ

劉

側

ヨ

則

ｇ

囲

罰

コ

劇

珊

劃

菊

劉

利

ｄ

国

ヨ

ヨ

劃

裂

ｇ

園

期

刊

召

割

『

ｄ

創

劃

訓

創

「

そ
―

の
法

人

又
は
人
に
対
し

て
も
各
本
条
硼
罰
劉
刑
馴
剰
劉
刻
矧

附
　
則

（認
定
特
定
行
為
業
務

従
事
者
目
綱
Я
潤
馴
劉

到
創
Ч
】
？
刊

同
‐
劉
コ
刻
瓢
ロ
ヨ
ｇ
当
紹
割
瓢
コ
閣

劉
日
剤
「
日
剖
釧
「
瓢
目
留
釧
網
刻
劃
司
目
¶
Ｊ

‐ま
―

Ｊ
列
ｇ
コ
翻
銅
劉
国
０
口
馴
ヨ
割
疹
ヨ
翻
翻
∃
習
刻

ｇ
劉
剰
利
日
測
頻
剰
紹
リ
コ
「
日
測
ヨ
翻
コ
「
国
狙

刊
剣
翻
劃
刃
引
覇
ヨ
習
国
相
ヨ
霧
蟹
留
繊
「
燿
刻
努

∃
日
瑠
釧
劇
刻
劉
劉
楊
劃
習
国
ｕ
ｇ
ヨ
翻
筍
ヨ
引
樹

網
目
¶
Ｊ
刊
劇
「
ゴ
租
ヨ
コ
菫
コ
刻
ヨ
氣
ヨ
∃
■
煽

Ч
瀾
笙
国
月
劉
日
引
細
刻
糊
ｇ
霧
ｇ
コ
剰
習
月
「
覆

者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
「

２‐

訓
剰
倒
月
劉
倒
到
網
劃
馴
潤
劇
州
剰
徊
引
馴
ヨ
劉
刻
¶
副
劃
だ
つ―
「
『

医
師
、
看
護
師
そ

の
他

の
医
療
関
係
者
ｄ
硼
劃
目
馴
測
綱
月
則
悧
鮒
矧
割
則
鯛
¶

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



第
四
条
　
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

劉
目
Ｊ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
交
付
す
る
。

２‐

調
コ
到
月
矧
里
剛
相
ョ
剖
司
コ
引
「
月
藝
日
剰
冽
口
彗
ヨ
引
馴
刷
期
ロ

て―
謝
目
コ
州
凶
菫
謝
犯
割
剖
州
引
剣
＝
口
劉
剰
剰
訓
利
盟
劉
頚
潤
風
劃
Ｊ

召
「
『
Ｊ
翻
捌
側
翻
割
珂
引
召
９
日
翻
劃
劇
燿
習

（
―
凶
＝
覇
測
翻
糊
剰
劃

「
月
り
引

）
―
烈
相
引
引
倒
（―
凶
『
Ｊ
コ
翻
到
馴
引
例
「
爛
り
「

）‐洲
調
日

劉
塑
Л
日
割
覇
着
用
劇
刹
ヨ
劃
謝
刊
蠣
劉
刊
劇
劇
河
嘲
Ｊ
■
■
創
馴
劃
研

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３‐

劉
ョ
側
到
習
耐
「
測
司
倒
「
ｑ
劇
引
網
綱
親
ョ
引
●
ヨ
劉
刊
綱
劇
「
調

ヨ
矧
月
期
剰
列
劉
コ
剰
劇
引
鶏
創
冽
徊
矧
川
ョ
ｄ
コ
劃
瀾
「

一‐

劇
鋼
姻
割
川
コ
鯛
倒
綱
月

二‐

刻
鋼
馴
劃
の‐
刑
―こ―
川
ｄ
引
測
＝
ｄ
司
釧
徊
ｄ
紹
ｄ
引
＝
劇
―ま―
釧
徊
ｄ
劃
―すｌ
ｄ

ヨ
側
引
劇
潤
到
日
到
欄
□
製
劃
判
ヨ
ｄ
目
判
月
耐
召

ョ

こ‐
の‐
調
徊
の‐
測
ｄ
ｄ
の‐
個
樹
劉
硼
相
劇
―ま―
劇
側
劇
劇
―こ―
劃
引
ｄ
潤
徊
の‐
刑
劇

ｄ
湖
つｌ
ｄ
劇
剣
ｄ
ｄ
司
ｄ
ｄ
の‐
―こ‐
測
明
Ｈ
割
ｄ
の‐
刑
―こ‐
姻
ｄ
引
測
可
ｄ
の‐
判
徊

ｄ
網
冽
叫
Ｈ
剰
―ま‐
判
徊
ｄ
劇
引
ｄ
こｌ
ｄ
洲
潤
ｄ
潤
つ―
測
酬
力、―
引
赳
釧
ｕ
ｄ
二‐
釧

を
経
過
し
な
い
者

口

相耐
刷
劃
裂
ョ
潤
倒
ョ
じ、―
コ
翻
劉
刻
剰
ヨ
劇
コ
翻
「
ョ
「
国
到
日

「

ヨ

紹

目

国

刻

割

颯

コ

ｇ

引

割

ｇ

日

「

ｄ

紹

剰

棚

ヨ

ロ欄
月
剰
ョ
咽
測
劃
襴
用
コ
劉
錮
謝
州
割
釧
瑠
鋼
司
綱
引
剰
樹
引

測
Ｈ
ｄ
の‐
刊
洲
引
コ
釧
ｄ
制
週
ｕ
潤
劇
剖

４‐

翻
ョ
詈
翻
割
呵
Ｊ
瑠
錮
題
徊
翻
ョ
網
罰
司
倒
刻
瓢
馴
ｑ
目
引
綱
日

調
判
コ
樹
各
司
川
翻
酬
馴
ョ
Ц
測
馴
相
瀾
劇
ョ
劉
創
ヨ
Ч
朝
創
∃
司

調
計
コ
煽
測
劃
列
劉
コ
剰
ョ
調
纏
翻
＝
劉
ゴ
創
ゴ
Ｎ
「
劃
ｑ
司
凋
場

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）
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合

に
お

い
て
、

当
訊
馴
剣
硼
闊
到
側
□
刷
Ｈ
劉
劉
ヨ
∃
悧
『

二
Ｌ
‐

劉
コ
劇
刑
例
ｑ

一‐

】馴
刻
馴
川
ヨ
劃
馴
劇
司
Ｊ
剰
＝
羽
測
＝
里
ヨ
副
引
■
ヨ
酬
射
召

二‐

引
「
期
ヨ
「
Ｊ
烈
馴
測
「
『
引
劇
目
伺
引
邸
到
日
劃
馴
綱
棚
付

為
が
あ
つ
た
場
合

ョ

劇
劉
剤
利
劇
ｇ
ヨ
詞
期
司
り
馴
瑠
創
ヨ
劉
針
調
相
割
ヨ
習
銅
司

割

国

劉

目

ζ

５‐

引
創
月
網
硼
到
劇
＝
潤
潤
ゴ
∃
日
翻
州
利
ヨ
剰
劃
剰
訓
コ
闘
ヨ
翻

謝

劉

司

副

劃

劃

目

目

釧

馴

針

司

刊

劉

剰

月

到

利

ヨ

謝

訓

翻

副

製

謝

翻

刻

劃

飼

日

剣

刺

劃

劃

鋼

倒

刻

劃

邸

劉

留

コ

業
務
従
事
者

認
定

記
硼
潤
翻
日
馴
劉
ｇ
「
冽
召
州
訓
捌
刻
コ
劃
羽
倒
引
劃
刻
期
計
明
Ч

到

日

「

劃

要

望

争

繁

Ｊ

塞

∃

翼

藝

馴

例
翻
日
劃
劉
到
測
Ｎ
劃
副
「

厨

引

饗

覇

爾

馴

ヨ

裂

ゴ

夏

晉

到

が

日

日

て

「登
録
」
と

い
一「
Ｊ
刊
到
釧
引
利
司
口
司
Ц
ｑ

ｌま―
刷
則
劇
司
Ｊ
測
引

の‐
糊

―こ‐
謝

つ
た
者
は
、
当
該
到
詞

―こ―
例
ｄ
訓
劇

ら
し
て
は
な
ら
な

い
。

（
登
録

の
申

請

）

第
六
条
　
登
録

―ま‐
「
目
引
州
倒
劉
剣
ｑ
剰
劇
到
司
司
到
ｑ
劇
勾
ゴ
測
ヨ
四
刊
倒
『

喀
痰
吸
引
等
引
傷
冽
測
樹
＝
劇
劇
引
ｇ
司
ｑ
劇
調
嗣
「
剛
刻
り
謝

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

日

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



■
■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

ロ

ロ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

興

格
条
項
）

な

い
。

刊
　
州
劉
冽
劃

の‐
刑

―こ‐
川
ｄ
引
測
＝
ｄ

の‐
釧
引
が

終
わ
り
、

又
は
執
行
を
受
け
る

ヨ

劉

斑

劉

司

劉

劃

璃

目

ョ

コ

劉

薯

コ

「測

纏

利

凋

制

ョ

召

躙

捌

凶

樹

利

コ

朝

目

目

目

日

劇

コ

劇

目

月

剰

川

ｑ
列
ｑ
「
馴
剣
ｑ
劇
劇
引
Ы

の‐

―こ‐
劃
叫
Ц
罰
個

の‐
刑

―こ‐
姻
ｄ
引

れ
、
一
そ
の
執
行

引
縄
れ
明
Ｈ
剰
―ま‐
判
徊
ｄ
劇
引
ｄ

こ‐
Ｊ
洲
潤
ｄ
潤

つ‐
測
副
洲
引
起
算
し
て
二
年

刻
卿
「
側
細

三|

酬

劉

ぶ

η

翻

ロ

コ

引

覇

細

月

メ

刻

潤

樹

刷

昌

副

ヨ

創

倒

Ｈ

日

四|

調
川
ｑ
冽

つ‐
ｑ
Ｈ
ｄ

の‐
剰
冽
ｄ
徊
引
測
劃
司
引
ぢ

―こ‐
詞
ヨ
馴

の
い
ず
れ
か
に

諮

引

創

到

引

樹

劉

黒

劉

ョ

剣
川
条
　
都
週
川
劇
剰
劃
潤
「
耐
酬
劉
網
刻
烈
覇
劉
州
「
引
馴
型
録
を
申
請
し
た
者
が

列
口
刻
酬
引
刻
側

の‐
剣
で

―こ‐
週
倒
ｕ
で
州
ｄ
日
割
劇
「
日
録

を
し
な
け
れ
ば

な

い
。

一
|

嘲
刻
翻
翻
劃
訓
闘
咽
コ
到
調
徊
制
嗣
翻
御
コ
硼
「
鰍
剛
「
劉
科
■
に

つ
い
て
喀
痰

劇
引
「
硼
例
ｑ
判
冽
刻
剰
刑
引
劉
Ы
の

で
あ
る
こ
と
。

二|
倒
ｑ
判
司
口
飼
割
引
劉
Ｕ
の
で
あ
る
こ
と
。

三|

訓
コ
計
―こ―
捌
酬
ｄ
ｄ
の‐
の‐
劇
力、‐
司
劇
劇
硼
硼
馴
洲
ｄ
列
劃
謝
剰
沼
一正
か
つ
確

剣
―こ―
ョ
翻
割
刻
訓
Ы
相
劉
０
「
ｑ
日
ｄ
刊
劃
日
剤
馴
馴
剣
「
利
コ
期
ｄ
基
準
に
適
合

酬
コ
渕
鮒
留
凋
劇
翻
潤
「
劉
剛
引
刻
劉
翻
列
ｑ
圃
引
刻
劃
矧
到
日
あ
つ
て
は
、
医
師
、

利
調
飼
ｄ
の
個
硼
劇
利
珊
翻
翻
剰
樹
創
脚
國
Ｊ
側
錮
躙
Ⅷ
制
劃
一一）喀
痰
吸
引
等

（新
設
）

（新
設
）



喀
痰
吸
引
等
研
修
の
業
務
開
始
の
予
定
年
月―
日

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２‐

鋼日
翻
「
列
鰯
翻
劉
劇
目
劇
倒
劉
剤
引
謝
劉
劃
覇
∃
「
劇
創
測
コ
引

フ（フ
。一　

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

コ

到
鋼
到
割
田
馴
劇
＝
測
引
測
冽
測
川
洲
倒
引
図
釧
旧
¶
倒
劇
「
ｄ
副
＝

そ
の
代
表
者
の
氏
名

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

（登
録
の
更
新
）

第
九
条
　
登
録
は
、
五
年
以
上
十
年
以
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ

の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間‐
の
網
調
嗣
「
剣
引
「
刻
剰
躙
劉
引
劉
召
「

２‐

コ訓
刻
司
刑
ヨ
「
副
ヨ
到
翻
「
罰
剰
司
ヨ
刷
目
劇
引
ｑ

（喀
痰

吸
引
等

研
修

の
実
施

に
係
刻
舅
劃
ｇ

列
目
封
樹
鴛
∃
ヨ
刻
墨
綱
ヨ
創
引
目
日
州
剰
湘
劉
釧
傷

刻

測

胡

溜

創

測

「

（変
更
の
届
出
）

五|四 に |

第
十

一
条
　
登
録
研
修
機
関
日
「
副
酬
劉
「
州
劉
剰
コ
剰
劉
馴
「
劉
倒

に
掲
げ

る
事
項
を
変
更

し
劇
引
川
剰
刻
引
創
ヨ
『

府
県
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
日
潤
測
颯
川
「

（業
務
規
程
）

号
を
除
く
。
）

あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
都
道

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



目
司

ヨ

淵

翻

「

目

り

ｄ

圏

硼

Ｊ

因

劉

劉

傷

錮

刻

調

劉
職

輔

測

貿

璽

∃

倒

剣

引

剛

創

召

「

ョ

日

響

「

引

と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２‐

割
「
列
「
日
「
ｄ
凋
刻
引
劉
列
例
雪
調
襴
目
「
嘱
覆
馴
コ
コ
欄
涸
詞
「

劉
相
９
■
躙
渕
ロ
コ
列
倒
笥
ｑ
コ
ョ
冤
劃
∃
馴
日
司
■
引
賀
鋼
相
祖
覆
引

潤
‥圏
．「

（業
務
の
体
廃
止
）

引
「

又‐
国
網
「
劃
川
刊
刊
劃
司
Ｊ
日
引
馴
刷
劃
ヨ
ョ
引
剣
ｄ

（適
合
命
令
）

謝

樹

覇

劉

蝙

到

矧

ｄ

罰

引

馴

剤

「

剰

ョ

馴

例

翻

ヨ

釧

到

潤

測

ヨ

ロ

ヨ

刷

到

捌

劃

君

雪

２

気

引

副

ョ

綱

づ

ョ

と
が
で
き
る
。

（改
善
命
令
）

■
ｄ

轟

引

日

劃

ョ

囲

劉

翻

働

詞

剌

「

国

爾

翻

嘱

刻

冒
列

製

列

圏

ｑ

引

副

朝

日

蜘

劉

劃

繊

２

日

Я

剣

翼

列
瀾

淵

劃

司

詞

圏

∃

国

日

創

ｄ

ョ

細

到

封

ョ

到

割

スυ。

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



（登
録
の
取
消
し
等
）

引

劉

副

馴

璽

引

割

目

Ч

刻

鰤

弧

ヨ

矧

例

馴

劃

楊

の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
醐
目
潤
羽
湘
羽
刻
ョ
ョ
剰
鯛
Ｊ
引
ｑ

た
と
き
。

割
劉
「
翼
引
馴
ヨ
麦
ヨ
月
剰
日
劃
伺
燿
劃
「

前

二
条

の
規
定

に
よ
る
命
令

に
通
目
「
月
「
劃
『

附
則
第
十
人
条
に
お
り
「
珊
劇
羽
刻
国
到
「
剰
劉
ｑ
冽
劇

―こ―
測
剤
「
朝
り
釧
可

虚
偽

又
は
不
正
の
事
実
に
国
づ
洲
ｄ
副
翻
馴
劃
側
Ⅵ
側
釧
可

（
公

示

）

れ
ば
な
ら
な
い
。

一　
登
録
を
し
た
と
き
。

二‐

同
馴
利
劇
剤
「
日
劉
飼
コ
烈
劇
目
川
剰
引
司
Ч
割
劉
創
劉
倒
ヨ
劇
個
司

劇
刷
刊
利
別
劉
創
劉
倒
瀾
創
淵
潤
□
―こ―
例
到
国
剛
日
明
劉
）―剰
剰
∃
潤
ｄ

ｔ
ｅ

。

附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
「劃
倒
刷
硼
倒
列
ｇ
利
倒
可

劇

惣

劉

目

ヨ

副

割

日

「

又
‐

国

刻

劉

馨

川

剣

覇

の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

（準
用
）

劇
ｄ
コ
劉
刊
ゴ
郵
合
国
引
ヽ
劉
召
劉
Ｊ
謝
ヨ
ｑ
Ｊ
ａ

五 |四 に に | 下|四に |

則
第
七
条
各
号

（第

二
号
を
除

く
。
Ｙ

の
洲
引
月
調
閣
訊
郵
刊
刻
副
剰
∃

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



創

潤

湘

劉

ョ

倒

碁

「

国

ョ

刻

烈

劉

∃

列

ョ

コ

風

副

劉

刊

馴

Я

目

∃

∃

倒

弓

易

ョ

引

∃

日

硼

（厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

関

の‐
引
錮

―こ―
関
ｕ
凶
到

な
事

項

は
、

厚
生
労
働
省
令

で
定

め
る
。

翻
樹
行
為
業
務
の
登
録
）

刑
罰

剰

引

測
燿

躙

司

）
‐
ｇ

謝

ｄ

刊
目

ョ

矧

ョ
劉

目

リ

Ｊ
ｄ

網

引

網
劉

日

引

Я
ョ

詞

ョ

測
メ

ｄ

馴

劉
響

劉

創

都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２‐

刹
劇
劃
翻
翻
劉
刊
刀
調
剰
ｄ
劃
馴
謝
ヨ
釧
劉
剛
悧
習
ｑ
日
覇
Ｎ
刹

叫
十‐
州
刀
ョ
剃
∃
■
目
日
「
引
刻
締
刑
引
劉
判
「
簗
司
州
ョ
捌
劉
剃

馴
＝
州
刀
刊
リ
コ
ョ
鮒
瑠
司
ヨ
剛
月
劇
て―
調
劉
刻
「
こｌ
ｇ
刻
日
目
＝

「
Ｊ
瀾
樹
州
刑
■
「
ロ
コ
列
例
ヨ
「
Ｊ
副
引
日
「
副
劃
ロ
コ
型
刊
ど

Ｈ
Ｊ
躙
翻
到
割
渕
倒
川
測
引
ｑ
「
副
詞
伺
潮
ヨ
ｑ

ＬＩ
「
利
劇
劃
割
ョ

倒
劇
謝
翻
翻
「
引
引
川
潤
「
国
馴
「
羽
刻
劉
コ
月
覇
司
劃
「
判
割
川

川
「
覇
測
鞘
ｄ
ａ
コ
コ
割
「
目
¶
刊
呵
「
側
Ｊ
「
珊
劉
劉
コ
翻
Ц
日

ヨ
訓
測
留
刊
ど
引
剣
卸
コ
劃
錮
コ
州
測
到
劃
ヨ
川
「
剣
馴
＝
劃
湖
口

剣
ヨ
コ
「
翻
口
■―
州
調
コ
「
引
引
測
潤
「
劉
判
「
刻
司
「
洲
翻
劉
コ

引
劉
コ
目
凋
お‐
ゴ
珈
翻
割
ｄ
冽
到
馴
州
「
日
「
「
劃
口
＝
州
調
ヨ
劉

コ
劉
劉

百‐
コ
「
訓
倒
襴
凶
劃
「
ＴＩ
州
引
到
ｑ
国
引
倒
ヨ
徊
剰
」
ど
、
同
項
第
二
号

「

颯

劃

劉

∃

刻

剛

コ

目

日

∃

Ｊ

曇

悧

ョ

Ｊ

裂

創

邸

ヨ

ロ

矧

謝

璽

劃

司

劃

判

刻

剣

劉

劃

コ

副

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



を
受
け
た
者

（以
下

「劉
釧
嘲
月
剣
引
馴
到
剥
馴
「
川
耐
引
「
「
「
Ｊ
測
ぶ
硼

―ま―

‐
「‐釧翻劇側悧「川引期州側∃剰劃馴劇判利釧創ｄ‐‐ヽ月「Ｈ‐副剛冽剣洲副綱「「個例ｄ測鶴酬コ劉綱「
一‥潮側朝Ⅵ「鯛「川Ч劉刺嗣四Ｔ‐刊＝川釧剰召ｌ

翼

別

引

創

劇

ヨ

コ

「

（罰
則
）

又
は
二
十

万
円
以
‐

「
洲
劃
訓
ｑ
口
則
羽
刻
矧

第
二
十
二
条

一劃
馴
コ
側
製
州
制
ヨ
『
引
ｇ
到
倒
目
コ
ｑ
創
「
国
目
制
層
Ｊ

き
は
、
そ
の
違
反
行
為
引
引
川
劃
釧

修
機
関

（ぞ
硼
瀾
州
潤
則
悧
劇
瀾
劇
引
耐

ぁ

っ
て
は
、
そ
の
役
員
劇
劇
副
劃
「
副
「

一
‐

引
劇
刊
瀕
翻
潤
測
潤
ヨ
羽
ガ
副
別
刊

の
罰
金
に
処
す
る
。

劉

３

１

召

易

ヨ

薯

コ

ヨ

ヨ

爾

コ

一　

附
則
第
二
「
梨
剣
刊
剰
硼
劉
翻
嗣
ヨ
ロ
制
鯛
¶

同
項

の
登
録
を
引
引
潤
劇
ｄ

特
定
行
為
業
謝
目
徊

つ‐
ｄ
割

二‐

同
馴
コ
ヨ
翼
剃
コ
ヨ
冒
＝
ｄ
ｇ
劉
引
劃
酬
刊
州
剰
覇
硼
刑
ヨ
「
引

ｄ
矧
月
期
翼
列
ｇ
側
渕
翻
倒
目
日
制
層
習

第

二
十
四
条
　
例
硼
相
到
渕
潤
Ы
引
引
列
ｑ
И
当
引
刻
升
ヨ
川
「
Ｊ
剰
留
目
凶
徊
利
ｄ
ｄ

職
員
）
は
、

三
「
刻
酬
翻
劉
劇
劃
引
圏
躙
劉
引
ｑ

一　

附
則
第
十
三
梨
湖
剰
劉
飼
「
引
割
側
劉
絹
¶
「
ゴ
劉
引
口
倒
ｑ
周
劃
引
＝
だ
Ｊ

主
こ

。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
日
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

二|

附
則
剣
刊
川
刻
閣
則
耐
刊
潤
翻
割
刻
馴
倒
劇
刻
列
劃
引
日
ｑ
ヨ
反
し
て
帳
簿
を

側
刻
引
「
網
樹
目
劃
コ
副
「
¶
川
瀾
―
ン
‐
ａ
剤
濶
脚
側
国
躙
劉
ｑ
詞
製
を
し
、
又
は
帳

日
目
翻
目
が
か
つ
た
と
き
。

ヨ

”′．‐躙
劉
鋼
月
刻
日
「
馴
週
ョ
引
ｄ
ヨ
劇
州
刀
綱
目
Ц
割
劇
コ
刷
日
刊

剰

―ま‐
劇
側

の‐
綱
引
ど

し
た
と
き
。

四|

幽

則

剃

刊

川

剣

―こ‐

剥

州

ｄ

目

劇

引

ぶ

引

ョ

「

刻

翻

コ

週

凋

剰
倒
「
に

よ

る
立

入

り
利
Ц
ｑ
国
例
劃
引
掴
冽
Ц
川
酬
Ｈ
剌
ｕ
ｄ
副
副
副
ｄ
「

又‐

は
質
問

に
対
し
て

園
週
ｄ
ｄ
洲
１
瀾
ｄ
ｄ

ｌま‐
劇
個

の‐
園
述
を
し
た
と
き
。

川
剖
―ま―
＝
コ
引
川
倒
馴
「

の‐
罰
金
に
処
す
る
。

一‐

酬
則
剣
コ
刊
刻
剣
コ
呵
ｄ
湖
酬
ｄ
目
劇
引
ぶ
到
羽
剣
刻
ｄ
規
定
に
よ
る
報
告

を
ｄ
羽
ノ、‐
覇
劉
咽
国
倒
σ
報
告
を
し
た
と
き
。

二|

幽
則
剣
ヨ
刊
易
翻
「
翻
刊
コ
測
躙
捌
習
硼
コ
倒
剰
ョ
引
梨
第

一
項

の
規
定
に
よ

引
コ
バ
明
利
ｕ
ｄ
潤
潤
智
冽
潤
掘
「
劇
襴
『
Ｊ
利
Ч
ｑ
州
副
週

し
、
又
は
質
問
に

刈
Ц
ｑ
園
瑚
日
川
洲
Ｈ
利
ｕ
ｄ

ｌま‐
劇
個

の‐
園
遇

を
し
た
と
き
。

ｑ
ヨ
図
η
利
習
Ц
月
日
剖
副
１
徊
瀾
創
瀾
罰
調
刻
剤
躙
「
Ｊ
ｑ
の
法
人
又
は
人
に
対

ｕ
「
Ы
倒
利
刻

の‐
訓
劉
刑
を
科
す
る
。

制
「
コ
刊
コ
剣

コ
劃
潤
劃
劇
潤
ｄ
ｌ
酬
則
剣
口
刻
制
画
剰
倒
制
ｄ

ｌこ―

よ
る
命
令
に
違

硼

易

ヨ

ロ

馴

謝

蟹

劃

ョ

閣

鋼

劇

到

型

日

十
‐

ョ

馴
「

の‐
週

料

に
処
す

る
。

（新
設
）

（新
設
）

（新
設
）



劃

馴

劃

爾

劉

ヨ

ｇ

剰

国

日

「

（新
設
）

同
号
中

「第

四
十
人
条

の‐
「
「
ｄ
湖
ｄ

の‐

―ま‐
可

「
‐

剣
口
刊
川
剰
司
ｄ

（
―

酬
則
剣

二
十
条
第
二
項
に
お

い
て
準
劇
引
刻
個
劉
ヨ
飼
到
引
「
「
引
川
覇
引
ｑ



■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

‐

０
　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）

抄

（第
六
条
関
係
）

第
二
条
　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（略
）

第
四
十
四
条
中

「第
二
十
九
条
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
」
を

「第
四
十
条
第

二
項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
及
び
第
五
号
」
に
、

「第
四
十
条
第
二
項
第

一
号

」
を

「同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

同
則
剣

二‐
刊
川
刻

の‐
則
田
ｄ
ｄ

「
―

川
劉
ヨ
条

第
四
号

の
規
定
等

の
適
用
関
係
）

潤

測

コ

厠

劇

酬

劉

ョ

劉

コ

司

「

副

劉

刊

劃

劃

ョ

潤

召

コ

翼

目

裂

コ

倒

「

ゴ

徊

劉

剰

制

Я

り

劃

刷

え

る
。劉

裂

日

剛

劃

劉

翻

口

ｄ

副

Ｊ

劉

割

副

ョ

ョ

倒

「

裂

コ

ヨ

劃

割

側

「

劃

馴

製

鋼

ヨ

風

翻

型

引

鋼

三
項
」
と
す
る
。

同
則
剣
コ
刊
川
利
を
附
則
第

二
十
七
条
と
す

る
。

幽
則
劉
コ
刊
刊
剣
引
司
酬
則
第
四
梨
剣
口
項
「
日

「附
則
第
十

一
条
第
四
項
」

Ц
引
期
Ｈ
同
剣
圏
酬
則

第
二
十
六
条

と
す

る
。

同
則
劉
コ
刊
利
剣
引

「
‐
酬
則
第
二
十
二
条
」
を

「附
則
第
二
十
一条
第
二
号
若

Ц
ｑ
刷
鋼
四
到
「
口
列
川
「
同
条‐

を
附
則
第
二
十
五
条
と
す
る
。

酬

ヨ

ヨ

秦

ョ

酬

劉

刊

響

コ

ヨ

コ

翻

ヨ

「

裂

コ

硼
「
―こ―
引
劇
Ｈ
副
刹
引
酬
則
第
二
十
四
条
と
す
る
。

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

第
二
条
　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（略
）

第
四
十
四
条
中

「第
二
十
九
条
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
」
を

「第
四
十
条

第

二
項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
及
び
第
五
号
」
に
、

「第
四
十
条
第
二
項
第

一
号

」
を

「同
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。



酬

劉

ヨ

劇

コ

劃

刷

訓

期

コ

割

η

「

副

型

ヨ

翼

「

割

刊

副

菊

ヨ

引

馴

劉

羽

ｇ

劉

コ

酬

制

困

η

４

酬

劉

ョ
当
到
ｄ
調
コ
翼
ヨ
罰
劉
刊
劃
習
コ
「

酬

劉

ヨ

割

う

∃

司

洲

期

司

∃

コ

コ

ヨ

「

副

劉

羽

「

型

コ

倒

調

呵

副

日

馴

斜

劉

制

劃

劉

ヨ

刷

訓

劉

倒

塞

剣

ヨ

引

測

劇

到

劇

劉

３

司

鯛

「

ゴ

馴

回

劉

副

倒

Ｊ

桑

劉

コ

厠

第

目

刊

沼

劉

ヨ

剰

引

劉

「

同
馴
ヨ
劉
劉
到
測
倒
測
＝
捌
目
劇
引
到
ヨ
刊
コ
劃
コ
「
翻
凋
副
目
―こ―

劃
劇
引
劉
ヨ
悧
鯛
劇
コ
翻
洲
刷
用
司
倒
劇
引
「
日
捌
矧
釧
刊
「
Ｊ
訓
日

川
引
剣
綱
倒
馴
翻
酬
馴
嗣
「
潤
州
調
倒
刊
劃
留
創
劉
樹
翻
制
溜
ｄ
の‐

二‐

口
則
剣
「
刻
の‐
測
ョ
ーこ―
週
劇
Ц
測
剖

側
則
剃
コ
刊
ョ
剰
ｄ
酬
則
剣
ヨ
刊
刊
刻
Ｊ
ｄ
可
同
刻
の‐
例
―こ‐
列
の‐
一‐剣
ｄ
川
剌

る
。嗣

ョ

ロ

囲

諷

目

コ

覇

風

到

ヨ

倒

引

劃

劉

煽

囲

「

湘酬
劉
ヨ
劉
ヨ
∃
耐
ヨ
劇
コ
翻
劉
引
刹
劇
劃
謝
劉
目
目
剤
つ
て―

国

目

例

「

帳
‐

目

罰

引

「

若‐

Ｈ

目

圏

国

劉

劃

罰

倒

、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
「

二‐

同
馴
ョ
割
劉
「
剰
倒
靭
＝
刊
目
劇
引
到
利
劇
引
刻
劃
劉
飼
コ
瀾
剰
倒

´

ヨ

納翻
劉
劃
劉
ヨ
∃
ロ
ヨ
可
コ
ヨ
鋼
引
劉
刊
コ
翻
「
日
日
劉
日
劃

る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒

み
「
川
酬
「
利
ｕ
ｄ

ｌま―
副
測
酬
可
劇

―ま―
側
劃

に
対

し
て
陳
述

を

せ
ず
、
若

し
く
は
虚‐
偽
硼
劇
週
冽
河
月
割
劃
¶

口

”′‥‥酬
劉
ヨ
剰
ヨ
∃
Π
ヨ
劇
コ
ヨ
劉
ｄ
劉
刊
ＩＩ
易
司
ヨ
劉
馴
副
潤

い
で
登
録
事
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
可



同
則
鋼

ヨ
十

二
条

中

「附

則
第

十
六
条

」
を

「附
則
第

二
十
二
条
」

に
改
め
、

同
条
を
附
則
第
二
十
条
と
す
る
。

酬

劉

刊

劃

司

剰

ョ

ｕ

烈

引

創

引

「

酬
劉
コ
劃
翻
コ
到
コ
酬
劉
「
引
コ
「
ヨ
馴
到
翻
劉
引
劇
刻

劉

月

副

「

副

型

「

翼

「

ョ

∃

訓

期

コ

∃

烈

司

ョ

ーこ
―

引

コ

鵞

創

期

「

「

刻

倒

コ

鵞

剣

日

淵

劇

ｕ

烈

∃

ョ

川
刻
ｄ
。‐‐

（
―
罰
則
「

一
年
以
下
の
懲
役
又

一　

附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
違

反
し
た
者

２‐

コ馴
コ
ョ
刊
ｇ
習
「
Ｊ
訓
翻
ョ
悧
潤
州
訓
目
綱
羽
引
刊
劇
網
割
剰

第
コ
刊
川
条
　
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
二
項
の

コ

颯

創

翻

劉

劉

側

刻

日

国

祠

超

劃

利

そ
ｌ

ｇ

月

期

剰

沼

目

副

翻

副

目

ョ

翻

日

「

コ

咽

刻

劉

剤

ョ

州

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。　
３

酬

引

州

智

劇

翻

劉

裂

∃

訓

劇

刊

ョ

嘲

割

『

副

フ

附
則
第
二
十
六
条
と
す
る
。

附
則
第
十
八
条
を
附
則
第
二
十
五
条
と
す
る
。

同
則
劉
刊
ゼ
条
第
二
号
中

「附
則
第
十
一
条
」
を

「附
則
第
十
八
条
」
に
改
め

同
条
第
二
号
中

「附
則
第
十
二
条
」
を

「附
則
第
二
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を

附
則
第
二
十
四
条
と
す
る
。

三 に |

該
当
す
る
者
は



附
則
第
十
六
条
第

一
矧
引
コ
酬
則
翻
鋼
星
測
ヨ
コ
劃
η
洲
酬
馴
利
潮
劉
翻
創
ヨ

馴

『

刻

司

ヨ

劇

劃

倒

到

ヨ

∃

剰

ヨ

ヨ

副

劉

劇

剣

劃

ヨ

劃

ヨ

劃

「

が

コ

ヨ

コ

馴

コ

劇

コ

「附
則
第

二
十
五
条
」

に
改
期
「
同
製
劇
耐
酬
劉
綱
コ
劃
測
翻
劇
引
ｑ

酬

劉

劃

司

酬

劉

翼

コ

訓

劉

劃

封

針

「

副

創

附
則
第
二
十
二
条
と
す
る
。

罰

劉

劃

引

酬

馴

碁

コ

刻

ヨ

司

酬

引

ヨ

到

ヨ

各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
劉
∃
羽
判
劇
創
劃
引
ｑ

翻

劉

引

瑠

酬

劉

引

η

Ч

酬

引

ヨ

創

酬

劉

引

創

す
る
。

酬

劉

劃

司

酬

劉

刻

コ

創

到

呵

酬

劉

ヨ

ヨ

ゴ

各

号
」

に
改

め
、

同
条

を
附
則

羽

引

州

利

倒

「

『

酬

劉

裂

コ

酬

ヨ

劉

「

刻

ヨ

を‐

副

劉

珊

劉

倒

冽

号
」

に
改

め
、

同
条

を
附
則
引
珊
羽
塑
網
劃
引
ｑ

附
則
第
九
条
を
附
則
第
「
月
刻
引
コ
引
ｑ

酬

引

ヨ

∃

月

副

劉

刻

ゴ

訓

型

習

ヨ

ｄ

町

副

条
を
附
則
第
十
五
条
と
す
「

酬

劉

裂

到

刷

劇

期

「

剣

コ

劇

期

コ

劃

ヨ

ｄ

謝

、
同
条
を
附
則
第
十
四
条
ど
す
「

附
則
第

六
条

を
附
則
劉
羽
封
刻
劇
劃
引
ｑ

酬

劉

裂

到

コ

劇

劇

列

∃

コ

翻

酬

劉

刻

裂

剃

羽

謝

劉

ｇ

「

刑

「

劉

『

刻

翻

劃

ヨ

刹

引

「

附
則
第
四
条
を
附
則
一「
「
引
利
倒
Ч

”′‐
―

馴
馴
ヨ
割
劉
到
期
馴
利
劇
利
倒
コ
ｑ

附
則
第
二
条
を
附
則
第
九
条
と
し
、
附
則
第

一
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る

附
則
第

二
条
を
同
則
剃
刊
ヨ
剣
と
し
、

え
る
。

附
則
第

一
条
の
次
に
次
の
十
二
条
を
加



（准
介
護
福
祉
士
）

第
二
条
　
第
四
十
条
第
二
項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
あ
っ
て
、
介
護
福
祉
士
で
な
い
も
の
は
、
当
分
の
間
、
准
介
護
福
祉
士

（

附
則
第
四
条
第

一
項
の
登
録
を
受
け
、
准
介
護
福
祉
士
の
名
称
を
用
い
て
、
介

護
福
祉
士
の
技
術
的
援
助
及
び
助
言
を
受
け
て
、
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
も

つ
て
、
介
護
等

（
‐
硼
硼
翻
劉
劇
コ
網
日
¶
劇
「
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
と
な
る
資
格
を
有
す
る
。

（欠
格
事
由
）

第
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
准
介
護
福
祉
士
と
な
る
こ

′
と
が
で
き
な
い
。

一　

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

一
一　
禁
鋼
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者

〓
一　
こ
の
法
律
の
規
定
そ
の
他
社
会
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政

令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り

、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過

し
な
い
者

四
　
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第

一
項
第
二
号
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
福
祉
士
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消

し
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者
　
　
　
　
　
　
．

五
　
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第

一
項
第
二
号
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
准
介
護
福
祉
士
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者

（登
録
）

第
四
条
　
准
介
護
福
祉
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
准
介
護
福
祉
士
と
な
る
に

は
ヽ
准
介
護
福
祉
士
登
録
簿
に
、
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で

（准
介
護
福
祉
士
）

第
二
条
　
第
四
十
条
第
二
項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る

者
で
あ
つ
て
、
介
護
福
祉
士
で
な
い
も
の
は
、
当
分
の
間
、
准
介
護
福
祉
士

（

附
則
第
四
条
第

一
項
の
登
録
を
受
け
、
准
介
護
福
祉
士
の
名
称
を
用
い
て
、　
介

護
福
祉
士
の
技
術
的
援
助
及
び
助
言
を
受
け
て
、
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
も

つ
て
、
介
護
等
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
資
格
を
有

す

ス
υ

。（欠
格
事
由
）

第
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
准
介
護
福
祉
士
と
な
る

こ

と
が
で
き
な
い
。

一　

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

一
一　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受

け

る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者

〓
一　
こ
の
法
律
の
規
定
そ
の
他
社
会
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
規
定
で
あ
つ
て
政

令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
、
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

り

、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

過

し
な
い
者

四
　
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第

一
項
第
二
日
万
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
福
祉
士
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
・消

し
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者

五
　
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第

一
項
第
二
号
又
は
生
賀
一

項
の
規
定
に
よ
り
准
介
護
福
祉
士
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し

の

日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者

（登
録
）

第
四
条
　
准
介
護
福
祉
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
准
介
護
福
祉
士
と
な
る
に

は
、
准
介
護
福
祉
士
登
録
簿
に
、
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
厚
生
労
働
省
苓
そ



定
め
る
事
項
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
准
介
護
福
祉
士
が
第
四
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
福
祉
士
の
登
録

を
受
け
た
と
き
は
、
准
介
護
福
祉
士
の
登
録
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

３
　
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
准
介
護
福
祉
士
の
登
録
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条
中

「社
会
福
祉
士
登

録
簿
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
登
録
簿
」
と
、
第
二
十
条
中

「第
二
十

人
条
」
と
あ
る
の
は

「附
則
第
四
条
第

一
項
」
と
、

「社
会
福
祉
士
登
録
証
」

と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
登
録
証
」
と
、
第
二
十

一
条
及
び
第
二
十
二
条

第

一
項
中

「社
会
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
、
同
項
第

Ｆ

号
中

「第
二
条
各
号

（第
四
号
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「附
則
第
三
条
各

号

（第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「社
会
福
祉
士

」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
、

「第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
六
条
」

と
あ
る
の
は

「附
則
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
六

条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（指
定
登
録
機
関
の
指
定
等
）

第
五
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

指
定
す
る
者

（以
下

「指
定
登
録
機
関
」
と
い
う
。
）
に
准
介
護
福
祉
士
の
登

録
の
実
施
に
関
す
る
事
務

（以
下

「登
録
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
指
定
登
録
機
関
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登

録
事
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

３
　
第
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十

一
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
六
条

か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
三
十

六
条
の
規
定
は
、
指
定
登
録
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は

「登
録
事
務
」
と
、

「試
験

事
務
規
程
」
と
あ
る
の
は

「登
録
事
務
規
程
」
と
、
第
十
条
第
三
項
中

「前
項

定
め
る
事
項
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
准
介
護
福
祉
士
が
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
福
祉
士
の
登
録

を
受
け
た
と
き
は
、
准
介
護
福
祉
士
の
登
録
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

３
　
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
准
介
護
福
祉
士
の
登
録
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条
中

「社
会
福
祉
士
登

録
簿
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
登
録
簿
」
と
、
第
二
十
条
中

「第
二
十

人
条
」
と
あ
る
の
は

「附
則
第
四
条
第

一
項
」
と
、

「社
会
福
祉
士
登
録
証
」

と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
登
録
証
」
と
、
第
二
十

一
条
及
び
第
二
十
二
条

第

一
項
中

「社
会
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
、
同
項
第

一

号
中

「第
二
条
各
号

（第
四
号
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は

「附
則
第
二
条
各

号

（第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「社
会
福
祉
士

」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
、

「第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
六
条
」

と
あ
る
の
は

「附
則
第
人
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
六

条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（指
定
登
録
機
関
の
指
定
等
）

第
五
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

指
定
す
る
者

（以
下

「指
定
登
録
機
関
」
と
い
う
。
）
に
准
介
護
福
祉
士
の
登

録
の
実
施
に
関
す
る
事
務

（以
下

「登
録
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
指
定
登
録
機
関
の
指
定
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登

録
事
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

３
　
第
十
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十

一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
六
条

か
ら
第
二
十
二
条
は
で
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
並
び
に
第
二
十

六
条
の
規
定
は
、
指
定
登
録
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は

「登
録
事
務
」
と
、

「試
験

事
務
規
程
」
と
あ
る
の
は

「登
録
事
務
規
程
」
と
、
第
十
条
第
二
項
中

「前
項



」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「第
二
項
」
と
あ
る

の
は

「附
則
第
五
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中

「そ
の
行
う
」
と
あ
る
の

は

「そ
の
行
う
職
業
安
定
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十

一
号
）
第
四
条

第

一
項
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
の
事
業

（そ
の
取
り
扱
う
職
種
が
介
護
等
を
含

む
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
」
と
、
第
十
六
条
第

一
項
中

「職
員

（試
験
委

員
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

「職
員
」
と
い
第
二
十

二
条
第
二
項
第
二
号
中

「第
十

一
条
第
二
項

（第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は

「第
十

一
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第

二
号
中

「、
第
十
四
条
第

一
項
か
ら
第
二
項
ま
で
又
は
前
条
」
と
あ
る
の
は

「

又
は
前
条
」
と
、
第
二
十
二
条
第

一
項
及
び
第
二
十
七
条
第

一
号
中

「第
十
条

第

一
項
」
と
あ
る
の
は

「附
則
第
五
条
第

一
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中

「社
会
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

ブ（フ
。（厚

生
労
働
省
令

へ
の
委
任
）

第
六
条
　
ユ型

一条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
准
介
護
福
祉
士
の
登
録
、
指
定
登

録
機
関
そ
の
他
前
二
条
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
。

（名
称
の
使
用
制
限
）

第
七
条
　
准
介
護
福
祉
士
で
な
い
者
は
、
准
介
護
福
祉
士
と
い
う
名
称
を
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。

（準
用
）

第
八
条
　
第
四
十
四
条
の
二
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び

第
四
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
准
介
護
福
祉
士
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条
の
三
中

「社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
」
と
あ

る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四ヽ
十
六
条
中

「社
会
福

祉
士
又
は
介
護
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
、
第
四
十
七
条

」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「第
二
項
」
と
あ

る

の
は

「附
則
第
五
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中

「そ
の
行
う
」
と
あ
る

の

は

「そ
の
行
う
職
業
安
定
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十

一
号
）
第
四
条

第

一
項
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
の
事
業

（そ
の
取
り
扱
う
職
種
が
介
護
等
を
含

む
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
」
と
、
第
十
六
条
第

一
項
中

「職
員

（試
験

委

員
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

「職
員
」
と
、
第
一
一十

二
条
第
二
項
第
二
号
中

「第
十

一
条
第
二
項

（第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は

「第
十

一
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第

二
号
中

「、
第
十
四
条
第

一
項
か
ら
第
二
項
ま
で
又
は
前
条
」
と
あ
る
の
は

「

又
は
前
条
」
と
、
第
二
十
三
条
第

一
項
及
び
第
二
十
七
条
第

一
号
中

「第
＋
条

第

一
項
」
と
あ
る
の
は

「附
則
第
五
条
第

一
項
」
と
、
第
二
十
六
条
第
二
百

中^

「社
会
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
読
み
替
え
る
も
の
Ｌ
」す

ブ（υ
。（厚

生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
条
　
ュ型

一条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
准
介
護
福
祉
士
の
登
録
、
指
定
登

録
機
関
そ
の
他
前
二
条
の
規
定
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
。

（名
称
の
使
用
制
限
）

第
七
条
　
准
介
護
福
祉
士
で
な
い
者
は
、

て
は
な
ら
な
い
。

（準
用
）

准
介
護
福
祉
士
と
い
う
名
称
を
使
用
ｔ

第
八
条
　
第
四
十
四
条
の
二
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び

第
四
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
准
介
護
福
祉
士
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
四
十
四
条
の
三
中

「社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
」
と
あ

る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
六
条
中

「社
会
福

祉
士
又
は
介
護
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
ど
、
第
四
十
七
条



第
二
項
中

「介
護
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
、
第
四
十
七

条
の
三
中

「社
会
福
祉
士
又
は
介
護
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士

」
と
、

「適
応
す
る
た
め
」
と
あ
る
の
は

「適
応
し
、
並
び
に
介
護
福
祉
士
と

な
る
た
め
」
と
、

「相
談
援
助
又
は
介
護
等
」
と
あ
る
の
は

「介
護
等
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
項
中

「介
護
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士
」
と
、
第
四
十
七

条
の
三
中

「社
会
福
祉
士
又
は
介
護
福
祉
士
」
と
あ
る
の
は

「准
介
護
福
祉
士

」
と
、

「適
応
す
る
た
め
」
と
あ
る
の
は

「適
応
し
、
並
び
に
介
護
福
祉
士
と

な
る
た
め
」
と
、

「相
談
援
助
又
は
介
護
等
」
と
あ
る
の
は

「介
護
等
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（罰
則
）

第
九
条
　
ユ則
条
に
お
い
て
準
用
引
ｄ
劉
画
刊
剣
刻
湖
剰
翻
嗣
ヨ
嗣
「
月
期
側
「
∃

年
以
下
の
懲
役

又
日
ヨ
刊
朔
口
翻
劉
劇
劃
引
日
躙
劉
引
ｑ

２‐

】馴

月

勇

司

Ｊ

翼

瑠

日

劇

測

鳴

り

剛

創

□

引

到

ゴ

剰

Ｕ

割

劇

¶

ョ

日

劇

到

釧

調

樹

測

刊

翻

刊

劃

制

劉

到

目

創

副

覇

日

洲

創

目

倒

日

副

Ｊ

日

劉

創

し
た
指
定
登
録
機
関
の
役
到
劇

―ま―
朝
劃
潤
可

一‐
引
劇
刊
劉
観
測
刻
潤
ヨ
刊
ガ
副

馴
湖
訓
倒
劇
謝
「

劉

劉

胃

劉

劃

劉

劇

綱

刻

測

剰

∃

劃

習

劃

創

Л

コ

劃

日

潤

藝

剰

月

劉

目

周

細

劇

二‐

口
則
剣
ｄ
剰
硼
刑
ｄ
に
違
反
し
た
者

ロ

ョ

倒

詞

目

測

国

『

剰

翻

判

劃

斜

劉

刊

一　

附
則
第
五
条
第
ヨ
硼
―こ―
剌
圏
司
綱
刑
引
ｄ
剣
刊
ｄ
刹
州
刑
個
目
劃
ヨ
Ｕ
ｄ

帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
鋼

―こ―
劃
翻
網
羽
ノ、‐
引
倒
月
Ｎ
纏
躙
目
ｑ
口
倒
ｑ
訓
到
ｄ
ｄ

、

又
は
帳
簿

を
保
存

し
な
洲
珂
月
ｕ
劃
可

則
第
四
条
第
二
項
に
お

Ｌ
ｄ
コ
醐
割
刻
劇
「
珊
判
コ
翻
「
ヨ
凋
剰
網
日



附
　
則

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
■
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
～
三

　

（略
）

コ

酬
則
劉
劃
刻
制
ョ
ョ
ｄ
則
調
冽
劇
酬
割
刻
酬
倒
＝
洲
萄
躙
ョ
倒
「
引
創
Ⅷ
割

日
刊
羽
ノ、‐
朝
州
咽
団
偽
σ

報
告
を
し
た
と
き
。

ヨ

回
別
ヨ
川
針
コ
ョ
ロ
例
羽
鋼
川
コ
ｇ
倒
珊
条
劉
コ
月
覇
翻
ロ
コ

引
コ
引
当
側
ｄ
日
曇
釧
剰
刻
「
刻
『
覇
倒
ｄ
州
副
欄
「

又‐
司
圏
劃

昭
利
Ч
劇
囚
洲
引
Ц
¶
劇
司
り
ぐ
は
虚
偽

の
陳
述
を
し
た
と
き
。

回

田

馴

ヨ

麹

欝

コ

日

日

測

羽

鋼

刑

コ

ｇ

「

羽

刊

劉

ｇ

引

馴

劃

副

潤

馴
刷
ＩＩ
烈
劉
目
ｑ
引
例
州
『
‐
劇
刷
コ
栗
箸

頑
及
び
附
則
第

囲
条
第
二
項
」
と
す
る
。

附
　
則

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
■
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次

の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
ス
フ。

一
～
三

　

（略
）

『
ｑ
到
鋼
ヨ
冽
の
剣
部
を
廃
止
し
た
と
き
。

劉
ヨ
∃
劉
ヨ
四
号
の
規
定
の
適
用
関
係
）



Ｏ
　
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）
　

抄

（第
七
条
関
係
）

総
則

（第
一
条
「劉
ヨ
刻
Ｊ

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
合
ｃ

総
則

（第
一
条
‐‐劇
コ
引
劉

基
本
方
針
等

劉
ヨ
刻
「
Ｊ
到
創
ａ

指
定
法
人

（第
刊
刹
＝
劃
鋼
剥
刻
覇

独
立
行
政
法
人
新

刊
「
羽
劇
――
「
圏
渕
例
飼
網
創
副
州
樹
樹

の‐
剰
冽

（
‐

第
二
十
条
・
第
ヨ
刊
刊
刻
Ｊ

地
方
公
共
団
体
洲
釧
躙
引
創
州
劃
ヨ
「
創
劉

一十
二
条
１
第
「
劇
劉
劉

劉
劉
劉
刊
測
「
「
刊
刻
瑠

（指
定
等
）

“【

社
団
法
人
剰
国
Ｔ‐
川
馴
剛
調
刈
ｑ
冽
つｌ
ｄ
可
刻
剣
‐こ―
測
ｄ
＝
ぶ
剰
謝
劉
測
計
刑
引

確
実
に
行
う
Ｌ
側
劇
ｑ
劇
到
Ｊ
訓
列
引
利
到
倒
の‐
劉
可
ぞ
の‐
劇
調
―こ―
測
明
可
劉
国

を
通
じ
て

一
に
限
り
、
同
刻
劇
翻
劉
判
コ
到
劉
凋
剣
徊
列
剖
ｄ
ｕ
ｄ
日
赳
引
ｄ

こＩ
Ｊ

厚
生
労
働
大
国
日
「
劃
測
■
留
冽
ｄ
ｌこＩ
Ｊ
刻
個
コ
引
倒
Ч
月
川
副
剤
「
Ｊ
ヨ
粥
引
ヨ
劉

翻  劇

劇

（削
る
）

が
で
き
る
。

21

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

綱

引

囲

囚

劉

刊

鋼

Ｈ

ｄ

コ

刻

饗

国

硼

剛

劃

η

第
七
条
）

地
方
公
共
団
体
の
‐調

引
刻
鮒
ヨ
日
「
ｄ
刊
創
利
劇
羽
劇
劉

翻



■
■
■
■
■
■

■
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
ロ
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー

3141

麟

ら

∃

日

「

剛

瀾

目

劉

「

（業
務
）

剣
川
剣

日
劇
調
川
国
Ｈ
欠
―こ‐
掲

―ず―
引
謝
務
を
行
う
も

の
と
す
る
。

一‐

冽
劉
劉
∃
ョ
目
翻
劇
引
劃
到
劉
一̈行
う
”」と
。

二‐

「鼎
劇
瓢
躙
劉
麟
剰
ｄ
ｄ
ゴ
馴
則
測
Ⅶ
罰
目
留一暑

の
福
社
の
増
進
に

副
コ
ｇ
川
＝
Ｍ
ョ
壺
び
Ц
囚
劉
「
コ
倒
掘
劉
銅
刻
目
謝
∂
対
象
と
な
る
者

期

劇

劃

罰

目

ョ

刺

期

日

日

劉

「

ヨ

剣
コ
劉
コ
∃
倒
糊
劉
割
ぶ
測
訓
「
引
翻
馴
ｇ
鼎
闇
側
調
剰
川
洲
刊
月
劇

び
り
自
割
ヨ
鵞
罰
司
樹
朝
創
ョ
引
劇
鮒
州
州
調
留
７
つ
者
の
負
担
に

別
硼
引
列
剰
―こ―
劇
引
劉
評
価
を
行
う
こ
と
。

四|

智

回

劉

ヨ

ヨ

劃

測

邸

コ

調

矧

馴

司

劉

目

刑

劉

日

鼎

剤

「

渕

硼

瀾

劉

「

コ
　
訓
引
引
の‐
判
冽
―こ―
同
引
引
ｄ
業
務
を
行
う
こ
と
。

釧
期
銅
咽
州
咽
引
到
馴
調
業
務
の
実
施
）

劉

日

割

躙

轡

ヨ

国

コ

目

目

劉

劇

劉

相

割

利
劇
引
コ
剰
利
Ｉ‐
測
コ
コ
翻
コ
鋼
朝
淵
剰
翻
目
醐
ｄ
引
成
の
業
務
の
う
ち
、
福

翻

周

コ

劃

瑠

響

倒

例

測

ョ

「

覇

彗

司

関

「

１

剰
―す―
月
司

（
‐

凶
「
＝
倒
劇
調
月
「
日
劇
列
「
「
の‐
剰
網
Ｈ
倒
引
測
び
事
務
所
の
所

在
地
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

倒
目
¶
目
Ｊ
剰
麺
潤
劇
鋼
犠
創
劃
引
別
調
劉
翻
が
変
更
し
与
つ
と
す

刊
劃
刷
引
引
剰
ｕ
劇
Ｊ
剰
副
ョ
刷
コ
樹
困
「
国
日
出
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

目
創
樹
劃
剛
「
司
剰
鞘
潤
嘱
剣
嵐
国
翻
矧
月
Ｉ
き
は
、
当
該
届
出



の
全
部

又
は

一
部
引
調
ｄ
潤
月
ｄ
月
川
鮒
引
鮒
測
Ⅵ
劇
引
ｑ

２‐

訓
「
ｑ
コ
ロ
¶
刻
謝
翻
割
則
洲
州
列
明
劇
渕
□
ｇ
釧
創
劉
倒
劃
劉
刻
剰
珊

は
、
厚
生
労
働
省
令
「
引
調
刻
「

３‐

［例
ョ
樹
珂
ヨ
「
割
葛
司
刷
劉
翻
樹
倒
劃
ヨ
「
剤
劇
「
刊
劃
副
「
川

務
大
臣

に
協
議

し
な
‐

引
測
測
剤
測
渕
劇
¶

（業
務
規
程
の
認
可
）

該
業
務

の
実
施
に
関
引
剌
剰
劉
「
創
¶
「
国
製
劉
劉
日
Ｊ
Я
劉
謝

）
Ｉ

Ｊ
例
劇
悧
Ч

厚
生
労
働
大
臣

２
劃
刊
到
劉
引
刻
明
司
馴
倒
劉
刻
圏
刊
Ｊ
測
劉
刻
刻
ｕ
劃
引
Ｊ
引

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２‐

［日
コ
樹
月
日
『
覇
瑠
硼
劃
引
倒
月
錮
謝
捌
劇
翻
翻
剰
司
ｇ
倒
劇
馴

確
実
な
実
施
ム
利
翻
ヨ
列
刑
列
覇
側
劇
刺
引
到
ど
割
劇
「
冽
劇
覇
到
劉
列
引
「
烈
剰
引

べ
き

こ
と
を
翻
引
刻
劉
刊
倒
洲
刊
劃
劉
矧

３‐

剰
列
測
司
里
劃
副
引
割
馴
「
翻
「
Ｊ
コ
朝
翻
樹
刷
ｄ
題
硼
ｄ
「

川
割
ヨ
引
馴
司
―

「

翼

訓

詞

翻

コ

黎

鳳

相

Ｊ

コ

司

到

割

副

副

な

け
れ
ば
な
ら‐
潤
洲
「
劃
劇
利
劉
凋
割
刊
Ч
劃
引
川
覇
引
ｑ
ｄ
割
測
判

【
―

則
樹
川
刷
劃
矧

２‐

倒
劇
倒
洲
『
Ｊ
Π
ヨ
創
馴
Д
州
ｄ
司
劉
司
劃
到
咽
引
「
川
馴
コ
ロ
ｄ
鳳
刊

後
、
事
業
報
告
書
、
働
個
剰
劇
剥
「
嗣
釧
劉
劉
刷
ヨ
凋
劃
刷
圏
則
鋼
刻
倒
劇
ｕ
可
劇

創

釧

劃

劉

制

ヨ

引

劉

ヨ

引

胡

溜

劃

劉

■

（区
分
経
理
）

第
十
二
条
　
指
定‐
洲
¶
矧
「
悧
列
劇
劃
謝
期
利
釧
側
易
倒
測
剤
「
訓
剛
劇
判
謝
測
馴
馴
創
倒
劃



■
■
■
■
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■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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Ц
召
ｑ
倒
ｑ
倒
瑠
Ц
日
因
州
ｕ
「
劉
刻
引
が

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

課|

日
劉
割
コ
例
省
令

へ
の
委
任
）

鋼
湘
劉
伸
引
ｇ
刷
嗣
硼
到
劇
＝
潤
洲
Ｊ
目
日
「
網
酬
晟
業
務
を
年
フ
場
合

颯

引

劉

日

洲

覇

風

饗

訓

利

「

磐

彗

ョ

「

国

翻

響

令
で
定
め
る
。

朝

劉

錮

到

劇

∃

コ

副

知

目

目

週

ョ

刷

「

劉

ョ

棚

劃

ヨ

引

曇

習

翻

目

劉

刻

樹

ョ

轡

刊

ョ

劉

犯

翻

翻

刻

劃

劉

副

利

到

綱

訓

ｇ

ョ

赳

劃

引

劃

日

倒

利

招

可
冽
月
州
目
到
矧
圏
倒
引
劇
釧
到
判
倒
引
剣
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

劉
目
側
釦
翻
留
刷
ｑ
州
務
員
た
る
地
位
）

剃
刊
利
剣
　
明
劇
判
冽

―こ―
徊
割
引
引
州
劇
潤

人

の
役
員
及
び
職
員
は
、

刑
法

（
明
治

馴
引
「
日
側
烈
判
劇
割
副
刻
剰
躙
劉
留
訓
則

の‐
適
用
に

つ
い
て
は
、

法
令
に
よ
り

到
冽

―こ―
徊
割
す

る
職
員

と

み
な
す
。

劇

剰

引

劉

錮

日

測

「

国

鋼

剣

引

「

国

翼

コ

曇

月

劃

ョ

「

ョ

彗

謝

計

コ

ョ

日

硼

冒

薗

「

引

覇



を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
「
引
ｑ

２‐

劃
到
覇
劉
日
劃
劇
副
則
司
劇
洲
劉
刷
州
目
刻
日
捌
司
「
『
Ｊ
覇
翻

副

コ

引

列

翼

劃

覗

∃

塑

可

割

国

璽

珂

例

引

副

「

こ
れ
を

提

示

し
な

け

れ
日
刑
日
渕
「
¶

３‐

「ョ
目
凋
刑
目
「
ガ
潤
口
『
劇
鋼
細
翻
ｑ
引
日
劉
謝
到
引
引
測
コ
鋼

列

ぞ

州

日

賀

「

測

「

劃

鋼

剣

刊

「

割

劉

劃

例

曇

召

刺

Ｊ

ヨ

洲

要
な
命
令
を
す
る
「「
劇
釧
Ｊ
引
ｑ

（指
定
の
取
消
し
等
）

き

る
。

「

倒
剰
口
副
馴
創
州
川
凶
翻
剰
「
刑
Ｊ
割
「

二‐

釧測
当
硼
刑
コ
剤
覇
訓
刑
目
「
刻
劉
倒
「
川
Ｍ
屈
州
雪
目
制
燿
ど

主ゴば
。

ヨ

【利
コ
ヨ
「
劃
ｇ
引
馴
馴
翻
刑
劃
習
コ
ロ
コ
副
剰
呵
コ
劉
劉
調
ヨ
伺

っ
た
と
き
そ
の
他
第
人
条
に
例
ｄ
引
ｄ
剰
謝
目
測
ヨ

カ、―

つ―
測
翼
閣
ョ
翻
羽
ぶ
ヨ

と
が

で
き
な

い
と
認
め
ら
測
刻
訓
コ
可

２‐

目
ｇ
創
発
ョ
可
Ｊ
淵
謝
制
劇
¶
剤
剰
遇
劃
刊
樹
日
「
又‐
引
刊
針
溜

規
定
す
る
業
務

の‐
コ
罰
碧
副
副
測
ヨ
劃
洲
Ｊ
日
引
剰
側
劇
利
州
剖
副
可
ぞ

の‐
割
引
凋

示

し
な

け

れ
ば
潤
測
月
測
¶

と
き
は
、
第
七
条
第

一
項

の
冽
ヨ
ｑ
劃
到
倒
ｄ
ｄ
刷
叫
潤
酬
１
ズ

ーま―
期
割
ゴ
副
硼



第
二
章

第
七
条

（削
る
）

剣
川
剣
～
剣
刊
剣

（削
る
）

（略
）

劉

翻

樹

斜

測

引

―‐

劇

詞

狐

ョ

馴

日

里

務

（略
）

第
四
章

第
二
十
条

（略
）課|

制
「
コ
劇
引
剣
～
制
「
コ
劇
劉
剣

　

（略
）

第
六
章
　
雑
則

剣
期
錮
咽
創
側
悧
翻
司
ｑ
渕
務

に
お
け

る
配
慮
）

倒
剛
凋
引
剰
刑
副
利
到
劃
刻
川
倒
コ
ｑ
ヨ
凋
引
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（罰
則
）

コ
劉
「
剤
園
月
コ
鋼
ぶ
劇
尉
利
劇
刷
割
測

若
‐
Ч
翻

目
翻
到
引
ョ
３
目
到
月
劃
錮
剣
劇
日
堀
コ
観
Ｊ
「

ｑ
団
副
劃
ヨ
剰
コ
側
「

〓
―

刊
コ
劇
劇
咽
「
ｑ
罰
金
に
処
す
る
。

召
纏
知
り
淵
倒
罰
「
Ｊ
盟
８
司
列
コ
倒
湖
刑
コ
ぎ
は
、
行
為
者
を
罰

綱

引

劉

劉

ｕ

利

「

Ｊ

暑

霜

剣

副

翻

刺

錮

務



す

る
ほ
か
、

そ

０
調
月
閣
網
倒
覇
Ｈ
Ч

同
条
の
刑
を
科
す
勺
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ｌ
ｌ
ｌ

Ｏ
　
健
康
保
険
法

（大
正
十

一
年
法
律
第
七
十
号
）
　

抄

（附
則
第
十
七
条
関
係
）

（訪
間
看
護
療
養
費
）

第
八
十
八
条
　
被
保
険
者
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者

（以
下

「指
定
訪
問

看
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業

（疾
病
又
は

負
傷
に
よ
り
、
居
宅
に
お
い
て
継
続
し
て
療
養
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
者

（主
治

の
医
師
が
そ
の
治
療
の
必
要
の
程
度
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
と
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
看

護
師
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
が
行
う
療
養
上
の
世
話
又
は
必
要
な
診

療
の
補
助

（保
険
医
療
機
関
等
又
は
介
護
保
険
法
剣
川
剣
剣
二‐
刊
「
剰
に
規
定
す

る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

「訪
問
看
護
」
と
い
う
。
）

を
行
う
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
訪
問
看
護

（以
下

「

指
定
訪
問
看
護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
訪
問
看
護
に
要
し

た
費
用
に
つ
い
て
、
訪
問
看
護
療
養
費
を
支
給
す
る
。

２
～
１３
　

（略
）

（指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
指
定
）

第
八
十
九
条

　

（略
）

２
　
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
以
外
の
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
に
つ
い
て
、
介
護
保

険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
制
劇
川
嘲
引
―‐
酬
ス‐
割
判
剖

（
‐
謝

間
君
詔
ヨ
劃
鋼
利
Ⅵ
馴
ヨ
リ
列
り
、
国
劇
朝
創
馴
側
コ
劃
「
羽
劉
基
準
に
該
当
す
る
も

（傍
線
の
部
分
は
改
正

部
分
）

（訪
間
看
護
療
養
費
）

第
八
十
八
条
　
被
保
険
者
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者

（以
下

「指
定
訪

問

看
護
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業

（疾
病
又

は

負
傷
に
よ
り
、
居
宅
に
お
い
て
継
続
し
て
療
養
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
者

（主
二治

の
医
師
が
そ
の
治
療
の
必
要
の
程
度
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に

適

合
し
て
い
る
と
認
め
た
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
看

護
師
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
が
行
う
療
養
上
の
世
話
又
は
必
要
な

診

療
の
補
助

（保
険
医
療
機
関
等
又
は
介
護
保
険
法
剣
川
剣
剣
ョ
刊
ョ
珂
に
規
定
す

る
介
護
老
人
保
健
施
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下

「訪
問
看
護
」
と
い
う
ｏ
）

を
行
う
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
訪
問
看
護

（以
下

「

指
定
訪
問
看
護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
訪
問
看
護
に
軍
Ｕ

た
費
用
に
つ
い
て
、
訪
問
看
護
療
養
費
を
支
給
す
る
。

２
～
１３
　

（略
）

（指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
指
定
）

第
八
十
九
条

　

（略
）

２
　
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
以
外
の
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
に
つ
い
て
、
介
護
保

険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
日
引
割
劉
「
「
劇
劉
到
劉
型
「

（
‐
謝

問
利
調
割
判
ｄ
徊
列
召
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
又
は
同

法
第



剣

制

馴

翻

翻

硼

測

刷

司

Ч

）
―

引

コ

「

副

目

日

∃

∃

凋

ヨ

到

項‐

劉

洲

剰

目

「

副

コ

翻

司

劉

刷

「

劇

刻

割

ヨ

到

劃

馴

到

劃

剤

州

う
者
の
う
ち
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
又
は
同
法
第
五
十
二
条
第

一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る

指
定
介
護
予
防
サ
ト
ビ
ス
事
業
者

（訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
の
う
ち
―
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

指
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
の
際
、
当
該
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
に
つ

い
て
、
前
条
第

一
項
の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
訪
問
看

護
事
業
を
行
う
者
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
段
の
申
出

を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
介
護
保
険
法
第
七
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定
の
失
効
若
し
く
は
同
法
第
七
十
七
条
第

一
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の

二
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
若

し
く
は
効
力
の
停
止
Ｈ
副
潤
馴
「
「
「
川
剰
ｑ
刊

（
―
同
調
剣
刊
刊
川
刻
の‐
刊
刊
の‐
別

ｄ
□
「
剛
当
引
側
司
刈
ｄ
潮
ヨ
翻
日
引
ｇ
易
劉
冽
劉
月
「
）ＩＪ
ｑ
規
赳
□
コ
列
朝
側
「
期
現

劉
暮
剰
ヨ
何
劇
「
刑
事
当
期
月
ヨ
コ
日
劃
列
潤
Ｊ
到
刊
川
Ｎ
里
劉
刻
劉
日
＝
コ
倒
「
「
到
副

瀾
引
朝
劇
１‐―州
劉
ｑ
刊
ヨ
耐
ヨ
Ｎ
コ
劇
劉
用
引
刻
剖
日
馴
利
「
劇
剣
硼
「
ヨ
劃
Ｊ
冽
「
Ц
ｑ

目
副
目
翻
ヨ
引
「
州
剣
劉
綱
引
謝
「
コ
倒
司
ｕ
ｄ
洲
コ
「
ヨ
月
川
同
剣
制
「
喜
「
日
「
り
「

覇
劇
割
刻
翻
刻
¶
引
創
測
「
）―
（―躙
コ
「
日
Ｊ
刻
劇
綱
翻
側
劉
倒
君
利
羽
１１
封
コ
会
刊
剰
召

の
指
定
の
失
効
又
は
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第

一
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
二

十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し

若
し
く
は
効
力
の
停
止
若
し
く
は
同
法
第
百
十
五
条
の
十

一
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
七
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

指
定
の
失
効
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
前
条
第

一
項
の
指
定
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　

（略
）

五
十
二
条
第

一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

（訪
問

看
護
事
業
を
行
う
者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
指
定
が
あ
つ
た
と
き

は
、
そ
の
指
定
の
際
、
当
該
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
に
つ
い
て
、
前
条
第

一
項

の
指
定
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
訪
問
看
護
事
業
を
行
う
者
が

、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
段
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

３
　
介
護
保
険
法
第
七
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定
の
失
効
若
し
く
は
同
法
第
七
十
七
条
第

一
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の

二
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し
若

し
く
は
効
力
の
停
止
又
は
同
法
第
百
十
五
条
の
九
第

一
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条

の
三
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取

消
し
若
し
く
は
効
力
の
停
止
若
し
く
は
同
法
第
百
十
五
条
の
十

一
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
七
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定
の
失
効
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
前

条
第

一
項
の
指
定
の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

（略
）



（被
保
険
者
が
日
雇
労
働
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
な
っ
た
場
合
）

第
九
十
八
条
　
被
保
険
者
が
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ

の
被
扶
養
者
と
な

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
際
に
療
養
の
給

付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保

険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養

費
に
係
る
療
養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
を
い
う
。
第
百
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
を
い
つ
。
同
号
及
び
第
百
三
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し

く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定

割

樹

剤

「

川

剰

創

目

圃

「

易

ｑ

剃

コ

日

翻

引

創

コ

現

菫

到

「

司

到

引

「

国

日

劉

ｄ

剰

月

「

引

翻

國

薯

剰

留

刊

封

，

日

智

留

劉

罰

釧

１

刻

国

ロ

ヨ

婆

コ

国

楓

劃

割

翻

現

璽

到

「

引

到

引

刊

口

風

ｇ

倒

ヨ

覇

響

ョ

倒

劉

ｄ

副
劇
「
「
瀾
ｄ
ｄ
潤
ョ
月
嗣
畑
劃
刷
刻
馴
制
川
覇
剣
網
劉
列
馴
ヨ
刊
劇
「
利
到
に
係

る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

（同
法
第
四
十
人
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ

＝
劇
スー
割
ｄ
劇
列
尉
同
矧
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に

係
る
施
設
サ
ト
ビ
ス

（同
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。
同
引
測
例
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
八
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
同
号
及
び
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
療
養
に
相
当

（被
保
険
者
が
日
雇
労
働
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
な
っ
た
場
合
）

第
九
十
八
条
　
被
保
険
者
が
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ

の
被
扶
養
者
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
際
に
療
養
の
給

付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、

保

険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養

費
に
係
る
療
養
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
一る

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー

ビ

ス
を
い
う
。
第
百
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
剣
司
コ
刊
川
剣
第
二‐
呵
剣
コ
刑
測
例
第
百
三
十
五
条
第

一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
介
護
サ
ー
き

ス‐
刻
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

（同
法
第
四
十
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
日

劇
コ
謝
「
封
列
ヨ
引
劇
烈
Ｊ
ヨ
到
コ
州
劉
制
ヨ
ヨ
翻
「
∃
ぼ
お
い
て
同
じ
。

）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
八
条
第
一
一十

二
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
第
百
三
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び

第
百
三
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
五
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
第
ロ
コ
刊
川
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く

―ま‐
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
人
条
の
二

第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
第
百
三
十
九
条
第
二
項
笙
窒
一

号
及
び
第
百
三
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す

る

サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
療
養
に
相
当
す
る
も
の
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
疾
病

又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病
に
つ
き
、
当
該
保
険
者
か
ら
療
養
の
給

付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療

養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。



す
る
も
の
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し

た
疾
病
に
つ
き
、
当
該
保
険
者
か
ら
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入

院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く

は
移
送
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４
　

（略
）

（療
養
の
給
付
）

第
百
三
十
九
条
　
　
（略
）

２
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
療
養
の
給
付
を
受
け
る
に
は
、
こ
れ
を
受
け
る
日
に
お

い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第

一
号
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
療
養
の

給
付
を
受
け
た
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病
以
外
の
疾
病
又
は

負
傷
に
つ
い
て
は
、
療
養
の
給
付
を
行
わ
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
前
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
疾
病

（そ
の
原
因
と
な

つ
た
疾
病
又
は

負
傷
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
負
傷
に
つ
き
受
け
た
療

養
の
給
付
の
開
始
の
日

（そ
の
開
始
の
日
前
に
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
き
特

別
療
養
費

（第
百
四
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
療
養
費
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
の

支
給
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
の
支
給
の
う
ち
療
養
に
相

当
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
五
条
第

一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
Ч
翻
翻
翻
薯
刷
刻
劃
翻
刊
＝
劉
ｇ
劉
留
劉
ｑ
引
ｑ
ｑ
コ
網
ｑ
列
刻
劇

２
～
４
　

（略
）

（療
養

）
の
給
付
）

第
百
三
十
九
条
　
　
（略
）

２
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
療
養
の
給
付
を
受
け
る
に
は
、
こ
れ
を
受
け
る
日
に
お

い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第

二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第

一
号
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
療
養
の

給
付
を
受
け
た
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病
以
外
の
疾
病
又
は

負
傷
に
つ
い
て
は
、
療
養
の
給
付
を
行
わ
な
い
。

一
　

（略
）

一
一　
前
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
疾
病

（そ
の
原
因
と
な
っ
た
疾
病
又
は

負
傷
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
負
傷
に
つ
き
受
け
た
療

養
の
給
付
の
開
始
の
日

（そ
の
開
始
の
日
前
に
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
き
特

別
療
養
費

（第
百
四
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
療
養
費
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
の

支
給
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
の
支
給
の
う
ち
療
養
に
相

当
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
五
条
第

一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
Ч
刑
訓
州
調
洲
――
可
対
剣
の‐
劇
樹

（
‐

そ
の
支
給
の
う
ぢ
療
養
に
相

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｅ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

ー

ー

ー

ー



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ロ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

測
耐
馴
悧
刊
「
ｄ
劇
覇
側
型
羽
刺
∃
鼎
悧
「
＝
ｄ
州
訓
馴
凶
到
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の

□
図
到
Π
射
「
司
ｑ
「
劇
劉
司
ョ
引
コ
須
剃
回
剰
測
び
剣
司
四
引
五
条
第

一
項

―こ―
剥
州
で
副
ｕ
「
「
１
刑
訓
州
調
引
―‐
司
スー
剣
の‐
劇
制

（
‐
そ
の
支
給
の
う
ち
療

養
に
相
当
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、

第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特

例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
の
支
給
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
施
設

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び

第
百
四
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。

′）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
の
支
給
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
五
条
第

一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
の
支

給
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百

四
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
特
別
療
養
費
の

支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
Ｈ
川
明
劉
瀾
型
州
調
引
――
劇
ス‐
劃
の‐
刻
網
Ｈ
州

例
刑
現
劉
着
利
州
謝
羽
１１
洲
引
劉
引
望
コ
樹
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、

特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
若
し
く

は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
開
始
の
日
）
か
ら

一
年

（厚
生
労
働

大
臣
が
指
定
す
る
疾
病
に
関
し
て
は
、
五
年
）
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と

（前

号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

３
～
６
　

（略
）

当
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
≡
一

十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
例
施

設

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
の
支
給
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
施
設
サ
ー
む

ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
探
第
四
項
及
び
第
百
一四

十
五
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
あ

支
給
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
一る

。
以
下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
四
十
五
条
第

一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（そ
の
支
給
の
う

ち
療
養
に
相
当
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
湘
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に

係
ヶ
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
第
百
三
十
五
条
第
四
項
及
び
第
百
四
斗

五

条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
特
別
療
養
費
の
支
籍
岬又

は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例
施
設
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
若
し
く
は
特
例
介
護
手

防

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
開
始
の
日
）
か
ら

一
年

（厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す

る

疾
病
に
関
し
て
は
、
五
年
）
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と

（前
号
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）
。

３
～
６
　

（略
）



（傷
病
手
当
金
）

第
百
三
十
五
条
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
療
養

の
給
付

（保
険
外
併
用
療
養
費
、
療

養
費
及
び
訪
問
看
護
療
養
費

の
支
給
並
び
に
介
護
保
険
法

の
規
定
に
よ
る
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
Ｈ
刑
明
劉
剥
型
州
調
洲
＝
司
利
剤

Ч
刺
翻
翻
網
樹
コ
コ
馴
劉
謝
Ⅵ
‐
ヽ
―

『
利
到
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
、
特
例
施
設
介

護
サ
ー
ビ

ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
費
及
び
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
費

の
支

給

（
こ
れ
ら

の
支
給

の
う
ち
療
養

に
相
当
す
る
居
宅
サ
ト
ビ

ス
若
し
く
は
こ
れ
に

相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
「
翻
翻
翻
劉
刷
「
何
劇
『
劉
司
Ч
¶
川
司
利
口
相
判
引
召
洲
――

司
ス‐
可
刑
訓
洲
――
司
スー
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ

ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
第
百
三
十
九
条
第
二
項
の
受
給
資

格
者
票

（同
条
第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
に
対

し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
療
養

（居
宅
サ
ー

・
ビ
ス
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ

ス
並
び
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
サ

ー
ビ
ス
の
う
ち
、
療
養
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
た
め
労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
、
傷

病
手
当
金
を
支
給
す
る
。

２

・
３
　

（略
）

４
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
、
そ
の
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
い
て
、
第
百
三
十
人
条
の

規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪

間
看
護
療
養
費
の
支
給
の
全
部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
介
護
保
険

法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
可
刑
現
劉
測
劉
剣
調
洲
＝
司
スー
剣
ｑ
劇
締

特
例
地
域
密
着
馴
剣
調
列
――
到

スー
剤

の‐
刻
紺
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
支
給

特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
若
し
く

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ロ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

（傷
病
手
当
金
）

第
百
三
十
五
条
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
療
養
の
給
付

（保
険
外
併
用
療
養
費
、
療

養
費
及
び
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
並
び
に
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

費
の
支
給

（こ
れ
ら
の
支
給
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
Ｈ
刑
訓
洲
＝
司
スー
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く

は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
第
百
三
十

九
条
第
二
項
の
受
給
資
格
者
票

（同
条
第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

。
）
を
有
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
療
養

（居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
こ

れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及

び
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
療
養
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の

た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
期
間
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
す
る
。

２

・

・３

（略
）

４
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
、
そ
の
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
い
て
、
第
百
三
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪

問
看
護
療
養
費
の
支
給
の
全
部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
介
護
保
険

法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
若
し
く
は
特
例

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（こ
れ
ら
の
給
付
の
う
ち
第
百
三
十
九
条
第
三
項



■
■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

ロ

ロ

ー

ー

ー

■

１

１

１

１
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１

１

１

１

は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

（こ
れ
ら
の
給
付
の
う
ち
第
百
二
十
九
条

第
二
項
の
受
給
資
格
者
票

（同
条
第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
有
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
全
部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
療
養
の
給
付
若
し
く

は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
介
護

保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
支
給
Ｈ
川
瑚
刺
目
劇
利
錮
覇
綱
劃
覇
剣
到
躍
渕
呵
Ｊ
劉
剛
期
馴
倒
司
劉
剣
調

引
Ｈ
司
ス‐
剤
の‐
刻
細
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
支
給
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
費
の
支
給
に
相
当
す
る
当
該
給
付
又
は
当
該
療
養
若
し
く
は
療
養
費
の
支
給
を

こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
若

し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
地
域
密
着
型
介
護
サ

ー‐
ビ‐
ス‐
剣
の‐
刻
網
Ｈ
州
例
川
明
劉
瀾
型
州
調
引
――
司
ス‐
劃
の‐
劇
細
、
施
設
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

費
の
支
給
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
と
み
な
し
て
、
第

一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（特
別
療
養
費
）

第
百
四
十
五
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
そ
の

該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
二
月

（月
の
初
日
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
二
月
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経

過
し
な
い
も
の
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
、
特
別
療
養
費
受
給
票
を
第
六
十
二
条
第

二
項
第

一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
ぐ
は
診
療
所
若
し
く
は
薬
局

の
う
ち
自
己
の
選
定
す
る
も
の
に
提
出
し
て
、
そ
の
も
の
か
ら
療
養
を
受
け
た
と

き
、
又
は
特
別
療
養
費
受
給
票
を
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
う
ち
自
己
の
選
定
す

の
受
給
資
格
者
票

（同
条
第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有

す

る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全

部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
療
養
の
給
付
若
し
く
は
促
ハ険

外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険

法

の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
馨
（の

支
給
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
船
胆、

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
一に

相
当
す
る
当
該
給
付
又
は
当
該
療
養
若
し
く
は
療
養
費
の
支
給
を
こ
の
章
の
坦
メ定

に
よ
る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
閣

看

護
療
養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
ょ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支

給
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、　
特

例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
若
し
く
は
特

例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
と
み
な
し
て
、
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

を

適
用
す
る
。

（特
別
療
養
費
）

第
百
四
十
五
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
で
そ
の

該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
二
月

（月
の
初

日
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
二
月
。
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
経

過
し
な
い
も
の
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
、
特
別
療
養
費
受
給
票
を
第
六
十
二
条
第

二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
薬
局

の
う
ち
自
己
の
選
定
す
る
も
の
に
提
出
し
て
、
そ
の
も
の
か
ら
療
養
を
受
け
た
と

き
、
又
は
特
別
療
養
費
受
給
票
を
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
う
ち
自
己
の
選
定
す



る
も
の
に
提
出
し
て
、
そ
の
も
の
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
た
と
き
は
、
日
雇

特
例
被
保
険
者
に
対
し
、
そ
の
療
養
又
は
指
定
訪
問
看
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
い

て
、
特
別
療
養
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
き
、
療
養

の
給
付
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療

養
費
、
療
養
費
、
訪
間
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療

養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、

特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

の
支
給
劇
刑
現
刺
剰
劇
利
錮
覇
科
劇
コ
創
剰
綱
劉
ｑ

州
例
川
明
劉
利
型
剣
調
洲
――
到
スー
剣
の‐
劇
細
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、

特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
若
し
く
は

特
例
介
護
予
防
サ
ト
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一
～
三

　

（略
）

２
～
８
　
　
（略
）

る
も
の
に
提
出
し
て
、
そ
の
も
の
か
ら
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
た
と
き
は
、
日
雇

特
例
被
保
険
者
に
対
し
、
そ
の
療
養
又
は
指
定
訪
間
看
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
い

て
、
特
別
療
養
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
き
、
療
養

の
給
付
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療

養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療

養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、

特
例
居
宅
介
護
サ
ト
ビ
ス
費
の
支
給
、
施
設
介
護
サ
ト
ビ
ス
費
の
支
給
、
特
例
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
若
し
く
は
特
例
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
～
三

　

（略
）

２
～
８
　

（略
）



○
　
船
員
保
険
法

（昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

抄

（附
則
第
十
八
条
関
係
）

（被
保
険
者
が
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
）

第
八
十
二
条
　
被
保
険
者
が
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
際
に
家
族
療
養
費
に
係
る
療
養

若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
付
に
係
る
療
養
又
は
介
護

保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同

法
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
特
例
居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

居
宅
サ
ト
ビ
ス
を
い
う
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密

刺

コ

羽

劃

５

刷

囲

割

国

樹

コ

「

劃

１

日

烈

∃

刻

針

『

ヨ

鋼

劉

劃

目

悧

璽

到

「

ゴ

測

蹴

ｄ

Ｊ

例

劉

ｇ

曇

留

「

ゴ

刻

欄

翻

國

碧

劉

ョ

利

司

馴

狙

菊

洲

詞

国

樹

２

馴

罰

引

川

劉

耐

η

コ

コ

測

測

目

樹

引

ｄ
引
―ｌ
ｄ

ス‐
１
測
訓
利
釧
日
利

・
‐
、
‐
『
利
割
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

（同
法
第

四
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
、
特
例
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
本
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す

る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
五
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を

い
う
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（

同
法
第
八
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
若
し
く

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（被
保
険
者
が
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
）

第
八
十
二
条
　
被
保
険
者
が
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
際
に
家
族
療
養
費
に
係
る
療

養

若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
議
雌保

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
付
に
係
る
療
養
又
は
介

護

保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同

法
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
、
特
例

居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
人
条
第

一
項
に
規
定
十
′る

居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
、
施
設

介

護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

（同
法
第
四
十
八
条
第

一
項
に
規

定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係

る
施
設
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
Ｉ
互
倉
雪
十
亡
■
環
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
が
添

う
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
筆
一五

十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
若
し
く

は
特

例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
八
条
の
二
生
〓

項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
療
養
に
相
当
す
る
も
の
を
受
け
る
被
扶
養
者
が
引
き
続

き
当

該
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病
に
つ
き
療
養
又
は
移
送
を

受
け

た
と
き
は
、
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
間
看

護
療

養
費
又
は
家
族
移
送
費
を
支
給
す
る
。



は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
療
養
に
相
当
す
る
も
の
を
受
け
る
被

扶
養
者
が
引
き
続
き
当
該
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
し
た
疾
病
に
つ
き

療
養
又
は
移
送
を
受
け
た
と
き
は
、
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し
、ヽ
家
族
療
養

費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
家
族
移
送
費
を
支
給
す
る
。

２
・
３
　

（略
）

２

ｏ

３

（略
）

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ト
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー



○
　
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（附
則
第
十
九
条
関
係
）

（指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

　

（略
）

一
～
七

　

（略
）

八
～
十
五

　

（略
）

２
　

（略
）

（指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

一
～
七

　

（略
）

（新
設
）

八
～
十
五

　

（略
）

２
　

（略
）

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）



○
　
地
域
保
健
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

一
号
）

（附
則
第
二
十
条
関
係
）

抄

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

（傍
線
部
分
は
改
正
部
令
ｃ

第
五
条

　

（略
）

②
　
都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

保
健
医
療
に
係
る
施
策
と
社
会
福
祉
に
係
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
る
た

め
、
医
療
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十

号
に
規
定
す
る
区
域
及
び
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
剣
司

刊
川
剣
剃
二‐
硼
に
規
定
す
る
区
域
を
参
酌
し
て
、
保
健
所
の
所
管
区
域
を
設
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

　

（略
）

②
　
都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
健
所
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

保
健
医
療
に
係
る
施
策
と
社
会
福
祉
に
係
る
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
る
た

め
、
医
療
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
条
の
四
第
二
項
第
十

号
に
規
定
す
る
区
域
及
び
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
剃
司

刊
川
剰
剣
コ
列
剃
刊
別
に
規
定
す
る
区
域
を
参
酌
し
て
、
保
健
所
の
所
管
区
域
を

設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ロ
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

○
　
生
活
保
護
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

抄

（附
則
第
二
十

一
条
関
係
）

（介
護
扶
助
）

第
十
五
条
の
二
　

（略
）

２
　
前
項
第

一
号
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
と
は
、
介
護
保
険
法
第
人
条
第
二
項
に
規

定
す
る
訪
問
介
護
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訪
間
入
浴
介
護
、
同
条
第
四
項
に

規
定
す
る
訪
問
看
護
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
、
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
通
所

介
護
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
条
第
九
項
に

規
定
す
る
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
療
養
介
護

、
同
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
、
同
条
第
十
二
項
に

規
定
す
る
福
祉
用
具
貸
与
、
副
コ
劉
綱
ＩＩ
コ
列
□
冽
ョ
劇
引
劇
期
巡
回

・‐
固
嘲
矧
扇

利
調
謝
刹
劃
ヨ
到
司
ゴ
馴
剣
利
劇
利
硼
に
規
定
す
る
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
同
条

剣
引
ｄ
口
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
同
刹
剣
刊
川
硼
に
規
定
す
る

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
、
同
条
第
十
九
項

に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
１
同
剣
剣
コ
刊
珂

に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

書
測
が
剖
塑
劃
「
刊
ＩＩ

〓
‐

列
口
測
剖
羽
刻
州
刻
馴
割
「
―
ヽ
‐
『
ス‐
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
サ
ー
ビ

ス
を

い
う
。

３

　

（略
）

４
　
第

一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
施
設
介
護
と
は
、
介
護
保
険
法
剣
川
裂
剣

二‐
刊
「

項

に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
同
条
第

二

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（介
護
扶
助
）

第
十
五
条
の
二
　

（略
）

２
　
前
項
第

一
号

に
規
定

す

る
居
宅
介

護

と

は
、
介

護
保
険
法
第

八
条
第

二
項

に

規

定
す

る
訪
問
介
護
、

同
条
第

二
項

に
規
定

す

る
訪
問

入
浴
介
護
、

同
条
第

四
項

（に

規
定
す

る
訪
問
看
護
、

同
条
第

五
項

に
規
定
す

る
訪
問

リ

ハ
ビ
リ

テ
ー

シ

ョ
ン

、

同
条
第

六
項

に
規
定
す

る
居
宅
療
養
管

理
指
導
、

同
条
第

七
項

に
規
定
す

る
活
埋
所

介
護
、

同
条
第

人
項

に
規
定
す

る
通
所

リ

ハ
ビ
リ

テ
ー

シ

ョ
ン
、

同
条
第
九
頂
＾
に

規
定
す

る
短
期

入
所
生
活
介
護
、

同
条
第

十
項

に
規
定
す

る
短
期

入
所
療
養
介

護

、
´同

条
第

十

一
項

に
規
定
す

る
特
定
施

設

入
居
者
生
活
介
護
、

同
条
第
十

二
項

一に

規
定
す

る
福
祉
用
具
貸
与
、
副
刹
剣
刊
ヨ
引

に
規
定
す

る
夜

間
対
応
型
訪

問
介

護

、
同
刹
剣
刊
利
硼

に
規
定
す

る
認
知
症

対
応
型
通
所
介
護
、
同
刻
剣
刊
「
剰

に

規

定
す

る
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介

護
、
同
刹
剣
刊
川
呵

に
規
定
す

る
認
知
症

対

応

一
共
同
生

活
介
護
測
ｄ
副
剣
剃
刊
川
剰

に
規
定
す

る
地
域
密
着
型

特
定
施

設

人

居

者
生
活
介
護
並
び

に

こ
れ
ら

に
相
当
す

る
サ
ト
ビ

ス
を

い
う
。

（略
）

第

一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
施
設

ヽ
介
護
と
は
、
介
護
保
険
法
制
測
劉
劉
「
「
「
硼

に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
、
同
条
第
二
十

4 3



十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
同
刹
剣
二‐
刊
「
側
に
規
定
す

る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

５
　

（略
）

６
　
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
計
画
と
は
、
居
宅
に
お
い
て
生
活

を
営
む
要
支
援
者
が
介
護
予
防
そ
の
他
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め

に
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
全
部
若
し

く
は

一
部
に
つ
い
て
常
け
介
護
を
要
し
、
又
は
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ

る
状
態
の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止
に
資
す
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー

ビ
ス

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「介
護
予
防
等
」
と
い
う
。
）
の
適
切
な
利
用
等

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
当
該
要
支
援
者
が
利
用
す
る
介
護
予

防
等
の
種
類
、
内
容
等
を
定
め
る
計
画
で
あ
つ
て
ヽ
介
護
保
険
法
第
司
刊
ヨ
剰
ｑ

四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（第
二
十
四
条
の
二
第
二

項
及
び
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

「地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
。
）
の
職
員
の
う
ち
同
法
第
人
条
の
二
第
十
人
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
が
作
成
し
た
も
の
を
い
う
。

（実
施
機
関
）

第
十
九
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第
三
十
条
第

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
被
保
護
者
を
救
護
施
設
、
更
生
施

設
若
し
く
は
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
に
入
所
さ
せ
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
施
設
に

入
所
を
委
託
し
、
若
し
く
は
私
人
の
家
庭
に
養
護
を
委
託
し
た
場
合
又
は
第
二
十

四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
護
者
に
対
す
る
介
護
扶
助

（施
設
介
護
に

限
る
。
）
を
介
護
老
人
福
祉
施
設

（介
護
保
険
法
剣
川
刹
剣
コ
刊
利
珂
に
規
定
す

る
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し
て
行
う
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
入
所
又
は
委
託
の
継
続
中
、
そ
の
者
に
対
し
て
保
護
を
行
う
べ
き
者

■
■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

目

―

―

―

―

―

ロ

ロ

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

四
項
に
規
定
す
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
副
剣
剣
コ
刊
コ
剰
に
規
定
す
る

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

５
　

（略
）

６
　
第

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
計
画
と
は
、
居
宅
に
お
い
て
生
活

を
営
む
要
支
援
者
が
介
護
予
防
そ
の
他
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め

に
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
の
全
部
若
し

く
は

一
部
に
つ
い
て
常
時
介
護
を
要
し
、
又
は
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ

る
状
態
の
軽
減
又
は
悪
化
の
防
止
に
資
す
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー

ビ
ス

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「介
護
予
防
等
」
と
い
う
。
）
の
適
切
な
利
用
等

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
当
該
要
支
援
者
が
利
用
す
る
介
護
予

防
等
の
種
類
、
内
容
等
を
定
め
る
計
画
で
あ
つ
て
、
介
護
保
険
法
剃
司
刊
コ
剣
剣

四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（第
三
十
四
条
の
二
第
二

項
及
び
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て

「地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
。
）
の
職
員
の
う
ち
同
法
第
人
条
の
二
第
十
人
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
が
作
成
し
た
も
の
を
い
う
。

（実
施
機
関
）

第
十
九
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第
二
十
条
悌

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
被
保
護
者
を
救
護
施
設
、
更
生
施

設
若
し
く
は
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
に
入
所
さ
せ
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
施
設
に

入
所
を
委
託
し
、
若
し
く
は
私
人
の
家
庭
に
養
護
を
委
託
し
た
場
合
又
は
第
三
十

四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
護
者
に
対
す
る
介
護
扶
助

（施
設
介
護
に

限
る
。
）
を
介
護
者
人
福
祉
施
設

（介
護
保
険
法
制
川
剣
剃
二‐
刊
口
剰
に
規
定
す

る
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
委
託
し
て
行
う
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
入
所
又
は
委
託
の
継
続
中
、
そ
の
者
に
対
し
て
保
護
を
行
う
べ
き
者
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⌒E奄楚徴撃結霧力1繕結落婆:軍 は
、
そ
の
者
に
係
る
入
所
又
は
委
託
前
の
居
住
地
又
は
現
在
地
に
よ
つ
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

４

～

７

（略
）

■
■

■

■
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嚢重定言霧輩楚雲手ll候
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４

～

７
と
が
で
き
る
。

５
　

（略
）

・

～

‐４

（新
設
）

42第
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略 則

賛磐季種末薯:源日1事嚢
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響奄肇電裏合安茜署1螢毯
暑括盃籍嚢籍呂肴疑

‐
同覆

は
、
そ
の
者
に
係
る
入
所
又
は
委
託
前
の
居
住
地
又
は
現
在
地
に
よ
つ
て
定
め

る́

も
の
と
す
る
。

（略
）
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Ｏ
　
地
方
税
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

抄

（附
則
第
二
十
四
条
関
係
）

（用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
）

第
七
十
三
条
の
四
　
道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
者
が
不
動
産
を
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に

も取
得
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

一
～
四
の
人

　

（略
）

四
の
九
　
社
会
福
祉
法
人

（日
本
赤
十
字
社
を
含
む
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

者
が
介
護
保
険
法
剣
司
刊
ョ
刻
の‐
回
刊
利
剣
一‐剰
に
規
定
す
る
包
括
的
支
援
事

業
の
用
に
供
す
る
不
動
産

五
～
二
十
八

　

（略
）

２

・
３
　

（略
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（用
途
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
）

第
七
十
二
条
の
四
　
道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
者
が
不
動
産
を
そ
れ
ぞ

れ

当
該
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

一
～
四
の
人

　

（略
）

四
の
九
　
社
会
福
祉
法
人

（日
本
赤
十
字
社
を
含
む
。
）
そ
の
他
政
令
で
定
め

る

者
が
介
護
保
険
法
劉
司
刊
劃
烈
謝
淵
コ
判
馴
「
「
列
に
規
定
す
る
包
括
的
支
援
事

業
の
用
に
供
す
る
不
動
産

五
～
二
十
人

　

（略
）

２

◆
３
　

（略
）

（固
定
資
産
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
二
百
四
十
人
条

　

（略
）

２
　
固
定
資
産
税
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産
に
対
し
て
は
課
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
固
定
資
産
を
有
料
で
借
り
受
け
た
者
が
こ
れ
を
次
に
掲
げ
る
固
定

資
産
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
固
定
資
産
の
所
有
者
に
課
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
の
四

　

（略
）

（固
定
資
産
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
二
百
四
十
八
条

　

（略
）

２
　
固
定
資
産
税
は
、
次
に
掲
げ
る
固
定
資
産
に
対
し
て
は
課
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
固
定
資
産
を
有
料
で
借
り
受
け
た
者
が
こ
れ
を
次
に
掲
げ
る
固
定

資
産
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
固
定
資
産
の
所
有
者
に
課
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
の
四

　

（略
）



十
の
五
　
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
介
護
保
険
法
剣
副
刊
ヨ
剣

の
四
十
六
第

一
項
に
規
定
す
る
包
括
的
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

十
の
六
～
四
十
四

　

（略
）

３
～
１０
　

（略
）

（特
別
土
地
保
有
税
の
非
課
税
）

第
五
百
八
十
六
条

　

（略
）

２
　
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
土
地
又
は
そ
の
取
得
に
対
し
て
は
、
特
別
土
地
保
有

税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
五

　

（略
）

五
の
一
一　
医
療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
経
営
す
る
介

護
保
険
法
第
八
条
第
二

十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
用
に
供
す

る
土
地

六
～
二
十
　
　
（略
）

３

ｏ
４
　

（略
）

（事
業
所
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
七
百

一
条
の
二
十
四

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
指
定
都
市
等
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
事
業
に

対
し
て
は
、
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
人

　

（略
）

九
　
医
療
法
第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
病
院
及
び
診
療
所
、
介
護
保
険
法
第
川
剣

第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に

看
護
師
、
准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
医
療
関
係
者
の
養

成
所

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

十
の
五
　
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
介
護
保
険
法
制
割
刷
判
劉
利

の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
包
括
的
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

十
の
六
～
四
十
四

　

（略
）

３
～
１０
　

（略
）

（特
別
土
地
保
有
税
の
非
課
税
）

第
五
百
八
十
六
条

　

（略
）

２
　
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
土
地
又
は
そ
の
取
得
に
対
し
て
は
、
特
別
土
地
保
有

税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
五
　

（略
）

五
の
一
一　
医
療
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
経
営
す
る
介

護
保
険
法
釧
川
劉
剣
コ
刊
ヨ
硼
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
用
に
供
す

る
土
地

六
～
二
十

３

ｏ
４
　

（略
）

（略
）

（事
業
所
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
七
百

一
条
の
二
十
四

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
指
定
都
市
等
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
に
係
る
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
事
業
に

対
し
て
は
ヽ
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
人

　

（略
）

九
　
医
療
法
第

一
条
の
五
に
規
定
す
る
病
院
及
び
診
療
所
、
介
護
保
険
法
第
八
条

第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に

看
護
師
、
准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
医
療
関
係
者
の
養

成
所



十
～
十
の
七

　

（略
）

十

の
人
　
介
護
保
険
法
剣
司

十

五
条

の
四
十
六
第

一
項
に
規
定
す
る
包
括
的
支
援

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設

十

一
～
二
十
九

　

（略
）

４
～
７
　

（略
）

十
～
十
の
七

　

（略
）

十
の
人
　
介
護
保
険
法
剣
司
刊
ョ
列
の‐
回
刊
ョ
剣

一‐
剰
に
規
定
す
る
包
括
的
支

援

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設

十

一
～
二
十
九

　

（略
）

４
～
７
　

（略
）



○
　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

（附
則
第
二
十
五
条
関
係
）

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
六
号
）

抄

（認
知
機
能
検
査
）

第
四
条
の
三
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
前
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の

も
の
は
、
住
所
地
又
は
法
人
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委

員
会
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律

第
百
三
十
二
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
記
憶
機
能
及
び
そ
の
他
の
認
知
機
能

（以
下
単
に

「認
知
機
能
」
ど
い
う
。
）
に
関
す
る
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
受
け
た
者
で
当
該
検

査
の
結
果
が
認
知
機
能
に
関
し
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
対

し
、
そ
の
者
が
介
護
保
険
法
剣
コ
刻
の‐
二‐
に
規
定
す
る
認
知
症
で
あ
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
医
師
の
診
断
を
受
け
、
当
該
医
師
の
診
断
書
を
提
出

す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（許
可
の
基
準
）

第
五
条
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
許
可
申
請
書
若
し
く
は

そ
の
添
付
書
類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重

要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
令
ｃ

（認
知
機
能
検
査
）

第
四
条
の
三
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
前
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の

も
の
は
、
住
所
地
又
は
法
人
の
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委

員
会
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律

第
百
三
十
三
号
）
第
八
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
記
憶
機
能
及
び
そ
の
他
の
認
知

機
能

（以
下
単
に

「認
知
機
能
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
を
受
け
た
者
で
当
該
検

査
の
結
果
が
認
知
機
能
に
関
し
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
対

し
、
そ
の
者
が
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
で
あ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定
す
る
医
師
の
診
断
を
受
け
、
当
該
医
師
の
診
断
書
を

提
出
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（許
可
の
基
準
）

第
五
条
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
許
可
申
請
書
若
し
く
は

そ
の
添
付
書
類
中
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重

要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い



一
一

（略
）

精
神
障
害
若
し
く
は
発
作
に
よ
る
意
識
障
害
を
も
た
ら
し
そ
の
他
銃
砲
若
し

く
は
刀
剣
類
の
適
正
な
取
扱
い
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
病
気
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
に
か
か
つ
て
い
る
者
又
は
介
護
保
険
法
第
五
条
の
二
に
規

定
す
る
認
知
症
で
あ
る
者

四
　
ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ

へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

五
～
十

一
　

（略
）

十
二
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い
な

い
も
の
　
′

十
二
～
十
八

　

（略
）

２
～
５
　

（略
）

一
一

（略
）

精
神
障
害
若
し
く
は
発
作
に
よ
る
意
識
障
害
を
も
た
ら
し
そ
の
他
銃
砲
若
［し

く
は
刀
剣
類
の
適
正
な
取
扱
い
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
病
気
と
し

て

政
令
で
定
め
る
も
の
に
か
か
つ
て
い
る
者
又
は
介
護
保
険
法
第
人
条
第
十
一
ハ
項

に
規
定
す
る
認
知
症
で
あ
る
者

四
　
ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、

五
～
十

一
　

（略
）

あ

へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

十
二
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
ぼ

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
て
い

な

い
も
の

十
二
～
十
八

　

（略
）

２
～
５
　

（略
）



Ｏ
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

（附
則
第
二
十
六
条
関
係
）

抄

（組
合
員
が
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
な
つ
た
場
合
等
の
給
付

）
第
五
十
九
条
　
組
合
員
が
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
健
康
保
険
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者

（次
項
に
お
い
で

「日
雇
特

例
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
し
た

際
に
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用

療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護

療
養
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定

に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
定
す

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
．び

第
八
十
七
条
の

五
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に

よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
八
十
七
条
の
五
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
可
川
明
劉
冽
型
剣
謝
洲
――
司

スー
創
引
翻
日
劇
＝
翻
「
ｑ
劃
ｄ
封
馴
困
則
川
Ⅵ
訓
コ
獨
司
―こ―
糊
覇
刷
刻
副
捌
目
劉
判
劇
コ

剣
ｄ
刊
ヨ
鋼
潤
倒
日
捌
コ
「
ｄ
剌
翻
翻
網
樹
コ
創
劉
刻
Ｈ
劇
スー嗣
風
刻
訓
測
ｕ
国
咽
句
「

以
下
こ
の
条
及
び
第
川
刊
ｄ
列
の‐
ョ
剣

一‐
剰
―こ‐
剥
＝
ｄ
副
酬
「
「
劇
州
舛
刑
明
劉

ヨ

劉

「

Ｊ

コ

劉

劃

引

劃

謝

例

コ

曇

鳳

引

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
令
ｃ

（組
合
員
が
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
な
つ
た
場
合
等
の
給
付

）
第
五
十
九
条
　
組
合
員
が
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
健
康
保
険
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者

（次
項
に
お
い
て

「日
雇
特

例
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
し
た

際
に
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用

療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護

療
養
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定

に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
定
す

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
七
条
の

五
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に

よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
八
十
七
条
の
五
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
「
川
訓
州
調
引
――
司
スー
劃

（
―

同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
四
十
人
条
第

一

項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び

第
八
十
七
条
の
五
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ

ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
八
条
第

二
十
二
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―
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Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ
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Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ



す
る
サ
|
ビ
ス

に
係
る
も
の
に
限
る

項
目
劉
調
覇
劃
Ⅲ
Ч
Ｊ
「
Ｈ
測
調
和
錮
覇
何
劇
ョ
到
列

（
‐

同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
給

付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ

ー
ビ
ス
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
七
条
の
五
第

一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る

当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
八
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
施
設

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
七
条
の
五
第

一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該

給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
五
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
十
七
条
の
五
第

一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に

よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
八
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以

下
こ
の
条
及
び
第
八
十
七
条
の
五
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
と

き

（そ
の
者
が
退
職
し
た
際
に
そ
の
被
扶
養
者
洲
副
調
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

朝
翻
翻
劇
側
倒
利
刹
利
劉
嘲
「
―‐
ビ
ス‐ョ
到

上」
‐
利
訓
州
釧
日
伺

・
‐
、
‐
『
刻
割
到
刊
И
¶
刷
特
例
施

設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
を
受
け
て
い
る
と
き
を
含
む
。
）
に
は
、
当
該
病
気
収
は
負
傷
及
び
こ
れ

ら
に
よ
り
生
じ
た
病
気
に
つ
い
て
継
続
し
て
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費

、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、

移
送
費
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
家
族
移
送
費
を
支
給
す
る

２
　
組
合
員
が
死
亡
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
に

よ
り
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
で
あ

つ
て
、
か
つ
、
当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
被
扶
養
者
が
日
雇
特
例

以
下

の
条
及

第
ノヽ
十
七

条
の
五

第|__――

第
八
十
七
条
の
五
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
五
十
二
五
〈第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
八
十
七
条
の
五
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防

サ

ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
確
弟
八

条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
き

ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
人
十
七
条
の
五
第

一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
と
き

（そ
の
者
が
退
職
し
た
際
に
そ
の
被
扶
養
者
が
介

護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

、
川
訓
州
調
劇
―
、
―
『
劉
劉
刊
Ч
ｑ
団
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
受
け
て
い
る
と
き
を
合

む

。
）
に
は
、
当
該
病
気
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
ら
に
よ
り
生
じ
た
病
気
に
つ
い
で
継

続
し
て
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
墳
、
保
険
外

併

用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
移
送
費
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪

問

看
護
療
養
費
又
は
家
族
移
送
費
を
支
給
す
る
。

２
　
組
合
員
が
死
亡
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
に

よ
り
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合

で
あ

つ
て
、
か
つ
、
当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
被
扶
養
者
が
日
一犀
特
例



被
保
険
者
等
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者

が
死
亡
し
た
際
に
家
族
療
養
費
又
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
を
受
け
て
い
る
と
き

（当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
し
た
際
に
当
該
被
扶
養
者
が
介

護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

、
地
域
密
着
型
介
護‐
引
―‐
ｄ

スー
割
到
測
剛
剛
側
綱
倒
劉
馴
創
司
川
――
嘲
対
剣
、
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
受
け
て
い
る
と
き
を
含
む
。
）
に

は
、
当
該
病
気
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
ら
に
よ
り
生
じ
た
病
気
に
つ
い
て
、
継
続
し

て
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
家
族
移
送
費
を
当
該
組
合
員
で
あ

つ
た
者
の
被
扶
養
者
と
し
て
現
に
療
養
を
受
け
て
い
る
者
に
支
給
す
る
。

３
ｏ
４
　
（略
）

（障
害
一
時
金
の
受
給
権
者
）

第
八
十
七
条
の
五
　
公
務
に
よ
ら
な
い
で
病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
者
で
、

そ
の
病
気
又
は
負
傷
に
係
る
傷
病
の
初
診
日
に
お
い
て
組
合
員
で
あ
つ
た
も
の
が

退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
退
職
の
日

（療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併

用
療
養
費
、
療
養
費
若
ｔ
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療

養
費
、
医
療
費
若
し
く
は
訪
間
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に

よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
Ｈ
川
鯛
劉
測
到
剣
調

刊
――
司
スー
剤
可
州
例
醐
翻
刺
ヨ
刑
刻
劃
刺
「
＝
嘲
スー
剤
ヽ
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
開
始
後
五
年
を
経
過
し
な
い
組
合
員
が
そ
の
資
格
を
喪
失

し
た
後
継
続
し
て
こ
れ
ら
の
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

給
付
の
支
給
開
始
後
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
そ
の
傷
病
が
治
つ
た
日
又
は

そ
の
症
状
が
固
定
し
治
療
の
効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
態
に
至
つ
た
日
。
次
条
に

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

被
保
険
者
等
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者

が
死
亡
し
た
際
に
家
族
療
養
費
又
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
を
受
け
て
い
る
と
き

（当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
し
た
際
に
当
該
被
扶
養
者
が
介

護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
若
し
ぐ
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
受
け
て
い
る
と
き
を
含
む

。
）
に
は
、
当
該
病
気
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
ら
に
よ
り
生
じ
た
病
気
に
つ
い
て
、

継
続
し
て
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
家
族
移
送
費
を
当
該
組
合

員
で
あ
つ
た
者
の
被
扶
養
者
と
し
て
現
に
療
養
を
受
け
て
い
る
者
に
支
給
す
る
。

３

・
４
　

（略
）

（障
害

一
時
金
の
受
給
権
者
）

第
八
十
七
条
の
五
　
公
務
に
よ
ら
な
い
で
病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
者
で
、

そ
の
病
気
又
は
負
傷
に
係
る
傷
病
の
初
診
日
に
お
い
て
組
合
員
で
あ
つ
た
も
の
が

退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
退
職
の
日

（療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併

用
療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療

養
費
、
医
療
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に

よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
開
始
後
五
年
を
経
過
し
な
い
組
合
員
が
そ
の
資
格

を
喪
失
し
た
後
継
続
し
て
こ
れ
ら
の
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
給
付
の
支
給
開
始
後
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
そ
の
傷
病
が
治
つ
た

日
又
は
そ
の
症
状
が
固
定
し
治
療
の
効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
態
に
至
つ
た
日
。

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
そ
の
傷
病
の
結
果
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
程
度



お
い
て
同
じ
。
）
に
、
そ
の
傷
病
の
結
果
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
障
害

一
時
金
を
支
給
す
る
。

２
　

（略
）

の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
障
害

一
時
金
を
支
給
す
る
。

（略
）



○
　
国
民
健
康
保
険
法

（昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

（附
則
第
二
十
七
条
関
係
）

抄

（被
保
険
者
が
日
雇
労
働
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
な

つ
た
場
合
）

第
五
十
五
条
　
被
保
険
者
が
第
六
条
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
た
め
そ
の
資
格

を
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
い
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
際
現
に
療
養
の
給
付
、
入

院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併

用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
特
別
療
養
費

に
係
る
療
養
又
は
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
規
定
に
よ

る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
四
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）

（療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー

ビ
ス

（こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
地
域

■

剰

劃

刊

到

副

例

剰

錮

劉

口

刊

ゴ

国

測

到

ヨ

条
の
二
第

一
項
に
規
定‐
引
ｄ
目
調
翻
翻
翻
目
創
翻
何
劇
劉
到
劉
り
刻
川
「

（
―

劇
測
目

を
い
う
。
）
若
し
く
は
ョ
測
潤
潤
覇
剰
刻
酬
何
劇
コ
ｑ
ｄ
洲
引
り
ｑ
刻
――
嘲

スー
剣
引

「
劇
測
―こ―
糊
劃
引
刻
測
州
劇
嗣
刻
「
）―
、―悧
劉
引
劉
司
刻
―
、
―
『
召
副
に
係
る
指
定
施

設
サ
ー
ビ
ス
等

（同
法
第
四
十
人
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ト
ビ
ス
等

を
い
う
。
）

（療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
令
ｃ

（被
保
険
者
が
日
雇
労
働
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
な
つ
た
場
合
）

第
五
十
五
条
　
被
保
険
者
が
第
六
条
第
七
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
た
め
そ
の
資
格

を
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
際
現
に
療
養
の
給
付
、
入

院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併

用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
特
別
療
養
費

に
係
る
療
養
又
は
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
規
定
に
よ

る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
四
十

一
条
第

一

項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）

（療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
若
ｔ
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー

ビ
ス

（こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
施
設

州
調
引
――
劇
スー
剤
に
係
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

（同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
）

（療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る

。
）
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス

（同
法
剣
川
剣
剣
コ

十
三
項
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）

（療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限

る
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
五

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）

（療
養
に
相

当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
人
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
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■
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Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

相
当
す
る
も

の
に
国
倒
¶
「
Ｈ
州
例
刑
明
劉
着
型
州
謝
引

――
劇

スー
劃
ｄ
例
ｄ
刑
現

密
着
型
サ
ー
ビ

ス

（―副
日
鋼
川
剣
第
刊
回
剰

―こ―
刑
ｄ
引
ｄ
劇
現
馴
剰
利
羽
――
洲

スー



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

費
に
係
る
施
設
サ
ー
ビ
ス

（同
法
剣
川
刹
剣
ョ
刊
ョ
剰
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ

ス
を
い
う
。
）

（療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

に
係
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
五
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）

（療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く

は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（同
法
第
人
条
の
二

第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す

る
サ
ー
ビ
ス

（こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
つ
て

発
し
た
疾
病
に
つ
い
て
当
該
保
険
者
か
ら
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の

支
給
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
、
訪
問
看
護

療
養
費
の
支
給
、
特
別
療
養
費
の
支
給
又
は
移
送
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き

る
。

２
～
４
　

（略
）

（病
院
等
に
入
院
、
入
所
又
は
入
居
中
の
被
保
険
者
の
特
例
）

第
百
十
六
条
の
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
入
院
、
入
所
又
は
入
居

（以
下
こ
の
条
に

お
い
て

「入
院
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る

病
院
、
診
療
所
又
は
施
設

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「病
院
等
」
と
い
う
。
）
の

所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、

増
該

病
院
等
に
入
院
等
を
し
た
際
他
の
市
町
村

（当
該
病
院
等
が
所
在
す
る
市
町
村
以

外
の
市
町
村
を
い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の

は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
三
以
上
の
病
院
等
に
継
続
し
て
入
院
等
を
し
て

い
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
現
に
入
院
等
を
し
て
い
る
病
院
等

（以
下
こ
の
条
に

お
い
て

「現
入
院
病
院
等
」
と
い
う
。
）
に
入
院
等
を
す
る
直
前
に
入
院
等
を
し

て
い
た
病
院
等

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「直
前
八
院
病
院
等
」
と
い
う
。
）
及

う
。
）
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス

（
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
私
ソ療

養
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
た
と
き
は
一
そ
の
者
は
、
当
該

疾

病
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
に
よ
つ
て
発
し
た
疾
病
に
つ
い
て
当
該
保
険
者
か
ら
療

養

の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険

外

併
用
療
養
費
の
支
給
、
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
、
特
別
療
養
費
の
支
給
又
は

移

送
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４
　

（略
）

（病
院
等
に
入
院
、
入
所
又
は
入
居
中
の
被
保
険
者
の
特
例
）

第
百
十
六
条
の
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
入
院
、
入
所
又
は
入
居

（以
下
こ
の
条
一に

お
い
て

「入
院
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
規
定
す

る

病
院
、
診
療
所
又
は
施
設

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「病
院
等
」
と
い
う
。
∪

の

所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
当
一該

病
院
等
に
入
院
等
を
し
た
際
他
の
市
町
村

（当
該
病
院
等
が
所
在
す
る
市
町
糾
り以

外
の
市
町
村
を
い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
ｔ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の

は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
三
以
上
の
病
院
等
に
継
続
し
て
入
院
等
を

し
て

い
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
現
に
入
院
等
を
し
て
い
る
病
院
等

（以
下
こ
の
条
に

お
い
て

「現
入
院
病
院
等
」
と
い
う
。
）
に
入
院
等
を
す
る
直
前
に
入
院
等
を
し

で
い
た
病
院
等

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「直
前
入
院
病
院
等
」
と
い
う
。
）
及



び
現
入
院
病
院
等

の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
院
等
を
し
た

こ
と
に
よ
り
直
前
入
院
病
院
等

及
び
現
入
院
病
院
等

の
そ
れ
ぞ
れ

の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
変
更
し
た
と

認
め
ら
れ
る
も

の

（次
項
に
お

い
て

「特
定
継
続
入
院
等
被
保
険
者
」
と

い
う
。

）
に

つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な

い
。

一
～
五

　

（略
）

エハ
　
介
護
保
険
法
第
人
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設

（老
人
福
祉
法
第
二

刊
月
刻
翻
コ
翻
調
掘
劉
州
引
ｑ
列
相
召
月
潤

――
測
刊
劇
封
覇
ヽ

音
‐

日
咽
ョ
２
引
側
の‐

剣
ｄ
潤
側
嗣
調
珊
引
翻
刻
「
引
判
調
刊
ヨ
引
潤
潤
樹
「
コ
劇
ｇ
コ
劇
劉
割
劉
剰
「
硼

釧
利
翻
馴
馴
創
謝
割
馴
馴
ヨ
則
明
ｑ
劉
剣
日
剃
剰
劇
刻
鮒
測
「
剣
劃
刺
劉
悧
倒
剰
川

裂
劉
刊
判
目
月
期
劉
銅
引
創
劉
コ
刑
訓
川
目
瀾
刷
目
相
釧
周
Ｊ
コ
翻
川
ｑ
劇
ヨ
剰
硼

―こ―
欄
刻
劇
目
国
網
コ
‐
＾
―

∃
劉
司
∃
列
利
劇
劉
日
調
馴
劃
創
馴
劇
■
鯛
¶
コ
９
ｇ
囲
劉

「
「
ｄ
園
ｄ
刊
「

へ
の
入
居

又
は
同
測
剣
川
剰
剣
コ
刊
口
呵

に
規
定
す
る
介
護

保
険
施
設

へ
の
入
所

２

ｏ
３

　

（略
）

（指
定
介
護
老
人
福
袖
翻
瓢
日
「
翻
四
「
ｑ
例
側
洲
劉
月
潤
馴
劉

ョ
規
羽
る
目
笙
コ
囚
刷
劃
碧
¶
１
引
ヨ
３
ｇ
調
コ
劉

Ｊ

Ｉこ
―
劉
「
ヨ
ヨ
ロ
引
藝
謝
ヨ
璽
署
査
樹
畢
璽
留
Ｊ
易

閣
相
引
刻
刊
利
轟
引
月
剰
翻
馴
刊
刻
召
覇
謝
目
笙
署

磐
日
璽
ヨ
創
ヨ
週
困
剛
劇
細
ｄ
訊
コ
刻
弱
ぶ
刷
劃
羽

コ
「
馴
朝
翻
引
紹
劇
劉
引
１
ロ
ヨ
測
ｄ
鼎
ヨ
刷
寸
日

劃
冽
刻
ｄ
測
司

当
‐
詔
目
笙
暑
国
日
邸
科
斜
∃
副
列
圏

州
自
国
須
劉
コ
コ
ヨ
劉
劉
創
悧
翻
司
ヨ
フ
国
刷
易
「

国
日
コ
創
創
國
響
剰
藝
利
創
磐
割
射
割
鋼
笙
刃
ヨ
ヨ

附

貝lj

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

び
現
入
院
病
院
等
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
院
等
を
し
た
こ
と
に
よ
り
直
前
入
院
病
院
等

及
び
現
入
院
病
院
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
変
更
し
た
と

認
め
ら
れ
る
も
の

（次
項
に
お
い
て

「特
定
継
続
入
院
等
被
保
険
者
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
五

　

（略
）

ニハ
　
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設

へ
の
入
居
又
は
同
条

第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設

へ
の
入
所

２

ｏ
３
　

（略
）

（新
設
）



句

劃

詞

風

劃

測

日

「

裂

ョ

コ

剰

ョ

紹

剰

ョ

「

日

劇

百

ａ

胡

「

副

諷

測

「

塑

測

割

国

到

Ｂ

刊

劉

謝

司

目

城

ｑ

刻

到

易

創

ョ

＝

Ч

劃

猾

例

劉

墾

曇

萄

引

翻

囲

融

圏

コ

刻

引

コ

劇

割

『

劉

為

創

翻

覇

劉

剰

Ｊ

副

徴

劇

利

相

昌

∃

目

劉

刻

側

馴

剌

ｑ

ｄ

∃

刻
刻
例
川
明
劉
君
型
州
調
冽
月
日
利
測
訓
ど

な

つ
た
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

側
¶
判
測
剤
「
国
測
日
「
∃
劉
コ
副
剣
調
老

人
福
祉
施

設
」
と

い
う
。

）
を
含

む

謝

コ

紹

国

Ｊ

「

剰

制

ョ

η

倒

コ

釧

刷

覇

劇

可

以
‐

コ
湖
智
劉
ゴ
劃
Ч
口
ｄ
囲
「
ョ
例
剰
例
召
月
ョ
釧
「
冽

智

日

「

剣

国

刊

日

「

ゴ

コ

日

剰

倒

判

劃

瑠

剰

翻

壊
碧
梨
磐
「
省
ョ
劉
耐
獨
「
ョ
冽
刊
ぞ
り
劉
目
ａ
Ｊ

で
―

刻

１

覇

戌

コ

劉

∃

磐

コ

割

Я

引

引

劃

副

忍

劉

倒

「

週

倒

ヨ

磐

劃

網

目

引

劃

馴

忍

目

劉

∃

¶

Ｊ

及
‐

劇

コ

別

弱

国

曇

劉

例

製

利

Я

国

ョ

封

ョ

咽

コ

馴

忍
期
国
ョ
悧
響
詞
藝
習
蒼
利
馴
ａ
卵
擢
刻
調
割
創
塑
日

明
全

署

０

コ

国

耐

刻

コ

劉

刻

倒

日

「

覇

剰

翻

α

鋼
欄
璽
ｑ
目
¶
Ｊ
副
「
覇
司
■
司
躙
謝
劇
「

２‐

「
扁
圏
蜘
開
割
囲
翻
馴
州
列
「
網
渕
引
引
日
日
囲
副
ｑ
『
劃
「
剰

剣
コ
日
堀
刑
ｄ
電
「
Ｊ
訓
引
ョ
国
脚
瀾
刊
『
側
月
引
劇
ョ
国
測
測
司

被
保
険
者
と
す
る
。

一‐

網
例
ｕ
ｄ
川
園
割
ｄ
ｕ
ｄ
劇
測
二‐
劇
劃
の‐
劇
開
釧
硼
ｄ
測
ぞ
測
―こ‐
月
日
割
ｄ

引
到
刊
目
咽
測
劃
翻
凶
創
洲
酬
硼
翻

の‐
引
「
コ
創
刻
糊
濶
掘
綱
調
馴
州
司

Ц
利
劃
引
例
捌
釧
刷
脚
閣
劉
刊
淵
引
て‐
劇
判
ョ
副
刊
劇
目
翻
幽
洲
引
硼
刷

列
ｑ
□
国
「
¶
創
圏
∃
刊
悧
園
翻
司
司
明
州
ヨ
響
劉
則
馴
覇
側
樹
相
翻
訓

洲
硼
「
コ
創
謝
糊
＝
測
洲
調
酬
測
冽
州
刻
Ｊ
∃
２
日
Ⅲ
矧
川
翻
劉
測
ｄ

て‐



二‐

綱
祠
判
州
開
割
引
劃
劇
遍
ヨ
引
劇
冒
翻
劉
り
劇
日

の‐剰
開
割
洲
引

継
続
し
て
他
ｑ
周
囲
「
『
バ
囲
割
引
劇
到
司
ど

（
―
劇
「
４
の‐
刑
―こ‐
到
劇
ｄ

「
―
網

ｌ

つ̈

朝
引
引
綱
劃
調
脚
網
潮
馴
州
司
引
コ
創
蟄
翻
洲
潤
翻
硼
州
剰
‐‐側
什
計
の‐‐

号
に
お
門
国
劇
倒
コ
側
閉
刻
剰
「
日
劇
列
刊
「
ｄ
徊

つｌ
ｄ
ｄ
訓
劇
引
測
ｄ
例
劇

険
者

で
あ

つ
「
「
副
冽
嗣
相
対
月
期
悧
嗣
調
刻
司
目
側
ぶ
副
凋
月
開
罰
司
劇
個

回
旧
壕
嘲
響
暑
翻
訓
劉
彙
留
舞
乱

村‐‘

を

い
う
。
）

の
‐図

瑚
刊

―こ―
倒
謝
ｄ
利
ｕ
ｄ
劇
測
Ｊ
訓
司
引
河
劉
Ы

の‐

割
釧
悧
倒

の
市
町
村

３‐

団̈
目
旧
「
劉
渕
濶
用
ｄ
割
劉
潤
硼
因
ョ
川
Л
ｄ
可
■
響
創
翻
瑚
翻
利

剛
剛
旧
「
司
到
馴
劉
獄
硼
制
剣
剛
Ｊ
可
Ｊ
到
刷
刈
劉
ｇ
汁
詐
針針
一一叶

用
す
る
。

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

日

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ



■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

○
　
道
路
交
通
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
　

抄

（附
則
第
二
十
条
関
係
）

（免
許
の
拒
否
等
）

第
九
十
条
　
公
安
委
員
会
は
、
前
条
第

一
項
の
運
転
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

（当

該
運
転
免
許
試
験
に
係
る
適
性
試
験
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
第

一
種
免
許

又
は
第
二
種
免
許
に
あ
つ
て
は

一
年
を
、
仮
免
許
に
あ
つ
て
は
二
月
を
経
過
し
て

い
な
い
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
免
許
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
、
免
許

（仮
免
許
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
与
え
ず
、
又
は
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
免
許
を
保
留
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
　

（略
）

一
の
一
一　
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
一

す
る
認
知
症

（第
百
三
条
第

一
項
第

一
号
の
一

い
う
。
）
で
あ
る
者

一
一　
ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ

へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

三
～
七

　

（略
）

２
～
１４
　

（略
）

（運
転
免
許
試
験
の
免
除
）

第
九
十
七
条
の
二
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ

（傍
線
の
部
分
は
改
正
颯
”分
）

（免
許
の
拒
否
等
）

第
九
十
条
　
公
安
委
員
会
は
、
前
条
第

一
項
の
運
転
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者

（当

該
運
転
免
許
試
験
に
係
る
適
性
試
験
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
第

一
種
免

許

又
は
第
二
種
免
許
に
あ
つ
て
は

一
年
を
、
仮
免
許
に
あ
つ
て
は
二
月
を
経
過
し
て

い
な
い
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
免
許
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
、
免
許

（仮
免
許
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
与
え
ず
、
又
は
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
免
許
を
保
留
す
る

こ

と
が
で
き
る
。

一
　

（略
）

一
の
二
　
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
劉
■
刻
翻
倒
劇
創
側
に

規
定
す
る
認
知
症

（第
百
三
条
第

一
項
第

一
号
の
二
に
お
い
て
単
に

「認
知
症

」
と
い
う
。
）
で
ぁ
る
者

一
一　
ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ

へ
ん
又
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者

三
～
七
　

（略
）

２
～
１４
　

（略
）

（運
転
免
許
試
験
の
免
除
）

第
九
十
七
条
の
二
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ぞ

一十
二
号
）
剣
劃
刻

の‐

二‐

に
規
定

一に
お
い
て
単
に

「認
知
症
」
と



れ
当
該
各
号
に
定
め
る
運
転
免
許
試
験
を
免
除
す
る
。

一
・
一
一

（略
）

〓
一　
第
百

一
条
第

一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
か
つ
た
者

（政

令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
免
許
が
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
り

効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

（海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
、
そ
の
期
間
内
に
運
転
免
許
試
験
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し

て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て

一
月
）
を
経
過
し
な
い
も
の

（第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十

一
号
及
び
第
十
二

号
に
お
い
て

「特
定
失
効
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
検
査
及
び
講
習
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

“
受
対
た
も
の
　
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る
運
転
免
許
試
験

（前
条

第

一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
第
八
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た
日
に
お
け

る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
者
　
公
安
委
員
会
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
行
う
介
護
保
険
法
剣
ョ
劉
の‐
二‐
に
規
定
す
る
記
憶
機
能
及
び
そ
の

他
の
認
知
機
能

（以
下
単
に

「認
知
機
能
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
検
査

（

以
下

「認
知
機
能
検
査
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
認
知
機
能
検
査
の
結
果
に

基
づ
い
て
行
う
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
講
習

ｏ
ハ
　

（略
）

（略
）（略

）

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
運
転
免
許
試
験
を
免
除
す
る
。

一
・
一
一

（略
）

〓
一　
第
百

一
条
第

一
項
の
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
か
つ
た
者

（政

令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
免
許
が
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
り

効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月

（海
外
旅
行
、
災
害
そ
の
他
政
令
で
定

め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
、
そ
の
期
間
内
に
運
転
免
許
試
験
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
効
力
を
失
つ
た
日
か
ら
起
算
し

て
三
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て

一
月
）
を
経
過
し
な
い
も
の

（第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十

一
号
及
び
第
十
二

号
に
お
い
て

「特
定
失
効
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
検
査
及
び
講
習
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
受
け
た
も
の
　
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る
運
転
免
許
試
験

（前
条

第

一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
第
八
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
申
請
書
を
提
出
し
た
日
に
お
け

る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上
の
者
　
公
安
委
員
会
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
行
う
介
護
保
険
法
剣
川
剣
剣
刊
利
剰
に
規
定
す
る
記
憶
機
能
及
び

そ
の
他
の
認
知
機
能

（以
下
単
に

「認
知
機
能
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
検

査

（以
下

「認
知
機
能
検
査
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
認
知
機
能
検
査
の
結

果
に
基
づ
い
て
行
う
第
百
八
条
の
二
第

一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
講
習

・
ハ
　

（略
）

（略
）（略

）

2
0四

3   ロ

2
0四

3   ロ
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０
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

（昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

（附
則
第
二
十

一
条
関
係
）

（組
合
員
が
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
な
つ
た
場
合
等
の
給
付

）
第
六
十

一
条
　
組
合
員
が
資
格
を
喪
失
し
、
か
つ
、
健
康
保
険
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者

（次
項
に
お
い
て

「日
雇
特

例
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
し
た

際
に
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用

療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
間
看
護

療
養
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定

に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
定
す

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る

当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び

第
九
十
六
条
第
一■
に
お
い
て
同
じ
。
）
「
川
明
劉
君
型
州
調
引
―‐
劇
ス‐
剣
（
‐
副

淵

∃

¶

罫

謝

側

コ

∃

日

コ

圏

日

ロ

ョ

利

到

ヨ

剰

珊

目

翻

國

剤

「

当

日

囲

劉

日

「

刊

測

剣

翻

コ

刻

劉

日

日

∃

Ч

「

引

翻

劉

到

劉

「

見

司

國

翻

調

ョ

劃

翻

樹

ョ

劉

日

「

副

詞

劇

剰

日

馴

刺

翻

國

剤

「

劃

剣

倒

ロ

コ

ョ

「

ョ

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（組
合
員
が
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者
と
な
つ
た
場
合
等
の
終
叩付

）
第
六
十

一
条
　
組
合
員
が
資
格
を
喪
失
し
、
か
っ
、
健
康
保
険
法
第
二
条
第
二
項
一に

規
定
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
又
は
そ
の
被
扶
養
者

（次
項
に
お
い
て

「日
一雇
特

例
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
退
職
し
た

際
に
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併

用

療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護

療
養
費
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
一定

に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
四
十

一
条
第

一
項
に
規
走

す

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る

当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

及
び

第
九
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
Ｈ
刑
訓
州
謝
調
糾
劇
コ
劉
到

（―同
法

の
規

定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第

一
項
に
規
定

す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六

条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の

規
定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
剣
川
裂
翻
「
コ
当
∃
例
に
規

定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第

抄



に
係

る
も

の
に
限

る
。

以
下

こ
の
条

及
び
第
九
十
二‐創
翻
「
コ
倒
劉
ヨ
劉
劃
則
Ч

）
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相

当
す
る
同
法
第
四
十
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く

は
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に

相
当
す
る
同
法
剣
川
刹
剃
二‐
刊
ョ
側
に
規
定
す
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る

同
法
第
五
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特

例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当

す
る
同
法
第
人
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相

当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第

一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
と
き

（そ
の
者
が
退
職
し
た
際
に
そ
の
被
扶

養
者
が
同
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
、
刑
翻
翻
馴
刷
利
謝
引
――
ビー
スー
剣
劇
劉
剛
測
馴
劉
翻
剰
劃
覇
糾
Ｊ
刻
劃
「
川

訓
剣
調
洲
――
司
スー
剤
利
ｕ
ｄ
国
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
タ
又
は
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
ザ
ー
ビ
ス
費
を
受
け
て
い
る
と
き
を
含
む
。
）

に
は
、
当
該
病
気
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
ら
に
よ
り
生
じ
た
病
気
に
つ
い
て
継
続
し

て
療
養
の
給
付
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療

養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
移
送
費
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
間
看
護

療
養
費
又
は
家
族
移
送
費
を
支
給
す
る
。

２
　
組
合
員
が
死
亡
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
に

よ
り
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
で
あ

っ
て
、
か
つ
、
当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
被
扶
養
者
が
日
雇
特
例

被
保
険
者
等
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定
に
よ

る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
五
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

（同
法
の
規
定

に
よ
る
当
該
給
付
の
う
ち
療
養
に
相
当
す
る
同
法
第
人
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す

る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
条
及
び
第
九
十
六
探
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
と
き

（そ
の
者
が
退
職
し
た
際
に
そ
の
被
扶
養
者
洲
剣
訓
側
劇
調
の
規
定
に
よ
る
居
宅

介
護
サ
「
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
刑
訓
州
調
引
――
劇
スー
劃
測
ｕ

く
は
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
受
け
て
い
る
と
き
を
含
む
。
）
に
は
、
当
該
病
気
又
は
負

傷
及
び
こ
れ
ら
に
よ
り
生
じ
た
病
気
に
つ
い
て
継
続
し
て
療
養
の
給
付
、
入
院
時

食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看

護
療
養
費
、
移
送
費
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
家
族
移
送
費

を
支
給
す
る
。

２
　
組
合
員
が
死
亡
に
よ
り
資
格
を
喪
失
し
、
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
に

よ
り
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
で
あ

っ
て
、
か
つ
、
当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
被
扶
養
者
が
日
雇
特
例

被
保
険
者
等
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
日
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ



■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
１
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

が
死
亡
し
た
際
に
家
族
療
養
費
又
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
を
受
け
て
い
る
と
き

（当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
し
た
際
に
当
該
被
扶
養
者
が
介

護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

Ｈ
川
明
劉
利
馴
剣
調
劇
――
嘲
利
到
■
句
剛
期
咽
倒
ョ
引
劉
副
「
劇
劉
劉
副
、
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ゼ

ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
受
け
て
い
る
と
き
を
含
む
。
）
に

は
、
当
該
病
気
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
ら
に
よ
り
生
じ
た
病
気
に
つ
い
て
、
継
続
し

て
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
家
族
移
送
費
を
当
該
組
合
員
で
あ

つ
た
者
の
被
扶
養
者
と
し
て
現
に
療
養
を
受
け
て
い
る
者
に
支
給
す
る
。

３

・
４
　

（略
）

（障
害

一
時
金
の
受
給
権
者
）

第
九
十
六
条
　
公
務
に
よ
ら
な
い
で
病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
者
で
、
そ
の

病
気
又
は
負
傷
に
係
る
傷
病
の
初
診
日
に
お
い
て
組
合
員
で
あ
つ
た
も
の
が
退
職

し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
退
職
の
日

（療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療

養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費

、
医
療
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー

劇
スー
剤
「
刺
例
回
翻
刺
剰
劇
利
釧
目
引
月
『
利
到
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
費
の
支
給
の
開
始
後
五
年
を
経
過
し
な
い
組
合
員
が
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た

後
継
続
し
て
こ
れ
ら
の
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
給
付

の
支
給
開
始
後
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
そ
の
傷
病
が
治

つ
た
日
又
は
そ
の

症
状
が
固
定
し
治
療
の
効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
態
に
至
つ
た
日
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
、
そ
の
傷
病
の
結
果
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状

が
死
亡
し
た
際
に
家
族
療
養
費
又
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
を
受
け
て
い
る
レ
」き

（当
該
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
死
亡
し
た
際
に
当
該
被
扶
養
者
が
介

護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
受
け
て
い
る
と
き
を
含

む

。
）
に
は
、
当
該
病
気
又
は
負
傷
及
び
こ
れ
ら
に
よ
り
生
じ
た
病
気
に
つ
い
て
、

継
続
し
て
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
家
族
移
送
費
を
当
該
細
叫合

員
で
あ
つ
た
者
の
被
扶
養
者
と
し
て
現
に
療
養
を
受
け
て
い
る
者
に
支
給
す
ス
）。

３

・
４

　

（略
）

（障
害

一
時
金
の
受
給
権
者
）

第
九
十
六
条
　
公
務
に
よ
ら
な
い
で
病
気
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
者
で
、
み
あ

病
気
又
は
負
傷
に
係
る
傷
病
の
初
診
日
に
お
い
て
組
合
員
で
あ
つ
た
も
の
が
退
一職

し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
退
職
の
日

（療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療

養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
磨
あ

確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養

費

、
医
療
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ

る

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
施
設
介
護
サ
「
ビ

ス
費

、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
塞
収予

防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
開
始
後
五
年
を
経
過
し
な
い
組
合
員
が
そ
の
資
格
を
喪

失
し
た
後
継
続
し
て
こ
れ
ら
の
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
給
付
の
支
給
開
始
後
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
そ
の
傷
病
が
治
つ
た

日
又

は
そ
の
症
状
が
固
定
し
治
療
の
効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
態
に
至
つ
た
日
。
茨
一条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
そ
の
傷
病
の
結
果
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
程
度

の
障

害
の
状
態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
障
害

一
時
金
を
支
給
す
る
。



態
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
障
害

一
時
金
を
支
給
す
る
。

２
　

（略
）

（団
体
職
員
の
取
扱
い
）

第
百
四
十
四
条
の
三

　

（略
）

２
　
団
体
職
員
に
つ
い
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十

六
条
第

一
項 （略

）

療
養
の
給
付
若
し
く
は
保

険
外
併
用
療
養
費
、
療
養

費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療

養
費
の
支
給
若
し
く
は
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

療
養
の
給
付
若
し
く
は
保

険
外
併
用
療
養
費
、
医
療

費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療

養
費
の
支
給
又
は
介
護
保

険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
Ｈ

刑
明
引
測
型
剣
調
洲
――
司

スー
劃
可
州
例
刑
明
劉
測
型

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
施
設

（略
）

（略
）

そ
の
退
職
の
日
ま
で
に
そ
の
傷
病
が
治

ら
な
か
つ
た
者
又
は
そ
の
症
状
が
固
定

し
治
療
の
効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
態

に
至
ら
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当

該
傷
病
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
の
給

付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療

養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支

給
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給

付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医

療
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支

給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
Ｈ
刑
到
劉
司
型
剣
調
洲
Ｈ

劇
スー
剤
「
州
例
川
明
劉
利
劉
剣
調
洲
Ｈ

司
．．剰
．劃
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特

（略
）

（略
）

（略
）

（団
体
職
員
の
取
扱
い
）

第
百
四
十
四
条
の
三
　

（略
）

団
体
職
員
に
つ
い
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
十

六
条
第

一
項 （略

）

療
養
の
給
付
若
し
く
は
保

険
外
併
用
療
養
費
、
療
養

費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療

養
費
の
支
給
若
し
く
は
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

療
養
の
給
付
若
し
く
は
保

険
外
併
用
療
養
費
、
医
療

費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療

養
費
の
支
給
又
は
介
護
保

険
法
の
規
定
に
よ
る
居
宅

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（略
）

（略
）

そ
の
退
職
の
日
ま
で
に
そ
の
傷
病
が
治

ら
な
か
つ
た
者
又
は
そ
の
症
状
が
固
定

し
治
療
の
効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
態

に
至
ら
な
か
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当

該
傷
病
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
の
給

付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療

養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支

給
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給

付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医

療
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養
費
の
支

給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護

（略
）

（略
）
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１
１
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若

し
く
は
特
例
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
開
始

後
五
年
を
経
過
し
な
い
組

合
員
が
そ
の
資
格
を
喪
失

し
た
後
継
続
し
て
こ
れ
ら

の
給
付
を
受
け
て
い
る
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
給
付
の
支
給
開
始
後
五

年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

に
そ
の
傷
病
が
治

つ
た
日

又
は
そ
の
症
状
が
固
定
し

治
療
の
効
果
が
期
待
で
き

な
い
状
態
に
至
つ
た
日

例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

で
あ
る
と
き
は
最
初
に
健
康
保
険
の
療

養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養

費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養

費
の
支
給
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の

確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療

養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養

費
、
医
療
費
若
し
く
は
訪
問
看
護
療
養

費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に

よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
地
域
密
着
型
介

覗

１

剰

『

州

翻

馴

劉

劉

護
サ
ー
ビ
ス
費
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
特
例
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る

診
療
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
治

つ
た
日
又

は
そ
の
症
状
が
固
定
し
治
療
の
効
果
が

期
待
で
き
な
い
状
態
に
至
つ
た
日
、
そ

の
他
の
者
で
あ
る
と
き
は
当
該
傷
病
に

つ
き
最
初
に
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診

療
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を

経
過
す
る
ま
で
の
間
に
治
つ
た
日
又
は

費
若
し
く
は
特
例
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の

開
始
後
五
年
を
経
過
し
な

い
組
合
員
が
そ
の
資
格
を

喪
失
し
た
後
継
続
し
て
こ

れ
ら
の
給
付
を
受
け
て
い

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
給
付
の
支
給
開
始

後
五
年
を
経
過
す
る
ま
で

の
間
に
そ
の
傷
病
が
治
つ

た
日
又
は
そ
の
症
状
が
固

定
し
治
療
の
効
果
が
期
待

で
き
な
い
状
態
に
至
つ
た

日

予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
て
い

る
者
で
あ
る
と
き
は
最
初
に
健
康
保
険

の
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用

療
養
費
、
療
養
費
若
し
く
は
訪
問
看
護

療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ

る
療
養
の
給
付
若
し
く
は
保
険
外
併
用

療
養
費
、
医
療
費
若
し
く
は
訪
間
看
護

療
養
費
の
支
給
又
は
介
護
保
険
法
の
規
”

定
に
よ
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
特
【

例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
施
設
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
、
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く

は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

を
受
け
る
診
療
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

し
て
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
治
中

つ
た
日
又
は
そ
の
症
状
が
固
定
し
治
療

の
効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
態
に
至
つ

た
日
、
そ
の
他
の
者
で
あ
る
と
き
は
当

該
傷
病
に
つ
き
最
初
に
医
師
又
は
歯
科

医
師
の
診
療
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し

て
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
治

つ

た
日
又
は
そ
の
症
状
が
固
定
し
治
療
の

効
果
が
期
待
で
き
な
い
状
態
に
至
つ
た



そ
の
症
状
が
固
定
し
治
療
の
効
果
が
期

待
で
き
な
い
状
態
に
至
つ
た
日
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１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

○
　
印
紙
税
法

（昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）

（附
則
第
二
十
二
条
関
係
）

抄

別
表
第
二
　
非
課
税
文
書

の
表

（第
五
条
関
係
）

児
童
福
祉
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五

十
六
条
の
五
の
二

（連
合
会
の
業
務
）
の
規
定
に
よ
る
業
務

、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
五
条
第

一
項
第

一
号

（国
保
連
合
会
の
業
務
）
に
掲
げ
る
業
務
、
介

護
保
険
法
劉
割
樹
羽
封
刻
３
３
潤
翻
「
コ
コ
側
９
剰
∃
川
Ⅵ
び

―こ―
射
コ
硼
剣
ヨ
引

（
‐
Ｊ
劉
刻

の‐
剰
謝
「
―こ―
矧
げ
び
業
務
並
び

―こ‐
障
害
者
自
立
支
援
法

（平
成
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号

）
第
九
十
六
条
の
二

（連
合
会
の
業
務
）
の
規
定
に
よ
る
業

務
に
関
す
る
文
書

国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会

別
表
第
二
　
非
課
税
文
書
の
表

（第
五
条
関
係
）

児
童
福
祉
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五

十
六
条
の
五
の
二

（連
合
会
の
業
務
）
の
規
定
に
よ
る
業
務

、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
五
条
第

一
項
第

一
号

（国
保
連
合
会
の
業
務
）
に
掲
げ
る
業
務
、
介

護
保
険
法
剣
劃
Ｊ
羽
剣
コ
翻
鋼
ｄ
コ
「
「
「
ｄ
引
釧
ａ
ｑ
判
冽

「
―こ―
矧
酬
ｄ
剰
冽
測
ｄ
障
害
者
自
立
支
援
法
（平
成
十
七
年

法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
九
十
六
条
の
二

（連
合
会
の
業
務

）
の
規
定
に
よ
る
業
務
に
関
す
る
文
書

国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）



Ｏ
　
登
録
免
許
税
法

（昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）

（附
則
第
三
十
三
条
関
係
）

別
表
第
二
　
非
課
税
の
登
記
等
の
表

（第
四
条
、
第
三
十
三
条
関
係
）

別
表
第
三
　
井
課
税
の
登
記
等
の
表

（第
四
条
、
第
二
十
二
条
関
係
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
令
Ｃ

一　
農
業
倉
庫
業
法

（大
正
六
年
法

律
第
十
五
号
）
第

一
条

（農
業
倉

庫
業
者
）
に
規
定
す
る
農
業
倉
庫

業
者
若
し
く
は
同
法
第
十
九
条
第

一
項

（連
合
農
業
倉
庫
業
者
）
に

規
定
す
る
連
合
農
業
倉
庫
業
者
で

ぁ
る
農
業
協
同
組
合
若
し
く
は
農

業
協
同
組
合
連
合
会
の
農
業
倉
庫

若
し
く
は
連
合
農
業
倉
庫
の
所
有

権
の
取
得
登
記
又
は
こ
れ
ら
の
倉

庫
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の

権
利
の
取
得
登
記

医
療
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律

第
二
百
五
日こ

第
三
十

一
条

（公

的
医
療
機
関
）
に
規
定
す
る
病
院

第
三
欄
の
第

一
号
又
は
第

二
号
の
登
記

に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る

こ
と
を
証
す

る
財
務
省
令

・

（略
）

名
称

（略
）

根
拠
法

（略
）

非
課
税
の
登
記
等

（略
）

備
考

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

一　
農
業
倉
庫
業
法

（大
正
六
年
法

律
第
十
五
号
）
第

一
条

（農
業
倉

庫
業
者
）
に
規
定
す
る
農
業
倉
庫

業
者
若
し
く
は
同
法
第
十
九
条
第

一
項

（連
合
農
業
倉
庫
業
者
）
に

規
定
す
る
連
合
農
業
倉
庫
業
者
で

あ
る
農
業
協
同
組
合
若
し
く
は
農

業
協
同
組
合
連
合
会
の
農
業
倉
庫

若
し
く
は
連
合
農
業
倉
庫
の
所
有

権
の
取
得
登
記
又
は
こ
れ
ら
の
倉

庫
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の

権
利
の
取
得
登
記

一
一　
医
療
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律

第
一
一百
五
号
）
第
二
十

一
条

（公

的
医
療
機
関
）
に
規
定
す
る
病
院

第
二
欄
の
第

一
号
又
は
第

二
号
の
登
記

に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る

こ
と
を
証
す

る
財
務
省
令

（略
）

名
称

（略
）

根
拠
法

（略
）

非
課
税
の
登
記
等

（略
）

備
考



■
■
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■
■
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■
■
―
―
―
―
―
―
―
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―
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

若
し
く
は
診
療
所
、
介
護
保
険
法

剣
川
刻
剣
二‐
刊
「
硼

（定
義
）
に

規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
若

し
く
は
老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十

八
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二

十
条
の
五

（特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
）
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
用
に
供
す
る
建
物
の
所

有
権
の
取
得
登
記
又
は
当
該
建
物

の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
権

利
の
取
得
登
記

若
し
く
は
診
療
所
、
介
護
保
険
法

剣
川
剣
剣
コ
刊
コ
硼

（定
義
）
に

規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
若

し
く
は
老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十

八
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二

十
条
の
五

（特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
）
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
用
に
供
す
る
建
物
の
所

有
権
の
取
得
登
記
又
は
当
該
建
物

の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
権

利
の
取
得
登
記
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○
　
地
価
税
法

（平
成
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）

（附
則
第
三
十
三
条
関
係
）

抄

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
（
ｃ

別
表
第

一
（第
六
条
関
係
）

一
～
四
　

（略
）

五
　
医
療
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第

一
条
の
五
第

一
項

（病
院

等
）
に
規
定
す
る
病
院
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
、
同
法
第
二
条
第

一
項

（助
産
所
）
に
規
定
す
る
助
産
所
、
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百

三
十
三
号
）
剣
川
剣
剣
コ
刊
司
剰

（定
義
）
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

そ
の
他
医
療
に
関
す
る
施
設
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
用
に
供
さ
れ
て
い

る
土
地
等
及
び
薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十

一
項

（定
義
）
に
規
定
す
る
薬
局
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
の
う
ち
調
剤

の
業
務
を
行
ヶ
場
所
に
係
る
も
の

六
～
二
十
四

　

（略
）

別
表
第

一

（第
六
条
関
係
）

一
～
四
　

（略
）

五
　
医
療
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第

一
条
の
五
第

一
項

（病
院

等
）
に
規
定
す
る
病
院
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
、
同
法
第
二
条
第

一
項

（助
産
所
）
に
規
定
す
る
助
産
所
（
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百

三
十
二
号
）
剣
川
剰
剣
二‐
刊
ヨ
剰

（定
義
）
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

そ
の
他
医
療
に
関
す
る
施
設
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
用
に
供
さ
れ
て
い

る
土
地
等
及
び
薬
事
法

（昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十

一
項

（定
義
）
に
規
定
す
る
薬
局
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
等
の
う
ち
調
剤

の
業
務
を
行
う
場
所
に
係
る
も
の

六
～
二
十
四

　

（略
）



■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

○
　
看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（附
則
第
二
十
三
条
関
係
）

（平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）

抄

（傍
線
の
部
分
は
改
正
蝋
ｗ分
）

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「病
院
等
」
と
は
、
病
院

（医
療
法

（昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
百
五
号
）
第

一
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す
る
病
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
、
診
療
所

（同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
、
助
産
所

（同
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
を
い
う
。
次
項
に
お

る
人
保
健
施
設

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三

引
ｕ
冽
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
次
項

じ
指
定
訪
問
看
護
事
業

（同
法
第
四
十

一
条
第

一
項
本
文

ハ
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

（同
条
第

有
護
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
五
十
三
条
第

一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業

（同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
事
業
に
限
る

。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。

３
　

（略
）

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「病
院
等
」
と
は
、
病
院

（医
療
法

（昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
百
五
号
）
第

一
条
の
五
第

一
項
に
規
定
す
る
病
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
、
診
療
所

（同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
、
助
産
所

（同
法
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
介
護
老
人
保
健
施
設

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百

三

十
二
号
）
剣
川
条
剣
コ
刊
ョ
引
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
茨
一項

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
指
定
訪
問
看
護
事
業

（同
法
第
四
十

一
条
第

一
項
本

文

の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

（同
条
第

四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を
行
う
事
業
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
五
十
二
基
（第

一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防

サ
ー

ビ
ス
事
業

（同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
看
護
を
行
う
事
業
に
限
る

。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。

３
　

（略
）



〇
　
一員
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

（附
則
第
二
十
四
条
関
係
）

（関
係
者
と
の
連
携
）

第
二
十
九
条
　
保
険
者
は
、
第
三
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る

加
入
者
に
対
し
て
特
定
健
康
診
査
等
を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
前
期
高
齢
者

で
あ
る
加
入
者
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
介
護
保
険
法
剣
司
刊
ヨ
刻
の‐
四

十
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
支
援
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
と
の
適
切
な
連

携
を
図
る
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
健
康
診
査
等
が
効
率
的
に
実
施

さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　

（略
）

（病
院
等
に
入
院
、
入
所
又
は
入
居
中
の
被
保
険
者
の
特
例
）

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
入
院
、
入
所
又
は
入
居

（以
下
こ
の
条
に
お
い

て

「入
院
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
病
院

、
診
療
所
又
は
施
設

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「病
院
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在

す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
当
該
病
院

等
に
入
院
等
を
し
た
際
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

（当
該
病
院
等
が
所
在

す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
以
外
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。

）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
ど
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
第
五
十
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
三
以
上
の
病
院
等
に
継
続
し
て
入
院
等
を
し

抄

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
令
ｃ

（関
係
者
と
の
連
携
）

第
二
十
九
条
　
保
険
者
は
、
第
二
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る

加
入
者
に
対
し
て
特
定
健
康
診
査
等
を
実
施
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
前
期
高
齢
者

で
あ
る
加
入
者
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
介
護
保
険
法
剣
司
刊
ョ
刻
の‐
四

十
四
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
支
援
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
と
の
適
切
な
連

携
を
図
る
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
健
康
診
査
等
が
効
率
的
に
実
施

さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　

（略
）

（病
院
等
に
入
院
、
入
所
又
は
入
居
中
の
被
保
険
者
の
特
例
）

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
入
院
、
入
所
又
は
入
居

（以
下
こ
の
条
に
お
い

て

「入
院
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
病
院

、
診
療
所
又
は
施
設

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「病
院
等
」
と
い
う
。
）
の
所
在

す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
当
該
病
院

等
に
入
院
等
を
し
た
際
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

（当
該
病
院
等
が
所
在

す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
以
外
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。

）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
第
五
十
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
三
以
上
の
病
院
等
に
継
続
し
て
入
院
等
を
し

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

ー

ー

ー

ー

‐



て
い
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
現
に
入
院
等
を
し
て
い
る
病
院
等

（以
下
こ
の
条

に
お
い
て

「現
入
院
病
院
等
」
と
い
う
。
）
に
入
院
等
を
す
る
直
前
に
入
院
等
を

し
て
い
た
病
院
等

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「直
前
入
院
病
院
等
」
と
い
う
。
）

及
び
現
入
院
病
院
等
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
院
等
を
し
た
こ
と
に
よ
り
直
前
入
院
病
院

等
及
び
現
入
院
病
院
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
変
更
し
た

ど
認
め
ら
れ
る
も
の

（次
項
に
お
い
て

「特
定
継
続
入
院
等
被
保
険
者
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
四

　

（略
）

五
　
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設

（老
人
福
祉
法
第
二

＝
裂
「
倒

ヨ
例
磐
測

剰
刊
劃

翻
釧
Ｊ
刷

剰
目
劉

ヨ
徊
日
刺
劃

樹
劉
劇
ョ

制
獨
∃
コ
ョ

劇
ョ
剣
ョ

創
引
劉
馴
創

署
口
国
冒

目
引
剛
粛
ョ

響
國
日
剰

響
「
ヨ
目

瑠
囲
国
飼

夷
ョ
コ

刻
剰
ョ
∃

ｑ
劃
ヨ

鳳
ョ
闘
翻
「
翼

劉
劃
翻
ｇ
ヨ
劉

引
引
倒
粛
ョ
欄

「
「
ｄ
園
ｄ
「
「
へ
の
入
居
又
は
同
測
剣
川
裂
第
二‐
刊
口
割
に
規
定
す
る
介
穫

保
険
施
設
へ
の
入
所

２
・
３
　

（略
）

附
　
則

（病
床
転
換
助
成
事
業
）

第
二
条
　
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る

医
療
費
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
保
険
医
療

機
関

（医
療
法
人
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
が
開
設
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
対
し
、
当
該
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
が
行

テ
病
床
の
転
換

（医
療
法
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
種
別
の
う
ち
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
ど
と
も
に
、
介
護
保
険
法

て
い
る
被
保
険
者
で
あ
つ
て
、
現
に
入
院
等
を
し
て
い
る
病
院
等

（以
下
こ
の
条

に
お
い
て

「現
入
院
病
院
等
」
と
い
う
。
）
に
入
院
等
を
す
る
直
前
に
入
院
等

を

し
て
い
た
病
院
等

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「直
前
入
院
病
院
等
」
と
い
う
。

）

及
び
現
入
院
病
院
等
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
院
等
を
し
た
こ
と
に
よ
り
直
前
入
院
病

院

等
及
び
現
入
院
病
院
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
変
更
し

た

と
認
め
ら
れ
る
も
の

（次
項
に
お
い
て

「特
定
継
続
入
院
等
被
保
険
者
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

～
四
　

（略
）

介
護
保
険
法
第
人
条
第
十

一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設

へ
の
入
居
又
は
同
条

第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設

へ
の
入
所

２
ｏ
３
　

（略
）

附́
　
則

（病
床
転
換
助
成
事
業
）　
　
　
　
　
　
ヽ

第
二
条
　
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る

医
療
費
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
保
険
医
療

機
関

（医
療
法
人
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
が
開
設
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
対
し
、
当
該
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
が
行

う
病
床
の
転
換

（医
療
法
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
種
別
の
う
ち
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
病
床
数
を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
保
険
法

五
一



剣
川
剣
剃
二‐
刊
口
硼
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
施
設
に
つ
い
て
新
設
又
は
増
設
に
よ
り
、
病
床
の
減
少
数
に
相
当
す
る
数
の
範

囲
内
に
お
い
て
入
所
定
員
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
要
す

る
費
用
を
助
成
す
る
事
業

（以
下

「病
床
転
換
助
成
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う

も
の
と
す
る
。

層

剰

割

月

刻

劃

司

劉

剰

覆

倒

剰

ヨ

剛

コ

馴

剰

目

剰

劃

国

コ

劃

□

悧

劉

日

日

司

刊〕副

じ
。
）
に
入
所
を‐
引
刻
「
ョ
月
「
制
盟
劇
И
月
赳
州
謝
列
耐
劉
鼎
馴
螂
引
ｇ
劇
倒
引
ｄ

暑

重

翼

∃

ョ

フ

覆

留

彗

謝

ヨ

劃

ヨ

藝

介
護
老
人
福
祉
施
‐

訓
洲
硼
引
引
ｄ
例
期
副
翻
割
劇
劇
劇
現
国
劉
別
州
司
例
期
副
副

者
医
療
底
現
口
劉
引
耐
引
「

）―
洲
調
悧
御
矧
川
馴
引
釧
割
り
「
り
利
司
調
司
引
測
ｄ

州

剣

剰

目

翻

剰

馴

翻

劉

コ

羽

劃

田

∃

日

劉

升

る
地
域
密
着
型
介
諭
君
川
樹
相
測
訓
測
調
割
引
潤
州
謝
研
割
剰
引
綱
引
割
剰
洲
‐こ―

係
る
同
法
第
四
‐

「
ョ
易
謝
「
Ｊ
「
コ
剰
利
剣
湖
劇
暑
釧
劃
「
『
「
圏
ｄ
測
渕
嗣
日
明
ｑ

施
設
」
と
い
引
。‐

）
と
な

つ
た
場‐
倒

―こ‐
剥
劇
ｄ
Ы
可
割
訓
刻
刻
例
刑
現
引
測
劉
州
調
剰
川
倒
樹
刑
訓

に
継
続
し
て
困
硼
引
ｕ
ｑ
州
劉
間

―ま―
可
剣

十
条

の
規
定
―こ‐
刑
剰
馴
＝
Ｒ
「
＝
判
該

他
の
後
期
高
齢
劃
目
劇
川
現
目
翻
洲
州
引
例
期
翻
翻
習
菌
測
硼
測
側
側
割
Ｊ
引
ｄ［刈

福
祉
施
設

（以
「
こ‐
ｑ
到
―こ―
劃
圏
ｑ
引
刻
ヨ
訓
劉
司
刊
州
倒
習
劉
副
刊
劇
り
「

「
ョ

ョ

ー

回

コ

ヨ

麦

ヨ

ヨ

ヨ

鼻

雲

到

。

以
下

こ‐
の
コ
洲
コ
Ｎ
判
創
刊
「

）
―

訓
掴
翻
判
刊
剣
綱
「

入‐
翻
翻
翻
月
目
測
劇
刊

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ト

ー

ー

ー

ー

ト

ー

第
川
剣
剣
コ
刊
コ
硼
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
施
設
に
つ
い
て
新
設
又
は
増
設
に
よ
り
、
病
床
の
減
少
数
に
相
当
す
る
数
の
範

囲
内
に
お
い
て
入
所
定
員
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
要
す

る
費
用
を
助
成
す
る
事
業

（以
下

「病
床
転
換
助
成
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（新
設
）



■
■

■

■

■

―

―

―

―

―

―
―

―

―

―

―

１

１

１

ｌ

ｌ
ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

刊
ｑ
剰
口
劉
『
ｑ

「
‐

バ
囲
『
「
日
州
引
「
「
ｄ
ｄ
ｄ
洲
だ

被
保
険
者

（当
該
変
更

後‐
、川

明
劉
君
劃
剣
調
ｄ
月
樹
樹
測
訓
ｄ
網
制
ｕ
ｄ
川
酬
冽
引

て‐

い
る
者
に
限
る
。

１

月

１

劃

刃

副

藝

刊

劉

出

謝

馴

引

劃

詞

買

覇

司
Ч
「
り
到
倒
馴
「
ｄ
到
馴
測
帽
倒
コ
Ｎ
捌
∃
副
詞
閃
酬
周
開

等
」
と

い
う
。

ヨ

馴

副

劉

コ

倒

割

∃

襴

婦

国

引

劃

目

引

馴

倒

倒

コ

予

罰

醤

コ

翻

調

ョ

淵

訓

引

馴

閣

幅

翻

圏

劉

週

翼

コ

引

劉

日

磐

曇

引

劇

目

欄

入
院
等

倒
関
剖
「
ｄ
劇
引
「
「

―こｌ
ｄ

い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な

い
。

２‐

「
扁
囲
蜘
開
「
個
翻
馴
倒
刻
「
訓
渕
引
「
目
倒
刻
ョ
ｑ
『
Ｊ
悧
「

刹
ｇ
コ
桐
潤
洲
刻
劃
り、―

当‐
訓
創
副
コ
捌
引
劉
∃
刷
馴
劇
目
悧
智
目
洲

剣
刻
悧
劉
副
馴
翻
翻
劉
潤
側
劇
剖
倒
「
ｑ
‐

一‐

相囲
「
ぞ
川
国
コ
刊
ｄ
州
日
剤
「
湖
同
国
司
ソ
月
ぞ
目
¶
創
撃
覆

引
到
ゴ
遍
ョ
劃
劉
劉
剥
劉
同
国
剰
調
潤
「
國
コ
刑
祠
刻
国
翻
刻
司

ｕ
利
覇
劉
∃
川
到
樹
因
馴
「
劇
珊
Ｎ
劃
謝
副
網
湖
剰
国
「
「
馴
劇

列
ｇ
倒
劉
ｄ
バ
ロ
コ
刊
測
目
側
馴
罰
翻
酬
∃
目
側
現
ョ
ｑ
斜
割
詞

創
瑠
「
創
測
国
謝
翻
悧
引
ｄ
箇
習
刷
細
国
目
悧
樹
劉
駅
劉
顔
馴
翻

酬
ヨ
ロ
側
覇
卦
創
飼
「
「
「
ｇ
剛
側
ｄ
口
引
日
側
刊
引
引
易
糊
引

コ

網
例
Ч
コ
洲
ロ
コ
刊
鯛
劇
捌
∃
列
コ
ｑ
□
国
∃
留
到
劃
洲
網
悧
罰
洲
引

網
例
Ч
「
側
日
倒
田
副
翻
綱
引
劇
引
ｄ
司
州
引
馴
封
劇
国
例
掴
渕
ｄ
到
網

同
月
国
「
Ｔ‐
劇
¶
刊

）
‐
詞
コ
引
劃
訓

一‐
ｑ
国
国
「
割
Ⅶ
¶
刻
馴
甜
訓
州
ｄ

響

到

「

国

倒

月

日

目

馴

響

目

翻

翻

剣

司

翻

纏

劃

劃

目

１

劉

コ

劉

剌

劃

国

働

罰

田

「

利

期
司
酬
剤
国
劇
劇
明
ョ
創
冽
州

の‐
例
則
副
酬
剰
目
刻
沢

域
連
合
を
い
う
。
）

の

易
硼
洲
引
劃
訓
個
凋
洲
翻
劉
洲
調
馴
釧
引
ｑ
刻
副
州
の
住
所

の
変
更

（以
下
こ
の

引
―こ―
剥
洲
ｄ
Ｊ
翻
樹
創
躙
躙
響
劉
＝
倒
リ
コ
劇
「
引
行

つ
た
と
認
め
ら



医
療
広
域
連
合

３‐

¶̈
翻
凋
制
週
硼
週
周
劃
副
知
劇
因
劉
日
珂
耐
「
『
Ｊ
針
例
測
習
響
「

悧

瑠

剰

刻

邸

ヲ

ロ

劉

剣

刊

ぞ

Ｊ

刺

ヨ

劉

ヨ

劉

計

■

る
。

剣
刊
ョ
刻

の‐
刊

　

（略
）

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

劉
ヨ

刻

月



剣
″
除
く
。
）

二‐

ｄ
の‐
個
目
引
州
例
劉
倒
ｄ
ｄ
司
ｄ
割
冽

倒
劇
剖
週
川
劇
劃
謝
馴
割
潤
■
周
凋
劃
コ
倒
川
潮
樹
馴
到
剰
団
こ
れ
ら
の
職
に
あ

到
刻
創
測
「
Ｊ
制
刊
「
馴
副
が
刊
Ｍ
「
劇
判
該
劉
罰
劉
調
倒
劇
副
ｕ
で
知
り
得
た
秘
密
を

漏
引
ｕ
ｄ

ｌま‐
が

ら
な

い
。

判
赳
剖
ヨ
川
劇
割
謝
到
調
潤
月

の‐
徊
則
劇

―ま‐
朝
到
ｄ
「
劃
該
萎
記

事
務
に
従
事

引
ｄ
Ы

の‐

―ま‐
川
刑
測
ｄ

の‐
個

の‐
罰
則

の‐
週
刑

―こ‐

つ‐
州
ｄ

ｌま―
「
濯

令

に
よ
り

公
務
に

徊
割
引
引
馴
員
と
み
な
す
。

41
倒
剣
「
甘
湖
ｄ
Ｊ
ゴ
刻
副
コ
耐
「
冽
洲
ョ
刷
剰
劇
網
目
¶
明
れ
ば
な
ら
な

い
。

剣
コ
刊
口
剣
剣
ョ
呵

の‐
例
ｄ

ｌま‐
１
第

一‐
呵

の‐
例
ｄ

ｌこ‐
測

り
。
‐

萎
詔
を
受
け
て
行
う

○
　
平
成
十
八
年
旧
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（附
則
第
二
十
七
条
関
係
）

抄

釧
割
翻
酬
∃
国
鼎
事
務
受
託
法
人
）

（新
設
）

目
剣
矧
例
筍
剣
ｑ
ョ
司
劉
瓢
州
―こ‐
謝
判
Ц
Ｈ
判
該
割
列
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と

箸

創

割

日

割

利

目

国

目

⊃

コ

刺

創

到

引

劇
欄
銅
曹
捌
側
翻
調
劉
到
剛
咽
斜
Ｊ
日
¶
謝

）
‐

Ｊ
国
劉
引
引
６

こ
と
が

で
き
る
。

一‐

剣
ョ
刊
画
烈
翻
鋼
翻
翻
剣
Ｊ
到
Ｊ
８
日
列
珊
「
到
ョ
冽

（
‐
ョ
測
引
の
項
の
規
定

日
劃
引
創
剣
測
倒
園
間
の‐
矧
刻
日
ｄ
ｄ
ｄ
州
目
濶
目
潤
刻
測
硼
一並
び
に
当
該
命

213151
副
劉
劉

丁‐
「
利
り
剰
コ
劇

の‐
冽
ョ

ーこ―
劃
利
劉
間

―こ―

つ―
口
で
準
用
す

る
。

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）



６‐

訓
剣
到
国
側
劉
訓
測
淵
潤
討

指
定
都
道
川
劇
劃
刻
翻
劃
剛
咽
州
自
副
Ц
州
劃

な
事

項
は
「
引
劉
刊
引
脚
り
矧

（指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
第

一
号
か
ら
第

二
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号

（病
院
等
に

よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ

る
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
若
し

く
は
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
六

号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

第
四
十
一
条
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
五
　
（略
）

五
の
一
一　
申
請
者
が
、
社
会
策
険
各
法
則

―ま‐
州
団
側
側
司
劇
測
翻
州
副
鮮
割

，
こ―

保
険
料

の
制
劇
割

‐こ―
劃

す

る
引
剣

（
‐

昭
利
酬
コ
湘
別
「
目
釧
利
利
刊
馴
刊
口

の
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
納

付
義
務
を
負
う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金

（地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民

健
康
保
検
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
九
十
四
条
第
三
項
第

五
号

の
二
、
剃第

百
七
条
第

ヨ
硼
剰
囲
刑

の‐
ョ
、
第

百
十

五
条

の
二
第

二
項
第

五
号

の
二
及
び
第

三
百
三
条
第
二
項
に
お
い
て

「保
険
料
等
」
と
い
う
ｏ
）
に
つ
い
て
、
当
該
申

請
を
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を

受
け
、
か
つ
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
三
月
以
上
の
期

間
に
わ
た
り
、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等

の
す
べ
て

（当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
等
の
納
付

義
務
を
負
う
こ
と
を
定
め
る
法
律
に
よ
つ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限

第 る
百

十 第
五 九
条 十
の 四
二 条
第 第

項 項
第 第
、1:l: [:          ::] : [:
号 号
の の

に   ｀

お 第
い 百
て 七

同 条
じ 第

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

V項

を 第
弓|四
き 号
続 の
き 三
滞 及
納 び

（指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
第

一
号
か
ら
第

二
号
ま
で
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
、
第
九
号
又
は
第
十
号

（病
院
等
に

よ
り
行
わ
れ
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ

る
訪
問
看
護
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
若
し

く
は
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
六

号
ま
で
又
は
第
七
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

第
四
十

一
条
第

一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
五
　

（略
）

五
の
一
一　
申
請
者
が
、
社
会
保
険
各
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
付
義
務
を
負

う
保
険
料
、
負
担
金
又
は
掛
金

（地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
九
十
四
条
第
三
項
第
五
号
の
二
、
剃
司
司
剣
第
ヨ

剰
剃
口
刑
の‐
二‐
、
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
第
五
号
の
二
及
び
第
二
百
三
条
第

二
項
に
お
い
て

「保
険
料
等
」
と
い
う
ｏ
）
に
つ
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
日

の
前
日
ま
で
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
、
か
つ

、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
正
当
な
理
由
な
く
三
月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り

、
当
該
処
分
を
受
け
た
日
以
降
に
納
期
限
の
到
来
し
た
保
険
料
等
の
す
べ
て

（

当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
、
当
該
処
分
に
係
る
保
険
料
等
の
納
付
義
務
を
負
う

こ
と
を
定
め
る
法
律
に
よ
つ
て
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
に
限
る
。
第
九
十

四
条
第
三
項
第
五
号
の
二
、

の
二
第
二
項
第
五
号
の
二
に 一、

第
百‐
「
刻
翻
「
翻
コ
コ
割
「
ｑ
コ
及
び
第
百
十
五
条

の
二
第
二
項
第
五
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
引
き
続
き
滞
納
し
て
い
る
者

で
あ
る
と
き
。



■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

し
て
い
る
者
で
あ
る
と
き
。

六
～
十

一
　

（略
）

（略
）

３

～

５（指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
）

第
百
七
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第

一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
療
養
病

床
病
院
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
人
条
第

一
項

第
二
号
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
四

　

（略
）

四

の‐
コ
　
劃
訓
劇
測
測
劇
洲
翻
目
洲
酬
劉
劉
剰
「
Ｊ
翻
側
日
潤
団
岡
田
ｒ
の
規
定
で

あ‐‐
っ‐
で
劇
引
ｄ
ｄ
湖
ぶ
測
湖
劇
ョ
耐
昴
潤
渕
輛
倒
胴
劉
Ⅵ
「
相
＝

沼
団
剛
行
を
終

初
叫
Ц
刈
―ま―
到
徊
ｄ
到
引
計
ョ
日
洲
潤
ｄ
潤
ｄ
測
ｄ

の‐
ｄ
ｄ
Ｊ

る
と
き
。

回
の‐
ョ
　
（略
）

五
～
十
　
（略
）

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に

係
る
施
設
の
所
在
地
を
含
む
区
域

（剣
副
刊
川
剣
剣
二‐
硼
の
規
定
に
よ
り
当
該
都

道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
療

養
病
床
等
に
係
る
入
所
定
員
の
総
数
が
、
同
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道

府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定
め
る
そ
の
区
域

の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
療
養
病
床
等
に
係
る
必
要
入
所
定
員
総
数
に
既

に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
施
設
の
指
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
超
え

る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
の
当
該
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援

計
画
の
達
成
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
十
八
条

第

一
項
第
二
号
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

六
～
十

一
　

（略
）

３

～

５

（略
）

（指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
）

第
百
七
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第

一
項
の
申
請
が
あ

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
療
養

病

床
病
院
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
八
条
第

一
項

第
二
号
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
四

　

（略
）

（新
設
）

回

の‐
コ

　

（略
）

五
～
十

　

（略
）

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第

一
項

の
申
蒲
が
ぁ

っ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
申
菫
開
に

係
る
施
設

の
所
在
地
を
含
む
区
域

（剣
司
刊
川
剣
剣

二‐
呵
剣

一‐
別

の
規
定

に
よ

り

当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
）

に
お
け
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療

施

設
の
療
養
病
床
等
に
係
る
入
所
定
員

の
総
数
が
、
同
条
第

一
項

の
規
定
に
よ
り

当

該
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
定
め

る
そ

の
区
域

の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

の
療
養
病
床
等
に
係
る
必
要
入
所
定

員

総

数
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、

又
は
当
該
申
請
に
係
る
施
設

の
指
定
に
よ

っ
て

こ
れ

を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
、
そ

の
他

の
当
該
都
道
府
県
介
護
保

険
事

業
支
援
計
画

の
達
成
に
支
障
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、　
第

四

十
八
条
第

一
項
第
二
号

の
指
定
を
し
な

い
こ
と
が

で
き
る
。



（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
百
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
係
る
第
四
十
人
条
第

一
項
第
二
号

の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の

効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
が
、
第
百
七
条
第
二
項
第
二
号
洲
引
剣
口
刑
の‐

二‐
劃
ｑ
一
第
九
号

（剃
回
刑
の‐
ョ
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を

除
く
。
）
又
は
第
十
号

（第
四
号
の
三
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。

）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三
～
十
二
　

（略
）

２
　

（略
）

（介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
報
告
及
び
公
表
）

第
百
十
五
条
の
二
十
五
　

（略
）

２‐

剤
ョ
留
翻
到
州
Ｊ
淵
樹
剰
劇
¶
刻
劃
翻
劃
劉
馴
煽
「
目
劉
創
馴
倒

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該‐
報
剖

の‐
刺
劉
引
利
馴
倒
Ｈ
笛
馴
引
劉
飼
到
鯛
¶

３‐

翻
ョ
留
翻
割
呵
Ｊ
到
ｄ
硼
刑
ヨ
「
刻
剰
制
□
刊
＝
冽
ヨ
倒
刻
川
調

司
刊
劃
副
「
割
詔
コ
馴
覇
ｄ
劃
∃
何
劃
珂
ヨ
コ
倒
期
「
川
劉
「
１１
ビー

対
日
「
「
馴
刷
劉
翻
馴
刷
「
劇
例
劉
州
―こ―
劇
劉
Ч

調‐
司
刻
¶
副
ヨ
洲

で
き
る
。

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け
ず

、
若
し
く
は
調
査
の
実
施
を
妨
げ
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
介
護
サ
ー

（略
）

（指
定
の
取
消
し
等
）

第
百
十
四
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
係
る
第
四
十
人
条
第

一
項
第
二
号

の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の

効
力
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
が
、
第
百
七
条
第
二
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第

九
号

（第
四
号
の
二
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
又

は
第
十
号

（第
四
号
の
二
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
。

二
～
十
三

　

（略
）

２
　

（略
）

（介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
報
告
及
び
公
表
）

第
百
十
五
条
の
二
十
五

　

（略
）

２‐

翻
ョ
倒
劉
馴
謝
「
副
闇
凋
剰
翻
ｄ
劃
劉
刊
割
劉
劉
凶
倒
劃
測
「
当‐
訓
剰
剖

司
Ч
利
劉
ョ
刊
劇
期
倒
劃
綱
測
矧
ｕ
劇
剣
司
Ⅵ
劇
劉
含
鼎
洲
「
剰
目
コ
列
倒

省
令

で
定

め
る
も

の
に

つ―
州
ｄ
「
覇
劉
到
凋
劉
訓
測
帽
劇
引
ｑ

３‐

綱
司
□
倒
劃
謝
「
副
日
凋
剰
翻
目
測
ｄ
訓
到
州
馴
＝
捌
馴
「
国
コ
ｄ
硼
制

日

劃

劃

日

剣

Ｊ

コ

目

劃

劃

剰

測

馴

目

副

到

翻

創

劇

目

司

測

瀾

ヨ

測

「

４
　
都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を

せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
受
け

ず
、
若
し
く
は
調
査
の
実
施
を
妨
げ
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
介
護
サ



ビ

ス
事
業
者

に
対

し
、

そ

の
報
若

を
行

い
、
若

し
く

は
そ

の
報
告

の
内
容
を
是
正

し
、

又
は
そ

の
調
査

を
受

け

る

こ
と
を
命
ず

る

こ
と
が

で
き
る
。

５

～

７

（略
）

（指
定
調
査
機
関
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
二
十
六
　
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
指
定
す
る
者

（以
下

「指
定
調

査
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
前
条
第
二
項
の
調
査
の
実
施
に
関
す
る
事
務

（以
下

「調
査
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　

（略
）

（削
る
）

（指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
四
十
二
　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第
百
十
五
条
の
二
十
人
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「調
査
事
務
」

と
あ
る
の
は

「情
報
公
表
事
務
」
と
、

「指
定
調
査
機
関
」
と
あ
る
の
は

「指
定

情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
」
と
、

「職
員

（調
査
員
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
と
あ
る
の
は

「職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的

読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

劃
到
劇
目
県
知
事
に
よ
る
情
報

の
公
表

の
推
進
）

―
ビ
ス
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
報
告
を
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
報
告
の
内
容
を

是

正
し
、
又
は
そ
の
調
査
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

～

７

（略
）

（指
定
調
査
機
関
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
二
十
六
　
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
指
定
す
る
者

（以
下

「指
定

調

査
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
前
条
第
二
項
の
調
査
の
実
施
に
関
す
る
事
務

（以

下́

「調
査
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（略
）

ｇ

目

口

剰

習

日

劉

劃

平‐

刻

ｇ

樹

堀

副

習

覇

日

例

劃

細

創

刷

碧

褒

尉

調

ｇ

「

コ

刻

射

劇

ョ

紹

珊

饗

翻

到

¶

劃

引

ョ

璽

劉

劃

「

引

劇

劃

日

凶

列

翻

引

■

到

ｄ

劇

Ｊ

副

覇

劃

劃

圏

翼

劉

警

翻

瑚

劇

引

凋

剛

含

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
の
指
定
）

第
百
十
五
条
の
四
十
二
　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
剃
司
刊
ョ
鋼
の‐
ョ
刊
バ
剣
ヨ
引
測
例
第
百
十
五
条
の́
二
十
人
か
ら
前
条
ま
で
の

規
定
は
、
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
，―
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「調
査
事
務
」
と
あ
る
の
は

「情
報
公
表
事
務
」
と
、

「指

定
調
査
機
関
」
と
あ
る
の
は

「指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
」
と
、

「職
員

（調
一査

員
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は

「職
員
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

3 1 2



雪

ョ

爾

ョ

瑠

纂

詞

ゴ

現

〓

窮

リ

ゴ

細

用
し
よ
う
と
す
る
「
州
調
割
割
洲
週
列
洲

つ―
剛
潮
ｄ
劃
訓
洲
調
引

――
劇

スｌ
ｄ
利
用

す
る
機
会

‐の‐
欄
側
嗣
因
到
刻
釧
側
「
刻
当
鋼
何
劇
覇
剣
舶
側
剣
別
劉
覇
何
¨̈ｄ

スー

ーこ―

従
事
す
る
陥
円
日
劇
劃
引
ｄ
日
剥
川
州
謝
引

―ｌ
ｄ

スー
日
剰
ｄ
訓
割
引
ｄ
ｄ

の‐
ｄ
園

閣

覇

唱

曇

饗

３

ａ

刻

目

紺
卦
許

熱
■

ビ

ス
事

‐ 業
‐曰

剛

旧

Ⅷ

日

Ｊ

司

＝

当

召

日

副

ヨ

耐

寸

劇

窒

翻

用

引

劇

外

国

鳳

■

司

ｇ

測

■

割
習
Ⅲ
コ
劇
剣
洲
耐
「
ＩＩ
劇
～
司
刷
判
劉
利
ｑ
囲
コ
＝
州
　
（略
）

（市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
）

第
百
十
七
条

　

（略
）

２
　
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一　
当
該
市
町
村
が
、
そ
の
住
民
が
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
地
域
と
し
て
、
地

理
的
条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
的
条
件
、
介
護
給
付
等
対
象
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
定
め
る
区
域
ご
と
の
当
該
区
域
に
お
け
る
各
年
度
の
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総
数
そ
の
他
の

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み

一
一　
各
年
度
に
お
け
る
地
域
支
援
事
業
の
量
の
見
込
み

（削
る
）

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

日

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

（新
設
）

例
司
コ
＝
劇
剣
冒
判
劇
馴
～
劉
翻
刷
劃
洲
綱
判
劇
刊

（市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
）

第
百
十
七
条

　

（略
）

２
　
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一　
当
該
市
町
村
が
、
そ
の
住
民
が
日
常
生
活
を
営
ん
で
い
る
地
域
と
し
て
、
地

理
的
条
件
、
人
口
、
交
通
事
情
そ
の
他
の
社
会
酌
条
件
、
介
護
給
付
等
対
象
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
条
件
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
定
め
る
区
域
ご
と
の
当
該
区
域
に
お
け
る
各
年
度
の
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
地
域
密
着
型

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総
数
そ
の
他
の

介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
量
の
見
込
み
ョ
倒
―こ‐
召
の‐
則
測
到

釧
硼
側
の‐
川
羽
ｑ
劇
剰

一一　
各
年
度
に
お
け
る
川
現
劇
捌
割
判
‐こ―
刻
引
劉
剣
刑
の‐
劉
ヨ
び
‐こ―
地
域
支
援
事

業
の
量
の
見
込
み
測
例
ｄ

の‐
則
週
劃
の‐
樹
側
の‐
川
期

の‐
ガ
剣

三|

（略
）

指
定
居
宅
団

‐――
嘲
利
ｑ
割
判
可
日
劇
川
到
劉
剥
劉
引
――
劇
スー
の‐
封
剰
ズ
副
日

定
居
宅
本当

圏

⊇

勇

刻

Ｊ

ヨ

ヨ

刷

ロ

コ

猥

醐

例

獣

卦

年



■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

（削
る
）

（削
る
）

劇
田
耕
州
謝
厠
翻
劉
藝
鋼
馴
剛
Ｈ
側
ゴ
Ｈ
『
劇
硼
列
倒
刊
―こ‐
掲
げ

る
事
項

の
ほ
か

凋
Ц
倒
明
利
∃
列
『
ｑ
Ч
「
「
翻
到
引
２‐
劉
引
到
Ы
の
と
す
る
。

一
|

訓
呵
劉
■‐
コ
川
粕
悧
「
硼
刑
月
到
細
糊
刻
月
淵
周
知
馴
爾
州
団
「
対
象
サ
ー
ビ

ス

ｑ
利
細
硼
Ц
ｑ
則
測
量

の‐
樹
例
硼
た
め

の
方
策

二|

各
相
ｄ
日
＝
９
９
引
川
瑚
Ｊ
鋼
響
コ
ョ
ロ
ョ
引
瀾
劃
翻
剣
躙
劉
凋
び
地
域
支
援
事
業

留

酉

コ

颯

日

劉

翻

ヨ

ロ
劇
刷
「
劇
―
ヽ
‐
『
劉
劉
劉
「
Ｊ
劃
翻
＝
樹
コ
刷
「
１‐
ｄ
刻

‐の‐
目
業
又
は
指

ｄ
劇
到
湘
鋼
コ
創
刻
留
刊
利
引
徊
引
瀾
剰
翻
酬
別
ｕ
翻
コ
望
個
州
口
関
す
る
事
業
そ

ｑ
側
ｑ
創
司
紺
州
「
川
刻
洲
＝
司
ス‐

（
‐

剣
調
細
州
―こ‐
例
ｄ
Ｊ

の
に
限
る
。
）
の

四|

倒
劇
剣
調
刊
囲
引

―‐
ｄ

ス‐

の‐
割
剰
‐
日
ｄ
瑚
現
刺
測
型
州
謝
デ

防
サ
ー
ビ
ス

ｑ
ヨ
渕
利
刷
倒
ョ
剣
調
刊
囲
劇
例

の‐
割
剰
ｄ
ａ
引
割
利
コ
間

の
連
携

の
確
保
に

劃
引
ｄ
割
判
ｄ

の‐
個

の‐
州
調
細
州
釧
矧
刻
引

―‐
劇

ス‐

（
―

刊
開

給‐

付
に
係
る
も
の

出
酔
刻
一

）‐

（
‐
鮒
ｕ
樹
劉
州
側
ｕ
鶴
覇
鋼
釧
劉
因
ョ
業
ａ
目
目
月
馴
翻
側
鮒
劉
到
利
劇

ｇ

勇

曇

暑

ｇ

ョ

五|

認
矧
口
ｄ
湖
ｄ
冽
硼
測
冽
劉
劇
瑚
耐
瀾
洲
ぶ
副
∃
ｄ
測
副
一常
生
活
の
支
援
に

国
市
辞
郭
硼
Ｈ
目
劇
日

の‐
週
例
―こ―
計
引
ｄ
引
剰
劇
副
翻
剰
倒
目
個
ｄ
網
ｄ
刑
剰

31

剛
潤
潤
制
租
馴
酬
劉
朝
側
劇
菫
制
利
ｑ
圃
引
る
事
項

ｑ
Щ
矧
劉
菌
側
馴
コ
劉
綱
制
詞
瓢
引
劉
司
細
州

―こ―
係
る
も

の
に
限
る
。
）
の

円

颯

劇

目

劉

剛

璽

調

劇

劃

剰

口

倒
引
劉
司
調
躙
制
封
刀
湖
引
剰
劇
判
「
翻
馴
劉
刷
湘
錮
「
開
引
―‐
酬
ス‐

洲ヨ
ヨ
■
―ま‐
■
■
笙
ョ
出
期
目
翻
割
割
懇
ｑ
Ｊ
創
割
劃
棚
違
携
の
確
保
に

刺
「
ロ
コ
冽
司
倒
側
笙
因
躙
馴
川
劉
「
川
嘲
ョ
「
防
給
付
に
係
る
も
の

□
囲
翻
哺
「

の‐
剛
潤
劉
州
側
測
が
川
現
剣
瓢
劉
コ
ョ
日
日
判
な
実
施
を
図
る
た

め

ｇ

勇

曇

暑

藝

ョ

五|

刊
ｑ
側
期
目
悧
３
ョ
目
硼
劉
州
悧
州
側
躙
馴
¶
菫
悧
目
図
る
た
め
に
市

躙
劉
螢
璽
覗
奎
ョ

（新
設
）

（新
設
）



と
の
連
携
に
関
「
ｄ
割
剰
ｄ

の‐
個
硼

保
険
者

の
地
現

―こ―
剥
引
ｄ
副
ゴ
引
川
副

目

司

３

日

紹

σ

劉

Ｊ

ヨ

（略
）

旧

磯

り

剰

―

ヨ

⊇

ヨ

郵

動

計
朋計

ｄ
馴
旧
目
倒
周
劃
＝
劃
倒
刷
劃
馴
劃
利
捌
■
一」計」計
札
議
中
に勤

村
介
護
偶
口
割

（略
）

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
社
会
福
祉
法
第
百
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村

地
域
福
祉
計
画
そ
の
他

の
法
律

の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ

つ
て
要
介
護
者
等

の
保

健
、
医
療
可
倒
相
劇

―ま―
周
側
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も

の
と
調
和
が
保
た
れ
た

も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（略
）

市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画

（
‐

剣
コ
珂
倒
刑

―こ―
劉
酬
召
割
「
回
例

ｄ
剖
州
―こ―
同
ｄ
「
「
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

、
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１０
　

（略
）

（都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
）

第
百
十
人
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
劃
訓
割
劃
用
月
洲
劇
司
劉

区
域
ご
と
田
問
Ｍ
咽
現

‐こ‐
剥
引
ぶ
剰
利
ｄ
刃
利
藝
∃
副
鋼
測
期
捌
劉
『
含
釧
刷
翻
＝

老
人
福

祉
装

協

旧

明

日

倒

劃

劃

卿

判

曇

倒

邸

よ

類‐；

ぃと
の
踊
曰
同
目
咽
欄
「
コ
相
割
国
副
薗
剌
邸
闇
珂
ヨ
計
一■
靴
¨

指
定
介
護
瀾
剰
刷
副
翻
御
劉
別
旨
§
創
倒
翻
「
馴
釧
創
劉
劉
劉
明
ヨ
到
倒
劉
ヨ
牛
鋸

71 61 51 41
91 81

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

３
　

（略
）

（新
設
）

８
　

（略
）

（都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
）

第
百
十
人
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、

る
も
の
と
す
る
。

71 61 51 41

（略
）

市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
社
会
福
祉
法
第
百
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村

地
域
福
祉
計

画
そ

の
他

の
法
律

の
規
定

に
よ

る
計

画

で
あ

つ
て
要
介

護
者
等

の
保

健
、

医
療
剰
州
同
翻

又
は
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略
）

市
町
村
は
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る

と

き

は
、

あ

ら

か

じ

め
、

都

道

府

県

の
意

見

を

聴

か
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

刻

―こ―
捌
酬
引
割
剰
を
定
め



■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
可
―
―
―
―
―

31 個

の‐
州
調
紺
州
割
川
刻
引
―‐
酬

ス‐

の‐
到

の‐
則
週
冽
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

（削
る
）

都
潤
翻
側
側
劉
倒
側
測
劉
∃
翻
利
例
訓
翻
岡
＝
例
Ч
ｑ
副
「
副
淵
倒
Ч
冽
肥
す
る
事
項

の

国
力、１
１
瀾
日
糊
側
咽
到
割
項
に

つ
い
て

劇
ｄ
劃
列
列
司
引
ｄ
ｄ
之
す
る
。

一‐

剣
調
劇
劇
鳳
訓
ｄ
硼
個
硼
州
謝
料
襴
馴
副
笏
引
１‐
ｄ
引
馴
調
供
す
る
た
め
の

姑
訓
潤
獨
相
■
脳
翻
翻
困
列
ｑ
引
劃
剰
酬
刀
渕
釧
知
り
謝
ョ
ｑ
圃
す

る
事
項

剣
瓢
覇
制
劇
「
利
憫
割
凋
剰
コ
ョ
ｑ
関
す
る
事
項

判
―こ―
徊
割
引
ｄ
引

の‐
硼
側
刻
副
剣
固
司
耐
劃

―こ‐
剣
引
「
割

業
に
関
す
る

剣
調
側
劇
測
訓
糊
コ
割
湖
潤
潤
湘
謝
胴
倒
鱈
剛
「
利
割
剤
ｄ
「
副

の
介
護
給
付

割
副
劉
御
利
‐
ヽ
‐
嘲
刻
洲
酬
翻
側
管
州
側
冽
馴
劉
割
「
Ц
硼
劃
コ
倒
□
剛
「
る
事
項

四| 三に |

一
|

当
訓
剖
週
川
県
洲
定

め
る
区

ｄ
目
り
覇
翻
覇
ｄ
翻
劉
響
年
度
の
介
護

「

計

欄

調

ゴ

到

劉

司

淵

響

割

翻

調

ョ

曇

調

割
畑
醐
國
劉
刷
州
覗
「
日
相
馴
引
調
利
鋼
界
調
に
係
る
必
要
利
用

割
厠
糊
引
劉
層
闘
劃
引
紹
剰
刊
魚
И
ョ
囚
四
国
祠
数

籍
定
介
護

圏
翻
劇
困
期
日
引
剰
日

ｆヽ
ｌｌ
馴
欄
¶
劉
周
剤
劉
烈

施
設
の
療
養
病

凩
割
劇
風
■
矧
型
劉
バ
所
定
員
総

「
ｄ

の‐
個
ｄ
州
調
細
州
釧
対
象
サ
ー
ビ

ろ

の

曇
留
側
冽

二|

創
爾
因
翻
劃
剰
＝
棚
州
調
翻
当
州
刻
＝
劇
刻
を‐
提
供
す
る
た
め
の

刑
訓
潤
孤
瀾
刻
脳
劉
翻
困
列
ｑ
引
割
冽
酬
刻
朝
側
矧
菫
刊
ョ
ロ
関
す
る
事
項

ヨ

剣
司
「
川
■
目
報
の‐
窒
「
劉
馴
刻
剥
剰

口

創
ヨ
遍
割
劇
引
剰
扁
樹
劉
剰
剛
馴
利
劉
制
測
ョ
州
嘲
覇
支
援
事

謝
霜
劃
引
到
「
緒
硼
ョ
劉
目
司
刷
測
日
「
到
コ
詞
罰
デ
る
事
項

五|

劃
ヨ
測
酬
瓢
ョ
図
麟
目
槻
潤
州
鰍
劉
刻
割
司
渕

他
の
介
護
給
付

割
矧
刻
引

―‐
酬
月

の‐
円

滑
な
提

日
図
ｄ
潤
期

の‐
割
剰

―こ―
関

す

る
事

項

六|

刊
ｑ
側
劉
調
翻
馴
コ
「
躙
例
潤
調
獨
躙
周
酬
目
潤
剣
翻
Ｆ
支
援
す
る
た
め

現

鶏

目

劉

蜜

ョ

爾

ｇ

ョ

（新
設
）



４
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
い
剃
コ
剰

‐こ―
測
劇
引
ｄ
割
剰

測
洲
訓
剰
倒
引

に
掲
げ
る
事
項

の
ほ
か
、
剣

二‐
剰

の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県

が
定
め
る
区
域
ご
と
に
当
該

区
域
に
お
け
る
各
年
度

の
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者

生
活
介
護
に
係
る
必
要
利
用
定
員
総
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（略
）

都
道
府
県
介
護
保
険
専
業
支
援
計
画
は
、
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第

一
項
に
規

定
す
る
医
療
計
画
、
社
会
福
祉
法
第
百
八
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
福
祉
支

援
計
画
、
高
閥
「

の‐
周
個

の‐
刻
劇
硼
劇

―こ―
劃
引
ｄ
潤
徊
剣
口
刻
剣
刊
剰

‐こ―
丼
ｄ
引

ｄ
副
酬
剖
周
倒
刻
劇
硼
州
訓
司

そ
の
他

の
法
律

の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ

つ
て
要

介
護
者
等

の
保
健
、
医
療
司
倒
相
劇

‐ま―
周
側
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も

の
と
調

和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　

（略
）

（大
都
市
等
の‐朝
例
ｕ

翼

里

３

ロ

ヨ

書

留

翻

劃

ヨ

ヨ

Ｊ

耐

劃

で
政
令

で
に
「
剰
ｄ

の‐

―ま‐
可
翻
月
副
測
測
劉
「
ヨ
悧
コ
判
コ
渕
コ
引
翻
鋼
劃
洲
コ
一

定
都
市

（以‐
「
司
ｑ
剰
―こ―
到

し、ｌ
ｄ

「
―

日

都
市
」
と

い
列
刊
Ⅵ
測
圏
副
測
剣
ヨ
劃

五
十
二
条
り

ＴＩ
ＩＩ
ョ
「
ョ
司
劇
図
可
ｄ
悧
川
副
劉
口
劉
ゴ
Ｈ
Ｊ
Ｊ
悧
「
Ｊ

い
いつ
。
）
出̈
闇
旧
判
ｄ
副
「
‐
洲
剰
∃
ｑ
引
側
留
倒
川
司
ゴ
引
劇
「
引
列
可
週
劉
コ
割
Ｊ
Ш
渕
副
コ
「
欄

市

（以
下

‐
「
―

間
明
都
調
劃
司

し
―

劇
躙
刊

）
―

剥
翻
翻
鋼
刻
副
渕
ヨ
捌
刻
「
川
洲
馴
一一針

に

お

い

て

は

、

「
河

潤

翻

田

馴

曹

捌

側

岡

酬

到

刻

酬

劉

爛

「

Ｊ

馴

翻

劉

Ш

司

酬

劉

川

る
規
定
と
し
「
「
日
翻
刻
＝
当
副
樹
樹
側
響
劉
釧
川
綱
目
引
ｑ

（緊
急
時
に
お
け
る
厚
生
労
働
大
臣
の
事
務
執
行
）

剣
「
ヨ
劉
刑
ヨ
ｑ
ヨ

　

（略
）

61 51

３
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
に
お
い
て
は
、
訓
剰
劉
別
に
掲
げ
る
事
項

の
ほ
か
、
同
剰
剃
「
刑
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
当

該
区
域
に
お
け
る
各
年
度
の
混
合
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
係
る
必
要
利

用
定
員
総
数
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　

（略
）

５
　
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
は
、
医
療
法
第
二
十
条
の
四
第

一
項
に
規

定
す
る
医
療
計
画
、
社
会
福
祉
法
第
百
八
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
地
域
福
祉
支

援
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
つ
て
要
介
護
者
等
の
保
健
、
医

療
又
は
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６
　

（略
）

（新
設
）

（緊
急
時
に
お
け
る
厚
生
労
働
大
臣

の
事
務
執
行
）

劉
司
ヨ
劉
瀾
習
ｑ
ヨ

　

（略
）



（事
務
の
区
分
）

「

ョ

裂

日

（権
限
の
委
任
）

「

ヨ

烈

劉

（略
）

第
二
百
五
条

　

（略
）

２
　

第

二
十

四
条

の
二
第

二
項
１
剣
コ
刊
口
刻

の‐
ョ
剣
ョ
呵

、
第

二
十
人
条
第
七
項

（第

二
十
九
条
第

二
項
、
第

二
十
条
第

二
項
、
第

二
十

一
条
第

二
項
、
第

二
十
二

条
第

四
項
、
第

二
十
二
条

の
二
第

二
項
、
第

二
十
三
条

の
三
第

二
項
及
び
第

二
十

四
条
第

二
項

に
お

い
て
準
用
す

る
場
合
を
含

む
。
）
、
第

六
十
九
条

の
十
七
第

一

項
、
第

六
十
九
条

の
三
十
八
第

一
項
、
第
六
十
九
条

の
二
十
七
、
第

百
十
五
条

の

二
十
八
第

一
項

（第
百
十
五
条
の
四
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）

又
は
剣
司
刊
ョ
列

の‐
口
刊
刈
剣
劃
呵
川
翻
割
羽
劃
刻
湖

四‐

十
七
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、　
一
年
以
下
の
懲

役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
百
八
条
　
介
護
給
付
等
を
受
け
た
者
が
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職

員
の
質
問
潤
ｄ
ｄ
潤
引
「
コ
淵
凶
烈
ョ
Ｊ
コ
コ
刻
冒
列
□
咽
引
堕
到
訓
匂
剰

‐―
サ‐
岡
田

劇
利
週
川
県
割
謝
剰
訓
潤
川

の‐
朝
劇
司
剣
コ
羽
回
剣
剣
コ
珂
州
制

定

に
よ
る
質
問

に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
二
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
二
百
十
二
条

二
十
四
条
第

一

（略
）

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者
が
、
第

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

（事
務
の
区
分
）

劉

劃

ョ

劉

ョ

第
二
百
十
二
条

二
十
四
条
第

一

（権
限
の
委
任
）

劉

割

ョ

剣

固

（略
）

第
二
百
五
条

　

（略
）

２
　
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
七
項

（第
二
十
九
条
第
二
項
、　
第

二
十
条
第
二
項
、
第
二
十

一
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
第
四
項
、
第
二
十
三
粂
あ

二
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
准
す用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
九
条
の
十
七
第

一
項
、
第
六
十
九
条
の
二
十

八

第

一
項
、
第
六
十
九
条
の
二
十
七
、
第
百
十
五
条
の
二
十
八
第

一
項

（第
百
十

五

条
の
四
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
百
十
五
条
一の

馴
引
コ
剰
珂
「
川
剰
司
刊
ョ
利

の‐
口
刊
刈
剣
ヨ
呵

に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
わ
ｃ含

む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、　
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
中訓
金

に
処
す
る
。

第
二
百
八
条
　
介
護
給
付
等
を
受
け
た
者
が
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
・る

報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該

職

員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、

三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（略
）

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者
が
、
第

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽



の
報
告
を
し
、

又
は
同
項

の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員

の
質
問
利
Ц
ｑ

‐ま―
剃
コ
刊
四

条

２

二
第

旧
Ⅷ
＝
コ
倒
「
引
当
コ
∃
劃
測
朝
日
珊
銅
曹
翻
樹
劃
測
剤
割
潤
則
ｄ

職
員

の
一日

Ｔ‐
コ
劉
劉
利
ヨ
列
ｑ
冽
コ
引
劃
到
劉
間
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

２
　

（略
）

の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ



■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
―
―
１
１
１
１
■
―
―
―
１
１

Ｏ
　
介
護
保
険
法
施
行
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

（附
則
第
四
十
条
関
係
）

（特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
旧
措
置
入
所
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
に
お
い
て
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第

一
項
第

一
号
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入

所
し
て
い
る
旧
老
福
法
第
十

一
条
第

一
項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
者

（以
下
こ
の

条
に
お
い
て

「旧
措
置
入
所
者
」
と
い
う
。
）
は
、
施
行
日
以
後
引
き
続
き
当
該

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（介
護
保
険
法
第
九
十
二
条
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
の

三
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て

「特
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
ぅ
。
）
に
入
所
し
て
い
る

間

（当
該
特
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
継
続
し
て
一
以
上
の
他
の
介
護
保
険
法
第

川
裂
剣
コ
刊
口
呵
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

「

介
護
保
険
施
設
」
と
い
ぅ
。
）
に
入
所
す
る
こ
と
に
ょ
り
当
該

一
以
上
の
他
の
介

護
保
険
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
旧

措
置
入
所
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
以
上
の
他
の
介
護
保
険
施
設
に
継
続
し
て
入

所
し
て
い
る
間
を
含
む
。
）
は
、
介
護
保
険
法
第
九
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
と
す

ブ（）
。

２
～
８
　

（略
）

（特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
旧
措
置
入
所
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
施
行
日
に
お
い
て
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条

第

一
項
第

一
号
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入

所
し
て
い
る
旧
老
福
法
第
十

一
条
第

一
項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
者

（以
下
こ
の

条
に
お
い
て

「旧
措
置
入
所
者
」
と
い
う
。
）
は
、
施
行
日
以
後
引
き
続
き
当
該

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（介
護
保
険
法
第
九
十
二
条
第

一
項
又
は
第
百
十
五
条
あ

二
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
以
″下

こ
の
条
に
お
い
て

「特
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
し
て
い
る

一　
間

（当
該
特
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
継
続
し
て

一
以
上
の
他
の
介
護
保
険
法
第

川
剣
剣
コ
刊
コ
珂
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

「

介
護
保
険
施
設
」
と
い
う
。
）
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
一
以
上
の
他
の
介

護
保
険
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
旧

措
置
入
所
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
以
上
の
他
の
介
護
保
険
施
設
に
継
続
し
て
入

所
し
て
い
る
間
を
含
む
。
）
は
、
介
護
保
険
法
第
九
条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
一に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
措
置
を
と
っ
た
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
被
保
険
者
Ｌ
す

ス

υ

。

２
～
邁

　

（略
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
蝋
”分
）



○
　
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

（附
則
第
四
十

一
条
関
係
）

産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

抄

（業
務
の
範
囲
）

第
十
五
条
　
機
構
は
、
第
四
条
第

一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行

”
（「
／
。一

～
十
二
　

（略
）

十
三
　
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
五
年
法

律
第
二
十
八
号
。
以
下

「福
祉
用
具
法
」
と
い
う
ｏ
）
第
七
条
に
規
定
す
る
業

務
を
行
う
こ
と
。

十
四

　

（略
）

２
　

（略
）

（補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

第
十
人
条
　
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
の
規
定

（罰
則
を
含
む
。
）
は
、
第
十
五
条
第

一
項
第

三
号
、
第
五
号
、
第
七
号
イ
、
第
十

一
号

（非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
十

一
条
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
三
号

（福
祉
用
具
法
剣
ｄ
刹
剣

一‐
別
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
交
付
す
る
補
助
金
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
補
坊
金
等
ｔ
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律

（第
二
条
第
七
項
を
除
く
。
）
中

「各
省
各
庁
」
と
あ
る
の
は

「独
立
行

政
法
人
新

エ
ネ

ル
ギ
ｌ

ｏ
産
業
技
術
総
合
開
発
幾
青

一
≧
、

技
術
総
合
開
発
機
構
」
と
ヽ

「各
省
各
庁
の
長
」

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
令
ｃ

（業
務
の
範
囲
）

第
十
五
条
　
機
構
は
、
第
四
条
第

一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行

い
つ
ノ
。一

～
十
二
　

（略
）

十
二
　
福
祉
用
具
の
研
究
開
発
及
び
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
五
年
法

律
第
三
十
人
号
。
以
下

「福
祉
用
具
法
」
と
い
う
ｏ
）
剣
二‐
刊
刻
に
規
定
す
る

業
務
を
行
う
こ
と
。

十
四

　

（略
）

２
　

（略
）

（補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

第
十
八
条
　
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
の
規
定

（罰
則
を
含
む
。
）
は
、
第
十
五
条
第

一
項
第

三
号
、
第
五
号
、
第
七
号
イ
、
第
十

一
号

（非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
十

一
条
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
二
号

（福
祉
用
具
法
剣
コ
刊
裂
第

一‐
別

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
交
付
す
る
補
助
金
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律

（第
二
条
第
七
項
を
除
く
。
）
中

「各
省
各
庁
」
と
あ
る
の
は

「独
立

行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
と
、

「各
省
各
庁
の
長

■

■

■
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１
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１

１

１

１

１

１

と
あ
る
の
は

「独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ｌ

ｏ
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
理

事
長
」
と
、
同
法
第
二
条
第

一
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
三
条
中

「国
」
と
ぁ
る
の
は

「

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
と
、
同
法
第
十
四

条
中

「国
の
会
計
年
度
」
と
ぁ
る
の
は

「独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

・
産
業

技
術
総
合
開
発
機
構
の
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（石
炭
経
過
業
務
）

第
十
二
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
石
炭
経
過
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
六
条

第

一
項
中

「前
条
第

一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
ぁ
る
の
は

「前
条
第

一

項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
附
則
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
石
炭
経
過

業
務

（石
炭
鉱
業
の
構
造
調
整
の
完
了
等
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律

（平
成
十
二
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下

「整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五

条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石
炭
鉱
害
賠
償
等
臨
時
措
置
法

（昭
和

三
十
八
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以
下

「旧
賠
償
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

一

項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

（
こ
れ
ら
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「前
条
第

一
項
第
十
四
号
にに
掲

げ
る
業
務
」
と
ぁ
る
の
は

「前
条
第

一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
附
則
第

十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
石
炭
経
過
業
務

（整
備
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
石
炭
鉱
業
構
造
調
整
臨
時
措
置
法

（昭
和
三
十
年
法
律
第
百
五
十
六

号
。
以
下

「旧
構
造
調
整
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定

」
と
あ
る
の
は

「独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構

の̈

理
事
長
」
と
、
同
法
第
二
条
第

一
項
及
び
第
四
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
九

条

第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
並
び
に
第
二
十
三
条
中

「国
」
と
あ
る
の
は

「独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
」
と
、
同
法
第

十

四
条
中

「国
の
会
計
年
度
」
と
あ
る
の
は

「独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

・
産

業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（石
炭
経
過
業
務
）

第
十
二
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
石
炭
経
過
業
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
二
ハ
条

第

一
項
中

「前
条
第

一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
ぁ
る
の
は

「前
条
笙
〓

項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
附
則
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
石
炭
経

過

業
務

（石
炭
鉱
業
の
構
造
調
整
の
完
了
等
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
十
′る

法
律

（平
成
十
二
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下

「整
備
法
」
と
い
う
。
）
附
則
駆
一五

条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

る

整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石
炭
鉱
害
賠
償
等
臨
時
措
置
法

（咽
叩和

三
十
八
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以
下

「旧
賠
償
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
生
■

項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
に
場
げ
る
業
務

（こ
れ
ら
の
業
務
に
附
帯
す
る
基
本務

を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「前
条
第

一
項
第
十
四
号

に
掲

げ
る
業
務
」
と
ぁ
る
の
は

「前
条
第

一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
附
則
第

十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
石
炭
経
過
業
務

（整
備
法
附
則
第
二
条
第
四
項

の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定

に
よ

る
廃
止
前
の
石
炭
鉱
業
構
造
調
整
臨
時
措
置
法

（昭
和
三
十
年
法
律
第
百
五
十
六

号
。
以
下

「旧
構
造
調
整
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
十
九
第

一
項
に
規
定
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す
る
求
償
権
の
行
使
の
業
務
並
び
に
整
備
法
附
則
第
五
条
第

一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
賠
償
法
第
十
二
条
第

一

項
第

一
号
か
ら
第
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

（こ
れ
ら
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
」
と
、

「受
託
金
融
機
関
等
に
対
し
」
と
あ
る
の
は

「

受
託
金
融
機
関
等
若
し
く
は
整
備
法
附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
構
造
調
整
法
第
三
十
六
条
の
十
九
第

一
項
の

規
定
に
よ
り
業
務
の
委
託
を
受
け
た
銀
行

（以
下

「受
託
銀
行
」
と
い
う
。
）
に

対
し
」
と
、

「受
託
金
融
機
関
等
の
」
と
あ
る
の
は

「受
託
金
融
機
関
等
若
し
く

は
受
託
銀
行
の
」
と
、
第
十
人
条
中

「第
十
二
号

（福
祉
用
具
法
剣
刊
剰
剣
「
刊

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は

「第
十
三
号

（福
祉
用
具
法
剣
司
剰
劉

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第

一
項

（整
備
法
附
則
第

五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
賠
償
法

第
十
二
条
第

一
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
第
二
十
六
条
中

「受

託
金
融
機
関
等
」
と
あ
る
の
は

「受
託
金
融
機
関
等
又
は
受
託
銀
行
」
と
、
第
二

十
七
条
第

一
号
中

「第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は

「第
十
五
条
に

規
定
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
石
炭
経
過
業
務
」
と

、
通
則
法
第
五
十
条
中

「及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
」
と
あ
る
の
は

「、
石
炭
鉱

業
の
構
造
調
整
の
完
了
等
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（平
成
十

二
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下

「整
備
法
」
と
い
う
ｏ
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃

止
前
の
石
炭
鉱
業
構
造
調
整
臨
時
措
置
法

（昭
和
三
十

整
備
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

分
に
報
る
。
）
及
び
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃

臨
時
措
置
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
九
十
七
号
。
整

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
部
分

ら
に
基
づ
く
命
令
」
と
す
る
。

す
る
求
償
権
の
行
使
の
業
務
並
び
に
整
備
法
附
則
第
五
条
第

一
項
及
び
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
ざ
れ
る
旧
賠
償
法
第
十
二
条
第

一

項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

（こ
れ
ら
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
」
と
、

「受
託
金
融
機
関
等
に
対
し
」
と
あ
る
の
は

「

受
託
金
融
機
関
等
若
し
く
は
整
備
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
構
造
調
整
法
第
二
十
六
条
の
十
九
第

一
項
の

規
定
に
よ
り
業
務
の
委
託
を
受
け
た
銀
行

（以
下

「受
託
銀
行
」
と
い
う
ｏ
）
に

対
し
」
と
、

「受
託
金
融
機
関
等
の
」
と
あ
る
の
は

「受
託
金
融
機
関
等
若
し
く

は
受
託
銀
行
の
」
と
、
第
十
八
条
中

「第
十
二
号

（福
祉
用
具
法
第
二‐
刊
剣
劉
刊

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は

「第
十
二
号

（福
祉
用
具
法
剣
二‐
刊

剣
剣
刊
測
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第

一
項

（整
備
法
附

則
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
賠

償
法
第
十
二
条
第

一
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
、
第
二
十
六
条
中

「受
託
金
融
機
関
等
」
と
あ
る
の
は

「受
託
金
融
機
関
等
又
は
受
託
銀
行
」
と
、

第
二
十
七
条
第

一
号
中

「第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は

「第
十
五

条
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
附
則
第
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
石
炭
経
過
業
務

」
と
、
通
則
法
第
五
十
条
中

「及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
」
と
あ
る
の
は

「、
石

炭
鉱
業
の
構
造
調
整
の
完
了
等
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

（平

成
十
二
年
法
律
第
十
六
号
。
以
下

「整
備
法
」
と
い
う
ｏ
）
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
石
炭
鉱
業
構
造
調
整
臨
時
措
置
法

（昭
和
三
十
年
法
律
第
百
五
十
六

号
。
整
備
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石
炭
鉱
害
賠

償
等
臨
時
措
置
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
九
十
七
号
。
整
備
法
附
則
第
五
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に

こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
」
と
す
る
。



■
■
■
■
■
■
■
―
―
―
―
―
―
１
１
１
１
１
１
１
１
１

抄

○
　
構
造
改
革
特
別
区
域
法

（平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）

（附
則
第
四
十
二
条
関
係
）

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

（老
人
福
祉
法
の
特
例
）

第
二
十
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
の
全
部
又

は

一
部
が
属
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
不
足
区
域

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年

法

律
第
百
二
十
三
号
）
剣
司
刊
川
剣
剣
二‐
剰
剣

一‐
別
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定

め
る
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（老
人
福
祉

法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
別
表
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。

）

一　
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
同
法
第
二
十
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

が
定
め
る
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
当
該
区
域
の
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数
を
下
回
る
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い

て
同
じ
。
）
に
お
い
て
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
を
促
進
す
る
必
要
が
あ

る

と
認
め
て
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
認
定
の
日
以
後
は
、
選
定
事
業
者

（民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等

の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
基
（第

五
項
に
規
定
す
る
選
定
事
業
者
を
い
い
、
社
会
福
祉
法
人

（社
会
福
祉
法

（昭
和

二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
法
人
は
、
老
人
福
祉
法
第
十
五
条
第

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
不
足
区
域
に

（老
人
福
祉
法
の
特
例
）

第
二
十
条
　
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
の
全
部
又
は

一
部
が
属
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
不
足
区
域

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
剣
司
引
川
裂
剣
コ
呵
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
区

域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（老
人
福
祉
法

（昭

和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
五

・
―こ
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人

）
の
条
及
び
別
表
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
入
所

”
二
十
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め

耐
画
に
お
い
て
定
め
る
当
該
区
域
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

熱
を
下
回
る
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

綬
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

疋
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定

業
者

（民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備

伴

（平
成
十

一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に

を
い
い
、
社
会
福
祉
法
人

（社
会
福
祉
法

（昭
和
二
十
六

第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下

¨
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
ぁ
る

第
十
五
条
第

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

別
区
域
内
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
不
足
区
域
に
お
い
て



、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事

（地
方
自
治
法
第

二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
の
指
定
都
市

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「指
定
都

市
」
と
い
う
ｏ
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第

一
項
の
中
核
市

（以

下
こ
の
条
に
お
い
て

「中
核
市
」
と
い
う
ｏ
）
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
又

は
中
核
市
の
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可
を
受
け
て
、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５
　

（略
）

お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事

（地
方
自

治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
の
指
定
都
市

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「

指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第

一
項
の
中
核

市

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「中
核
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
指
定

都
市
又
は
中
核
市
の
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可
を
受
け
て
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５
　

（略
）
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○
　
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（附
則
第
四
十
三
条
関
係
）

（平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）

抄

（傍
線
の
部
分
は
改
正
螺
中分
）

附
　
則

（老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
六
条
　
施
行
日
前
措
置
入
所
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
福

祉
法
第
十

一
条
第

一
項
第

一
号
の
措
置
を
受
け
て
入
所
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。

第
十
七
条
　
冽
川
潤
躙
脳
馴
利
劃
馴
剰
ｑ
四
剣
コ
硼
の
規
定
は
、
認
知
症
対
応
型
老
人

共
同
生
活
援
助
事
業

（施
行
日
の
前
日
ま
で
に
老
人
福
祉
法
第
十
四
条
の
届
出
が

さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
る
住
居
に
施
行
日
以
後
に
入
居
し
た
者
に
係

る
前
払
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
月
鳳
目
鼎
欄
目
劉
丁‐劇
型
剣
剰
刊
硼
の
規
定
は
、
同
条
第
一項
に
規
定
す
る
有
料

老
人
ホ
ー
ム

（施
行
日
の
前
日
ま
で
に
旧
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第

一
項
の
届

出
が
さ
れ
た
し
の
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
施
行

、
日
以
後
に
入
居
ｔ
た
者
に
係
る
前
払
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則

（老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
遣
）

第
十
六
条
　
施
行
日
前
措
置
入
所
者
は
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
福

祉
法

（
‐
列
裂
―こ―
剥
劇
０

「
―
別
召
川
倒
相
潤
「
ど
劇
列
「
「
第
十
一
条
第
一
項
綺第
一

号
の
措
置
を
受
け
て
入
所
し
て
い
る
者
と
み
な
す
。

第
十
七
条
　
親
冽
川
翻
組
潤
劉
鋼
網
淵
「
例
馴
の
規
定
は
、
認
知
症
対
応
型
老
人
土
（同

生
活
援
助
事
業

（施
行
日
の
前
日
■
で
に
老
人
福
祉
法
第
十
四
条
の
届
出
が
さ

れ

た
も
の
を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
る
住
居
に
施
行
日
以
後
に
入
居
し
ｔ
者
に
係
ス
）前

払
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
糊
封
川
倒
州
日
舞
「
劇
川
劉
劉
ヨ
項
の
規
定
は
、
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
有

料

老

人

ホ

ー

ム

（施

行

日

の
前

日
ま

で

に

旧
老

人
福

祉

法

第

二
十

九
条

第

一
項

あ

届

出

が
さ

れ
た

も

の
そ

の
他

の
厚

生

労

働

省

令

で
定

め

る
も

の
を

除

く
。

）

に

施

行

日
以
後

に

入
居

し
た
者

に
係

る
前

払

金

に

つ
い

て
適

用

す

る
。



〇
　
一局
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

（附
則
第
四
十
四
条
関
係
）

（平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）

抄

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２
～
４
　

（略
）

５
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
」
と
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。

一　

老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定

す
る
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
老

人
ホ
ー
ム
又
は
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
剣
川
剣
第
二‐

十

一
項
に
規
定
す

る
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施

設
、
同
剣
剃

二‐
刊
利
呵

同
条
第
二
十
六
項
に

規
定
す

る
介
護
老

人
福
祉

施

設
、
同
剰
剃

二‐
刊
司
到

同
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保

健
施
設
若
し
く
は
同
法
剣
劃
刷
創
劇
劇
網
制
ＩＩ
劉
利
「
側
に
規
定
す
る
肝
域…
包

．和

支
援
セ
ン
タ
ー

（以
下

「養
介
護
施
設
」
と
い
う
ｏ
）
の
業
務
に
従
事
す
る
者

が
、
当
該
養
介
護
施
設
に
入
所
し
、
そ
の
他
当
該
養
介
護
施
設
を
利
用
す
る
高

齢
者
に
つ
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為

ィ
～
ホ
　
（略
）

二
　
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
又

は
介
護
保
険
法
第
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十

四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
剰
剣
二‐
刊
ヨ
珂
に
規
定
す

る
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
同
法
第
人
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
令
ｃ

（定
義
）

第
二
条

　

（略
）

２
～
４
　

（略
）

５
　
こ
の
法
律
に
お
い
て

「養
介
護
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
」
と
は
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。

一　
老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定

す
る
老
人
福
祉
施
設
若
し
く
は
同
法
第
二
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
有
料
老

人
ホ
ー
ム
又
は
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
剣
川
剰
第
二‐

十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
同
剰
第
二‐
刊
口
珂
に
規

定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
同
刹
剣
二‐
刊
ヨ
剰
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健

施
設
若
し
く
は
同
法
剣
劃
刊
創
刻
剣
悧
「
コ
劇
利
「
側
に
規
定
す
る
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー

（以
下

「養
介
護
施
設
」
と
い
う
。
）
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が

、
当
該
養
介
護
施
設
に
入
所
し
、
そ
の
他
当
該
養
介
護
施
設
を
利
用
す
る
高
齢

者
に
つ
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
行
為

ィ
～
ホ
　

（略
）

一
一　
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
又

は
介
護
保
険
法
第
人
条
第

一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十

四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
同
剰
剣
コ
刊

一‐剰
に
規
定
す

る
居
宅
介
護
支
援
事
業
、
同
法
第
人
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ



■
■

■
―

―
―

―
―

１
１

１
１

１
１

１
１

１

―
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ド
ビ
ス

事
業
若
し
く
は
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業

（以
下

「養

介
護
事
業
」
と
い
ぅ
。
）
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
者
が
、
当
該
養
介
護
事

業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
高
齢
者
に
つ
い
て
行
う
前
号
イ
か
ら
ホ

ま
で
に
掲
げ
る
行
為

（立
入
調
査
）

第
十

一
条
　
市
町
村
長
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
よ
り
高
齢
者
の
生
命
又

は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
介
護

保
険
法
剣
ゴ
刊
劃
劉
湖
淵
コ
コ
創
ョ
∃
列
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
職
員
そ
の
他
の
高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
を

し
て
、
当
該
高
齢
者
の
住
所
又
は
居
所
に
立
ち
入
り
、
必
要
な
調
査
又
は
質
問
を

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

ｏ
３
　

（略
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
ビ
ス
事
業
、
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス

事
業
若
し
く
は
同
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
事
業

（以
下

「
養

介
護
事
業
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
業
務
に
従
事
す
る
者
が
、
当
該
養
介
護

事

業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
高
齢
者
に
つ
い
て
行
う
前
号
イ
か
ら
示

ま
で
に
掲
げ
る
行
為

（立
入
調
査
）

第
十

一
条
　
市
町
村
長
は
一
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
に
よ
り
高
齢
者
の
生
命
叩
又

は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
令
刻護

保
険
法
剣
司
刊
ョ
刻
の‐
回
引
ョ
剣
コ
剰
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
職
員
そ
の
他
の
高
齢
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
口員
を

し
て
、
当
該
高
齢
者
の
住
所
又
は
居
所
に
立
ち
入
り
、
必
要
な
調
査
又
は
質
問

を

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

ｏ
３
　

（略
）

（連
携
協
力
体
制
）

第
十
六
条
　
市
町
村
は
、
養
護
者
に
よ
る
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
養
護
者
に
よ
る
高

齢
者
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
の
保
護
及
び
養
護
者
に
対
す
る
支
援
を
適
切
に
実
一施

す
る
た
め
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
老
人
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
、
介
護
保
険
濃
劉
劃
＝
劃
刻
の‐
口
刊
ョ
剣
ョ
引
の
規
定
に
よ
り
設
置

さ
れ
た
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
関
係
機
関
、
民
間
団
体
等
と
の
連
携
協

力
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
養
護
者
に
よ
る

高
齢
者
虐
待
に
い
つ
で
も
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
特
に
配
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



○
　
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（附
則
第
四
十
五
条
関
係
）

（平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
六
号
）

抄

（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
令
ｃ

（生
活
保
護
法
の
特
例
）

第
十
二
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第

一
項
又
は
前
項
の
道
州
制
特
別
区
域
計
画
を
作
成
し
た
特
定
広
域
団
体
の
区

域
に
お
い
て
は
、
公
告
の
日
に
お
い
て
現
に
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
又
は
第
五

十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
国
が

開
設
し
た
病
院
等

（病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
等

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百

三
十
二
号
）
第
八
条
第
二

十

一
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
者
人
福
祉
施
設

、
同
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
同
剣
剣
二‐
刊
刊
珂
に

規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
当
該
公
告
の
日
に

第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
生
活
保
護
法
第
四
十
九

条
又
は
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
広
域
団
体
の
知
事
の

指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４
ｏ
５
　
（略
）

（生
活
保
護
法
の
特
例
）

第
十
二
条

　

（略
）

２
　

（略
）

３
　
第

一
項
又
は
前
項
の
道
州
制
特
別
区
域
計
画
を
作
成
し
た
特
定
広
域
団
体
の
区

域
に
お
い
て
は
、
公
告
の
日
に
お
い
て
現
に
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
又
は
第
五

十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
い
る
国
が

開
設
し
た
病
院
等

（病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
等

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
剃
川
剰
剃
コ
刊
側
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、

同
剰
第
二‐
刊
回
側
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
同
剣
第
二‐
刊
ョ
珂
に
規

定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
¨
）
は
、
当
該
公
告
の
日
に
第

一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条

又
は
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
広
域
団
体
の
知
事
の
指

定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

４
ｏ
５
　

（略
）
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○
　
介
護
保
険
法
及
び
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
二
号
）

（附
則
第
四
十
六
条
関
係
）

附
　
則

（指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
州
調
側
劇
調
第
七
十
条
第
二
項
第
六
号
つ
三

（州
調
側
関
調
第
七
十
条
の
二

第
四
項

（州
調
側
劇
調
第
七
十
八
条
の
十
二
、
第
百
十
五
条
の
十
一
、
第
百
十
五
条

の
二
十

一
及
び
第
百
十
五
条
の
二
十

一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
六
号
の
三
若
し
く

は
剣
刈
引
剣
「
引
剣
ョ
、
第
七
十
九
条
第
二
項
第
五
号
の
二

（州
調
側
関
洲
第
七
十

九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
十
五
条
の
二
第
二

項
第
六
号
の
二
、
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
第
六
号
の
三
若
し
く
は
第
四
項
第
一

号
の
三
又
は
第
百
十
五
条
の
二
十
二
第
二
項
第
五
号
の
二
の
規
定
は
、
介
護
保
険
法

第
七
十
条
第
二
項
第
六
号
の
三
に
規
定
す
る
申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者

（

州
調
側
劇
洲
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
第
六
号
の
三
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る

者
を
除
く
。
）
が
、
施
行
日
前
に
旧
介
護
保
険
法
第
七
十
七
条
第

一
項
、
第
七
十
八

条
の
九
、
第
八
十
四
条
第

一
項
、
第
百
十
五
条
の
人
第

一
項
、
第
百
十
五
条
の
十
七

、
第
百
十
五
条
の
二
十
六
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
施
行
日
前
に
発
生
し
た
事
実
を
理
由
と
し
て
施
行
日
後

に
州
調
側
劇
潤
第
七
十
七
条
第

一
項
、
第
七
十
人
条
の
十
、
第
八
十
四
条
第

一
項
、

第
百
十
五
条
の
九
第

一
項
、
第
百
十
五
条
の
十
九
、
第
百
十
五
条
の
二
十
九
若
し
く

抄

（傍
線
部
分
は
改
正
鰍
す分
）

附
　
則

（指
定
又
は
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

親
州
調
州
劇
調
第
七
十
条
第
二
項
第
六
号
の
三

（親
州
調
側
劇
調
第
七
十
条

の
二
第
四
項

（親
州
調
側
劇
調
第
七
十
八
条
の
十
二
、
第
百
十
五
条
の
十

一
、
第
百

十
五
条
の
二
十

一
及
び
第
百
十
五
条
の
二
十

一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。

）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
人
条
の
二
第
四
項
第
六
号
め

三

若
し
く
は
剣
ョ
呵
第
「
別
の‐
ョ
、
第
七
十
九
条
第
二
項
第
五
号
の
二

（新
介
護
保
検

潤
第
七
十
九
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
十
五
条

の
二
第
二
項
第
六
号
の
三
、
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
第
六
号
の
三
若
し
く

は
第

ヨ
剰
剣
「
刑
釧
ョ

又
は
第
百
十
五
条

の
二
十
二
第

二
項
第
五
号
の
二
の
規
定
は

、
新

介
護
保
険
法
第
七
十
条
第
二
項
第
六
号

の
三
に
規
定
す
る
申
請
者
と
密
接
な
関

係
を

有
す
る
者

（洲
州
調
側
劇
洲
第
七
十
人
条

の
二
第
四
項
第
六
号
の
三
に
規
定
す
″る
地

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
指
定

の
申
請
者
と
鷲

接
な

関
係
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）
が
、
施
行
日
前
に
旧
介
護
保
険
法
第
七
十
七
各
（第

一

項
、
第
七
十
人
条

の
九
、
第
八
十
四
条
第

一
項
、
第
百
十
五
条

の
人
第

一
項
、　
第
百

十
五
条

の
十
七
、
第
百
十
五
条

の
二
十
六
若
し
く
は
第
百
十
五
条

の
二
十
九
蔵男
六
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
施
行
日
前
に
発
生
し
た
事
実
を
理

由
と

し
て
施
行
日
後
に
親
剣
調
側
劇
洲
第
七
十
七
条
第

一
項
、
第
七
十
人
条

の
十
、

第
八

十
四
条
第

一
項
、
第
百
十
五
条

の
九
第

一
項
、
第
百
十
五
条

の
十
九
、
第
百
十

五
条



は
第
百
十
五
条
の
二
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
こ
れ
ら
の

取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

の
二
十
九
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
二
十
五
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消

さ
れ
、
こ
れ
ら
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
法
人
で
あ
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ
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０
　
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律

（附
則
第
四
十
七
条
関
係
）

（社
会
福
祉
施
設
等
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
補
助
）

第
四
十
八
条
　
国
は
、
都
道
府
県
が
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で
あ
っ
て
東

日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
を
設
置
し
た
特
定
被
災
地
方
公

共
団
体
で
あ
る
市
町
村

（指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
の
当
該
施
設
又
は

事
業
所
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
六
分
の
五
を
下
ら
な
い
率
に
よ
り
補

助
す
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該

補
助
に
要
す
る
費
用

（当
該
都
道
府
県
が
六
分
の
五
を
超
え
る
率
に
よ
る
補
助
を

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
補
助
に
要
す
る
費
用
を
除
い
た
費
用
）
の

五
分
の
四
を
補
助
す
る
。

一　
老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
五
項

に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
条
第
六
項

に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
設
置
さ
れ
た
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
並
び
に
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
二
号
）
剣
司
引
コ
刻
の‐
口
刊
利
剣
二‐
引
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

一
丁

〓
一

（略
）

２
　
国
は
、
都
道
府
県
が
、
介
護
保
険
法
第
人
条
第
一
一十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老

（平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）

抄

（傍
線
の
部
分
は
改
正
蝋
響分
）

（社
会
福
祉
施
設
等
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
補
助
）

第
四
十
八
条
　
国
は
、
都
道
府
県
が
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で
あ
っ
て
東

日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
を
設
置
し
た
特
定
被
災
地
方
公

共
団
体
で
あ
る
市
町
村

（指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
の
当
該
施
設

又
は

事
業
所
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
六
分
の
五
を
下
ら
な
い
率
に
よ

り
補

助
す
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、　
当
該

補
助
に
要
す
る
費
用

（当
該
都
道
府
県
が
六
分
の
五
を
超
え
る
率
に
よ
る
補

助
を

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
補
助
に
要
す
る
費
用
を
除
い
た
費
用
）
の

五
分
の
四
を
補
助
す
る
。

一　
老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
五
条
の
二
第
一五
項

に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
条
第
押六
項

に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
、　
同
法

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
、
同
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
設
置
さ
れ
た
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
並
び
に
介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
剣
劃
刊
ョ
刻
の‐
口
刊
コ
剣
コ
呵
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ

れ
た

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

一
丁

〓
一

（略
）

国
は
、
都
道
府
県
が
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
一
一十
五
項
に
規
定
す
る
介

護
老



人
保
健
施
設

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「介
護
老
人
保
健
施
設
」
と
い
う
。
）
で

あ
っ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
を
設
置
し
た
特
定
被

災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村

（指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
の
当
該

介
護
老
人
保
健
施
設
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
補
助
す
る
場
合
に
は
、

当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
補
助
に
要
す
る
費
用

（当
該
都
道
府
県
が
三
分
の

一
を
超
え
る
率
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
超
え
る
部
分
の
補
助
に
要
す
る
費
用
を
除
い
た
費
用
）
を
補
助
す
る
。

３
　
国
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
が
、
そ
の
区
域

（都
道
府

県
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
指
定
都
市
の
区
域
及
び
中
核

市
の
区
域
を
除
く
。
）
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で

あ
っ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
を
設
置
し
た
都
道
府

県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
の
当
該
施
設
又
は
事
業
所
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用

に
つ
き
六
分
の
五
を
下
ら
な
い
率
に
よ
り
補
助
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
に
対
し
、
予

算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
補
助
に
要
す
る
費
用

（当
該
都
道
府
県
又
は
指
定

都
市
若
し
く
は
中
核
市
が
六
分
の
五
を
超
え
る
率
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は

、
そ
の
超
え
る
部
分
の
補
助
に
要
す
る
費
用
を
除
い
た
費
用
）
の
五
分
の
四
を
補

助
す
る
。

一　
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生

活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ

れ
た
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
老
人
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
並

び
に
介
護
保
険
法
例
副
刊
劃
刻
洲
酬
コ
劇
創
劉
劃
側
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

ニ
～
四
　

（略
）

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

日

―

―

―

―

―

―

―

―

目

日

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

人
保
健
施
設

（以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「介
護
老
人
保
健
施
設
」
と
い
う
。
）
で

あ
っ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
を
設
置
し
た
特
定
彼

災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村

（指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
の
当
該

介
護
者
人
保
健
施
設
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
補
助
す
る
場
合
に
は
、

当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
補
助
に
要
す
る
費
用

（当
該
都
道
府
県
が
三
分
の
一
を
超
え
る
率
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
」

の
超
え
る
部
分
の
補
助
に
要
す
る
費
用
を
除
い
た
費
用
）
を
補
助
す
る
。

３
　
国
は
、
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
が
、
そ
の
区
域

（都
道
府

県
に
あ
つ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
指
定
都
市
の
区
域
及
び
中
核

市
の
区
域
を
除
く
。
）
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で

あ
っ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
を
設
置
し
た
都
道
府

県
及
び
市
町
村
以
外
の
者
の
当
該
施
設
又
は
事
業
所
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用

に
つ
き
六
分
の
五
を
下
ら
な
い
率
に
よ
り
補
助
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市
に
対
し
、
予

算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
補
助
に
要
す
る
費
用

（当
該
都
道
府
県
又
は
指
定

都
市
若
し
く
は
中
核
市
が
六
分
の
五
を
超
え
る
率
に
よ
る
補
助
を
す
る
場
合
に
は

、
そ
の
超
え
る
部
分
の
補
助
に
要
す
る
費
用
を
除
い
た
費
用
）
の
五
分
の
四
を
補

助
す
る
。

一　
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生

活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ

れ
た
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
老
人
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
並

び
に
介
護
保
険
法
剣
司
刊
ヨ
刻
州
淵
コ
判
馴
ヨ
ヨ
列
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た

地
域
包
括
支
援
セ
ン
ダ
ー

ニ
～
四
　

（略
）



■

■

■

■

■

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

１

１

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

４
　

（略
）

５
　
国
は
、
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核
市

に
対
し
、
そ
の
設
置
す
る
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で
あ
っ
て
東
日
本
大
震

災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
三
分
の
二
を
補
助
す
る
。

一　
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生

活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
老

人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
及
び

老
人
介
書
支
援
セ
ン
タ
ー
止
び
に
介
護
保
険
法
制
司
刊
コ
刻
の‐
口
刊
利
剣
二‐
引

の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

一
丁

〓
一

（略
）

６
　

（略
）

附

貝J

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

測
劇

―まＩ
Ｈ
紺
創
州
別
因
現
洲

（
―

平

成

二
十
二
年
法
律
第

か
ら
施
行
す
る
。

（削
る
）

酬
劉
∃
刻
司

号
）
の
公
布
の
日

４
　

（略
）

５
　
国
は
、
特
定
被
災
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
県
又
は
指
定
都
市
若
し
く
は
中
核

市

に
対
し
、
そ
の
設
置
す
る
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
所
で
あ
っ
て
東
日
本
夫

震

災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
も
の
の
災
害
復
旧
に
要
す
る
費
用
に
つ
い

て
、

予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
三
分
の
二
を
補
助
す
る
。

一　
老
人
福
祉
法
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
芥

護

事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
老
人
共

同
生

活
援
助
事
業
を
行
う
事
業
所
、
同
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ

た
老

人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
及
び

老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
並
び
に
介
護
保
険
法
剣
劃
羽
制
コ
渕
淵
コ
劃
劃
「
コ
剰

の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

一
丁

〓
一

（略
）

（略
）

附

貝J

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

ｄ
測
ヨ
ーまＩ
Ｈ
判
謝
倒
「
―こ‐
劇
劇
ｄ
日
か
ら
施
行
す
る
。

「
訓
翻
劉
刺
酬
刹
‐
司
ｑ
用
側
矧
翻
洲
悧
刊
翻
州
護
サ
ト
ビ
ス
の
基
盤
強
化

ｇ
樹
司
劉
君
調
日
「
コ
剖
引
欄
樹
劉
刻
「
軍
盛

一士
一軍
法
律
第

号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
■

「

酬

劉

劃

「

副

目

測

驚

ョ

ロ

習

翻

扁

「

¶

ョ

劃

目

劉

「

号
‐

淵

斜

割

硼

硼

日

習

州

謝

ョ

ョ

ョ

楓

楓

＝

剰

劃

倒

覇

到

劃

劇

「

日

次
の
各
号
に

掲
げ



五
条

の
四
十
ヨ
劉
ヨ
剰
「
日

「
―

剣
司
刊
ヨ
刻

の‐
口
刊
利
剣
ヨ
剰
「

‐こ―
司
司
可
同

条
第
五
項
第

一‐
刑
劇

「
‐

剣
副
刊
ヨ
刻

の‐
口
刊
コ
剣
コ
剰
「
ゴ
コ
剣
劃
刊
劃
刻
湖

口
刊
利
第

二‐
硼
「
―こ―
列
倒
翻
刊

割
酬
到
酬
園

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

律
の
一
部
塾
∃

第
十
四
条
―

州
調
引

――
劇

スー

の‐
劇
扁
硼
羽
湖
劇
Л
州
利
錮
測
翻
日
コ
測
コ

部
を
改
正

す
る
法
律
‐ｑ

丁‐
削
引
勾
ｑ
引
烈
劇
望
劃
「
ｑ

附
則
第
四
十
刑
列

の‐
刻

―こ‐
測
司

一
‐

製
鋼
輛
劉
引
ｑ

（東
日
本
大
目
刻
目
剰
冽
創
刻
翻
側
留
留
劉
列
ｑ
則
測
瓢
酬
耐
寒
酬
劉
倒
∬
剛
ヨ
創

刻

司

覇

朝

「

第
四
十
九
条

の‐「
「

苦‐
倒
刷
剣
２
日
劉
日
翻
劉
引
ｇ
引
留
例
劉
利
ｇ
期
馴
因
馴
列
び

助
成
に
関
す
う
調
徊
■―
朝
翻
「
ＩＩ
劃
測
コ
刻
翻
剰
囲
刊
鋼
】
洲
ヨ
翻
劉
捌
刻
留
引
川

酬
判

引

「

第
四
十
人
条
第

一
‐

嘲
翻
コ
国
馴
「
Ｊ
コ
刊
コ
コ
剣
釧
回
刊
剰
ヨ
「
調
コ
劃
η
ゴ
剰

百
十
五
条

の
四
刊
刈
劉
∃
ヨ
呵
洲
翻
謝
「
副
鮒
日
「
Ｊ
翻
「
Ｊ
羽
州
劉
ヨ

丁
‐

劇
判

一



■
■

■

■

■

―

―

―

―

―

―

Ｉ

Ｉ

Ｉ

■

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

○
　
総
合
特
別
区
域
法

（平
成
二
十
三
年
法
準
第

（附
則
第
四
十
八
条
関
係
）

（老
人
福
祉
法
の
特
例
）

第
四
十
八
条
　
指
定
地
方
公
共
団
体
が
、
第
二
十
五
条
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る

特
定
地
域
活
性
化
事
業
と
し
て
、
民
間
事
業
者
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
事
業

（地
域
活
性
化
総
合

特
別
区
域

の
全
部

又
は

一
部
が
属
す

る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
不
足
区
域

（介
護
保
険
法

（平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
百
十
八
条
第

コ
引
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
九
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
定
め
る
当

該
区
域
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数
を
下
回
る
区
域
を
い
う

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
内

に
あ
る
区
域
で
あ

，っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
お
い

て
、
選
定
事
業
者

（民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進

に
関
す
る
法
律

（平
成
十

一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

選
定
事
業
者
を
い
い
、
社
会
福
祉
法
人

（社
会
福
祉
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第

四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
ぁ
る
法
人
が
特

（傍
線
の
部
分
は
改
正
獣
”分
）

（老

人
福
祉
法

の
特
例
）

第

四
十
八
条
　
指
定
地
方

公
共
団
体
が
、
第

二
十

五
条

第

二
項
第

一
号

に
規
定
す

る

特
定
地
域
活
性
化
事
業

と

し
て
、

民
間
事
業
者
特

別
養
護
老

人
ホ
ー

ム
設
置
事

業

（地
域
活
性
化
総
合

特
別
区
域

の
全
部

又
は

一
部

が
属
す

る
特

別
養
護
老

人
ホ

ー

ム
不
足
区
域

（介
護
保
険
法

（平
成

九
年
法
律
第

百

二
十
三
号
）
第

百
十

人
条

第

コ
剰
剣

一‐
引
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に́

お
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（老
人
福
祉
法

（昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
〓
一十

三
号
）
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
入
所
定
員
の
総
数
が
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
定
め
る
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
定

め
る
当
該
区
域
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員
総
数
を
下
回
る
区
域

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
地
域
活
性
化
総
合
特
一別

区
域
内
に
あ
る
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た

め
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
お
い
て
、
選
定
事
業
者

（民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等

の
促
進
に
関
す
る
法
律

（平
成
十

一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項

に
規

定
す
る
選
定
事
業
者
を
い
い
、
社
会
福
祉
法
人

（社
会
福
祉
法

（昭
和
二
十
六
年

法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
ぁ

る
法

号
）

抄



別
養
護
老
人
ホ
ト
ム
を
設
置
す
る
事
業
を
い
う
。
別
表
第
二
の
六
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
定
め
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大

臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、

選
定
事
業
者
で
あ
る
法
人
は
、
老
人
福
祉
法
第
十
五
条
第

一
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
内
の
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
不
足
区
域
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道

府
県
知
事

（指
定
都
市
及
び
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第

一
項
の

中
核
市

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に

「中
核
市
」
と
い
う
ｏ
）
に
お
い
て
は
、

当
該
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
認
可
を

受
け
て
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５
　

（略
）

人
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
す
る
事
業
を
い
う
。
別
表
第
二
の
六
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
た
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣

総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以

後
は
、
選
定
事
業
者
で
あ
る
法
人
は
、
老
人
福
祉
法
第
十
五
条
第

一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
域
活
性
化
総
合
特
別
区
域
内
の
特
別
養

護
者
人
ホ
ー
ム
不
足
区
域
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
都
道
府
県
知
事

（指
定
都
市
及
び
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第

一
項
の
中
核
市

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に

「中
核
市
」
と
い
う
ｏ
）
に
お
い

て
は
、
当
該
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

認
可
を
受
け
て
、
特
別
養
護
老
人
ホ
「
ム
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５
　
　
（略
）
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